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1 國學院大學研究開発推進機構紀要　第 16号　令和 6年 3月

　
　
八
百
万
の
神
の
祓
の
効
用
と
、
そ
の
受
容

　
　
　
―
平
安
時
代
中
期
ま
で
の
百
官
大
祓
を
中
心
に
―

加
　
瀬
　
直
　
弥
　
　
　

　
　

は
じ
め
に

　

祓
の
儀
礼
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
、
中
世
に
お
け
る
そ
の
担
い
手
と
し
て
、
史
料
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
の
は
陰

陽
師
で
あ
る
。
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
の
安
倍
晴
明
に
よ
る
一
条
天
皇
に
対
す
る
祓（

（
（

や
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
の
中
宮
彰
子
出
産
時

の
儀
礼（

（
（

は
、
古
い
例
、
す
な
わ
ち
、
平
安
時
代
中
期
の
典
型
例
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
、「
八
百
万
の
神
に
よ
り
、
人
の
犯
し
た

罪
が
消
失
す
る
」
と
さ
れ
る
祓
―
本
稿
で
は
「
八
百
万
の
神
の
祓（

（
（

」
と
す
る
―
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

（
（

。

　

陰
陽
師
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
冒
頭
の
例
は
、
数
あ
る
彼
ら
の
技
術
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
八
百
万
の
神
の
祓
を
用
い
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
。�

だ
が
、
こ
の
時
代
に
は
、
俗
人
の
陰
陽
師
に
似
せ
る
た
め
に
か
、
紙
冠
を
着
し
て
祓
を
す
る
法
師
陰
陽
師
が
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、

彼
ら
は
『
枕
草
子
』
で
「
見
ぐ
る
し
き
も
の
」
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ（

（
（

、『
紫
式
部
集
』
所
収
の
歌（

（
（

に
不
快
さ
を
籠
め
ら
れ
て
も
い
る（

（
（

。�
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祓
が
宮
中
を
超
え
て
広
ま
っ
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
緯
か
ら
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
八
百
万
の
神
の
祓
自
体
の
特
色
か
ら
、
祓
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
背
景
と
、
そ
の
実
態
を
追
求
し
た
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
古
代�

に
お
け
る
こ
の
祓
の
祓
詞
の
典
型
と
い
う
べ
き
、
百
官
大
祓
の
祓
詞（

（
（

の
特
色
と
そ
の
使
わ
れ
方
を
整
理
す
る
。

　
　

一
　
八
百
万
の
神
の
祓
に
お
け
る
「
罪
」

　
　
（
一
）
百
官
大
祓
の
祓
詞
か
ら
見
る
そ
の
効
用

　

整
理
の
端
緒
は
、
百
官
大
祓
の
祓
詞
に
基
づ
く
、
八
百
万
の
神
の
祓
の
効
用
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
せ
ば
、
祓
詞
の
中
で
「
天
之

益
人
」
と
呼
ば
れ
る
、
豊
葦
原
の
水
穂
の
国
に
生
ま
れ
た
人
の
犯
し
た
罪
の
消
除
で
あ
る
。
祓
詞
は
、
罪
発
生
時
の
対
処
と
、
そ
れ
に
よ

る
消
除
の
ペ
ー
ス
や
プ
ロ
セ
ス
を
詳
細
に
示
す
。
他
方
で
、
こ
の
詞
章
に
お
い
て
は
、
穢
な
ど
、
罪
と
は
別
の
事
物
に
つ
い
て
は
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
百
官
大
祓
は
、
直
接
的
に
は
、
罪
の
消
除
に
特
化
し
た
儀
礼
だ
と
い
え
る
。

　

祓
詞
に
列
挙
さ
れ
た
罪
を
理
解
す
る
試
み
は
、
古
く
は
、『
古
語
拾
遺
』
の
国
つ
罪
に
対
す
る
、「
国
罪
者
、
国
中
人
民
所
レ
犯
之
罪
、

其
事
具
在
二
中
臣
禊
詞
一
」
と
い
っ
た
指
摘（

（
（

が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
罪
に
よ
っ
て
起
き
る
災
禍
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
確
認
を
す
る
と
、
天
つ
罪
の
畔
放
ち
・
溝
埋
め
な
ど
の
よ
う
に
、
罪
を
犯
す
行
為
が
そ
の
ま
ま
、
農
業
の
妨
害
と
い
う
わ
ざ
わ

い
を
及
ぼ
す
も
の
も
あ
る
が
、
高
つ
神
の
災
い
や
、
高
つ
鳥
の
災
い
の
よ
う
な
、
わ
ざ
わ
い
を
直
接
引
き
起
こ
す
よ
う
な
お
こ
な
い
が
、

目
に
見
え
る
形
で
は
展
開
し
な
い
国
つ
罪
が
あ
る
。

　

後
者
の
罪
が
百
官
大
祓
の
祓
詞
に
組
み
込
ま
れ
た
理
由
は
、
青
木
紀
元
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
同
氏
は
、
次
の
よ
う
に

指
摘
す
る（

（1
（

。



3 八百万の神の祓の効用と、その受容

　
　

�「
昆は

ふ
む
し
の
わ
ざ
わ
ひ

虫
乃

災
」「
高た

か
つ
か
み
の
わ
ざ
は
ひ

津
神

乃
災
」「
高た

か
つ
と
り
の
わ
ざ
は
ひ

津
鳥
災
」
は
、
災
禍
で
あ
っ
て
、
罪
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
災
禍
の
類
（
略
）
が
、
大
祓
で

祓
い
清
め
ら
れ
る
罪
の
中
に
ま
じ
っ
て
い
る
の
は
、
仏
教
の
影
響
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
私
の
見
解
で
あ
る
。

青
木
氏
は
ま
た
、

　
　

�

大
祓
の
詞
に
災
を
挙
げ
て
い
る
そ
の
も
と
に
、
除
災
招
福
の
経
典
で
あ
る
薬
師
経
の
関
与
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
具
体
的

に
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
考
え
の
も
と
で
、
祓
詞
の
罪
と
、『
灌
頂
抜
除
過
罪
生
死
得
度
経
』
こ
と
『
薬
師
経
』
の
経
句
と
の
対
応
関
係
を
示
し
て
い
る（

（（
（

。

　

こ
れ
ら
の
罪
が
、
他
と
と
も
に
国
つ
罪
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
罪
全
体
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
、
近
世
以
降
、
青
木
氏�

を
含
め
さ
ま
ざ
ま
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
に
お
い
て
留
意
し
た
い
の
は
、
百
官
大
祓
は
罪
で
な
く
災
気
を
除
去
す
る
儀
礼
と
位
置
づ
け
る�

説
の
存
在
で
あ
る（

（1
（

。
こ
の
説
に
従
い
、「
百
官
大
祓
の
祓
詞
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
罪
は
、
災
禍
の
一
表
現
で
あ
る
」
と
捉
え
れ
ば
、

高
つ
神
の
災
い
の
よ
う
な
、
わ
ざ
わ
い
を
直
接
名
と
す
る
罪
が
含
ま
れ
て
い
て
も
、
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
律
令
に
よ
る
神
祇
制
度
が
制
定
さ
れ
た
こ
ろ
に
、
百
官
大
祓
の
祓
詞
作
成
に
携
わ
っ
た
当
事
者
た
ち
が
、
災

禍
の
原
因
で
あ
る
罪
の
消
滅
や
、
罪
か
ら
わ
ざ
わ
い
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
断
で
は
な
く
、
災
禍
と
い
う
結
果
そ
の
も
の
の
除
去
に
強
い

関
心
を
払
い
、
結
果
、『
薬
師
経
』
の
罪
を
組
み
込
ん
だ
。
と
い
う
筋
道
が
浮
上
し
よ
う
。
そ
し
て
、
除
去
に
関
心
が
払
わ
れ
た
の
は
、

朝
廷
と
し
て
よ
り
広
範
な
災
禍
に
対
応
す
る
儀
礼
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
す
る（

（1
（

。

　

現
実
の
災
禍
に
、
朝
廷
が
大
祓
で
臨
ん
だ
古
い
例
は
、
慶
雲
四
年
（
七
〇
七
）
の
、「
諸
国
疫
」
の
た
め
の
遣
使
大
祓
で
あ
る（

（1
（

。
同
年

は
、
八
百
万
の
神
の
祓
で
あ
る
百
官
大
祓
に
関
す
る
制
度
が
、
一
定
の
水
準
で
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
大
宝
律
令
成
立
（
大
宝
元
年

〈
七
〇
一
〉）
か
ら
さ
ほ
ど
時
を
経
て
い
な
い
。
こ
の
時
点
で
す
で
に
、
そ
の
意
図
が
、
単
な
る
罪
の
消
除
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
大
祓

が
と
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
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（
二
）
「
罪
」
の
定
義
の
個
別
性

　

当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
が
、
古
代
の
場
合
、
祓
を
す
る
に
値
す
る
罪
の
定
義
は
、
立
場
に
よ
っ
て
相
違
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
化
二
年
（
六
四
六
）
の
詔
が
「
愚
俗
所
レ
染
」
と
断
じ
て
禁
じ
た
祓
除
の
原
因
、
具
体
的
に
は
、
斃
死
・
溺
死
へ
の
関
与
、
及
び
路
上

の
炊
飯
や
甑
の
転
覆
は（

（1
（

、
沿
道
の
諸
人
に
と
っ
て
は
紛
れ
も
な
い
罪
で
あ
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
大
化
二
年
詔
は
、
そ
れ

ら
の
罪
を
朝
廷
が
切
り
捨
て
た
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
別
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
そ
の
朝
廷
が
、
素
戔
嗚
尊
の
無
礼
に
由
来
す
る
も

の
と
位
置
づ
け
た
、
八
百
万
の
神
の
祓
の
天
つ
罪（

（1
（

に
つ
い
て
は
、
現
実
的
に
は
、
農
業
な
い
し
畜
産
に
関
係
し
な
け
れ
ば
実
質
的
な
罪
と

は
な
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
別
の
例
を
あ
げ
る
。
伊
勢
大
神
宮
内
宮
に
お
い
て
は
、
そ
の
創
建
時
に
「
祓
法
」
を
定
め
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
罪
の
内
容
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る（

（1
（

。
記
録
自
体
は
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
の
も
の
と
な
る
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
れ
ら
は
、
同
宮
に
お
け
る
罪
の

一
覧
で
あ
る
。

　
　

�

敷
蒔
、
畔
放
、
溝
埋
、
樋
放
、
串
刺
、
生
剝
、
逆
剝
、
屎
戸
、
許
々
太
久

乃
罪

乎
天
都
罪

止
告
分

天
、
国
都
罪

止
所
始

志
罪

波
、
生
秦
断
、�

死
秦
断
、
己
母
犯
罪
、
己
子
犯
罪
、
畜
犯
罪
、
白
人
、
古
久
弥
、
川
入
、
火
焼
罪

乎
国
都
罪

止
定
給

弖
、
犯
レ
過
人

爾
種

乃々
令
二
祓
物

出
一弖
祓
清

止
定
給

支
、

百
官
大
祓
の
罪
と
比
較
す
る
と
、
天
つ
罪
に
つ
い
て
は
、
順
序
は
違
う
が
種
類
に
異
同
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
国
つ
罪
に
つ
い
て
は
、

高
つ
神
の
災
い
な
ど
が
な
い
一
方
で
、「
川
入
」「
火
焼
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
内
容
が
い
か
な
る
も
の
か
に
つ
い
て
は
判
断

を
留
保
す
る
が
、
祓
の
対
象
と
な
る
罪
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
朝
廷
と
の
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
伊
勢
内
宮
で
あ
っ
て
も
、
独
自
に
構

築
で
き
た
こ
と
が
了
解
で
き
る（

（1
（

。

　

こ
れ
ら
の
、
祓
の
対
象
と
な
る
罪
の
ほ
か
に
、
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味
酒
を
三
輪
の
祝
が
い
は
ふ
杉　

手
触
れ
し
罪
か
君
に
逢
ひ
か
た
き

と
い
う
、『
万
葉
集
』
の
歌（

（1
（

の
中
の
、
お
そ
ら
く
は
神
聖
な
杉
に
触
れ
る
罪
ま
で
考
慮
に
入
れ
る
か
否
か
は
と
も
あ
れ
、
当
時
の
人
び
と

の
罪
の
定
義
に
関
す
る
理
解
は
、
個
別
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。

　
　
（
三
）
八
百
万
の
祓
の
神
に
対
す
る
人
び
と
の
関
心
度

　

こ
の
よ
う
な
罪
の
定
義
に
対
す
る
考
え
方
の
も
と
で
は
、
人
び
と
が
何
を
罪
で
あ
る
か
を
総
合
的
か
つ
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
最
た
る
が
、
青
木
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
、
仏
教
の
影
響
が
う
か
が
え
る
、
直
接
的
な
行
動
が
災
禍

に
直
接
結
び
つ
か
な
い
罪
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
そ
う
し
た
罪
を
対
象
と
す
る
、
八
百
万
の
神
の
祓
の
儀
礼
を
想
定
し
た
い
。
参
集
者
は
基
本
的
に
、
罪
の
何
た
る
か
を
確
定

さ
せ
る
こ
と
は
、
適
当
に
済
ま
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
罪
を
引
き
起
こ
し
た
行
動
が
不
鮮
明
で
、
そ
こ
を
詮
索
し
て

も
意
味
が
な
い
罪
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
罪
の
原
因
が
明
確
で
な
い
場
合
が
あ
る
ゆ
え
に
、
彼
ら
に
「
罪
を
犯
し
た
か
も

し
れ
な
い
」
と
い
う
意
識
を
抱
か
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
現
実
的
に
八
百
万
の
神
の
祓
は
、
そ
う
し
た
「
罪
を
犯
し
た
か
も
し
れ

な
い
」
と
い
う
思
い
を
持
つ
人
び
と
を
広
く
巻
き
込
め
る
素
地
を
、
例
え
ば
百
官
大
祓
の
場
合
、
祓
詞
成
立
の
段
階
か
ら
構
築
し
て
い
た

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
百
官
大
祓
の
祓
詞
の
罪
の
解
釈
か
ら
、
人
び
と
の
罪
に
対
す
る
理
解
と
、
八
百
万
の
神
の
祓
の
人
び
と
へ
の
訴
求
力
を
考

察
し
た
。
次
は
、
八
百
万
の
神
の
祓
が
ど
の
よ
う
に
人
び
と
と
関
係
し
た
か
、
そ
の
実
態
を
確
か
め
た
い
。
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二
　
古
代
に
お
け
る
八
百
万
の
神
の
祓
の
受
容

　
　
（
一
）
百
官
大
祓
と
中
臣
氏

　

神
祇
令
に
は
、
朝
廷
の
百
官
大
祓
に
お
い
て
、
中
臣
が
祓
詞
を
読
む
規
定
が
存
在
す
る（

1（
（

。
前
章
を
振
り
返
り
つ
つ
換
言
す
れ
ば
、
律
令

制
下
の
朝
廷
に
お
い
て
、
百
官
に
罪
の
意
識
を
持
た
せ
つ
つ
、
現
実
の
災
禍
の
解
決
を
旨
と
す
る
一
儀
礼
を
駆
使
で
き
た
の
は
、
中
臣
氏

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
中
臣
氏
だ
が
、
天
平
年
間
（
七
二
九
～
四
九
）、
総
合
的
な
影
響
力
の
ほ
ど
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
神
祇
官
の
神
名
帳
作
成
な

ど
に
お
い
て
専
横
を
極
め
た
こ
と
が
、『
古
語
拾
遺
』
に
示
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

　
　

�

至
二
天
平
年
中
一、
勘
―二
造
神
帳
一、
中
臣
専
レ
権
、
任
レ
意
取
捨
、
有
レ
由
者
、
小
祀
皆
列
、
无
レ
縁
者
、
大
社
猶
廃
、
敷
奏
施
行
、
当
時
独
歩
、

諸
社
封
税
、
総
二
入
一
門
一、

同
族
藤
原
氏
の
存
在
を
考
慮
す
れ
ば
、
同
書
の
信
憑
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
期
の
中
臣
氏
は
、
朝
廷
で
八
百
万
の
祓
を

主
導
で
き
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
八
百
万
の
神
の
祓
の
祓
詞
を
、
次
の
よ
う
に
「
中
臣
禊
詞
」―
こ
の
語
の
前
で
、
国
つ

罪
に
言
及
し
て
い
る
の
で
、「
中
臣
の
祓
詞
」
と
解
し
て
良
い
と
考
え
る
―
と
称
し
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
古
語
拾
遺
』
で
あ
る（

11
（

。

　

そ
の
中
臣
氏
だ
が
、
古
代
、
大
祓
と
は
別
の
厄
災
消
除
の
儀
礼
の
構
築
を
し
た
あ
と
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
理
論
を
深
め
ず
と
も
、

儀
礼
と
し
て
八
百
万
の
神
の
祓
が
成
り
立
っ
て
い
た
実
態
の
あ
ら
わ
れ
と
評
価
で
き
よ
う
。
た
だ
そ
れ
が
、『
古
語
拾
遺
』
の
指
摘
す
る

よ
う
な
、
中
臣
氏
の
専
横
に
よ
る
、
理
論
深
化
の
放
棄
の
結
果
な
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
災
禍
を
除
去
す
る
た
め
の
朝
廷
の
大
祓
は
、
宝
亀
年
間
（
七
七
〇
～
八
一
）
の
後
半
に
な
る
と
、
前
後
の
時
代
と

比
べ
る
と
、
次
の
と
お
り
、
そ
の
頻
度
を
増
し
て
い
る（

11
（

。
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宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
八
月（

11
（

　
　

大
祓
、
以
二
伊
勢
美
濃
等
国
風
雨
之
災
一
也
、

　

同
年
十
月（

11
（

　
　

大
祓
、
以
二
風
雨
及
地
震
一
也
、

　

宝
亀
七
年
（
七
七
六
）
五
月（

11
（

　
　

大
祓
、
以
二
災
変
屢
見
一
也
、

　

同
年
六
月（

11
（

　
　

大
―二
祓
京
師
及
畿
内
諸
国
一、
奉
二
黒
毛
馬
丹
生
川
上
神
一、
旱
也
、

　

宝
亀
八
年
（
七
七
七
）
三
月（

11
（

　
　

大
祓
、
為
三
宮
中
頻
有
二
妖
怪
一
也
、

　

宝
亀
九
年
（
七
七
八
）
三
月（

11
（

　
　

大
祓
、
遣
レ
使
奉
―二
幣
於
伊
勢
大
神
宮
及
天
下
諸
神
一、
以
二
皇
太
子
不
一レ
平
也
、

　

災
禍
対
策
の
大
祓
が
頻
繁
に
な
さ
れ
た
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
朝
臣
の
筆
頭
は
、
神
祇
伯
に
加
え
、
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
に
右
大
臣

に
任
じ
ら
れ
た
大
中
臣
清
麻
呂
で
あ
っ
た（

1（
（

。
朝
廷
に
お
い
て
大
祓
を
駆
使
し
得
る
氏
族
の
一
員
が
、
朝
廷
全
体
の
中
で
の
要
人
で
あ
っ
た

点
に
は
一
応
留
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
は
、
神
祇
信
仰
に
基
づ
く
除
災
の
儀
礼
と
し
て
、
大
祓
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
一
因
で
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
、
神
祇
信
仰
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
お
り
、
後
の
時
代
に
つ
な
が
る
制
度
の
改

変
期
で
も
あ
っ
た（

11
（

�

。
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（
二
）
八
百
万
の
神
の
祓
受
容
の
契
機
と
そ
の
実
態

　

百
官
大
祓
の
祓
詞
か
ら
了
解
さ
れ
る
八
百
万
の
神
の
祓
の
特
色
で
、い
ま
ひ
と
つ
踏
み
込
み
た
い
の
は
、一
（
三
）
で
述
べ
た
と
こ
ろ
の
、

「
人
び
と
に
罪
の
意
識
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
行
為
に
直
接
関
係
な
い
罪
の
存
在
は
、人
び
と
を
一
種
の
不
安
に
さ
せ
、結
果
、

儀
式
へ
の
参
列
を
彼
ら
が
望
む
よ
う
な
環
境
を
作
り
得
る
、
と
は
い
え
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
特
色
を
意
識
し
て
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、律
令
制
定
期
の
朝
廷
は
大
祓
の
効
果
を
広
い
範
囲
に
及
ぼ
そ
う
と
し
た
。

国
造
に
輸
物
の
供
出
を
求
め
て
お
こ
な
っ
た
諸
国
大
祓
の
存
在（

11
（

も
そ
う
だ
が
、
恒
例
の
百
官
大
祓
で
あ
っ
て
も
、「
百
官
男
女
」
と
、
多

数
人
の
参
列
を
定
め
て
い
た（

11
（

。

　

さ
ら
に
、
次
の
記
事
か
ら
、
養
老
五
年
（
七
二
一
）
の
段
階
で
、
百
官
の
女
系
家
族
を
参
列
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る（

11
（

。
実
効
性
は

定
か
で
は
な
い
が（

11
（

、
少
な
く
と
も
こ
の
措
置
は
、
朝
廷
に
多
数
人
の
参
列
を
定
め
る
志
向
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
一
例
と
い

え
る
。

　
　

始
令
下
文
武
百
官
率
二
妻
女
姉
妹
一、
会
中
於
六
月
十
二
月
晦
大
祓
之
処
上、

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
時
期
の
人
び
と
の
、
八
百
万
の
神
の
祓
に
対
す
る
意
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る

上
で
、『
万
葉
集
』
の
次
の
歌
は
本
稿
で
も
注
目
し
た
い（

11
（

。

　
　

中
臣
の
太
祝
詞
言
言
ひ
祓
へ　

贖
ふ
命
も
誰
が
た
め
に
汝

歌
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
「
中
臣
の
太
祝
詞
言
」
が
、
百
官
大
祓
の
祓
詞
で
は
な
い
、
と
い
う
可
能
性
を
考
慮
に
は
入
れ
る
が
、「
太
祝
詞
言
」

は
百
官
大
祓
の
祓
詞
に
も
登
場
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
罪
と
対
応
す
る
「
贖
ふ
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
歌
に

読
ま
れ
た
儀
式
は
八
百
万
の
神
の
祓
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
る
。

　

そ
の
上
で
、
第
三
句
以
降
を
確
か
め
る
と
、
そ
の
祓
の
効
用
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
罪
を
贖
う
こ
と
は
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八
百
万
の
神
の
祓
の
効
用
だ
が
、
百
官
大
祓
の
祓
詞
は
、
命
が
保
た
れ
る
効
用
ま
で
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
し
て
や
、
想
い
人
へ
の
思
慕

の
成
就
は
別
次
元
と
い
え
よ
う
。

　

他
方
で
こ
の
歌
は
、
八
百
万
の
神
の
祓
で
除
け
る
は
ず
の
、
罪
や
災
禍
の
内
容
を
表
現
し
て
い
な
い
。
詠
み
手
が
祓
に
求
め
て
い
た
こ

と
は
、
祓
の
仕
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
か
つ
、
前
向
き
な
願
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
詠
み
手
の
よ
う
な
理
解
が
、
当
時
の
人
び
と
の

一
般
的
な
も
の
と
断
定
は
で
き
な
い
が
、
古
代
の
時
点
で
、
八
百
万
の
神
の
祓
が
、
す
で
に
諸
願
成
就
の
儀
礼
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　
　
（
三
）
古
代
に
お
け
る
祓
儀
礼
の
担
い
手

　

以
上
の
よ
う
に
、
広
く
関
心
を
集
め
る
要
素
を
古
代
か
ら
有
し
て
い
た
八
百
万
の
神
の
祓
で
あ
る
が
、
そ
の
担
い
手
は
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
そ
の
祓
を
駆
使
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
中
臣
が
、
実
際
に
携
わ
っ
て
い
た
の
は
、
京

の
朝
廷
中
枢
と
、
ご
く
限
ら
れ
た
そ
の
周
辺
だ
け
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
は
、
地
方
の
国
司
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
天
平
十
年
（
七
三
八
）
の
和
泉
監
正
税
帳（

11
（

に
お
け
る
、
穴
師
神
戸
の
前

年
の
神
税
の
使
途
に
関
す
る
、
次
の
記
載
を
紹
介
し
た
い
。

　
　

�

祭
幣
帛
幷
大
祓
使
従
七
位
下
村
国
連
広
田
、将
従
弐
人
、従
監
史
生
壱
人
、将
従
壱
人
、経
二
壱
箇
日
一、食
稲
壱
束
漆
把
、酒
壱
升
捌
合
、

中
央
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
大
祓
使
の
氏
族
は
村
国
連
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
尾
張
国
や
美
濃
国
を
拠
点
と
し
て
い
た
と
推
定
さ

れ
る（

11
（

。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
中
臣
の
存
在
を
示
す
記
載
は
な
い
。
地
方
ま
で
中
臣
を
確
実
に
遣
わ
す
と
こ
ろ
ま
で
は
、
奈
良
時
代
は
至
っ

て
い
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
朝
廷
と
の
か
か
わ
り
が
深
く
、
か
つ
、
八
百
万
の
神
の
祓
を
実
践
し
て
い
た
伊
勢
神
宮
の
三
節
祭
に
お
い
て
も
、
禰
宜
ら
諸
職
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を
対
象
と
し
た
罪
を
解
除
す
る
の
は
、
御
巫
内
人
の
磯
部
氏
で
あ
っ
た（

11
（

。
そ
の
ほ
か
の
祓
に
お
い
て
も
、
担
い
手
と
し
て
の
中
臣
の
介
在

は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

大
化
二
年
の
詔
か
ら
も
逆
説
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
祓
は
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
当
然
と
い
え
ば
当
然
だ
が
、
祓
の
担
い
手

は
中
臣
で
な
く
て
良
い
、
と
い
う
の
が
、
各
地
に
お
け
る
古
代
の
祓
の
実
態
で
あ
る
こ
と
は
、
一
応
示
し
て
お
き
た
い
。

　

以
上
、（
一
）～（
三
）
ま
で
、
そ
の
実
態
に
着
目
し
て
、
と
く
に
奈
良
時
代
に
お
け
る
八
百
万
の
神
の
祓
の
広
ま
り
を
確
か
め
た
。
そ

の
広
ま
り
が
全
国
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
さ
ら
に
広
ま
る
要
素
も
あ
り
、
人
び
と
の
期
待
度
も
高
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、

八
百
万
の
神
の
祓
に
対
す
る
関
心
は
平
安
時
代
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
次
は
、
そ
の
担
い
手
に
焦
点
を
絞
っ
た
検
討
を
す
る
。

　
　

三
　
平
安
時
代
前
期
の
百
官
大
祓
の
担
い
手
と
そ
の
周
辺

　
　
（
一
）
百
官
大
祓
に
お
け
る
祓
詞
の
読
み
手

　

平
安
時
代
に
お
け
る
百
官
大
祓
の
祓
詞
の
読
み
手
に
つ
い
て
は
、
延
喜
四
時
祭
式
に
お
け
る
「
卜
部
読
二
祝
詞
一
」
と
い
う
記
載（

1（
（

か
ら
、

卜
部
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
る
。
だ
が
、こ
の
箇
所
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
る（

11
（

。
こ
こ
で
は
ま
ず
、『
延
喜
式
』

施
行
（
康
保
四
年
〈
九
六
七（

11
（

〉）
以
後
の
百
官
大
祓
の
次
第
を
確
か
め
た
い
。
次
は
、
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
十
二
月
の
恒
例
の
時
の
も

の
で
あ
る（

11
（

。

　
　

�

神
祇
官
木
綿
納
二
葛
莒
一
居
レ
前
、
次
居
二
弁
前
一、
次
神
祇
官
読
二
祝
詞
一、
次
中
臣
秡
、
余
及
弁
引
―二
裂
木
綿
一、
秡
了
退
帰
、
神
祇
官
執
二�

大
麻
一
来
、
余
執
二
大
麻
端
一、
次
神
祇
官
帰
入
、
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こ
の
時
は
、
祝
詞
を
読
ん
だ
後
で
、「
中
臣
秡
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
中
臣
に
よ
る
祓
な
の
か
、
読
ん
だ
の
が
中
臣
祓
な
の
か
は

確
言
し
が
た
い（

11
（

。
た
だ
、
百
官
大
祓
に
お
い
て
、
二
種
の
詞
章
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　

こ
の
次
第
は
、
先
の
延
喜
四
時
祭
式
に
お
け
る
、
卜
部
が
読
む
「
祝
詞
」
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
。
先
行
諸
説
の
中
に
は
、

中
臣
が
こ
の
「
祝
詞
」
と
別
の
祓
詞
を
用
い
て
い
た
と
す
る
も
の
も
あ
る
が（

11
（

、
正
暦
元
年
の
例
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
受
け
止
め

ら
れ
る
。

　

そ
う
だ
と
す
る
と
、
二
種
に
区
別
さ
れ
る
詞
章
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
に
関
心
が
及
ぶ
。
ま
ず
、
留
意
し
た
い
の
は
、�

『
本
朝
月
令
』
に
お
け
る
、
弘
仁
祝
詞
式
の
引
用（

11
（

の
仕
方
で
あ
る
。
同
書
は
百
官
大
祓
の
祓
詞
の
冒
頭
部
、
す
な
わ
ち
、
参
集
者
に
祓
を

す
る
こ
と
を
告
知
す
る
箇
所
を
引
く
。
そ
の
内
容
は
『
延
喜
式
』
の
初
段
と
同
じ
と
理
解
で
き
る
。
だ
が
引
用
は
そ
れ
に
続
き
、「
中
臣

祓
云
々
」
と
し
て
、
し
め
く
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
『
本
朝
月
令
』
編
纂
時
（
～
天
慶
九
年
〈
九
四
六
〉
以
前
か
）
の
ま
と
め
方
を
反
映

し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
引
用
部
を
卜
部
、
そ
の
後
―
お
そ
ら
く
は
「
高
天
原
」
で
は
じ
ま
る
、
い
わ
ゆ
る
本
文
―
を
中
臣
が

読
む
、
と
い
う
読
み
分
け
が
で
き
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
貞
観
年
間
（
八
五
九
～
七
七
）
成
立
と
さ
れ
る
『
儀
式
』
で
は
「
中
臣
趨
就
レ
座
、
読
二
祝
詞
一
称
二
聞
食
一
」
と
さ
れ（

11
（

、
一
見
、

正
暦
元
年
の
次
第
と
対
応
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（

11
（

、「
先
読
二
宣
命
一
」
と
い
う
同
書
の
一
文
と
考
え
ら

れ
る
も
の
が
、『
江
家
次
第
』
に
引
か
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
儀
式
上
二
種
の
詞
章
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に

い
え
ば
、
天
皇
の
命
と
い
う
公
的
な
性
格
を
持
つ
「
宣
命
」
と
、
そ
れ
と
同
様
で
は
な
い
「
祝
詞
」
を
別
々
に
用
い
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
正
暦
元
年
の
よ
う
な
次
第
が
、
少
な
く
と
も
貞
観
年
間
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
得
よ
う（

1（
（

。

　

し
か
し
、
本
稿
で
は
、
二
種
の
詞
章
を
用
い
て
い
た
と
す
る
説（

11
（

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
延
喜
式
』
に
あ
る
祓
詞
と
別
の
詞
章
を
、
古
代

か
ら
中
臣
が
用
い
て
い
た
と
い
う
考
え
方
は
と
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
説
が
評
す
る
よ
う
な
、
中
臣
が
読
む
上
で
の
不
自
然
さ
は
な
い
し（

11
（

、�
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『
万
葉
集
』
の
歌
の
「
中
臣
の
太
祝
詞
言
」
を
百
官
大
祓
の
祓
詞
と
捉
え
て
も
、
矛
盾
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
点
を
勘
案
す
る
と
、
平
安
時
代
前
期（
九
世
紀
）
に
、
卜
部
が
儀
式
を
説
明
す
る
た
め
の
、
宣
読
形
式
の
文
体
の
祝
詞
―
そ
れ
は
、�

『
延
喜
式
』
に
収
め
ら
れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
か
、
そ
の
一
部
で
あ
ろ
う
―
を
読
み
、
中
臣
が
そ
れ
と
は
別
の
祓
詞
を
読
む
と
い
う

形
が
で
き
た
、
と
い
う
見
立
て
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
中
臣
の
祓
詞
は
、
神
に
直
接
祈
願
し
、
読
む
だ
け
で
祓
を
な
し
え
る（

11
（

、
後
代
い
う

中
臣
祓
と
同
様
の
も
の
が
で
き
た
と
い
う
可
能
性
は
指
摘
で
き
よ
う
。

　

な
お
、
平
安
時
代
前
期
の
朝
廷
は
、
中
臣
が
祓
の
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
方
針
を
相
当
程
度
は
意
識
し
て
お
り
、
そ
れ
は
全
国
を
対
象

と
す
る
大
祓
で
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
の
除
服
の
時（

11
（

や
、
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
の
大
嘗
会
に
伴
う

祓
除
時（

11
（

に
お
け
る
、
大
中
臣
氏
人
の
分
遣
が
、
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
（
二
）
百
官
大
祓
の
技
法
の
広
ま
り

　

前
節
で
は
、
百
官
大
祓
に
お
け
る
詞
章
が
二
種
と
意
識
さ
れ
た
時
期
を
平
安
時
代
前
期
と
推
測
し
た
が
、
こ
の
時
期
は
、
八
百
万
の
神

の
祓
の
担
い
手
や
、
彼
ら
を
と
り
巻
く
状
況
も
変
動
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
筆
を
進
め
た
い
。

　

ま
ず
、
本
稿
で
踏
み
込
む
対
象
か
ら
外
し
て
は
い
る
が
、
陰
陽
道
の
儀
礼
面
に
つ
い
て
少
し
言
及
す
る
と
、
承
和
十
年
（
八
四
三
）
か

ら
神
祇
の
祓
を
と
り
込
み
は
じ
め
、
斉
衡
元
年
（
八
五
四
）
に
移
管
を
し
、
そ
の
後
、
独
自
の
祓
を
創
出
し
た
と
す
る
説
が
あ
る（

11
（

。
当
時

ち
ょ
う
ど
盛
ん
で
あ
っ
た
、
陰
陽
道
の
儀
礼
の
体
系
化
の
一
環
と
し
て
、
こ
う
し
た
経
緯
を
評
価
す
る
こ
と
が
穏
当
で
あ
ろ
う
が
、
祓
の

展
開
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ
、
陰
陽
道
の
担
い
手
た
ち
が
、
み
ず
か
ら
の
儀
礼
の
中
に
と
り
込
め
る
ほ
ど
の
、
祓
に
関
す

る
情
報
開
示
が
、
進
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
当
時
、
ど
れ
だ
け
祓
と
い
う
儀
礼
の
内
容
が
知
ら
れ
て
い
た
か
、
具
体
的
に
確
か
め
た
い
。
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最
初
は
、
百
官
大
祓
の
公
開
度
合
い
を
通
じ
て
で
あ
る
。
二
（
二
）
で
既
述
の
と
お
り
、
百
官
以
外
に
参
集
を
認
め
ら
れ
て
い
た（

11
（

こ
と

に
加
え
、
当
時
、
恒
例
の
百
官
大
祓
の
場
が
「
宮
城
大
路
」
で
あ
っ
た（

11
（

点
も
ま
た
、
百
官
大
祓
の
対
象
で
な
い
人
び
と
の
関
心
を
も
引
く

要
素
と
し
て
看
過
で
き
な
い
。

　

ま
た
、
前
節
で
示
し
た
と
こ
ろ
の
、
中
央
が
大
中
臣
氏
を
遣
使
し
て
お
こ
な
う
諸
国
大
祓
の
存
在
は
、
儀
礼
の
形
を
広
め
る
こ
と
に
一

役
買
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
公
開
性
は
、
八
百
万
の
神
の
祓
に
関
心
が
集
ま
る
要
因
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。

　

続
い
て
、
祓
の
広
ま
り
を
さ
ら
に
加
速
さ
せ
る
要
因
と
し
て
、
式
の
制
定
施
行
は
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
施
行
は
す
な
わ
ち
、
儀
礼
の
場

で
し
か
明
ら
か
に
す
る
必
要
の
な
か
っ
た
、
祓
詞
の
公
表
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

祓
詞
の
載
録
が
明
確
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
『
延
喜
式
』
で
あ
る
。
だ
が
、前
に
掲
げ
た
『
本
朝
月
令
』
の
引
用
の
仕
方
や
、『
延
喜
式
』

の
編
纂
状
況（

11
（

を
勘
案
す
る
と
、
弘
仁
祝
詞
式（

1（
（

に
、『
延
喜
式
』
と
ほ
ぼ
同
文
の
祓
詞
が
載
録
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

同
式
制
定
施
行
の
経
緯
は
複
雑（

11
（

だ
が
、
施
行
の
実
情
は
、
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
の
修
訂
時
と
考
え
ら
れ
る
際
の
記
録
が
残
る（

11
（

。
施
行

に
よ
っ
て
、
中
央
の
主
要
官
署
に
式
文
が
配
ら
れ
、
式
の
内
容
が
、
具
体
的
に
諸
司
で
確
認
で
き
る
状
況
に
な
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

　
　

頒
―二
行
神
祇
、
八
省
、
弾
正
、
左
右
京
、
春
宮
、
勘
解
由
、
六
衛
、
左
右
兵
庫
格
式
一、

要
す
る
に
、
少
な
く
と
も
中
央
の
官
人
は
、
儀
式
の
実
践
の
核
と
な
る
祓
詞
と
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
理
論
を
、
容
易
に
確
認
で
き
る
こ
と

に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
の
除
災
儀
礼
と
の
決
定
的
な
差
異
だ
と
い
え（

11
（

、
朝
廷
の
神
祇
祭
祀
に
深
く
関
わ
っ
て
い

な
く
と
も
、
八
百
万
の
神
の
祓
の
導
入
が
可
能
な
環
境
が
整
っ
た
契
機
と
評
価
で
き
る
。

　

百
官
大
祓
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
前
期
に
周
知
度
の
点
で
大
き
な
変
化
が
起
き
て
い
た
。
と
く
に
、
式
に
よ
る
祓
詞
の
公
開
は
、
祓

の
儀
礼
を
実
践
す
る
上
で
の
難
易
度
を
一
定
程
度
下
げ
る
効
果
を
生
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
百
官
大
祓
で
祓
を
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駆
使
し
て
き
た
中
臣
、
ひ
い
て
は
大
中
臣
氏
・
中
臣
氏
全
体
の
宗
教
的
地
位
の
よ
う
な
も
の
を
、
相
対
的
に
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な

が
る
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
、
時
代
は
下
る
が
、
中
臣
祓
の
祓
詞
の
古
例
と
い
え
る
「
中
臣
祭
文
」
が
、『
朝
野
群
載
』
の
神
祇
官
の
部
に
載
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
勘
案
す
る
と
、
平
安
時
代
前
期
の
変
化
に
、
神
祇
官
の
中
臣
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
者
た
ち
が
対
応
し
た
結
果
、
そ

う
し
た
八
百
万
の
神
の
祓
の
新
た
な
詞
章
が
創
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
八
百
万
の
神
の
祓
を
め
ぐ
る
、
古
代
・
中
世
の
転
換
期
に
お
け
る
変
化
に
つ
い
て
、
複
数
の
観
点
か
ら
考
え
て
き
た
。
目

に
見
え
る
変
化
は
見
出
し
が
た
い
が
、
比
較
的
古
い
平
安
時
代
前
期
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
祓
の
研
究
の
一
層
の
進
展
が
見
通
せ

る
と
考
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
陰
陽
師
が
祓
の
担
い
手
に
な
っ
て
い
く
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
彼
ら
だ
け
が
担
い
手
で
あ
っ
た

の
か
ど
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
平
安
時
代
の
神
社
で
も
独
自
に
祓
を
実
践
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

伊
勢
神
宮
に
お
い
て
、「
祓
法
」
を
定
め
、
八
百
万
の
神
の
祓
を
重
視
し
て
い
た
点
は
前
述
し
た
。
そ
し
て
、
同
宮
に
お
け
る
重
要
な

ま
つ
り
で
あ
る
三
節
祭
に
あ
わ
せ
て
の
祓
が
、
遅
く
と
も
平
安
時
代
初
期
の
時
点
で
す
で
に
年
中
行
事
化
さ
れ
て
い
た（

11
（

こ
と
に
つ
い
て
も

す
で
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
豊
前
宇
佐
宮
で
は
、
長
保
五
年
（
一
〇
〇
三
）
の
段
階
で
、
六
月
の
祓
の
際
に
、
年
間
三
度
し
か
な
い
神
幸
が
な
さ
れ
て
い
た（

11
（

。�

同
宮
に
お
け
る
重
要
な
年
中
行
事
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
確
立
さ
れ
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。
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�

大
菩
薩
之
御
行
年
中
三
度
、
六
月
晦
江
海
御
祓
、
八
月
十
五
日
放
生
会
、
五
月
五
日
馬
庭
頓
宮
、
六
年
一
度
行
幸
等
、
此
外
輙
無�

レ
有
レ
動
二
御
輿
一、

　

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
に
お
い
て
、
神
社
に
お
い
て
祓
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
無
論
、
こ
の
祓
が
多
く
の

人
び
と
に
ひ
ら
か
れ
て
い
た
と
は
い
い
が
た
い（

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
八
百
万
の
神
の
祓
を
含
む
祓
の
担
い
手
が
、
陰
陽
師
だ
け
、
と
い
う

こ
と
で
も
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、中
世
の
八
百
万
の
神
の
祓
の
主
流
と
い
う
べ
き
「
中
臣
祓
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
古
い
例
は
、

寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
二
月
の
、
藤
原
実
資
に
よ
る
山
城
大
原
野
社
参
の
時
で
あ
る（

11
（

。
そ
の
読
み
手
「
師
重
」
は
、
実
資
の
家
の
庶
務

に
従
事
し
て
い
た
人
物
だ
が
、
要
す
る
に
、
陰
陽
の
道
に
専
従
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い（

11
（

。
中
臣
祓
が
広
ま
る
要
因
は
、
祓
に
対
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
人
び
と
の
関
心
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　

注

　
（
（�
）『
小
右
記
』
正
暦
四
年
二
月
三
日
条
。
文
中
で
は
「
御
禊
」
だ
が
、「
御
禊
」
を
「
禊
祓
」
と
呼
び
（『
続
日
本
後
紀
』
承
和
五
年

三
月
乙
丑
〈
八
日
〉
条
）、
釈
服
の
大
祓
を
「
祓
禊
」
と
呼
ぶ
（『
三
代
実
録
』
天
安
二
年
九
月
十
四
日
条
）
な
ど
、「
禊
」
と
「
祓
」

は
同
義
と
解
さ
れ
る
の
で
、
本
文
で
は
「
祓
」
と
し
た
。

　
（
（
）�『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
九
月
十
日
。

　
（
（�
）
こ
の
八
百
万
の
神
の
祓
の
中
に
は
、
後
に
詳
し
く
と
り
上
げ
る
古
代
朝
廷
の
百
官
対
象
の
大
祓
の
ほ
か
、
現
代
神
社
に
お
け
る

同
名
の
儀
も
含
ま
れ
る
。
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（
（�
）
前
掲
（
（
）
の
、
陰
陽
師
を
世
に
い
る
限
り
召
集
し
た
と
す
る
後
の
、「
八
百
万
の
神
も
耳
ふ
り
た
て
ぬ
は
あ
ら
じ
と
見
え
き
こ

ゆ
」
と
い
う
表
現
は
、『
朝
野
群
載
』
巻
六
神
祇
官
所
載
の
中
臣
祭
文
の
、「
祓
戸

乃
八
百
万

乃
神
等

ハ
、
佐
乎
志
加

乃
御
耳

ヲ
振
立

天
、�

聞
食

セ
ト

申
」
と
対
応
す
る
。

　
（
（
）『
枕
草
子
』
見
苦
し
き
も
の
。「
法
師
陰
陽
師
の
紙
冠
し
て
祓
し
た
る
」

　
（
（�
）『
紫
式
部
集
』、
一
四
。「
は
ら
へ
と
の
か
み
の
か
さ
り
の
み
て
く
ら
に　

う
た
て
も
ま
か
ふ
み
ゝ
は
さ
み
か
な
（
祓
所
の
神
の
飾

り
の
幣
帛
に
転
て
も
紛
ふ
耳
挟
み
か
な
）」

　
（
（�
）『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
八
「
内
記
慶
滋
ノ
保
胤
出
家
語
第
三
」
に
登
場
す
る
川
原
の
法
師
陰
陽
師
は
、
妻
子
を
養
い
、
自
ら
の
命

を
助
け
る
た
め
に
祓
を
し
て
い
る
と
し
、
紙
冠
を
着
す
こ
と
に
つ
い
て
、
祓
殿
の
神
た
ち
が
法
師
を
忌
む
か
ら
と
す
る
。
法
師
陰

陽
師
が
八
百
万
の
神
の
祓
を
駆
使
す
る
理
由
が
推
測
で
き
る
が
、
説
話
自
体
は
安
倍
晴
明
関
係
の
一
連
の
伝
承
（
慶
滋
保
胤
の
父

賀
茂
忠
行
は
、
同
書
に
よ
れ
ば
そ
の
師
に
あ
た
る
。
巻
二
十
四
「
安
倍
晴
明
随
二
忠
行
一
習
レ
道
語
第
十
六
」）
と
評
価
で
き
る
。
陰

陽
師
に
よ
る
八
百
万
の
神
の
祓
の
駆
使
の
転
機
が
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
一
条
天
皇
へ
の
晴
明
の
祓
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、

説
話
の
内
容
が
十
世
紀
末
・
十
一
世
紀
初
頭
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
前
の
実
態
を
忠
実
に
示
し
て
い
る
と
は
断
定
し
が
た
い
。

　
（
（
）『
延
喜
式
』
巻
八
神
祇
八
祝
詞
、
六
月
晦
大
祓
条
。

　
（
（
）『
古
語
拾
遺
』
神
武
天
皇
。

　
（
（0
）
青
木
紀
元
『
祝
詞
古
伝
承
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）。

　
（
（（
）
青
木
前
掲
（
（0
）。
こ
の
他
、「
白
人
」「
胡
久
美
」「
畜
仆

之
蠱
物
為
罪
」
も
、『
薬
師
経
』
の
記
載
と
対
応
す
る
と
論
ず
る
。

　
（
（（�
）
金
子
武
雄
『
延
喜
式
祝
詞
講
』
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）。
百
官
大
祓
が
災
気
を
祓
う
と
す
る
説
の
展
開
に

つ
い
て
は
、
瀬
尾
芳
也
「
災
気
を
祓
ふ
と
い
ふ
こ
と
」（『
神
道
宗
教
』
二
四
二
、
平
成
二
十
八
年
〈
二
〇
一
六
〉）
に
詳
し
い
。
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（
（（�
）
青
木
前
掲
（
（0
）
の
指
摘
す
る
、『
薬
師
経
』
が
尊
重
さ
れ
た
天
武
朝
（
六
七
三
～
八
六
）
に
お
い
て
、「
四
方
」「
天
下
」「
諸
国
」

と
い
っ
た
、
朝
廷
に
よ
る
全
国
規
模
の
「
大
解
除
」
す
な
わ
ち
大
祓
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
五
年
八
月
辛

亥
〈
十
六
日
〉
条
、
同
十
年
七
月
丁
酉
〈
三
十
日
〉
条
、
朱
鳥
元
年
七
月
辛
丑
〈
三
日
〉
条
）
点
に
留
意
す
べ
き
と
考
え
る
。

　
（
（（
）『
続
日
本
紀
』
慶
雲
四
年
二
月
乙
亥
（
六
日
）
条
。

　
（
（（
）『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
三
月
甲
申
（
二
十
二
日
）
条
。

　
（
（（
）『
日
本
書
紀
』
神
代
第
七
段
本
文
な
ど
。

　
（
（（�
）『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
天
照
坐
皇
太
神
宮
儀
式

幷
神
宮
院
行
事
。
佐
野
真
人
校
訂
「『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
校
訂
試
案
」（『
皇
學
館

大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
二
、
平
成
二
十
八
年
〈
二
〇
一
六
〉）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
引
用
部
の
下
線
は
本
稿
著
者
が

付
し
た
。
な
お
、
伊
勢
内
宮
の
祓
は
、
麻
一
条
を
用
い
、
祠
職
の
罪
を
具
体
的
に
申
告
さ
せ
る
な
ど
、
百
官
大
祓
と
は
別
の
方
式

を
と
っ
て
い
る
例
も
確
か
め
ら
れ
る
が
（『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
禰
宜
内
人
物
忌
等
職
掌
行
事
事
）、
本
文
引
用
部
の
罪
の
区
分
か

ら
は
、
八
百
万
の
神
の
祓
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
（
（（�
）
一
応
の
見
立
て
と
し
て
は
、「
川
入
」
は
大
化
二
年
の
詔
で
強
引
な
祓
除
が
禁
じ
ら
れ
た
、
溺
死
に
関
す
る
罪
と
の
関
係
性
が
う

か
が
え
る
。
ま
た
、「
火
焼
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
延
暦
十
年
（
七
九
一
）
の
大
神
宮
焼
亡
（『
続
日
本
紀
』
同
年
八
月
壬
寅�

〈
十
四
日
〉
条
）
の
影
響
に
よ
る
可
能
性
が
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
成
立
年
（
延
暦
二
十
三
年
〈
八
〇
四
〉）
を
考
慮
す
る
と
想

起
で
き
る
。
な
お
、
青
木
前
掲
（
（0
）
は
、
こ
れ
ら
の
罪
も
『
薬
師
経
』
に
対
応
す
る
記
載
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
指
摘
か
ら

す
れ
ば
、
伊
勢
に
お
い
て
も
仏
教
的
な
罪
の
影
響
を
窺
知
で
き
る
。
た
だ
、
本
稿
に
お
い
て
肝
要
と
考
え
る
の
は
、「
祓
を
す
る
主

体
が
罪
を
定
義
し
て
い
た
」
こ
と
が
、
百
官
大
祓
の
祓
詞
と
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
罪
の
差
異
か
ら
読
み
取
れ
る
点
で
あ
る
。

　
（
（（
）『
万
葉
集
』
巻
四
、
七
一
二
。
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（
（0�
）
こ
れ
に
関
連
し
て
、
在
地
社
会
に
お
け
る
罪
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
八
・
九
世
紀
の
千
葉
県
の
事
例
を
と
り
あ
げ
、
中
国
と
類
似

し
た
、
仏
教
・
道
教
と
一
般
信
仰
の
混
在
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
平
川
南
『
墨
書
土
器
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、�

平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
同
時
期
、
全
国
的
に
、
滅
罪
目
的
の
仏
教
儀
礼
を
必
要
と
す
る
観
念
が
加
わ
っ
た

点
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
笹
生
衛
『
日
本
古
代
の
祭
祀
考
古
学
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
四
年
（
二
〇
一
二
）。

　
（
（（
）『
令
義
解
』
巻
三
神
祇
令
、
大
祓
条
。

　
（
（（�
）『
古
語
拾
遺
』
天
平
年
中
。
同
年
間
の
前
半
期
の
神
祇
伯
と
し
て
、『
続
日
本
紀
』
に
は
、
中
臣
広
見
（
天
平
四
年
九
月
乙
巳�

〈
五
日
〉
条
）・
中
臣
名
代
（
天
平
十
年
五
月
辛
卯
〈
二
十
四
日
〉
条
）
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（（�
）『
古
語
拾
遺
』
神
武
天
皇
。
天
つ
罪
に
つ
い
て
も
、
同
書
の
高
天
原
に
お
け
る
素
戔
嗚
尊
の
乱
行
を
示
す
箇
所
の
注
で
も
「
中
臣

禊
詞
」
と
い
う
表
現
が
登
場
す
る
。

　
（
（（�
）
無
論
、『
続
日
本
紀
』
の
載
録
方
針
が
、
宝
亀
年
間
と
そ
の
ほ
か
の
時
代
と
で
相
違
し
て
い
る
が
た
め
、
頻
度
が
多
く
な
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
て
い
る
可
能
性
に
は
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
（（
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
六
年
八
月
辛
卯
（
三
十
日
）
条
。

　
（
（（
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
六
年
十
月
甲
申
（
二
十
四
日
）
条
。

　
（
（（
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
七
年
五
月
乙
卯
（
二
十
九
日
）
条

　
（
（（
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
七
年
六
月
甲
戌
（
十
八
日
）
条
。

　
（
（（
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
八
年
三
月
辛
未
（
十
九
日
）
条
。

　
（
（0
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
九
年
三
月
癸
酉
（
二
十
七
日
）
条
。

　
（
（（�
）
右
大
臣
任
官
は
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
二
年
三
月
庚
午
（
十
三
日
）
条
。
上
表
は
天
応
元
年
（
七
八
一
）
の
こ
と
で
あ
る
（
天
応
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元
年
六
月
庚
戌
〈
二
十
三
日
〉
条
）。
清
麻
呂
の
薨
伝
に
は
、
天
平
宝
字
年
中
（
七
五
七
～
六
五
）
に
神
祇
伯
に
補
任
さ
れ
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
（
延
暦
七
年
七
月
癸
酉
〈
二
十
八
日
〉
条
）。

　
（
（（
）
拙
稿
『
古
代
の
神
社
と
神
職
』
吉
川
弘
文
館
、
平
成
三
十
年
（
二
〇
一
八
）。

　
（
（（
）『
令
義
解
』
巻
三
神
祇
令
、
諸
国
大
祓
条
。

　
（
（（�
）『
令
義
解
』
巻
三
神
祇
令
、
大
祓
条
。
こ
の
場
合
の
「
女
」
は
女
官
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（『
儀
式
』
巻
五
、�

大
祓
儀
、
延
喜
中
務
式
大
祓
条
）。

　
（
（（�
）『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
己
酉
（
四
日
）
条
。
百
官
大
祓
の
祓
詞
の
中
に
は
家
族
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
た
表
現
が
確
認
で
き
な

い
こ
と
か
ら
、
養
老
五
年
の
時
点
の
何
ら
か
の
考
え
方
に
基
づ
き
、
祓
の
対
象
を
拡
大
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
な
お
、『
令
集

解
』
巻
七
神
祇
官
大
祓
条
所
引
穴
記
に
は
、「
里
人
」
の
参
列
ま
で
是
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（（�
）
弘
仁
宮
内
式
（『
本
朝
月
令
』
六
月
晦
日
大
祓
事
所
引
）
や
、
貞
観
年
間
（
八
五
九
～
七
七
）
成
立
の
『
儀
式
』
に
は
、
前
掲�

『
続
日
本
紀
』
の
「
妻
女
姉
妹
」
に
対
応
す
る
人
び
と
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
（
（（
）『
万
葉
集
』
巻
十
七
、
四
〇
三
一
。

　
（
（（
）
正
倉
院
文
書
正
集
十
三
・
十
四
、
天
平
十
年
四
月
五
日
和
泉
監
正
税
帳
。

　
（
（（�
）
尾
張
国
葉
栗
郡
と
美
濃
国
各
務
郡
に
村
国
郷
が
あ
り
（『
倭
名
類
聚
抄
』
国
郡
部
第
十
二
尾
張
国
・
美
濃
国
。
た
だ
し
、
大
和
国

添
上
郡
に
も
同
名
郷
あ
り
）、『
延
喜
式
』
巻
十
神
祇
十
神
名
下
に
は
、
各
務
郡
に
村
国
真
墨
田
神
社
が
所
在
す
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、『
三
代
実
録
』
仁
和
元
年
四
月
朔
条
に
陰
陽
寮
陰
陽
師
と
し
て
登
場
す
る
村
国
連
業
世
と
の
関
係
は
定
か
で
は
な

い
（
陰
陽
寮
の
諸
生
を
「
世
習
者
」
か
ら
優
先
し
て
取
る
定
め
は
あ
る
。『
令
義
解
』
巻
十
雑
令
、
取
諸
生
条
）。

　
（
（0
）『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
禰
宜
内
人
物
忌
等
職
掌
行
事
事
。
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（
（（
）『
延
喜
式
』
巻
一
神
祇
一
四
時
祭
上
、
大
祓
条
。

　
（
（（�
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
虎
尾
俊
哉
編
『
訳
注
日
本
史
料　

延
喜
式　

上
』
集
英
社
、
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）、
巻
第
八�

「
六
月
の
晦
の
大
祓
」
補
注
（
同
執
筆
）
に
詳
し
い
。
な
お
、
こ
の
補
注
に
お
い
て
は
、
書
写
の
過
程
で
祝
詞
の
詠
み
手
を
卜
部
に

改
竄
し
た
こ
と
を
、
伝
本
系
統
を
踏
ま
え
て
否
定
す
る
が
、
本
稿
の
見
解
も
同
じ
で
あ
る
。

　
（
（（
）『
日
本
紀
略
』
康
保
四
年
七
月
九
日
条
。

　
（
（（
）『
小
右
記
』
正
暦
元
年
十
二
月
三
十
日
条
。

　
（
（（�
）
も
し
、
後
者
の
解
釈
ど
お
り
、
祓
詞
の
名
称
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
中
臣
祓
の
相
当
に
古
い
語
用
例
と
な
る
。
た
だ
、「
中

臣
禊
詞
」「
中
臣
の
太
祝
詞
言
」
と
い
う
古
代
の
用
例
や
、
後
述
す
る
祓
詞
の
変
化
の
可
能
性
を
踏
ま
え
る
と
、
十
世
紀
末
を
中
臣

祓
成
立
の
転
換
点
と
し
て
格
別
に
評
価
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
慎
重
な
立
場
を
と
り
た
い
。

　
（
（（
）
金
子
前
掲
（
（（
）。
虎
尾
前
掲
（
（（
）
も
金
子
説
を
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。

　
（
（（�
）『
本
朝
月
令
』
六
月
晦
大
祓
事
。
記
載
は
清
水
潔
編
『
新
校
本
朝
月
令
』（
皇
學
館
大
学
神
道
研
究
所
、平
成
十
四
年
〈
二
〇
〇
二
〉）

に
基
づ
い
た
。

　
（
（（
）『
儀
式
』
巻
五
、
大
祓
儀
。

　
（
（（
）
金
子
前
掲
（
（（
）。

　
（
（0
）『
江
家
次
第
』
巻
七
、
大
祓
。

　
（
（（�
）
岡
田
莊
司
氏
は
、『
儀
式
』
巻
一
賀
茂
祭
儀
の
次
第
か
ら
、
中
臣
祓
文
の
改
変
を
九
世
紀
中
葉
と
考
察
す
る
。「
私
祈
祷
の
成
立
」

『
神
道
宗
教
』
一
一
八
、
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）。

　
（
（（
）
金
子
前
掲
（
（（
）、
虎
尾
前
掲
（
（（
）。
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（
（（�
）
先
行
説
の
中
に
は
、
延
喜
祝
詞
式
の
百
官
大
祓
祓
詞
の
、「
大
中
臣
」
が
「
天
津
祝
詞

乃
太
祝
詞
事

乎
宣

礼
」
と
す
る
箇
所
を
、（
大
）

中
臣
が
自
ら
に
向
か
っ
て
太
祝
詞
事
の
宣
読
を
命
令
し
て
い
る
と
解
釈
し
、
そ
れ
を
不
自
然
だ
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
、
宣

読
形
式
の
文
体
を
と
り
、
聞
き
手
（
親
王
か
ら
百
官
ま
で
）
へ
の
記
載
内
容
の
宣
告
を
旨
と
す
る
こ
の
祓
詞
に
お
い
て
、
前
記
の

表
現
は
、
罪
を
犯
し
た
際
の
対
処
法
の
説
明
と
い
う
位
置
づ
け
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
読
み
手
が
中
臣
を
含
む
誰
で
あ
っ
て
も

不
自
然
さ
は
な
い
し
、「
天
津
祝
詞

乃
太
祝
詞
事
」
も
現
に
読
ん
で
い
る
祓
詞
と
了
解
で
き
る
（
同
旨
と
し
て
青
木
紀
元
『
祝
詞�

全
評
釈　

延
喜
式
祝
詞　

中
臣
寿
詞
』〈
右
文
書
院
、
平
成
十
二
年
（
二
〇
〇
〇
）〉、
粕
谷
興
紀
『
延
喜
式
祝
詞　

付
・
中
臣
寿
詞
』

〈
和
泉
書
院
、
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）〉）。

　
（
（（
）
延
喜
祝
詞
式
所
収
の
百
官
大
祓
の
祓
詞
は
、
状
況
の
説
明
を
す
る
だ
け
で
、
神
に
直
接
祓
を
願
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　
（
（（
）『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
年
四
月
辛
亥
（
四
日
）
条
。

　
（
（（
）『
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
八
月
二
十
五
日
条
。
た
だ
、
同
時
期
成
立
の
『
儀
式
』
は
、
八
月
の
大
祓
使
の
氏
を
定
め
て
い
な
い
。

　
（
（（�
）
小
坂
真
二
「
禊
祓
儀
礼
と
陰
陽
道
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
別
冊
三
、
昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）、
同�

「
九
世
紀
段
階
の
怪
異
変
質
に
み
る
陰
陽
道
祭
祀
の
一
側
面
」
竹
内
理
三
編
『
古
代
天
皇
制
と
社
会
構
造
』
校
倉
書
房
、
昭
和

五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）。

　
（
（（
）
前
掲
（
（（
）
参
照
。

　
（
（（�
）『
本
朝
月
令
』
六
月
晦
日
大
祓
事
所
引
弘
仁
太
政
官
式
。
ま
た
、『
法
曹
類
林
』
二
百
公
務
八
、
弘
仁
五
年
六
月
三
日
勘
文
所
引

式
部
文
に
は
、
恒
例
の
百
官
大
祓
の
式
日
平
旦
、
大
伴
・
壬
生
二
門
間
の
大
路
に
、
大
蔵
・
木
工
・
掃
部
の
官
署
が
帳
幄
を
舗
設

す
る
と
あ
る
。

　
（
（0�
）『
延
喜
式
』
は
、『
弘
仁
式
』・『
貞
観
式
』
を
「
併
省
」
し
、「
削
―二
成
一
部
一
」
す
る
方
針
で
編
纂
さ
れ
た
（『
延
喜
式
』
序
）。
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祝
詞
式
に
関
し
て
は
、『
貞
観
式
』
に
同
式
が
存
在
し
な
い
（『
本
朝
書
籍
目
録
』）
こ
と
か
ら
、『
弘
仁
式
』
に
載
録
さ
れ
た
も
の

と
概
ね
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
（（�
）
弘
仁
祝
詞
式
の
存
在
は
、『
本
朝
書
籍
目
録
』
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
前
述
の
と
お
り
、『
本
朝
月
令
』
に
弘
仁
祝
式
の
祓

詞
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（（�
）『
弘
仁
式
』
は
当
初
、大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
か
ら
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
ま
で
の
記
文
を
撰
し
た
と
さ
れ
る
が
（『
類
聚
三
代
格
』

巻
一
序
事
、
格
式
序
）、
施
行
は
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
で
あ
る
（『
類
聚
国
史
』
巻
三
十
二
遊
宴
、
天
長
七
年
十
一
月
丁
亥
〈
十
七

日
〉
条
）。
さ
ら
に
、手
直
し
を
し
た
改
正
格
式
の
諸
司
百
官
へ
の
頒
行
は
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
の
こ
と
で
あ
る
（『
続
日
本
後
紀
』

承
和
七
年
四
月
丁
卯
〈
二
十
二
日
〉
条
）。

　
（
（（
）『
類
聚
国
史
』
巻
三
十
二
遊
宴
、
天
長
七
年
十
一
月
丁
亥
（
十
七
日
）
条
。

　
（
（（�
）
た
だ
し
、
天
皇
の
大
祓
（
御
贖
）
の
際
に
用
い
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
「
西
文
忌
寸
部
献
二
御
麻
一
時
呪
」
も
、『
弘
仁
式
』
で
内

容
を
確
認
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
本
朝
月
令
』
六
月
晦
日
大
祓
事
所
引
弘
仁
神
祇
式
。

　
（
（（
）『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
禰
宜
内
人
物
忌
等
職
掌
行
事
事
・
供
奉
年
中
行
事

幷
月
記
事
。

　
（
（（�
）『
宮
寺
縁
事
抄
』
宇
佐
四
、
長
保
五
年
八
月
十
九
日
八
幡
大
菩
薩
宇
佐
宮
司
解
。「
江
海
」
と
い
う
名
称
は
、
罪
を
消
滅
さ
せ

る
た
め
の
場
を
指
す
と
考
え
ら
れ
、
百
官
大
祓
の
祓
詞
に
記
さ
れ
た
罪
の
移
動
プ
ロ
セ
ス
と
対
応
す
る
の
で
、
宇
佐
宮
の
祓
も

八
百
万
の
神
の
祓
と
推
測
さ
れ
る
。

　
（
（（
）
岡
田
前
掲
（
（（
）。

　
（
（（
）『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
二
月
十
五
日
条
。

　
（
（（�
）『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
八
月
二
十
一
日
条
に
は
、
天
台
座
主
の
病
状
を
う
ら
な
っ
た
占
方
を
、
師
重
が
陰
陽
師
に
送
る
役
割
を�
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担
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
師
重
が
陰
陽
の
道
に
精
通
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
対
応
を
す
る
必
要
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

追
記　

�

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
古
代
の
大
嘗
祭
と
祓
の
関
係
に
つ
い
て
の
知
見
を
有
す
る
塩
川
哲
朗
氏
か
ら
ご
教
示
を
得
た
。
こ
の
場

を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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日
本
民
俗
学
に
お
け
る
里
山
研
究
の
課
題
と
展
望

伊
　
藤
　
新
之
輔
　
　
　

　
　
は
じ
め
に

　

日
本
の
里
山
保
全
は
現
在
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
二
年
の
生
産
緑
地
法
改
正
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
「
生
産
緑
地
」
が
三
十

年
の
期
限
を
迎
え
て
一
斉
に
解
除
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
土
地
の
宅
地
化
が
懸
念
さ
れ
る
と
い
う
「
二
〇
二
二
年
問
題
」
が
発
生
し
、
各
自
治

体
が
こ
の
問
題
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
希
望
者
に
つ
い
て
は
「
生
産
緑
地
」
を
「
特
定
生
産
緑
地
」
と
し
て
延

長
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
緑
地
減
少
の
問
題
が
示
唆
さ
れ
る
一
方
で
、
森
林
管
理
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

地
域
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
き
た
森
林
、
特
に
「
里
山
」
と
呼
ば
れ
る
特
性
を
持
っ
た
土
地
の
管
理
が
滞
る
「
里
山
放
棄
」

の
問
題
で
あ
る
。
ク
マ
に
よ
る
襲
撃
、
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
な
ど
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
な
ど
を
引
き
起
こ
す
遠
因
と
な
る
た
め
、「
里
山

放
棄
」
の
問
題
は
農
山
村
に
お
い
て
は
す
で
に
実
害
が
出
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
た
獣
害
が
都
市
に
及
ぶ
の
も
、
時
間
の
問
題
で
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あ
る
と
い
え
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
里
山
は
人
の
手
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
態
系
を
保
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、「
里
山
放
棄
」
に 

よ
っ
て
在
来
の
多
様
な
生
態
系
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
の
里
山
を
構
成
す
る
重
要
な
樹
種
の
一
つ
で
あ
る
ア
カ
マ
ツ
の
生
え
る
林
で
は
、
マ
ツ
タ
ケ
な
ど
の
キ
ノ
コ
や
山
菜

類
が
採
れ
、
カ
タ
ク
リ
な
ど
の
植
物
が
繁
茂
し
、
チ
ョ
ウ
を
は
じ
め
と
し
た
昆
虫
、
そ
れ
を
餌
に
す
る
鳥
類
な
ど
、
生
物
多
様
性
に
溢
れ

る
場
所
で
あ
っ
た
。
明
る
い
林
床
で
は
、
モ
チ
ツ
ツ
ジ
や
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
な
ど
の
低
木
類
も
生
え
て
お
り
、
晩
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
一
斉

に
紅
色
や
赤
色
の
花
を
咲
か
せ
、
全
山
赤
く
燃
え
る
と
い
う
美
し
い
景
色
が
見
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
里
山
の
情
景
は
、
し
ば
し
ば
伝
説
や
昔
話
な
ど
の
口
承
文
芸
の
ほ
か
、
泉
鏡
花
の
『
龍
潭
譚
』
な
ど
の
近
代
文
学
で
も
描
か

れ
て
い
る
が
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
景
色
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
「
里
山
放
棄
」
に
よ
っ
て
、
ア
カ
マ
ツ
林
が
植
生

遷
移
し
て
陰
樹
の
繁
る
暗
い
林
床
の
森
に
な
っ
て
し
ま
い
、
低
木
類
が
育
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
放
棄
さ
れ

た
森
林
で
は
、
植
物
や
生
物
の
多
様
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ア
カ
マ
ツ
林
の
里
山
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

里
山
を
含
め
た
森
林
や
そ
こ
に
あ
る
動
植
物
の
多
様
性
を
守
る
と
い
う
問
題
は
、
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（Sustainable 

D
evelopm

ent Goals

）
に
お
い
て
も
課
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
里
山
保
全
は
目
標
15
「
陸
の
豊
か
さ
も
守
ろ
う
」

に
該
当
す
る
。
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
は
、
15
︱
２
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
森
林
の
、
持
続
可
能
な
形
の
管
理
を
す
す
め
、
森
林
の
減
少
を
く

い
と
め
る
」
や
15
︱
４
「
山
地
の
生
態
系
の
能
力
を
強
め
る
た
め
、
多
様
な
生
物
が
生
き
ら
れ
る
山
地
の
生
態
系
を
確
実
に
守
る
」
が
あ

り
、
現
在
日
本
国
内
に
お
い
て
里
山
管
理
の
抱
え
る
課
題
と
直
結
す
る
。
さ
ら
に
、
人
間
の
生
活
領
域
に
自
然
を
ど
の
よ
う
に
配
置
す
る

か
と
い
う
空
間
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
か
ら
は
、
目
標
11
「
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を
」
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
11
︱
７
「
２
０
２
０
年
ま
で

に
、
特
に
女
性
や
子
ど
も
、
お
年
寄
り
や
障
が
い
の
あ
る
人
な
ど
を
ふ
く
め
て
、
だ
れ
も
が
、
安
全
で
使
い
や
す
い
緑
地
や
公
共
の
場
所

を
使
え
る
よ
う
に
す
る
」も
該
当
す
る
と
い
え
る
。
日
本
人
が
里
山
の
自
然
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、 
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そ
れ
を
世
界
に
向
け
て
発
信
す
る
こ
と
は
国
際
的
に
も
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　

さ
て
、
里
山
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
植
物
学
な
ど
の
自
然
科
学
の
分
野
で
の
デ
ー
タ
収
集
や
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
人
文
科
学
に

お
い
て
も
自
然
と
人
間
の
交
流
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
日
本
民
俗
学
で
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
―
ク
で
得
た 

知
見
を
も
と
に
人
と
自
然
の
交
流
に
つ
い
て
多
く
の
事
例
が
報
告
さ
れ
、
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
里
山
だ
け

で
な
く
、
海
や
川
な
ど
も
研
究
対
象
と
さ
れ
た
が
、
本
稿
で
は
論
点
を
明
確
に
す
る
た
め
、
里
山
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
論
考
の
う
ち
、 

筆
者
の
課
題
に
つ
な
が
る
も
の
を
と
り
あ
げ
て
紹
介
す
る
。
そ
の
上
で
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
里
山
研
究
を
行
う
べ
き
か
を
示
す
こ
と
を

本
稿
の
目
的
と
し
た
い
。

　
　
一
、
日
本
民
俗
学
の
里
山
研
究
の
成
果
と
課
題

　

日
本
民
俗
学
に
お
け
る
里
山
に
か
か
わ
る
研
究
の
う
ち
、
民
俗
誌
的
研
究
に
よ
っ
て
、
人
々
の
自
然
に
対
す
る
知
識
や
生
活
の
あ
り
様

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
研
究
の
主
題
と
し
て
い
る
も
の
が
注
目
さ
れ
る
。

　
「
民
俗
誌
的
研
究
」
と
は
、
民
俗
学
に
お
い
て
特
定
の
調
査
地
を
定
め
て
詳
細
な
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
地
域
の
民
俗
の
あ

り
様
を
描
く
研
究
方
法
を
さ
す
。
こ
う
し
た
方
法
を
用
い
て
、
特
定
の
地
域
に
お
け
る
人
間
と
自
然
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し

て
い
っ
た
の
が
環
境
民
俗
学
を
志
す
民
俗
学
者
た
ち
で
あ
っ
た（

1
（

。
こ
れ
ら
の
民
俗
学
者
に
よ
る
著
作
は
、
里
山
と
人
々
の
つ
な
が
り
を
と

ら
え
る
上
で
貴
重
な
基
礎
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
多
数
の
編
著
作
が
あ
る
野
本
寛
一
と
篠
原
徹
の
研
究
成
果
を
紹
介
す
る
。
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　（
1
）
野
本
寛
一

　

野
本
寛
一
は
こ
れ
ま
で
、
自
然
に
か
か
わ
る
民
俗
研
究
に
つ
い
て
の
業
績
を
数
多
く
発
表
し
、
環
境
民
俗
学
と
も
い
え
る
内
容
の
研
究

を
牽
引
し
て
き
た
民
俗
学
者
の
一
人
で
あ
る
。

　
『
生
態
民
俗
学
序
説（

（
（

』（
一
九
八
七
年
三
月
）
は
、
六
〇
〇
頁
以
上
に
わ
た
っ
て
、
自
然
と
人
間
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
究
し
た
大
著

で
あ
る（

（
（

。
本
書
で
は
、
主
に
動
植
物
と
人
び
と
の
暮
ら
し
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
た
と
え
ば
植
物
で
あ
れ
ば
、
年
中
行
事

で
の
利
用
、
民
俗
知
識
（
医
療
や
呪
術
的
利
用
）、
食
材
と
し
て
の
利
用
に
つ
い
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
情
報
を
あ
げ
て
検
討
し

て
い
る
。
里
山
に
か
か
わ
る
記
述
は
多
く
な
い
が
、
植
物
分
布
帯
の
指
標
と
な
る
樹
木
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
植
物
と
人
と
の
か
か
わ
り
に

つ
い
て
述
べ
た
「
第
三
章　

植
物
分
布
帯
指
標
植
物
と
民
俗
」
で
は
、
亜
熱
帯
多
雨
林
帯
の
ア
ダ
ン
と
ク
ベ
、
照
葉
樹
林
帯
の
シ
イ
と
カ

シ
、
夏
緑
広
葉
樹
林
帯
の
ブ
ナ
と
ナ
ラ
を
と
り
あ
げ
、
資
材
と
し
て
の
利
用
、
年
中
行
事
や
葬
送
儀
礼
で
の
利
用
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の

詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

ほ
か
に
も
、「
第
七
章　

人
為
的
遷
移
と
民
俗
」
で
は
、
人
の
手
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
自
然
に
つ
い
て
述
べ
、

長
野
県
下
伊
那
郡
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ど
か
ら
山
の
民
と
ト
チ
が
共
生
関
係
に
あ
る
こ
と
や
、
焼
畑
地
で
は
木
の
移
植
な
ど
に

よ
っ
て
植
物
の
人
為
的
遷
移
を
促
し
て
そ
れ
ら
の
植
物
を
合
理
的
に
利
用
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、「
第
八
章　

生
態

集
中
と
民
俗
の
生
成
」
の
「
二　

岩
木
山
を
め
ぐ
る
民
俗
的
生
態
集
中
」
で
は
、
岩
木
山
周
辺
の
自
然
を
主
眼
に
置
い
た
民
俗
誌
を
描
い

て
お
り
、
採
草
地
と
し
て
の
利
用
や
「
山
カ
ケ
の
情
景
」
と
そ
の
登
拝
ル
ー
ト
な
ど
、
景
観
論
に
か
か
わ
る
よ
う
な
記
述
も
散
見
さ
れ
る
。

　

野
本
は
『
生
態
民
俗
学
序
説
』
以
降
も
自
然
と
人
間
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
数
多
く
の
著
作
を
発
表
し
て
い
る
。
里
山
に
関
連
す
る
も

の
を
あ
げ
る
と
、
た
と
え
ば
『
共
生
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア　

民
俗
の
環
境
思
想（

（
（

』（
一
九
九
四
年
四
月
）
で
は
、
西
日
本
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と

し
て
ア
カ
マ
ツ
の
民
俗
を
と
り
あ
げ
、
ア
カ
マ
ツ
の
燃
料
や
用
材
と
し
て
の
伐
採
を
め
ぐ
る
伝
承
、
マ
ツ
タ
ケ
採
取
な
ど
で
の
技
術
伝
承
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を
追
っ
て
い
る
。
植
物
の
民
俗
に
つ
い
て
は
『
季
節
の
民
俗
誌（

5
（

』（
二
〇
一
六
年
七
月
）
や
『
自
然
暦
と
環
境
口
誦
の
世
界（

（
（

』（
二
〇
二
一

年
四
月
）
で
「
自
然
暦
」
の
伝
承
と
し
て
植
物
の
種
類
ご
と
に
各
地
の
伝
承
を
あ
げ
て
い
る
。
植
物
に
加
え
て
雪
や
気
象
状
況
の
伝
承
に

つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
動
物
や
昆
虫
の
民
俗
に
つ
い
て
は
『
生
き
も
の
民
俗
誌（

（
（

』（
二
〇
一
九
年
七
月
）
で
種
類
ご
と
に
各
地
の
伝
承

を
あ
げ
て
い
る
。

　
　（
2
）
篠
原
徹

　

篠
原
徹
は
数
多
く
の
業
績
を
残
し
て
お
り
、
野
本
寛
一
と
並
ん
で
環
境
民
俗
学
を
率
い
て
き
た
民
俗
学
者
で
あ
る
。

　
『
自
然
と
民
俗　

心
意
の
な
か
の
動
植
物（

（
（

』（
一
九
九
〇
年
四
月
）
で
は
、
植
物
や
動
物
の
生
業
や
食
生
活
で
の
利
用
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
篠
原
論
の
特
徴
は
「
Ⅲ
山
村
と
民
俗
」
で
、
岡
山
県
蒜
山
地
方
の
自
然
観
に
つ
い
て
述
べ
る
の
に
際
し
て
図
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
村
人
が
ど
の
程
度
そ
の
土
地
に
生
え
て
い
る
植
物
種
を
認
識
し
て
い
る
か
を
詳
細
に
調
査
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
篠
原
に
よ
れ
ば
、 

「
村
人
は
環
境
を
二
つ
の
価
値
基
準
に
よ
っ
て
評
価
、
分
類
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
は
植
物
界
に
与
え
て
い
る
民
俗
的

分
類
、
他
方
は
地
形
・
土
壌
な
ど
土
地
に
対
す
る
評
価
を
表
わ
し
た
民
俗
的
分
類
で
あ
る（

（
（

」
と
分
析
し
、
植
物
種
ご
と
に
具
体
例
を
あ
げ

て
い
る
。
植
物
の
種
類
を
詳
細
に
捉
え
て
い
く
調
査
方
法
は
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
て
お
り
、『
海
と
山
の
民
俗
誌（

（1
（

』（
一
九
九
五
年
二
月
）

で
は
、
植
物
民
俗
の
地
域
差
を
述
べ
る
に
あ
た
り
、「
民
俗
と
相
関
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
植
生
モ
デ
ル
」
を
図
示
し
、
日
本
の
森
林
は
混

交
林
（
雑
木
林
）
が
常
緑
広
葉
樹
林
か
ら
落
葉
広
葉
樹
林
の
低
地
に
広
く
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、

こ
こ
で
の
「
雑
木
林
」
は
里
山
と
同
義
で
あ
る
と
い
え
る
。「
九
州
か
ら
東
北
ま
で
雑
木
林
は
広
が
り
、
そ
れ
は
人
と
自
然
の
関
係
で
歴

史
的
に
で
き
あ
が
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う（

（（
（

」
と
想
定
し
、
日
本
の
雑
木
林
は
面
積
が
大
き
く
、
か
つ
人
の
生
活
場
所
と
の
距
離
と
も
近
く
、

野
生
植
物
利
用
体
系
の
民
俗
学
的
な
問
題
を
考
え
る
上
で
意
味
が
大
き
い
と
い
う
。
ま
た
、
カ
シ
林
の
ム
ラ
と
ナ
ラ
林
の
ム
ラ
の
環
境
と
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の
か
か
わ
り
方
を
比
較
す
る
な
ど
、
植
物
種
（
植
生
）
に
よ
っ
て
文
化
の
類
型
化
を
試
み
て
い
る
の
も
篠
原
論
の
特
徴
と
い
え
る
。
こ
れ

は
、『
講
座
日
本
の
民
俗
学
４
環
境
の
民
俗（

（1
（

』（
一
九
九
六
年
一
一
月
）
の
「
植
生
と
民
俗
」
で
も
示
さ
れ
て
い
る
論
点
で
あ
り
、
た
と
え

ば
サ
カ
キ
と
ヒ
サ
カ
キ
な
ど
の
植
物
の
分
布
と
植
物
を
使
う
民
俗
の
分
布
を
対
照
さ
せ
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
野
本
と
篠
原
に
よ
る
民
俗
誌
的
研
究
に
お
い
て
は
、
各
地
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
特
定
の
地
域
内
で
の
動

植
物
と
人
間
の
生
業
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
知
見
を
も
と
に
述
べ
た
も
の
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は 

里
山
研
究
を
す
る
上
で
の
基
礎
資
料
と
し
て
有
用
で
あ
る
。
こ
う
し
た
資
料
に
基
づ
い
て
、
篠
原
徹
が
行
っ
た
植
物
と
民
俗
の
分
布
の
比

較
対
照
や
植
物
種
に
よ
る
文
化
の
類
型
化
の
試
み
も
注
目
さ
れ
る
。

　

一
方
で
、
鳥
越
皓
之
ら
に
よ
る
村
落
空
間
の
研
究
に
お
け
る
里
山
へ
の
言
及
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
研
究
で
は
、
野
本
や
篠
原
と

同
様
に
民
俗
誌
的
研
究
を
行
い
つ
つ
、
村
落
空
間
に
お
い
て
里
山
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
を
示
し
、
人
び
と
の
暮
ら
し
と
里
山

空
間
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
里
山
な
ど
の
村
落
空
間
の
持
つ
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
研
究
の
主
題
と

し
て
い
る
。
里
山
研
究
に
限
ら
ず
、
村
々
の
景
観
を
切
り
口
に
し
て
民
俗
を
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
は
、
村
落
空
間
論
・
領
域
論
的
研
究

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
、
一
九
八
〇
年
代
に
日
本
民
俗
学
を
は
じ
め
社
会
学
・
人
類
学
・
中
世
史
学
の
領
域
な
ど
で
も
盛
ん
に
行
わ

れ
た（

（1
（

。
む
ろ
ん
、
里
山
を
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
研
究
動
向
と
も
つ
な
が
っ
て
お
り
、
様
々
な
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
福

田
ア
ジ
オ
、
宮
家
準
、
鳥
越
皓
之
、
千
葉
徳
爾
の
四
名
の
民
俗
学
者
の
成
果
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　（
３
）
福
田
ア
ジ
オ
・
宮
家
準

　

福
田
ア
ジ
オ
は
『
日
本
村
落
の
民
俗
的
構
造（

（1
（

』（
一
九
八
〇
年
三
月
）
で
、
ム
ラ
の
領
域
を
ム
ラ
︱
ノ
ラ
︱
ヤ
マ
と
三
分
類
し
、
同
心
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円
的
構
成
を
持
つ
こ
と
を
示
し
た
。
ム
ラ
︱
ノ
ラ
︱
ヤ
マ
の
同
心
円
的
構
成
モ
デ
ル
は
そ
の
後
の
村
落
空
間
論
的
研
究
に
大
き
な
影
響
を

与
え
、
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
。

　

ま
た
、宮
家
準
は『
生
活
の
な
か
の
宗
教（

（1
（

』（
一
九
八
〇
年
一
〇
月
）で
、他
界
の
空
間
的
位
置
の
整
理
を
行
い
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

山
岳
の
他
界
に
つ
ら
な
る
峠
や
丘
、
海
上
他
界
と
の
境
界
で
あ
る
浜
・
岬
、
天
上
の
他
界
へ
と
の
び
て
い
る
木
、
地
下
の
他
界
へ
の

入
口
の
洞
窟
と
い
う
よ
う
に
、
他
界
と
こ
の
世
と
の
間
の
境
界
を
な
す
空
間lim

inal space

が
、
祭
が
行
な
わ
れ
た
り
、
そ
こ
か
ら 

他
界
の
神
霊
が
出
現
す
る
場
所
と
し
て
、
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

山
岳
の
他
界
に
つ
ら
な
る
峠
や
丘
は
里
山
空
間
と
も
一
致
す
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、lim

inal space

と
い
う
よ
う
に
、
あ
の
世

と
こ
の
世
の
境
界
が
線
や
点
で
な
く
、
空
間
的
広
が
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
に
あ
る
。

　
　（
４
）
鳥
越
皓
之

　

野
本
寛
一
と
篠
原
徹
ら
に
よ
る
環
境
を
主
題
と
す
る
研
究
の
進
展
を
受
け
、
鳥
越
皓
之
は
『
試
み
と
し
て
の
環
境
民
俗
学
︱
琵
琶
湖
の

フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら（

（1
（

』（
一
九
九
四
年
二
月
）
に
お
い
て
「
環
境
民
俗
学
」
を
提
唱
す
る（

（1
（

。
鳥
越
の
研
究
の
う
ち
、
人
び
と
に
よ
る
サ
ク
ラ

の
植
栽
と
管
理
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
景
観
に
つ
い
て
の
研
究
が
里
山
研
究
に
あ
た
る
と
い
え
る
。『
講
座
人
間
と
環
境
第
（
巻

景
観
の
創
造
︱
民
俗
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ（

（1
（

』（
一
九
九
九
年
九
月
）
に
お
い
て
、
鳥
越
皓
之
は
人
々
に
よ
る
サ
ク
ラ
の
植
栽
と
そ
れ
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
景
観
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
そ
の
成
果
は
『
花
を
た
ず
ね
て
吉
野
山
︱
そ
の
歴
史
と
エ
コ
ロ
ジ
ー（

11
（

』

（
二
〇
〇
三
年
二
月
）
で
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
花
見
を
す
る
里
山
の
研
究
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
書
名
の
紹
介

に
留
め
て
お
く
。

　

な
お
、『
講
座
人
間
と
環
境
第
（
巻
景
観
の
創
造
』
で
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
里
山
の
景
観
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
特
に
古
川
彰
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に
よ
る
「
第
（
章　

山
里
の
景
観
」
が
注
目
さ
れ
る
。
古
川
は
、一
九
五
〇
年
代
と
一
九
九
八
年
の
山
村
の
景
観
を
写
し
た
写
真
を
掲
げ
、

管
理
の
行
き
届
か
な
く
な
っ
た
森
林
は
一
見
豊
か
な
森
に
見
え
る
が
、
土
を
掘
っ
て
確
か
め
る
と
保
水
力
が
衰
え
て
い
る
な
ど
、
実
態
は

森
林
の
外
見
と
は
異
な
る
こ
と
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 
熱
帯
雨
林
の
減
少
な
ど
が
し
き
り
に
語
ら
れ
て
、
森
の
減
少
＝
環
境
破
壊
と
い
う
印
象
が
強
い
た
め
に
、
逆
に
木
が
増
え
れ
ば
自
然
が

回
復
し
て
い
る
と
い
う
通
念
が
で
き
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
こ
ろ
が
私
た
ち
の
周
り
の
山
林
は
長
い
あ
い
だ
人
が
利
用

し
な
が
ら
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
自
然
で
あ
り
、
手
を
抜
く
と
木
は
増
え
て
も
元
の
自
然
に
も
ど
る
の
で
は
な
く
、
荒
れ
た
山
林
に
な
っ

て
し
ま
う
。
荒
れ
た
山
林
は
人
が
利
用
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
保
水
力
を
は
じ
め
と
す
る
山
林
の
本
来
の
機
能
さ
え
も
衰
え
さ
せ
る

の
で
あ
る（

1（
（

。

　

具
体
的
な
民
俗
か
ら
述
べ
た
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
り
、
燃
料
革
命
に
よ
る
炭
焼
き
の
終
焉
、
林
業
の
崩
壊
、
高
度
経
済
成
長
に
よ

る
都
市
へ
の
人
口
流
出
と
通
勤
兼
業
化
な
ど
に
よ
る
暮
ら
し
の
大
き
な
変
化
が
こ
う
し
た
状
況
を
生
み
出
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
日

本
の
山
里
（
里
山
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
）
の
景
観
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
概
観
し
、
戦
前
期
に
は
草
山
が
各
地
で
み
ら
れ
、 

明
治
・
大
正
期
に
は
刈
敷
や
肥
料
と
し
て
草
が
利
用
さ
れ
、
火
入
れ
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
土
屋
俊
幸
の
研
究
成
果
を
引

用
し
て
い
る（

11
（

。
金
肥
の
普
及
や
火
入
れ
の
規
制
の
厳
格
化
、
木
炭
や
用
材
に
使
用
す
る
林
業
的
利
用
が
進
展
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

一
九
二
〇
年
代
か
ら
は
徐
々
に
こ
れ
ら
の
草
山
が
減
っ
て
木
炭
用
の
林
地
へ
と
転
換
し
た
。
燃
料
革
命
に
よ
り
一
九
五
七
年
頃
か
ら
木
炭

生
産
が
急
減
し
た
こ
と
に
伴
い
、
用
材
林
へ
の
転
換
が
進
み
、
昭
和
三
○
年
代
後
半
以
降
に
は
多
く
の
地
域
で
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
生
え
る

山
里
の
景
観
が
出
現
し
た
と
い
い
、「
私
た
ち
が
山
村
に
た
い
し
て
も
っ
て
い
る
景
観
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
つ
く
り
だ

さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る（

11
（

」
と
し
、
愛
知
県
東
加
茂
郡
旭
町
（
現
豊
田
市
）
の
景
観
の
変
遷
を
追
い
、
同
様
の
変
遷
を
辿
っ
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
て
い
る
。
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鳥
越
皓
之
は
、『
環
境
社
会
学
︱
生
活
者
の
立
場
か
ら
考
え
る
︱（

（2
（

』（
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
）
に
お
い
て
も
、
山
里
の
人
々
が
里
山
保
全

を
担
っ
て
き
た
こ
と
や
、
日
本
は
原
生
林
よ
り
も
人
の
手
が
加
わ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
天
然
林
」（
二
次
林
）
が
多
い
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、

日
本
の
森
林
は
「
保
全
」
と
「
利
用
」
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
吉
野
山
の
サ
ク
ラ
の
景
観
に
つ
い
て
も
触
れ
て

い
る
。『
歴
史
・
民
俗
か
ら
み
た
環
境
と
暮
ら
し（

11
（

』（
二
〇
一
四
年
三
月
）
で
は
、
鳥
越
論
の
こ
れ
ま
で
の
総
括
と
も
い
え
る
内
容
が
示
さ

れ
て
お
り
、
福
田
ア
ジ
オ
の
領
域
論
を
環
境
利
用
の
側
面
か
ら
考
え
て
い
く
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、「
里
山
は
自
然
の
持
続
的 

利
用
を
背
景
と
し
た
自
然
と
調
和
し
た
農
耕
生
活
の
場
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
現
実
と
乖
離
し
た
認
識
で
あ
る（

11
（

」
と
環
境
史

の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
、
時
代
に
よ
り
里
山
の
扱
い
や
位
置
づ
け
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
問
う
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　（
５
）
千
葉
徳
爾

　

千
葉
徳
爾
は
、
は
げ
山
を
め
ぐ
る
研
究
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
森
林
資
源
が
枯
渇
し
た
里
山
の
研
究
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き

る
。『
は
げ
山
の
研
究（

11
（

』（
一
九
五
六
年
一
〇
月
）
お
よ
び
『
は
げ
山
の
文
化（

11
（

』（
一
九
七
三
年
）
で
は
、
人
為
的
荒
廃
林
地
（
は
げ
山
）

の
植
生
や
分
布
、
ど
の
よ
う
に
は
げ
山
が
形
成
さ
れ
た
か
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。
は
げ
山
化
し
て
い
る
地
域
で
一
般
的
な
林
相
が
ア
カ
マ

ツ
林
で
あ
っ
た
た
め
、
林
学
者
の
本
多
静
六
ら
に
よ
る
「
赤
松
亡
国
論
」
の
よ
う
に
ア
カ
マ
ツ
と
は
げ
山
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た

が
、
千
葉
は
科
学
的
数
値
や
史
資
料
の
記
述
を
あ
げ
、
こ
れ
は
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
む
し
ろ
林

地
が
回
復
し
て
い
く
植
生
遷
移
の
過
程
で
ア
カ
マ
ツ
林
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
村
落
空
間
の
研
究
に
お
い
て
は
、
里
山
と
い
う
空
間
に
注
目
し
、
そ
の
空
間
の
持
つ
性
格
や
里
山
自
体
の
歴
史
的
変

遷
と
人
々
の
生
活
の
変
遷
を
照
ら
し
合
わ
せ
た
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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二
、
里
山
研
究
の
課
題

　

日
本
民
俗
学
で
行
わ
れ
た
里
山
研
究
の
課
題
を
述
べ
た
い
。

　

ま
ず
、
資
料
間
の
比
較
検
討
を
行
う
必
要
性
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
野
本
や
篠
原
の
研
究
に
お
い
て
は
、
里
山
な
ど
の
自
然
に
関
す

る
資
料
の
羅
列
に
留
ま
り
、
俯
瞰
的
な
視
野
か
ら
の
分
析
な
ど
が
不
十
分
で
あ
る
。『
生
き
も
の
民
俗
誌
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
野
本
が

自
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
同
書
で
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
得
た
各
地
の
資
料
の
提
供
が
主
な
内
容
と
な
っ
て
お
り
、「
確
固
と
し
た 

結
論（

11
（

」
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
野
本
に
よ
る
資
料
提
供
は
環
境
民
俗
学
の
基
盤
を
支
え
る
重
要
な
情
報
で
あ
り
、

今
後
は
こ
う
し
た
資
料
群
を
整
理
し
、
分
析
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

野
本
は
『
講
座
日
本
の
民
俗
学
４
環
境
の
民
俗
』
で
、
改
め
て
環
境
民
俗
研
究
に
対
し
て
の
立
場
を
表
明
し
て
お
り
、
民
俗
学
で
行
わ

れ
て
い
る
よ
う
な
、
ム
ラ
や
マ
チ
を
単
位
と
し
た
「
生
活
誌
的
・
民
俗
誌
的
研
究
」
と
特
定
の
主
題
を
設
定
し
て
日
本
全
国
を
フ
ィ
ー
ル

ド
と
す
る
「
テ
ー
マ
主
義
的
な
研
究
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
流
れ
が
環
境
民
俗
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
も
よ
い
と
い
う
。
前
者
の
研
究
が
ベ
ー

ス
と
な
っ
て
先
行
す
べ
き
で
あ
る
が
、
一
方
で
研
究
の
鳥
瞰
性
や
比
較
的
視
点
・
文
化
論
的
展
開
も
重
要
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ

の
点
は
、
篠
原
徹
が
検
討
し
た
よ
う
に
、
特
定
の
植
物
種
に
よ
る
文
化
の
類
型
化
は
俯
瞰
的
な
視
点
も
持
ち
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
や

は
り
特
定
の
地
域
を
対
象
と
し
て
の
検
討
に
留
ま
っ
て
お
り
、
い
わ
ば
い
く
つ
か
の
「
点
」
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
野
本
や
篠
原
ら
の

問
題
提
起
に
よ
っ
て
、
自
治
体
誌
の
民
俗
編
な
ど
で
も
、
環
境
民
俗
学
的
な
調
査
報
告
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
が
、
こ
う

し
た
資
料
群
を
整
理
し
て
分
布
図
を
作
製
し
、
文
化
の
類
型
を
地
図
上
に
示
す
と
い
う
、「
点
」
を
「
面
」
に
し
て
い
く
と
い
う
作
業
は

等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
里
山
景
観
の
歴
史
的
変
遷
を
通
史
的
に
み
て
い
く
必
要
性
で
あ
る
。
里
山
の
景
観
の
歴
史
的
変
遷
を
追
う
研
究
は
、
歴
史
学
や
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考
古
学
な
ど
で
進
展
し
て
お
り
、
さ
ら
な
る
深
化
が
期
待
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
笹
生
衛
の
『
神
仏
と
村
景
観
の
考
古
学
︱
地
域
環
境
の

変
化
と
信
仰
の
視
点
か
ら
』（
二
〇
〇
五
年
七
月
）、
水
野
章
二
の
『
中
世
の
人
と
自
然
の
関
係
史
』（
二
〇
〇
九
年
三
月
）
や
原
田
洋
・

井
上
智
の
『
植
生
景
観
史
入
門
』（
二
〇
一
二
年
四
月
）、
小
椋
純
一
の
『
森
と
草
原
の
歴
史

︱
日
本
の
植
生
景
観
は
ど
の
よ
う
に
移
り 

変
わ
っ
て
き
た
の
か

︱
』（
二
〇
一
二
年
四
月
）、
水
野
章
二
の
『
里
山
の
成
立
︱
中
世
の
環
境
と
資
源
』（
二
〇
一
五
年
九
月
）、
時
枝
務

の
『
山
岳
霊
場
の
考
古
学
的
研
究
』（
二
〇
一
八
年
八
月
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
民
俗
学
と
し
て
は
、古
川
が
し
た
よ
う
な
特
定
の
フ
ィ
ー

ル
ド
で
の
里
山
環
境
の
変
遷
に
つ
い
て
詳
細
な
事
例
調
査
を
行
い
、
里
山
の
変
遷
と
そ
の
周
辺
地
域
に
住
む
人
々
の
生
活
史
の
具
体
像
を
捉

え
て
い
く
こ
と
に
併
せ
て
、
こ
う
し
た
史
資
料
を
用
い
た
通
史
的
な
里
山
景
観
の
変
遷
を
辿
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
鳥
越
皓
之
が
指
摘

し
た
よ
う
に
、
里
山
の
歴
史
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
自
然
と
人
間
が
調
和
し
て
い
た
時
代
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
宮
家
準
が
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
空
間
の
モ
デ
ル
を
示
し
た
よ
う
に
、
里
山
空
間
や
景
観
の
伝
承
を
生
業
な
ど
の
日
常
生

活
の
面
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
の
霊
魂
観
や
死
生
観
と
い
っ
た
宗
教
生
活
の
面
か
ら
も
み
て
い
く
必
要
性
で
あ
る
。
宮
家
が
指
摘
し
た
よ

う
に
、
里
山
が
死
者
霊
の
集
ま
る
場
所
と
さ
れ
る
伝
承
や
、
死
者
へ
の
供
養
を
行
う
場
と
し
て
の
伝
承
例
は
実
際
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ

ま
で
の
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
里
山
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
宗
教
（
信
仰
）
的
空
間
と
し
て
の
検
討
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
花
見
遊
山
の
場
と
し
て
の
里
山
空
間
の
検
討
も
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
鳥
越
皓
之
は
『
花
を
た
ず

ね
て
吉
野
山
︱
そ
の
歴
史
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
』
に
お
い
て
、
吉
野
山
に
サ
ク
ラ
を
植
え
る
人
々
と
花
の
文
化
に
つ
い
て
論
じ
、
吉
野
山
の
花
の

名
所
と
し
て
の
成
立
や
近
現
代
に
お
け
る
サ
ク
ラ
保
全
活
動
な
ど
の
歴
史
的
変
遷
も
追
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
鳥
越
は
自
然
を
「
原
生
的

自
然
」「
使
わ
れ
た
自
然
」「
愛
で
ら
れ
た
自
然
」
に
三
分
類
し
て
い
る
。
鳥
越
は
「
愛
で
ら
れ
た
自
然
」
の
概
念
を
ふ
ま
え
て
、
吉
野
山

が
「
人
間
と
自
然
と
の
深
い
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
っ
た（

11
（

」
こ
と
を
指
摘
し
、
人
び
と
が
千
年
以
上
か
け
て
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
「
愛
で 

ら
れ
た
自
然
」
の
意
味
と
価
値
を
「
原
生
的
自
然
」
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
評
価
し
直
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
日
本
民
俗
学
で
は
、
自
然
を
生
業
な
ど
に
用
い
る
「
使
わ
れ
た
自
然
」
と
し
て
の
検
討
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る

一
方
で
、「
愛
で
ら
れ
た
自
然
」
の
研
究
は
あ
ま
り
活
発
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
里
山
研
究
に
お
い
て
も
、
里
山
の
資
源
を
生
産
生
業
や 

日
常
生
活
に
利
用
す
る
と
い
っ
た
「
使
わ
れ
た
自
然
」
の
検
討
だ
け
で
な
く
、「
愛
で
ら
れ
た
自
然
」
と
は
少
し
意
味
が
異
な
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
物
見
遊
山
を
す
る
娯
楽
的
空
間
や
死
者
供
養
を
行
う
宗
教
（
信
仰
）
的
空
間
と
し
て
と
ら
え
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で

あ
る
。

　
　
三
、
ア
カ
マ
ツ
林
と
ツ
ツ
ジ

　

以
上
の
課
題
を
ふ
ま
え
て
、
筆
者
が
考
え
て
い
る
里
山
研
究
の
展
望
を
述
べ
た
い
。

　

そ
も
そ
も
、「
里
山
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
環
境
省
に
よ
れ
ば
、「
里
地
里
山
と
は
、
奥

山
と
都
市
の
中
間
に
位
置
し
、
集
落
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
二
次
林
、
そ
れ
ら
と
混
在
す
る
農
地
、
た
め
池
、
草
原
等
で
構
成
さ
れ
る
地
域

概
念（

1（
（

」
で
あ
る
と
い
う
。
同
じ
く
環
境
省
に
よ
れ
ば
、
里
地
里
山
は
国
土
の
約
四
割
を
占
め
て
い
る
と
い
い
、
そ
の
骨
格
と
な
る
二
次
林

の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
五
タ
イ
プ
六
ブ
ロ
ッ
ク
に
区
分
さ
れ
る
と
い
う
。

　
　

 

・
北
海
道
に
み
ら
れ
る
「
シ
ラ
カ
ン
バ
二
次
林
な
ど
を
中
心
と
し
た
里
地
里
山
」（
放
置
す
る
と
、や
が
て
自
然
林
に
代
わ
っ
て
い
く
）

　
　

 

・
道
南
か
ら
東
北
地
方
日
本
海
側
か
ら
新
潟
県
・
長
野
県
に
か
け
て
広
が
る
「
ミ
ズ
ナ
ラ
二
次
林
を
中
心
と
し
た
里
地
里
山
」（
放

置
す
る
と
、
や
が
て
ブ
ナ
な
ど
の
自
然
林
に
代
わ
っ
て
い
く
）

　
　

 

・
東
北
地
方
太
平
洋
側
か
ら
静
岡
県
に
か
け
て
広
が
る
「
コ
ナ
ラ
二
次
林
を
中
心
と
し
た
東
日
本
の
里
地
里
山
」（
人
口
が
密
集
し

て
い
て
開
発
が
多
く
、
タ
ケ
・
サ
サ
の
繁
茂
が
目
立
つ
）
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・
石
川
県
か
ら
島
根
県
に
か
け
て
の
日
本
側
の
地
域
に
広
が
る
「
コ
ナ
ラ
二
次
林
を
中
心
と
し
た
西
日
本
の
里
地
里
山
」（
人
口
密

度
が
低
く
、
雪
の
や
や
少
な
い
と
こ
ろ
で
は
タ
ケ
の
繁
茂
が
目
立
つ
）

　
　

 

・
愛
知
県
か
ら
近
畿
地
方
と
瀬
戸
内
地
域
を
経
て
山
口
県
へ
か
け
て
広
が
る
「
ア
カ
マ
ツ
二
次
林
を
中
心
と
し
た
里
地
里
山
」（
人

口
が
密
集
し
て
い
る
が
、
た
め
池
な
ど
も
多
く
、
希
少
種
も
多
い
。
開
発
や
マ
ツ
枯
れ
、
タ
ケ
の
繁
茂
の
問
題
が
あ
る
）

　
　

 

・
紀
伊
半
島
か
ら
四
国
地
方
南
部
を
経
て
九
州
地
方
に
か
け
て
広
が
る
「
シ
イ
・
カ
シ
萌
芽
林
を
中
心
と
し
た
里
地
里
山
」（
タ
ケ

が
繁
茂
し
な
け
れ
ば
、
や
が
て
シ
イ
・
カ
シ
の
自
然
林
に
移
行
す
る（

11
（

）

　

筆
者
は
、
こ
の
う
ち
「
ア
カ
マ
ツ
二
次
林
を
中
心
と
し
た
里
地
里
山
」
を
研
究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
た
い
。

　

森
林
生
態
学
者
の
四
手
井
綱
英
や
農
学
者
の
養
父
志
乃
夫
ら
に
よ
る
里
山
に
つ
い
て
の
自
然
科
学
系
の
研
究
書
や
一
般
書
に
お
い
て

は
、
ア
カ
マ
ツ
林
の
里
山
に
つ
い
て
多
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
千
葉
徳
爾
の
研
究
を
除
け
ば
、
日
本
民
俗
学
の
里
山
研
究
で

は
ア
カ
マ
ツ
林
を
と
り
あ
げ
た
研
究
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
自
然
科
学
系
の
業
績
を
活
用
し
て
ア
カ

マ
ツ
林
の
里
山
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
歴
史
学
や
考
古
学
な
ど
の
人
文
科
学
系
の
業
績

も
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ア
カ
マ
ツ
林
は
日
本
の
里
山
を
代
表
す
る
樹
種
で
あ
る
が
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
景
観
は
近
年
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
ア
カ
マ
ツ
林
で
構
成
さ
れ
る
里
山
は
西
日
本
に
多
く
み
ら
れ
、
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
や
モ
チ
ツ
ツ
ジ
な
ど
の
ツ
ツ
ジ
科
の
植
物
が
一
斉
に

咲
い
て
里
山
の
美
し
い
景
観
を
形
作
っ
て
い
た
。
有
岡
利
幸
は
こ
う
し
た
景
観
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 

中
国
・
近
畿
地
方
の
里
山
の
松
林
は
、
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
あ
た
り
ま
で
は
別
名
ツ
ツ
ジ
山
と
い
え
る
ほ
ど
、
松
と
ツ
ツ
ジ

が
生
育
し
て
い
た
。
モ
チ
ツ
ツ
ジ
、
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
、
コ
バ
ノ
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
、
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
、
ミ
ヤ
コ
ツ
ツ
ジ
な
ど
の
野
生
ツ
ツ

ジ
で
あ
る
。



38

　
　
（
中
略
）

　
　

 

ツ
ツ
ジ
の
開
花
は
美
作
地
方
の
花
見
、
大
和
地
方
の
ダ
ケ
の
ぼ
り
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
農
作
業
の
合
図
だ
っ
た
。

同
時
に
、
山
か
ら
帰
る
と
き
に
は
ツ
ツ
ジ
の
花
を
折
り
と
っ
て
、
田
の
水
口
に
立
て
る
行
為
を
伴
っ
て
い
た
。
春
先
の
山
で
ピ
ン
ク

の
花
を
開
く
ツ
ツ
ジ
の
花
は
、
山
の
精
気
と
見
ら
れ
た
。
松
山
の
樹
下
で
こ
こ
か
し
こ
、
こ
ち
ら
も
向
こ
う
も
と
山
一
面
を
鮮
や
か

に
彩
る
ツ
ツ
ジ
の
花
と
そ
の
蕾
は
、
豊
か
な
稔
り
の
穂
を
垂
れ
る
稲
を
想
像
さ
せ
る
。
ツ
ツ
ジ
の
花
を
水
田
に
移
す
こ
と
は
、
里
山

が
育
ん
だ
山
の
精
気
を
田
へ
と
運
ぶ
行
為
で
あ
り
、
秋
の
豊
穣
を
祈
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
。
山
の
精
気
は
、
い
わ
ば
山
の
神
そ
の

も
の
で
あ
り
、
ツ
ツ
ジ
の
花
は
山
の
神
が
田
の
神
へ
と
そ
の
守
護
す
る
対
象
を
移
し
て
い
く
と
き
の
憑
代
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
う
し
た
記
述
か
ら
、
ア
カ
マ
ツ
林
の
里
山
で
ツ
ツ
ジ
の
花
が
咲
く
様
子
が
美
し
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
農
作
業
の
合

図
で
あ
る
と
い
う
伝
承
な
ど
か
ら
、
ツ
ツ
ジ
の
花
を
田
の
神
の
「
憑
代
」（
依
代
）
と
す
る
解
釈
は
検
討
の
余
地
は
あ
る
も
の
の
、
野
本

寛
一
ら
が
示
し
た
よ
う
に
、
ツ
ツ
ジ
の
咲
く
時
期
を
生
産
生
業
の
節
目
と
す
る
伝
承
は
各
地
で
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

現
在
、「
里
山
放
棄
」
に
よ
る
植
生
の
変
化
に
よ
り
、
こ
う
し
た
ツ
ツ
ジ
の
咲
き
誇
る
里
山
を
見
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
か
つ
て
の
里

山
の
景
観
を
記
憶
に
留
め
て
い
る
方
は
お
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
兵
庫
県
加
西
市
で
は
、
一
九
七
〇
年
頃
ま
で
こ
う
し
た
景
色
が
み
ら
れ
た
と
い
う
。
法
華
山
一
乗
寺
の
門
前
町
に
あ
た
る

坂
本
町
に
長
く
住
む
Ｋ
さ
ん
（
昭
和
一
九
年
生
）
は
、
卯
月
八
日
（
新
暦
の
五
月
八
日
）
の
季
節
に
は
ど
の
山
も
真
っ
赤
で
、
五
月
六
日

に
こ
の
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
の
花
を
摘
ん
で
シ
ャ
シ
ャ
キ
（
ヒ
サ
カ
キ
）
と
束
ね
、
竹
竿
の
先
に
括
り
つ
け
て
前
栽
に
高
く
掲
げ
、
仏
壇
に
は 

「
薄
い
色
で
は
仏
さ
ん
に
い
け
な
い
」
と
い
っ
て
ヤ
マ
ツ
ツ
ジ
の
赤
い
花
を
供
え
た
と
、
卯
月
八
日
頃
に
幻
想
的
な
景
色
が
広
が
っ
て
い

た
こ
と
を
懐
か
し
み
な
が
ら
話
し
て
く
だ
さ
っ
た（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
卯
月
八
日
に
ツ
ツ
ジ
の
花
を
門
先
に
高
く
掲
げ
た
り
仏
壇
に
供
え
た
り
す
る
伝
承
は
、
近
畿
地
方
を
中
心
に
分
布
し
て 
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お
り
、
そ
の
日
行
わ
れ
る
習
俗
か
ら
、
ツ
ツ
ジ
の
花
は
「
死
者
へ
の
供
花
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。

　

ま
た
、
有
岡
利
幸
は
幼
少
期
に
経
験
し
た
花
見
の
光
景
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

　
　

 

岡
山
県
東
北
部
の
美
作
台
地
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
た
筆
者
も
、
四
月
三
日
の
月
遅
れ
の
雛
ま
つ
り
に
は
花
見
と
い
っ
て
、

母
親
に
弁
当
を
つ
く
っ
て
貰
い
、
近
く
の
小
山
に
行
っ
て
、
ツ
ツ
ジ
の
花
を
眺
め
な
が
ら
遊
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
花
見

と
は
、
ツ
ツ
ジ
の
花
を
見
る
こ
と
だ
と
長
い
間
思
い
込
み
、
桜
花
を
見
る
こ
と
が
花
見
で
あ
る
こ
と
を
中
学
生
に
な
る
頃
ま
で
知
ら

な
か
っ
た
。
筆
者
が
子
供
の
と
き
の
ツ
ツ
ジ
の
花
見
に
は
、
村
の
人
は
一
緒
で
な
く
、
筆
者
と
弟
妹
だ
け
で
あ
っ
た
。
ツ
ツ
ジ
の
花

の
枝
を
折
っ
て
帰
っ
た
こ
と
は
、
覚
え
て
い
る（

11
（

。

　

現
在
、「
花
見
」
と
い
え
ば
サ
ク
ラ
の
花
見
を
想
像
す
る
日
本
人
は
多
い
と
思
う
が
、
幼
少
期
の
有
岡
は
四
月
三
日
の
民
俗
的
経
験 

か
ら
、
花
見
を
ツ
ツ
ジ
の
花
見
と
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
る
。「
花
」
と
い
わ
れ
て
ツ
ツ
ジ
を
想
像
す
る
感
覚
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、

近
畿
地
方
に
お
い
て
は
「
花
よ
り
団
子
」
と
い
う
諺
の
「
花
」
と
は
、
ツ
ツ
ジ
を
意
味
し
て
い
る
こ
と（

11
（

を
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
花
見
が
行
わ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
、
管
見
の
限
り
で
は
、
上
巳
節
供
の
花
見
習
俗
に
つ
い
て
全
国
の
状
況
を
論
述
し
た
も
の

は
み
ら
れ
な
い
が
、
卯
月
八
日
の
花
見
に
つ
い
て
は
筆
者
が
「
卯
月
八
日
の
花
見（

11
（

」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
花
見
を
行
う
場
所
は
高
い
と
こ

ろ
が
好
ま
れ
、
老
若
男
女
が
訪
れ
る
こ
と
の
で
き
る
開
放
的
な
場
で
あ
り
、
そ
の
場
所
は
卯
月
八
日
に
死
者
霊
（
お
よ
そ
死
後
三
年
以
内

の
死
ん
で
間
も
な
い
死
者
の
霊
）
が
集
ま
る
と
い
わ
れ
る
場
所
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
さ
ら
に
、
花
見
が
死
者
供
養
の
一
連
の
行
事
の
中

に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
一
連
の
行
事
の
構
造
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
青
森
県
と
岩
手
県
、
群
馬
県
、
兵
庫
県
で
行
わ
れ
る
卯
月

八
日
の
花
見
は
死
者
と
生
者
の
交
流
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
卯
月
八
日
に
花
見
を
行
う
場
は
集
落
周
辺

の
小
高
い
山
や
山
の
中
腹
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
は
集
落
と
の
位
置
関
係
か
ら
、
里
山
で
の
花
見
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
か
ら
課

題
と
し
て
提
示
で
き
る
の
は
、
里
山
で
の
花
見
に
お
い
て
は
生
者
と
自
然
に
加
え
て
死
者
霊
と
の
交
流
が
行
わ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。 
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鳥
越
皓
之
は
人
び
と
の
手
に
よ
っ
て
サ
ク
ラ
の
山
と
な
っ
た
吉
野
山
を
「
人
間
と
自
然
と
の
深
い
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
っ
た（

11
（

」
と
い
っ

た
が
、
ツ
ツ
ジ
の
花
見
が
行
わ
れ
る
里
山
は
、
少
な
く
と
も
卯
月
八
日
に
は
人
間
と
自
然
の
ほ
か
に
死
者
霊
と
の
交
流
の
場
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
視
点
を
変
え
れ
ば
、
里
山
の
ツ
ツ
ジ
の
花
が
死
者
と
生
者
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ツ
ツ
ジ
の
花
見
に
つ
い
て
卯
月
八
日
研
究
の
成
果
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
各
地
で
行
わ
れ
た
里
山
で

の
ツ
ツ
ジ
の
花
見
習
俗
の
史
資
料
を
集
積
し
て
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
加
え
、
文
学
、
昔
話
や
伝
説
な
ど
の
口
承
文
芸
の
な
か
で
ど
の
よ

う
に
ツ
ツ
ジ
の
花
が
登
場
し
、ツ
ツ
ジ
の
咲
く
里
山
が
ど
の
よ
う
な
空
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
な
ど
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
日
本
各
地
の
里
山
保
全
活
動
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
ツ
ツ
ジ
を
管
理
し
て
い
る
か
な
ど
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
含
め
、

ア
カ
マ
ツ
林
や
ツ
ツ
ジ
の
咲
く
里
山
を
め
ぐ
る
歴
史
的
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
日
本
民
俗
学
に
お
け
る
里
山
研
究
の
成
果
を
紹
介
し
、
そ
の
課
題
を
述
べ
、
筆
者
の
業
績
を
引
用
し
な
が
ら
ア
カ
マ
ツ
林

で
構
成
さ
れ
る
里
山
で
の
ツ
ツ
ジ
の
花
見
習
俗
や
ツ
ツ
ジ
の
花
が
咲
く
里
山
の
研
究
に
際
し
て
の
課
題
を
提
示
し
た
。

　

里
山
を
め
ぐ
る
景
観
は
人
と
自
然
の
交
流
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ア
カ
マ
ツ
林
の
里
山
に
お
い
て
は
、
燃
料
や
肥
料

な
ど
の
資
源
獲
得
と
い
う
人
間
の
一
方
的
な
利
益
の
み
で
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
る
い
林
床
が
保
た
れ
、
そ
こ
で
は
多
様
な
動
植
物
が

育
ま
れ
た
。
里
山
の
自
然
が
農
業
、
食
生
活
な
ど
の
人
間
の
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
た
一
方
で
、
人
間
は
里
山
の
自
然
の
保
護
に
も
寄
与

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
鳥
越
皓
之
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
関
係
が
成
り
立
た
な
か
っ
た
時
代
も
あ
っ
た
の
で 

あ
り
、
森
林
資
源
が
枯
渇
し
た
森
林
の
景
観
と
し
て
の
ア
カ
マ
ツ
林
も
み
ら
れ
た（

11
（

。
美
し
い
ア
カ
マ
ツ
林
の
景
観
や
、
多
様
な
動
植
物
の
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保
全
、
マ
ツ
タ
ケ
の
収
穫
な
ど
は
、
人
び
と
に
よ
る
適
度
な
里
山
管
理
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
民
俗
学
の
里
山
研
究
で
は
、
生
業
や
生
活
上
必
要
な
資
源
を
獲
得
す
る
場
と
し
て
の
検
討
は
盛
ん
に
行
わ
れ
た
が
、
人
び
と
と 

死
者
霊
が
交
流
す
る
宗
教
（
信
仰
）
的
空
間
、
あ
る
い
は
花
見
を
楽
し
む
と
い
う
行
楽
的
空
間
と
し
て
の
検
討
は
進
ん
で
い
な
い
。
花
見

の
多
義
性
を
考
え
る
う
え
で
も
、
民
俗
学
的
方
法
に
よ
っ
て
里
山
を
宗
教
（
信
仰
）
的
空
間
ま
た
は
行
楽
的
空
間
と
し
て
と
ら
え
な
お
し

て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　

註

　
（
1 
）
環
境
民
俗
学
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
廣
之
の
「
環
境
民
俗
学
の
視
点
と
河
川
漁
撈
研
究
」（『
大
阪
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』

第
一
三
号
、
大
阪
歴
史
博
物
館
、
二
〇
一
五
年
二
月
）
お
よ
び
山
泰
幸
・
川
田
牧
人
・
古
川
彰
編
『
環
境
民
俗
学

︱
新
し
い 

フ
ィ
ー
ル
ド
学
へ
』（
昭
和
堂
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
〇
日
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
（
）
野
本
寛
一
『
生
態
民
俗
学
序
説
』
白
水
社
、
一
九
八
七
年
三
月
二
〇
日

　
（
（ 
）
野
本
は
、
大
井
川
流
域
の
民
俗
調
査
を
重
ね
る
う
ち
、「
民
俗
現
象
を
「
自
然
と
人
間
の
か
か
わ
り
」
と
い
う
原
点
に
さ
し
も
ど

し
て
見
つ
め
直
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
生
態
学
的
な
視
点
か
ら
民
俗
文
化
を
見
つ
め
直

す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
い
、「
生
態
学
を
人
文
科
学
と
結
び
つ
け
、
と
き
に
止
揚
す
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
日
本
民

俗
学
は
必
ず
し
も
積
極
的
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
」
と
述
べ
、
日
本
民
俗
学
に
動
植
物
に
か
か
わ
る
研
究
の
膨
大
な
蓄
積
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
「
生
態
民
俗
学
」
的
な
視
点
で
学
び
直
す
こ
と
の
意
義
を
説
い
て
い
る
。「
生
態
民
俗
学
」
と
は
、
民
俗

学
を
学
の
主
体
と
し
た
「
生
態
学
的
な
視
点
に
立
っ
た
民
俗
学
」「
生
態
学
的
な
着
眼
・
発
想
に
よ
る
民
俗
現
象
の
研
究
」
と
定
義
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し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
自
然
環
境
、
人
為
的
環
境
、
環
境
へ
の
適
応
、
環
境
変
革
な
ど
を
包
括
し
た
「
環
境
民
俗
学
」
が
将
来
に

お
い
て
成
立
す
る
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、「
生
態
民
俗
学
」
が
主
翼
と
な
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
」
と
、

立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。

　
（
（
）
野
本
寛
一
『
共
生
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア　

民
俗
の
環
境
思
想
』
青
土
社
、
一
九
九
四
年
四
月
一
五
日

　
（
5 
）
野
本
寛
一
『
季
節
の
民
俗
誌
』
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
六
年
七
月
二
五
日

　
（
（ 
）
野
本
寛
一
『
自
然
暦
と
環
境
口
誦
の
世
界
』
大
河
書
房
、
二
〇
二
一
年
四
月
二
〇
日

　
（
（ 
）
野
本
寛
一
『
生
き
も
の
民
俗
誌
』
昭
和
堂
、
二
〇
一
九
年
七
月
三
〇
日

　
（
（ 
）
篠
原
徹
『
自
然
と
民
俗　

心
意
の
な
か
の
動
植
物
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
〇
年
四
月
二
五
日

　
（
（ 
）
前
掲
（
（
）
二
〇
七
頁

　
（
10
）
篠
原
徹
『
海
と
山
の
民
俗
誌
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
二
月
一
〇
日

　
（
11
）
前
掲
（
10
）
二
四
七
頁

　
（
1（ 
）
野
本
寛
一
・
福
田
ア
ジ
オ
編
『
講
座
日
本
の
民
俗
学
４
環
境
の
民
俗
』
雄
山
閣
、
一
九
九
六
年
一
一
月
二
〇
日

　
（
1（ 
）
景
観
に
つ
い
て
の
研
究
史
は
、
松
崎
憲
三
「
景
観
の
民
俗
学
︱
山
麓
農
村
の
景
観
︱
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
四
集
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
八
四
年
三
月
）、
中
山
正
典
「
暮
ら
し
と
生
業
の
空
間
」（
野
本
寛
一
・
福
田
ア
ジ
オ
編 

『
講
座
日
本
の
民
俗
学
４
環
境
の
民
俗
』
雄
山
閣
、
一
九
九
六
年
一
一
月
二
〇
日
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
1（ 
）
福
田
ア
ジ
オ
『
日
本
村
落
の
民
俗
的
構
造
』
弘
文
堂
、
一
九
八
〇
年
三
月
二
〇
日
。
な
お
、
ム
ラ
︱
ノ
ラ
︱
ヤ
マ
の
領
域
論
は 

「
村
落
領
域
論
」（『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
一
二
巻
二
号
、
武
蔵
大
学
人
文
学
会
、
一
九
八
〇
年
一
二
月
）
が
初
出
。

　
（
15
）
宮
家
準
『
生
活
の
な
か
の
宗
教
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
（（（
）
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
〇
年
一
〇
月
一
日
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（
1（ 
）
前
掲
（
15
）
三
八
頁

　
（
1（ 
）
鳥
越
皓
之
編
『
試
み
と
し
て
の
環
境
民
俗
学
︱
琵
琶
湖
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
』
雄
山
閣
、
一
九
九
四
年
二
月

　
（
1（ 
）
伊
藤
廣
之
は
「
環
境
民
俗
学
の
視
点
と
河
川
漁
撈
研
究
」（
前
掲
（
1
））
に
お
い
て
、「
野
本
寛
一
の
生
態
民
俗
学
が
い
わ
ば 

実
体
論
的
な
捉
え
方
で
あ
り
、
篠
原
徹
の
民
俗
自
然
誌
が
い
わ
ば
人
間
を
主
体
と
し
た
認
識
論
的
な
捉
え
方
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、

鳥
越
の
環
境
民
俗
学
は
、
生
活
の
な
か
の
所
有
権
や
暮
ら
し
の
ル
ー
ル
と
い
っ
た
、
人
び
と
の
生
活
の
立
場
と
の
か
か
わ
り
か
ら

自
然
と
人
間
の
関
係
性
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」（
五
五
頁
）
と
、
三
者
の
環
境
の
捉
え
方
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。

　
（
1（ 
）
鳥
越
皓
之
「
序
章　

花
の
あ
る
け
し
き
」
鳥
越
皓
之
編
『
講
座
人
間
と
環
境
第
４
巻
景
観
の
創
造
︱
民
俗
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』

昭
和
堂
、
一
九
九
九
年
九
月
二
〇
日

　
（
（0 
）
鳥
越
皓
之
『
花
を
た
ず
ね
て
吉
野
山
︱
そ
の
歴
史
と
エ
コ
ロ
ジ
ー
』（
集
英
社
新
書
〇
一
八
二
Ｄ
、
集
英
社
、
二
〇
〇
三
年
二
月

一
九
日

　
（
（1 
）
古
川
彰
「
第
３
章　

山
里
の
景
観

︱
矢
作
川
流
域
に
み
る
人
び
と
の
暮
ら
し
と
山
村
の
変
化
」
前
掲
（
1（
）
七
〇
頁

　
（
（（ 
）
土
屋
俊
幸
「
山
村
」『
日
本
村
落
史
講
座
三
景
観
二
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
一
年
、
一
八
一
～
一
九
七
頁

　
（
（（ 
）
前
掲
（
1（
）
七
四
頁

　
（
（（ 
）
鳥
越
皓
之
『
環
境
社
会
学
︱
生
活
者
の
立
場
か
ら
考
え
る
︱
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
二
六
日

　
（
（5 
）
鳥
越
皓
之
「
農
用
林
と
し
て
の
里
山
と
暮
ら
し
」
群
馬
歴
史
民
俗
研
究
会
編
『
歴
史
・
民
俗
か
ら
み
た
環
境
と
暮
ら
し
』（
岩
田

書
院
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
歴
史
考
古
学
系
Ｈ
1（
）、
岩
田
書
院
、
二
〇
一
四
年
三
月

　
（
（（ 
）
前
掲
（
（5
）
四
六
頁
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（
（（ 
）
千
葉
徳
爾
『
は
げ
山
の
研
究
』
農
林
協
会
、
一
九
五
六
年
一
〇
月
。
増
補
改
訂
版
が
そ
し
え
て
よ
り
一
九
九
一
年
三
月
一
五
日

に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（（
）
千
葉
徳
爾
『
は
げ
山
の
文
化
』
学
生
社
、
一
九
七
三
年

　
（
（（
）
前
掲
（
（
）
六
六
五
頁

　
（
（0
）
前
掲
（
（0
）
一
七
八
頁

　
（
（1 
）
環
境
省
「
里
地
里
山
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
二
〇
〇
四
年
九
月
、
二
頁
。
環
境
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
（https://

w
w

w
.env.go.jp/nature/satoyam

a/pam
ph/all.pdf　

二
〇
二
三
年
九
月
三
〇
日
閲
覧
）。

　
（
（（
）
前
掲
（
（1
）
三
頁
の
内
容
を
筆
者
が
整
理
し
た
。

　
（
（（ 
）
有
岡
利
幸
『
里
山
Ⅱ
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
三
月
一
日
、
一
九
三
～
一
九
四
頁

　
（
（（ 
）
筆
者
調
査
。
二
〇
一
五
年
八
月
十
九
日
、
二
〇
一
六
年
三
月
二
日
、
兵
庫
県
加
西
市
坂
本
町
。
な
お
、
ア
カ
マ
ツ
︱
モ
チ
ツ
ツ

ジ
群
落
は
「
加
西
市
で
は
最
も
広
く
分
布
し
て
」
お
り
、
坂
本
町
が
位
置
す
る
「
南
部
で
は
マ
ツ
枯
れ
に
よ
り
、
壊
滅
的
な
状
況

で
あ
る
」（
加
西
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
加
西
市
史
』
第
三
巻
本
編
（
自
然
、
加
西
市
、
二
〇
〇
二
年
九
月
一
〇
日
、
三
三
七
頁
）

と
い
う
が
、「
加
西
市
史
第
三
巻
付
図
３　

加
西
市
現
存
植
生
図
」
を
み
る
と
、
近
年
で
も
坂
本
町
周
辺
は
ア
カ
マ
ツ
︱
モ
チ
ツ
ツ

ジ
群
落
に
囲
ま
れ
て
い
る
。「
里
山
放
棄
」
に
よ
り
、
林
床
が
暗
く
な
っ
た
結
果
、
以
前
の
よ
う
に
多
く
の
ツ
ツ
ジ
の
花
が
咲
く
こ

と
が
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
（
（5 
）
伊
藤
新
之
輔
「
卯
月
八
日
の
竿
花
︱
天
道
花
習
俗
の
分
布
と
伝
承
内
容
︱
」『
伝
承
文
化
研
究
』
第
一
八
号
、
國
學
院
大
學
伝
承

文
化
学
会
、二
〇
二
一
年
六
月
二
〇
日
。
具
体
的
に
は
、近
畿
地
方
（
滋
賀
県
、京
都
府
、大
阪
府
、兵
庫
県
、奈
良
県
、和
歌
山
県
）、

福
井
県
、
三
重
県
伊
賀
地
方
、
香
川
県
、
徳
島
県
、
岡
山
県
東
部
、
瀬
戸
内
海
の
島
々
（
岡
山
県
・
香
川
県
）、
山
口
県
、
福
岡
県
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筑
後
地
域
、
対
馬
、
佐
渡
島
、
長
野
県
中
南
部
、
静
岡
県
西
部
で
分
布
が
確
認
で
き
る
。

　
（
（（
）
前
掲
（
（（
）
二
四
～
二
五
頁

　
（
（（ 
）
伊
藤
新
之
輔
「「
花
よ
り
団
子
」
と
ツ
ツ
ジ
の
花
見
」『
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
第
七
号
、
南
開
大
学
外
国
語
学
院
東
ア
ジ
ア 

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
「
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
」
編
集
委
員
会
、
二
〇
二
二
年
二
月
二
〇
日

　
（
（（ 
）
伊
藤
新
之
輔
「
卯
月
八
日
の
花
見
」『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要
︱
文
学
研
究
科
︱
』
第
五
四
輯
、
國
學
院
大
學
大
学
院
、

二
〇
二
三
年
二
月
二
八
日

　
（
（（ 
）
前
掲
（
（0
）
一
七
八
頁

　
（
（0 
）
前
掲
（
（（
）
お
よ
び
（
（（
）。
前
述
の
よ
う
に
、
ア
カ
マ
ツ
は
森
林
資
源
が
枯
渇
し
た
里
山
に
お
い
て
、
植
生
遷
移
の
過
程
で
林

立
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
放
置
し
て
い
れ
ば
カ
シ
や
シ
イ
な
ど
の
照
葉
樹
林
へ
と
遷
移
し
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
カ
マ
ツ

林
は
森
林
が
復
活
し
て
い
く
過
程
に
あ
る
と
い
え
る
（
石
井
実
・
植
田
邦
彦
・
重
松
敏
則
『
里
山
の
自
然
を
守
る
』
築
地
書
館
、

三
四
～
三
七
頁
）。

〔
付
記
〕 　

本
稿
は
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
「〈
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
〉
と
建
学
の
精
神
」
研
究
事
業
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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聖
地
運
営
の
担
い
手
と
参
詣
者
の
関
係
性

　
　
　
―
昭
和
戦
後
期
に
お
け
る
武
州
御
嶽
山
を
事
例
と
し
て
―髙

　
田
　
　
　
彩
　
　
　

　
　

一
、
は
じ
め
に

　

近
年
、
山
岳
信
仰
や
修
験
道
に
関
わ
る
霊
場
の
担
い
手
が
、
少
子
化
や
高
齢
化
に
よ
っ
て
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る�

［
鈴
木
二
〇
一
五
：
三
二
］。
そ
の
よ
う
な
担
い
手
の
減
少
は
、
従
来
山
岳
や
霊
場
を
訪
れ
て
い
た
講
と
呼
ば
れ
る
信
徒
集
団
の
減
少
と

も
連
動
し
て
い
る
。
天
田
顕
徳
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
、「
霞
・
旦
那
場
経
済
の
衰
退
」
と
定
義
し
た
［
天
田
二
〇
二
〇
］。
そ
し
て
、�

「
霞
・
旦
那
場
経
済
の
衰
退
」
が
、
講
以
外
の
経
済
基
盤
を
確
保
す
る
必
要
を
生
じ
さ
せ
、
新
規
顧
客
の
獲
得
に
向
け
て
山
伏
文
化
の
活

用
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
［
天
田
二
〇
二
〇
：
一
八
〇
―
一
八
一
］。

　

こ
う
し
た
課
題
に
対
し
て
、
現
代
の
山
岳
や
霊
場
に
お
け
る
、
講
以
外
の
人
々
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
工
夫
が
論
じ
ら
れ
て
い
る

が
、
近
世
に
お
い
て
も
山
岳
や
霊
場
、
も
し
く
は
当
地
に
属
す
る
宗
教
的
職
能
者
と
何
の
関
わ
り
も
持
た
な
い
、
行
楽
目
的
の
参
詣
者
が�
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存
在
し
、
彼
ら
・
彼
女
ら
を
誘
致
す
る
た
め
に
、
様
々
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　

併
せ
て
、
鉄
道
網
の
発
達
に
よ
っ
て
休
日
の
郊
外
行
楽
と
し
て
社
寺
を
参
詣
す
る
「
普
通
の
参
詣
人
」
が
誕
生
し
た
と
こ
と
や
、
近

代
以
降
、
参
詣
地
が
鉄
道
網
の
発
達
に
よ
っ
て
、
参
詣
者
以
外
の
人
々
に
も
開
か
れ
た
「
ツ
ー
リ
ズ
ム
空
間
」
に
変
容
し
て
い
く
過

程
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
［
平
山
二
〇
一
二
、
二
〇
二
〇
］［
對
馬
二
〇
一
二
］［
卯
田
二
〇
一
五
、
二
〇
二
〇
］�

［
乾
二
〇
一
六
］。

　

例
え
ば
對
馬
路
人
は
、
関
西
の
私
鉄
が
、
霊
場
・
聖
地
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
場
所
に
鉄
道
を
敷
設
し
、
時
に
は
参
詣
者
の
動
員
の
た

め
に
、
聖
地
や
霊
場
に
対
し
て
様
々
な
働
き
か
け
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
［
對
馬
二
〇
一
二
］。
加
え
て
、
對
馬
は
鉄
道
会
社

が
、
世
俗
的
な
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
で
あ
り
な
が
ら
、
聖
地
や
霊
場
の
参
詣
者
を
増
や
す
た
め
に
積
極
的
に
戦
略
を
立
て
実
行
す
る
過
程
で
、

当
地
の
宗
教
行
為
を
独
自
に
編
集
す
る
、
も
し
く
は
新
た
な
宗
教
習
俗
を
普
及
さ
せ
る
な
ど
、
聖
地
や
霊
場
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る

役
割
を
担
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
［
對
馬
二
〇
一
二
］。
一
方
で
、
聖
地
や
霊
場
は
鉄
道
会
社
の
提
案
に
従
う
だ
け
で
は
な
く
、
鉄
道
会

社
と
交
渉
を
行
う
こ
と
で
、
少
し
で
も
参
詣
地
側
の
要
望
を
取
り
入
れ
た
計
画
に
変
更
す
る
こ
と
を
試
み
た
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る�

［
卯
田
二
〇
一
四
］。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
鉄
道
会
社
な
ど
の
思
惑
だ
け
で
な
く
、
聖
地
や
霊
場
の
思
惑
を
も
取
り
入
れ
な
が
ら
鉄
道
敷
設
の
計
画
は
推
進
さ

れ
て
お
り
、
両
者
の
関
係
性
は
一
様
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
聖
地
や
霊
場
な
ど
を
、
従
来
の
参
詣
者
以
外
の�

人
々
に
も
広
く
開
い
て
、「
ツ
ー
リ
ズ
ム
空
間
」
と
す
る
際
に
は
、
聖
地
を
運
営
す
る
担
い
手
の
み
な
ら
ず
、
外
部
の
鉄
道
会
社
、
観
光

会
社
な
ど
様
々
な
担
い
手
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
聖
地
を
取
り
巻
く
様
々
な
担
い
手
や
、
担
い
手
同
士
の
関
係
性
に
着

目
し
た
分
析
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
以
上
の
成
果
に
加
え
て
、
参
詣
地
の
運
営
に
携
わ
る
様
々
な
担
い
手
と
参
詣
者
と
の
関
係
性
を

追
う
必
要
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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こ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
て
筆
者
は
、
東
京
都
青
梅
市
の
武
州
御
嶽
山
が
平
成
期
に
行
っ
て
い
た
観
光
事
業
を
事
例
に
、
観
光
事
業
の

担
い
手
で
あ
る
宗
教
的
職
能
者
の
御
師
が
、
ど
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
観
光
事
業
を
行
っ
た
の
か
を
検
討
し
た
［
髙
田
二
〇
一
七
］。
そ

の
際
、
講
以
外
の
経
済
基
盤
を
確
保
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
人
々
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
た
の
か
と
い
う
点

に
注
目
し
た
。
ま
た
、
そ
の
観
光
に
関
す
る
取
り
組
み
の
萌
芽
が
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
に
あ
り
、
そ
の
時
期
に
は
す
で
に
講
以
外
の�

「
都
市
の
未
知
の
人
」
と
呼
ば
れ
る
観
光
目
的
の
参
詣
者
の
受
け
入
れ
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
武
州
御
嶽
山
の
動

向
が
資
本
家
の
目
に
止
ま
り
、
昭
和
戦
前
期
に
は
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
が
敷
設
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

（
（

。

　

本
稿
で
は
、
上
記
の
問
題
意
識
を
引
き
継
ぎ
、
聖
地
や
霊
場
が
ど
の
よ
う
な
参
詣
者
を
受
け
入
れ
な
が
ら
存
続
し
て
き
た
の
か
と
い
う

問
い
に
対
し
て
、
聖
地
を
運
営
す
る
担
い
手
の
視
点
か
ら
考
察
を
加
え
た
い
。
そ
の
際
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
の
敷
設
に
よ
り
輸
送
手
段
が
整

備
さ
れ
、
様
々
な
目
的
や
動
機
を
持
つ
参
詣
者
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
宿
泊
設
備
が
整
備
さ
れ
た
、
昭
和
戦
後
期
の
武
州
御
嶽
山
を
対
象

と
す
る
。
特
に
、
チ
ラ
シ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
武
州
御
嶽
山
関
係
者
の
手
記
な
ど
の
資
料
を
用
い
て
、
昭
和
戦
後
期
の
武
州
御
嶽
山
を
取

り
巻
く
各
担
い
手
が
、
各
々
参
詣
者
を
誘
致
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
人
々
を
対

象
と
し
て
誘
致
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
武
州
御
嶽
山
を
取
り
巻
く
担
い
手
と
参
詣
者
の
関
係
性
を
明
ら
か

に
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
聖
地
運
営
の
担
い
手
と
参
詣
者
の
関
係
性
の
結
び
方
や
そ
の
変
化
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
着
目
す
る
こ
と
で
、「
ツ
ー
リ

ズ
ム
空
間
」
の
進
展
が
、
近
現
代
の
山
岳
信
仰
に
関
す
る
聖
地
・
霊
場
の
維
持
・
運
営
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
分
析
す

る
手
が
か
り
を
掴
み
た
い（

（
（

。
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二
、
武
州
御
嶽
山
の
基
礎
的
情
報

　

こ
こ
で
は
、
武
州
御
嶽
山
の
基
礎
的
な
情
報
に
つ
い
て
記
し
、
以
降
の
議
論
の
足
が
か
り
と
し
た
い
。

　
　

二
、
一

　
武
州
御
嶽
山
の
歴
史
的
背
景

　

武
州
御
嶽
山
は
、
東
京
都
青
梅
市
に
位
置
し
、
中
世
以
降
、
金
峰
山
、
武
蔵
国
金
剛
蔵
王
権
現
と
称
さ
れ
、
関
東
に
お
け
る
蔵
王
信
仰

の
中
心
地
と
し
て
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
き
た
。
ま
た
、
徳
川
家
康
の
関
東
入
国
後
の
天
正
一
九
（
一
五
九
一
）
年
に
、
朱
印
地
三
〇
石

の
寄
進
を
受
け
、
江
戸
時
代
初
め
に
は
徳
川
家
康
の
祈
願
所
に
指
定
さ
れ
た
［
馬
場
二
〇
一
八
：
一
］。

　

江
戸
中
期
以
降
の
武
州
御
嶽
山
は
、
火
難
除
け
、
盗
難
除
け
、
豊
作
の
神
と
し
て
広
く
庶
民
に
信
仰
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
御
師
に
よ
る

布
教
活
動
に
よ
っ
て
御
嶽
講
が
各
地
で
結
成
さ
れ
、
参
詣
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
。
明
治
以
降
、
そ
の
信
仰
圏
は
関
東
全
域
か
ら
、
東
海
、

甲
信
越
に
ま
で
及
ん
だ
［
馬
場
二
〇
一
八
：
一
］。
明
治
末
年
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
御
嶽
講
の
分
布
と
そ
の
数
に
つ
い
て
確
認
す
る

と
、
埼
玉
県
が
最
も
多
く
六
万
三
六
〇
〇
余
り
、
次
い
で
東
京
都
が
四
万
七
〇
〇
〇
余
り
、
神
奈
川
県
が
二
万
一
〇
〇
〇
余
り
で
、
山
梨

県
な
ど
も
含
め
る
と
講
の
数
は
三
四
八
五
講
、
講
員
の
数
は
、
一
四
万
四
九
〇
〇
余
り
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
［
西
海
一
九
八
三
：

六
八
］。
こ
の
よ
う
に
、
御
嶽
講
は
関
東
各
地
で
結
成
さ
れ
、
数
多
く
の
講
員
が
い
た
。
現
在
、
講
の
実
数
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
が
、
武
州
御
嶽
山
全
体
で
保
有
し
て
い
る
講
の
数
は
、
一
〇
〇
〇
講
ほ
ど
に
ま
で
減
っ
て
い
る
そ
う
だ（

（
（

。

　

御
師
は
毎
年
、
講
員
が
代
参
に
訪
れ
る
春
か
ら
夏
の
期
間
に
は
、
講
員
に
宿
を
提
供
し
、
御
嶽
参
拝
を
案
内
し
た
。
御
師
と
講
と
は
、

御
師
と
檀
那
（
檀
家
）
と
い
う
世
襲
的
な
師
檀
関
係
を
結
ん
で
お
り
、
代
参
を
受
け
入
れ
る
一
方
で
、
代
参
の
な
い
秋
か
ら
冬
の
時
期
に

は
、
各
地
の
講
に
配
札
に
出
か
け
た
。
こ
れ
を
講
社
廻
り
と
い
う
。
御
師
は
、
年
間
数
百
日
に
わ
た
っ
て
各
地
を
回
っ
て
布
教
活
動
を
行
い
、�



51 聖地運営の担い手と参詣者の関係性

配
札
を
す
る
一
方
、
三
月
八
日
以
降
、
六
月
初
旬
に
か
け
て
集
中
し
て
御
嶽
神
社
へ
代
参
に
来
る
講
に
対
し
て
、
休
憩
や
宿
泊
あ
る
い
は

太
々
神
楽
の
斡
旋
を
行
っ
た
［
西
海
二
〇
一
四
：
一
六
二
］。

　

特
に
、
御
師
に
と
っ
て
の
檀
家
（
講
社
）
の
保
有
は
、
百
姓
の
田
畑
、
山
林
の
所
持
と
同
じ
意
味
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
檀
家
は
御
師
た

ち
に
と
っ
て
家
産
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
［
靱
矢
二
〇
一
五
：
四
七
―
四
八
］。
こ
の
よ
う
に
講
は
重
要
な
経
済
基
盤
で
あ
り
、
講
社
廻

り
で
の
配
札
や
、
講
社
を
受
け
入
れ
る
宿
坊
経
営
、
太
々
神
楽
講
中
の
受
け
入
れ
は
、
御
師
家
に
と
っ
て
の
大
き
な
収
入
源
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
御
嶽
御
師
の
数
は
、
明
暦
年
間
（
一
六
五
五
～
一
六
五
八
年
）
に
は
、
御
師
業
を
専
業
と
し
て
い
た
山
上
御
師
と
御
師
業
と
農

業
を
兼
業
し
て
い
た
坂
本
御
師
を
含
め
て
六
〇
軒
以
上
を
数
え
た
と
い
う
が
、
江
戸
末
期
の
弘
化
年
間
（
一
八
四
五
～
一
八
四
八
年
）
に
は

五
二
軒
、
戦
後
に
は
三
四
軒
に
な
っ
て
い
る
［
西
海
一
九
八
三
：
五
一
］。
他
地
域
の
御
師
の
多
く
は
廃
絶
・
衰
退
し
て
い
る
状
況
で
、
武

州
御
嶽
山
は
未
だ
山
上
・
坂
本
合
わ
せ
て
三
〇
軒
以
上
の
御
師
家
が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
全
国
的
に
見
て
も
珍
し
い
事
例
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
特
徴
を
有
す
る
武
州
御
嶽
山
は
、
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
に
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
が
運
転
再
開
し
た
こ
と
や
、
宿
坊
営
業

に
加
え
る
形
で
旅
館
お
よ
び
民
宿
営
業
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、「
信
仰
と
観
光
が
同
居
し
た
形
」
で
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
［
西
海
一
九
八
三
：
三
一
四
―
三
一
五
］。
そ
の
背
景
に
は
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
に
青
梅
線
御
岳
駅
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
や
、

昭
和
一
〇
（
一
九
三
五
）
年
に
御
岳
登
山
鉄
道
が
開
業
し
た
こ
と
な
ど
の
、
交
通
網
の
発
達
に
よ
っ
て
、
従
来
の
信
仰
地
と
し
て
の
機
能

に
観
光
・
遊
覧
地
と
し
て
の
機
能
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
［
東
京
都
教
育
委
員
会
一
九
八
六
：
九
―
一
一
］。

　
　

二
、
二
　
武
州
御
嶽
山
の
組
織
と
運
営

　

本
節
で
は
、
武
州
御
嶽
山
が
ど
の
よ
う
な
組
織
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
西
海
は
、「
御
嶽
山
は
、
そ
こ
で
生

活
す
る
人
々
に
と
っ
て
一
つ
の
地
域
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
御
嶽
神
社
を
な
か
だ
ち
と
し
た
、
儀
礼
や
そ
の
他
諸
々
の
生
活
慣
習
を
共
通
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項
と
す
る
、
社
会
集
団
の
場
」
と
論
じ
て
い
る
［
西
海
一
九
八
三
：
二
九
三
］。
そ
の
た
め
、
ま
ず
、
武
蔵
御
嶽
神
社
を
運
営
す
る
組
織

に
つ
い
て
概
観
し
て
い
く
。
武
蔵
御
嶽
神
社
は
、
山
上
御
師
と
坂
本
御
師
の
合
議
制
で
運
営
さ
れ
て
い
る
神
社
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
武

蔵
御
嶽
神
社
を
運
営
す
る
た
め
の
組
織
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。

　

現
在
、
武
蔵
御
嶽
神
社
は
、
宮
司
一
名
、
本
務
員
一
二
名
と
そ
れ
以
外
の
非
常
勤
一
八
名
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
神
社
運
営
に
関
わ
る

御
師
を
責
任
役
員
と
い
い
、
こ
の
責
任
役
員
全
員
が
宮
司
と
本
務
員
を
選
出
す
る
た
め
の
選
挙
権
を
持
っ
て
い
る
。
選
挙
は
毎
年
六
月

三
〇
日
に
行
う
夏
越
の
大
祓
式
の
際
に
開
か
れ
る
全
体
会
議
に
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
会
議
に
は
責
任
役
員
が
全
員
出
勤
す
る
。
宮
司
の
任

期
は
三
年
、
本
務
員
の
任
期
は
二
年
で
、
本
務
員
一
二
名
は
、
会
計
部
、
神
符
部
、
祭
事
部
、
総
務
部
の
四
つ
の
部
署
に
三
名
ず
つ
配
属

さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
本
務
員
、
非
常
勤
と
は
別
に
、
神
社
の
祭
礼
に
関
わ
る
祭
典
執
行
者
を
祭
事
部
が
そ
の
都
度
選
定
す
る
。

　

そ
の
他
の
臨
時
の
祭
務
と
し
て
、
太
々
神
楽
の
奏
上
が
あ
る
。
太
々
神
楽
が
奏
上
さ
れ
る
日
は
、
本
務
員
と
は
別
に
勤
番
が
一
名
付
く�

［
鈴
木
一
九
八
六
：
一
一
六
］。
こ
の
勤
番
は
、
責
任
役
員
全
員
が
回
り
番
制
で
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
武
蔵
御
嶽
神
社
の

運
営
に
あ
た
っ
て
は
、
常
勤
の
本
務
員
と
祭
典
執
行
者
と
の
、
二
重
の
祭
祀
組
織
の
構
造
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
［
鈴
木

一
九
八
六
：
一
一
七
］。

　
　

三
、
国
立
公
園
の
指
定

　

そ
れ
で
は
、
昭
和
戦
後
期
の
武
州
御
嶽
山
の
動
向
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
戦
後
の
画
期
と
し
て
、
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年

に
、
御
嶽
山
周
辺
一
帯
が
秩
父
多
摩
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
武
州
御
嶽
山
と
そ
の
地

域
一
帯
が
秩
父
多
摩
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
御
嶽
山
は
観
光
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
［
西
海
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一
九
八
三
］。
本
章
で
は
、
国
立
公
園
指
定
に
よ
っ
て
武
州
御
嶽
山
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
国
立

公
園
の
指
定
に
よ
っ
て
、
御
嶽
山
に
外
部
か
ら
ど
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
観
光
地
と
し
て
の
イ

メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
ま
た
、
外
部
か
ら
の
ま
な
ざ
し
や
イ
メ
ー
ジ
を
御
嶽
山
の
住
民
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ん

で
、
利
用
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

上
記
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
国
立
公
園
指
定
に
関
連
し
て
作
成
さ
れ
た
チ
ラ
シ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
報
告
書
な
ど
の
資
料
を
用
い

て
、
国
立
公
園
指
定
に
伴
い
、
武
州
御
嶽
山
の
ど
の
部
分
が
強
調
さ
れ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
観
光
地
と
し
て
の
御
嶽
山
は

外
部
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
情
報
を
御
嶽
山
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
。

　
　

三
、
一

　
奥
多
摩
を
代
表
す
る
観
光
地
と
し
て
の
武
州
御
嶽
山

　

ま
ず
、『
観
光
の
大
多
摩
』
と
い
う
資
料
を
確
認
し
よ
う
。
こ
の
資
料
は
、
東
京
都
に
国
立
公
園
が
で
き
た
こ
と
を
記
念
し
て
発
行
さ

れ
た
も
の
で
あ
る（

（
（

。

　

ま
た
、
こ
の
『
観
光
の
大
多
摩
』
が
発
行
さ
れ
る
ま
で
、
大
多
摩
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
資
料
は
な
か
っ
た
た
め
、
事
実
上
、
本
書
が

大
多
摩
を
総
括
す
る
初
め
て
の
案
内
書
で
あ
っ
た
［「
秩
父
多
摩
国
立
公
園
」
指
定
祝
賀
大
多
摩
奉
賛
会
一
九
五
〇
：
一
］。
本
資
料
で

は
、
大
多
摩
は
温
和
な
あ
た
た
か
さ
が
あ
り
、「
内
地
人
の
日
常
観
光
」
に
対
し
て
日
本
を
代
表
す
る
地
域
だ
と
い
う
自
負
が
あ
る
と
述

べ
た
上
で
、
観
光
的
雰
囲
気
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
然
科
学
の
教
室
と
し
て
も
価
値
が
あ
る
と
し
、
見
所
の
多
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る�

［「
秩
父
多
摩
国
立
公
園
」
指
定
祝
賀
大
多
摩
奉
賛
会
一
九
五
〇
：
一
三
］。
そ
れ
で
は
、
以
下
、
大
多
摩
に
お
い
て
武
州
御
嶽
山
と
そ
の

周
辺
地
域
が
ど
の
よ
う
な
場
所
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
、
本
資
料
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
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�　

青
梅
線
御
岳
駅
は
「
奥
多
摩
景
勝
時
代
」
か
ら
御
岳
山
御
嶽
神
社
を
も
っ
て
代
表
的
な
観
光
地
で
あ
り
ま
し
た
事
は
、
皆
様
の
想

い
出
に
新
な
親
し
み
が
湧
き
で
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
…
…
中
略
…
…
「
御
嶽
山
」
こ
れ
こ
そ
、
昔
日
の
奥
多
摩
の
「
シ
ン
ボ

ル
」
と
し
て
愛
好
の
的
で
あ
り
ま
し
た
。

　
　

�　

又
、
近
く
完
成
す
る
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
の
あ
の
景
勝
も
利
用
で
き
ま
す
し
、
小
説
「
大
菩
薩
峠
」
に
出
て
く
る
老
杉
立
並
参
道
の�

「
霧
の
御
坂
」
を
ゆ
っ
く
り
登
れ
ば
小
供
（
注
：
マ
マ
）
や
老
人
に
も
登
れ
ま
す
。
神
社
参
拝
、
畠
山
重
忠
の
冑
そ
の
他
国
宝
の
見
学
、

御
嶽
平
・
日
の
出
の
展
望
・
七
代
滝
・
天
狗
岩
の
探
勝
等
、
一
日
で
は
見
切
れ
な
い
景
観
で
す
。

　
　

�　

山
上
御
嶽
神
社
の
斉
館
分
舎
お
師
の
家
を
「
都
民
観
光
の
家
」
と
し
て
開
放
い
た
し
安
易
な
山
の
宿
と
し
て
公
開
し
て
お
り
ま
す

［「
秩
父
多
摩
国
立
公
園
」
指
定
祝
賀
大
多
摩
奉
賛
会
一
九
五
〇
：
六
三
―
六
四
］。

　　

本
資
料
に
お
い
て
、
武
州
御
嶽
山
や
武
蔵
御
嶽
神
社
は
、
奥
多
摩
に
お
け
る
「
代
表
的
な
観
光
地
」
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お

り
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
が
再
開
す
れ
ば
、
子
ど
も
や
老
人
に
も
登
り
や
す
く
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
資
料
で
は
そ
の
他

の
見
所
と
し
て
、
御
嶽
平
や
そ
こ
か
ら
の
展
望
、
七
代
の
滝
、
天
狗
岩
な
ど
、
江
戸
、
明
治
、
大
正
期
に
お
い
て
も
武
州
御
嶽
山
の
名
所

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
場
所
が
引
き
続
き
登
場
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
従
来
の
案
内
記
と
こ
の
資
料
の
異
な
る
点
と
し
て
、「
山
上
御
嶽
神
社
の
斉
館
分
舎
お
師
の
家
を
「
都
民
観
光
の
家
」
と
し
て

開
放
」
し
て
い
る
と
い
う
記
述
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
都
民
観
光
の
家
に
つ
い
て
の
記
述
を
確
認
す
る
と
、「
御
岳
駅
よ
り
徒
歩
約
二

時
間
御
岳
神
社
斎
館
分
舎
（
御
師
の
家
）
五
軒
を
特
に
観
光
客
用
と
し
て
開
放
さ
れ
ま
し
た
。
夏
期
学
校
に
最
適
で
す
。
費
用
＝
三
田
村

御
岳
山
、
片
柳
健
二
郎
宅
に
照
会
の
事
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
［「
秩
父
多
摩
国
立
公
園
」
指
定
祝
賀
大
多
摩
奉
賛
会
一
九
五
〇
：
八
九
］。

　

こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
御
嶽
神
社
斎
館
分
舎
（
御
師
の
家
）
五
軒
を
観
光
客
用
に
開
放
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
併
せ
て
、
都
民
観
光�
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の
家
の
使
用
用
途
と
し
て
、「
夏
期
学
校
」
を
勧
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
旨
は
三
田
村
御
岳
山
の
片
柳
健
二
郎
に
照
会
す
る
こ
と
と
指

示
が
あ
る
。
片
柳
健
二
郎
は
、
し
ん
や
と
い
う
屋
号
を
持
つ
御
師
で
、
都
民
観
光
の
家
に
指
定
さ
れ
て
い
る
山
楽
荘
を
経
営
し
て
い
た（

（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
武
州
御
嶽
山
は
、
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
案
内
記
や
チ
ラ
シ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
に
お
い
て
、「
観
光

地
」
と
い
う
表
現
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
「
御
師
の
家
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た
宿
坊
は
、「
都
民
観
光
の
家
」

と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、『
大
多
摩
の
観
光
ガ
イ
ド
』
を
参
照
（
写
真
1
参
照
）。「
大
多
摩
」
と
は
、多
摩
川
及
秋
川
の
流
域
を
含
む
全
西
多
摩
郡
に
大
菩
薩�

峠
、
柳
沢
峠
以
東
の
山
梨
県
小
菅
村
・
丹
沢
山
村
の
全
部
と
神
金
村
の
一
部
、
つ
ま
り

多
摩
川
水
源
の
全
流
域
を
併
せ
た
名
称
で
あ
る
。
こ
の
チ
ラ
シ
は
、
上
述
の
地
域
の
有

力
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る
社
団
法
人
大
多
摩
観
光
協
会
が
作
成
し
た
も
の
で
、
発

行
年
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
秩
父
多
摩
国
立
公
園
に
つ
い
て
紹
介
す
る
内
容
と

な
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
武
州
御
嶽
山
の
宿
坊
を
紹
介
す
る
際
に
「
都
民
観
光
の

家
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
る
の
で
、
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
以
降
に
作
成

さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
チ
ラ
シ
に
は
、
秩
父
多
摩
国
立
公
園
の
観

光
案
内
図
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
裏
側
に
は
、
秩
父
多
摩
国
立
公
園
の
説
明
と
青
梅

線
お
よ
び
五
日
市
線
の
駅
と
紹
介
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、説
明
文
を
引
用
す
る
。

　
　

�

秩
父
多
摩
国
立
公
園　

大
多
摩
は
東
京
の
奥
庭
で
あ
っ
て
利
用
価
値
の
最
も
高

い
国
立
公
園
で
す
。
学
童
の
遠
足
、
ハ
イ
キ
ン
グ
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
、
川
釣
り
、

写真 1　�『大多摩の観光ガイド』（推定昭和26年以降）

（たましん地域文化財団歴史資料室所蔵）
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更
に
二
〇
〇
〇
米
級
の
登
山
、
ウ
ィ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
と
四
季
を
通
じ
て
凡
ゆ
る
種
類
の
行
楽
が
極
め
て
安
易
に
出
来
る
こ
と
が
他

所
に
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
す
。
春
秋
の
ハ
イ
キ
ン
グ
シ
ー
ズ
ン
に
は
、
ウ
ィ
ー
ク
デ
ー
に
新
宿
か
ら
氷
川
ま
で
直
通
の
自
然
科
学
電

車
、
休
日
に
は
新
宿
氷
川
間
に
直
通
電
車
が
運
転
さ
れ
ま
す
。
こ
の
外
は
中
央
線
を
立
川
で
乗
り
換
え
て
国
電
青
梅
線
或
は
五
日
市

線
へ
。
都
心
か
ら
に
時
間
乃
至
二
時
間
半
。

　

こ
の
チ
ラ
シ
で
は
、
秩
父
多
摩
国
立
公
園
の
特
徴
と
し
て
、
学
童
の
遠
足
、
ハ
イ
キ
ン
グ
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
、
川
釣
り
、
登
山
、
ウ
ィ

ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
四
季
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
行
楽
が
極
め
て
安
易
に
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
武
州
御
嶽
山

の
最
寄
駅
で
あ
る
青
梅
線
の
御
岳
駅
に
つ
い
て
の
紹
介
文
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

�

御
嶽
駅
（
青
梅
か
ら
二
〇
分
）
駅
前
射
山
渓
徒
歩
都
下
唯
一
の
屋
外
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
。
夏
の
キ
ャ
ン
プ
冬
の
ス
ケ
ー
ト
は
人
気
の

中
心
。
名
峰
御
嶽
山
は
観
光
大
多
摩
の
中
心
で
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
が
評
判
を
呼
ん
で
い
る
。
御
嶽
山
は
雲
表
三
千
尺
、
東
京
近
郊
最
大

の
展
望
台
で
明
治
初
年
英
国
パ
ー
ク
ス
公
使
が
眼
を
つ
け
て
住
ん
だ
所
。
滝
あ
り
渓
流
あ
り
、
老
樹
鬱
蒼
と
し
た
神
社
に
は
国
宝
が

沢
山
保
管
さ
れ
て
い
る
。
都
下
で
一
番
多
い
（
一
五
〇
種
類
）
鳥
の
名
所
で
仏
法
僧
は
特
に
有
名
。
生
徒
の
遠
足
。
一
般
の
ハ
イ
キ

ン
グ
に
好
適
。
都
民
観
光
の
家
は
簡
易
な
休
憩
宿
泊
に
開
放
さ
れ
て
い
る
。

　

御
岳
駅
の
紹
介
文
で
は
、
武
州
御
嶽
山
が
「
観
光
大
多
摩
の
中
心
」
と
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
目
玉
と
し
て
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
明
治
初
年
に
英
国
パ
ー
ク
ス
公
使
」
が
宿
泊
し
た
旨
を
喧
伝
す
る
こ
と
で
、
御
嶽
山
を
由
緒
あ
る
避
暑
地
と
し
、

観
光
客
を
呼
び
込
も
う
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。
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上
述
し
た
『
観
光
の
大
多
摩
』
に
お
い
て
は
、
山
内
の
名
所
の
具
体
的
な
名
前
が
登
場
し
て
い
た
が
、
こ
の
チ
ラ
シ
に
お
い
て
は
、�

「
滝
あ
り
渓
流
あ
り
、
老
樹
鬱
蒼
と
し
た
神
社
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
み
で
、
詳
細
は
省
略
さ
れ
た
代
り
に
、
新
た
に
「
鳥
の
名
所
」
と

い
う
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
滝
や
渓
流
が
あ
り
、
数
多
く
の
鳥
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
を
宣
伝
す
る
こ
と
で
、
遠
足
や
ハ
イ
キ
ン
グ

に
最
適
で
あ
る
旨
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
遠
足
や
ハ
イ
キ
ン
グ
で
訪
れ
た
人
々
に
向
け
て
、
都
民
観
光
の
家
が
開
放
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
神
社
や
山
内
の
名
所
の
紹
介
に
代
表
さ
れ
る
武
州
御
嶽
山
の
歴
史
的
な
資
源
よ
り
も
、
御
嶽
山
の
自
然
が
強
調
さ
れ
、

遠
足
や
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
を
目
的
と
す
る
観
光
客
を
取
り
込
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

続
い
て
、
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
に
、
御
嶽
観
光
協
会
が
発
行
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
国
立
公
園
奥
多
摩　

観
光
の
御
嶽
』
を
確

認
し
た
い
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
者
は
、
山
上
の
宿
坊
や
食
事
処
・
土
産
物
屋
な
ど
の
代
表
者
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
る
御
嶽
観
光

協
会
で
あ
り
、
い
わ
ば
御
師
を
は
じ
め
と
す
る
山
内
居
住
者
の
視
点
か
ら
作
ら
れ
た
資
料
と
い
え
る
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
、
武
州

御
嶽
山
と
そ
の
周
辺
の
絵
図
が
掲
載
さ
れ
、
御
嶽
山
の
観
光
名
所
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
絵
図
に
は
、
東
京
か
ら
新
宿
を
経
由
し
て
立
川

ま
で
行
く
路
線
と
、
立
川
か
ら
小
河
内
ま
で
の
青
梅
線
の
路
線
を
横
長
軸
に
描
き
、
国
立
公
園
の
入
り
口
か
ら
武
蔵
御
嶽
神
社
の
奥
の
院

に
至
る
ま
で
の
沿
線
名
所
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
絵
図
の
中
で
、
青
梅
線
の
御
岳
駅
か
ら
武
蔵
御
嶽
神
社
に
か
け
て
は
、
稲
毛
屋
や
ぎ
ん

鈴
、
み
た
け
ホ
テ
ル
と
い
う
宿
泊
施
設
の
名
前
が
記
載
さ
れ
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
や
バ
ス
停
、
駐
車
場
な
ど
の
各
交
通
機
関
に
つ
い
て
も
同

様
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
か
ら
武
蔵
御
嶽
神
社
に
向
か
う
途
中
に
、
従
来
か
ら
観
光
名
所
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
長
尾
平
や
七
代
の
滝
、

ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
、綾
広
の
滝
な
ど
と
併
存
し
て
、都
民
観
光
の
家
と
鈴
木
旅
館
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　

本
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
同
様
、
絵
図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
の
『
御
嶽
山
案
内
』
で
は
御
嶽
神
社
の
境
内
の
様
子
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が
詳
し
く
描
写
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
『
国
立
公
園
奥
多
摩　

観
光
の
御
嶽
』
に
添
付
さ
れ
て
い
る
絵
図
に
は
、
御
嶽
神
社
の
境
内
の
詳

細
は
省
略
さ
れ
、
御
嶽
神
社
と
奥
の
院
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る（

（
（

。
つ
ま
り
、
神
社
境
内
の
詳
細
な
情
報
よ
り
も
、
宿
泊
施
設
や

交
通
機
関
に
関
す
る
情
報
の
方
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
内
容
を
確
認
し
て
い
く
。
ま
ず
、「
国
立
公
園
奥
多
摩　

御
岳
と
い
う
と
こ
ろ
」
と
い
う
見
出
し
で
、

秩
父
多
摩
国
立
公
園
に
お
け
る
武
州
御
嶽
山
の
位
置
付
け
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
を
み
て
い
こ
う
。

　
　

国
立
公
園
奥
多
摩　

御
岳
と
い
う
と
こ
ろ

　
　

�　

東
京
都
に
あ
る
国
立
公
園
、
そ
れ
は
多
摩
川
の
上
流
、
奥
多
摩
の
景
勝
地
で
日
本
で
第
一
六
番
目
に
指
定
さ
れ
た
秩
父
多
摩
公
園

の
玄
関
に
当
た
る
と
こ
ろ
で
す
。
奥
多
摩
は
こ
の
国
立
公
園
の
特
色
と
す
る
渓
谷
の
美
し
い
代
表
的
な
地
域
で
東
京
か
ら
五
〇
粁
、

二
時
間
足
ら
ず
で
訪
れ
る
こ
と
が
出
来
る
大
自
然
境
で
あ
っ
て
こ
の
奥
多
摩
の
中
心
で
あ
り
入
り
口
部
分
に
当
た
る
と
こ
ろ
が
御
岳

で
あ
り
御
岳
山
で
す
。
…
…
中
略
…
…
国
立
公
園
の
人
口
部
分
、
沢
井
駅
、
御
岳
駅
の
間
、
又
こ
の
少
し
上
流
ま
で
に
散
在
し
て
多

く
の
旅
館
が
あ
り
ま
す
こ
と
は
、
何
と
い
っ
て
も
奥
多
摩
の
中
心
地
を
示
す
も
の
で
す
。
…
…
中
略
…
…
駅
前
か
ら
御
岳
山
ケ
ー
ブ

ル
カ
ー
行
き
の
バ
ス
で
約
十
分
。
雲
表
三
千
尺
御
岳
山
に
か
ゝ
る
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
は
快
適
な
近
代
的
な
も
の
で
、
乗
車
僅
か
八
分
で

（
大
人
上
り
五
〇
円
、
下
り
四
〇
円
、
往
復
八
〇
円
）
御
岳
山
上
の
大
展
望
場
に
つ
き
ま
す
。
こ
こ
が
往
古
か
ら
有
名
な
武
州
御
岳

山
で
す
。
御
岳
山
の
中
心
は
櫛
眞
智
命
を
御
祭
神
と
す
る
御
岳
神
社
で
四
方
に
四
つ
の
大
展
望
場
、
ピ
ク
ニ
ッ
ク
場
、
ロ
ッ
ク
ガ
ー

デ
ン
な
ど
の
施
設
、
山
小
屋
、
旅
館
、
都
民
観
光
の
家
、
散
歩
道
な
ど
あ
ら
ゆ
る
観
光
施
設
が
完
備
し
て
い
ま
す
。

　

上
記
の
説
明
に
よ
る
と
、
武
州
御
嶽
山
は
、「
奥
多
摩
の
中
心
で
あ
り
入
り
口
部
分
に
当
た
る
」
重
要
な
場
所
だ
と
述
べ
ら
れ
、
青
梅
線�
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の
御
岳
駅
か
ら
御
嶽
山
に
行
く
交
通
手
段
や
運
賃
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
御
嶽
神
社
の
紹
介
が
な
さ
れ
、
大
展
望
場
、
ピ
ク
ニ
ッ

ク
場
、
ロ
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン
な
ど
の
施
設
、
及
び
旅
館
や
都
民
観
光
の
家
な
ど
の
宿
泊
施
設
を
完
備
し
て
い
る
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、「
国
立
公
園
奥
多
摩　

御
岳
と
い
う
と
こ
ろ
」
は
、
以
下
の
文
章
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

�

更
に
旅
館
、
御
岳
山
上
の
都
民
観
光
の
家
な
ど
を
利
用
し
て
の
句
会
、
集
会
（
宴
会
）
な
ど
に
も
適
し
て
い
る
と
は
以
上
の
よ
う
な

こ
の
地
方
と
し
て
当
然
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
観
光
地
が
東
京
の
こ
ん
な
近
く
に
あ
る
こ
と
を
御
存
知
な
い
方
が

多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
是
非
一
度
御
運
び
下
さ
い
。
必
ず
奥
多
摩
フ
ァ
ン
に
な
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
文
章
で
興
味
深
い
点
は
、「
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
観
光
地
」
と
し
て
、
武
州
御
嶽
山
と
そ
の
周
辺
を
捉
え
返
し
て
い
る
こ
と
で�

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
武
蔵
御
嶽
神
社
の
説
明
の
箇
所
に
祭
神
の
櫛
眞
智
命
の
名
は
登
場
す
る
も
の
の
、
武
蔵
御

嶽
神
社
や
御
嶽
山
信
仰
の
中
核
を
な
す
、
お
い
ぬ
さ
ま
お
よ
び
お
い
ぬ
さ
ま
信
仰
、
祭
神
大
口
真
神
の
名
は
登
場
し
な
い
。

　

そ
の
上
、
昭
和
戦
前
期
ま
で
の
チ
ラ
シ
や
ポ
ス
タ
ー
、
参
詣
案
内
記
に
み
ら
れ
る
御
嶽
神
社
や
御
師
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
く
、
従

来
、「
御
師
の
邸
宅
」
や
「
講
社
の
旅
宿
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
て
き
た
宿
坊
が
、
旅
館
や
都
民
観
光
の
家
と
い
う
名
称
に
改
め
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
と
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
に
、「
秩
父
多
摩
国
立
公
園
」
指
定
祝
賀
大
多
摩
奉
賛
会
が

発
行
し
た
資
料
が
作
り
上
げ
た
武
州
御
嶽
山
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
御
岳
山
観
光
協
会
が
取
り
入
れ
て
、
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
発
行
の�

『
国
立
公
園
奥
多
摩　

観
光
の
御
嶽
』
を
作
っ
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
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四
、
交
通
網
の
発
達
と
御
岳
登
山
鉄
道
の
働
き

　

続
い
て
、
戦
後
の
武
州
御
嶽
山
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
交
通
網
の
発
達
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。

　
　

四
、
一

　
戦
後
の
青
梅
線
と
観
光
路
線
の
拡
張

　

戦
中
の
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
四
月
に
青
梅
電
気
鉄
道
は
国
鉄
に
買
収
さ
れ
、
国
鉄
青
梅
線
と
な
っ
た
。
同
年
七
月
、
建
設
が
進

め
ら
れ
て
い
た
奥
多
摩
電
気
鉄
道
の
御
嶽
～
氷
川
間
が
完
成
、
同
時
に
国
有
化
さ
れ
青
梅
線
に
編
入
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
青
梅
線

は
立
川
～
氷
川
間
が
全
通
し
た
［
青
梅
市
郷
土
博
物
館
二
〇
一
四
：
九
五
］。

　

戦
後
は
、
石
灰
石
を
主
力
と
し
た
貨
物
輸
送
に
加
え
、
し
ば
ら
く
は
、
旧
陸
軍
の
航
空
関
連
施
設
を
接
収
し
た
在
日
米
軍
基
地
が
あ
る

立
川
へ
の
通
勤
需
要
、
高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
沿
線
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
に
よ
る
通
勤
通
学
需
要
を
背
景
と
し
て
旅
客
輸
送
が
急
増
し

て
い
く
。
そ
こ
に
、
行
楽
地
と
し
て
の
奥
多
摩
方
面
へ
の
観
光
輸
送
が
加
わ
り
、
青
梅
線
は
東
京
近
郊
路
線
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と

と
な
る
［
同
：
九
五
］。

　

ま
た
、
戦
後
に
、
奥
多
摩
が
首
都
圏
の
行
楽
地
と
し
て
注
目
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
三
〇
～
四
〇
年
代
の
青
梅
線
は
、
行
楽
路
線

と
し
て
の
機
能
が
高
ま
っ
て
い
く
。
昭
和
三
三
（
一
九
五
八
）
年
に
新
宿
～
御
岳
間
で
運
転
が
開
始
さ
れ
た
行
楽
臨
時
列
車
「
吉
野
観
梅

号
」
が
皮
切
り
と
な
り
、
昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年
に
は
、
新
宿
～
御
岳
間
の
休
日
臨
時
快
速
「
み
た
け
」
の
シ
ー
ズ
ン
運
行
が
開
始

さ
れ
た
。
昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年
に
は
奥
多
摩
へ
の
延
長
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
新
宿
～
御
岳
間
の
休
日
臨
時
快
速
「
み
た
け
」
の
シ
ー

ズ
ン
運
行
は
、
現
在
の
「
ホ
リ
デ
ー
快
速
」
の
運
行
に
つ
な
が
っ
て
い
る
［
青
梅
市
郷
土
博
物
館
二
〇
一
四
］。
そ
し
て
、
昭
和
四
四�

（
一
九
六
九
）
年
に
千
葉
～
御
岳
間
臨
時
急
行
「
御
岳
も
み
じ
号
」
が
運
転
さ
れ
た
こ
と
を
は
じ
め
、
首
都
圏
各
方
面
か
ら
の
シ
ー
ズ
ン
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運
転
の
直
通
臨
時
列
車
も
設
定
さ
れ
た
［
同
：
九
八
］。

　

上
記
の
よ
う
に
、
戦
後
の
青
梅
線
は
、
春
に
は
観
梅
の
た
め
、
夏
に
は
林
間
学
校
の
た
め
、
秋
に
は

紅
葉
狩
り
の
た
め
、
冬
に
は
初
詣
の
た
め
、
季
節
ご
と
の
臨
時
列
車
を
運
行
し
た
。
加
え
て
、
休
日
に

は
新
宿
か
ら
御
岳
、
奥
多
摩
へ
の
臨
時
快
速
列
車
を
運
転
し
た
（
表
1
参
照
）。

　
　

四
、
二

　
御
岳
登
山
鉄
道
の
再
開
と
そ
の
影
響

　

戦
時
下
の
昭
和
一
九
（
一
九
四
四
）
年
に
御
岳
登
山
鉄
道
は
不
要
不
急
線
と
さ
れ
、
休
業
す
る
こ
と

と
な
る
が
、
戦
後
の
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
に
営
業
を
再
開
す
る
。
以
下
で
は
、
再
開
直
後
の
御

岳
登
山
鉄
道
に
入
社
し
、
武
州
御
嶽
山
へ
の
旅
客
誘
致
に
注
力
し
た
職
員
の
影
山
豊
の
活
動
内
容
を
彼

の
手
記
か
ら
振
り
返
り
、
そ
の
活
動
が
御
嶽
神
社
や
宿
坊
な
ど
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
明

ら
か
に
し
た
い
。

　

具
体
的
な
活
動
内
容
を
確
認
す
る
前
に
、ま
ず
影
山
の
簡
略
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
記
す
。
影
山
豊
は
、

昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
に
御
岳
登
山
鉄
道
株
式
会
社
に
入
社
し
、
滝
本
・
御
岳
山
駅
長
を
務
め
た
。

ま
た
、
昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
に
は
旅
客
課
長
、
昭
和
四
一
（
一
九
六
六
）
年
に
は
総
務
部
次
長

を
兼
務
し
た
。
影
山
は
、武
州
御
嶽
山
が
都
内
の
観
光
地
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
環
境
整
備
を
行
い
、

山
外
に
御
嶽
山
を
宣
伝
し
た
人
物
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
活
動
内
容
を
紹
介
し
て
い
く
。

表 1　昭和 30 年代以降の青梅線臨時列車一覧

年 列車名（運行区間）
昭和 （（（（9（8）年 行楽臨時列車吉野観梅号（新宿〜御岳）
昭和 （8（（9（（）年 御岳神社初詣臨時列車（大宮〜御岳）
昭和 （0（（9（（）年 御岳山林間学校号
昭和 （（（（9（8）年 休日臨時快速みたけ号（新宿〜御岳）
昭和 （（（（9（9）年 臨時急行御岳もみじ号（千葉〜御岳）



62

　
　

四
、
二
、
一

　
武
州
御
嶽
山
の
知
名
度
を
上
げ
る
た
め
の
宣
伝
活
動

　

影
山
が
旅
客
課
長
に
着
任
し
た
昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
当
時
、
武
州
御
嶽
山
の
知
名
度
は
、
近
隣
の
高
尾
山
に
比
べ
て
低
か
っ
た

と
い
う
［
影
山
一
九
七
九
：
一
五
二
］。
ま
た
、「
ど
の
観
光
地
図
を
見
て
も
名
勝
地
の
シ
ル
シ
と
し
て
「
奥
多
摩
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
て

も
、「
御
岳
山
」
と
印
刷
さ
れ
て
お
ら
ず
、
御
岳
山
は
奥
多
摩
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、「
観
光
会
社
で
さ
え
も
御
岳
山
の
こ
と
を

知
ら
な
い
状
況
」
を
影
山
は
問
題
視
し
て
い
た
［
同
：
一
五
二
］。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
影
山
は
、
関
東
地
区
の
旅
行
業
協
会
の
も
と
を
訪
ね
て
武
州
御
嶽
山
の
資
料
を
渡
し
、
出
入
り

す
る
業
者
が
資
料
を
自
由
に
持
っ
て
帰
れ
る
よ
う
に
し
た
。
併
せ
て
、
武
州
御
嶽
山
の
知
名
度
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
奥
多
摩
に
関
心
の

深
い
業
者
や
、
御
嶽
山
の
こ
と
を
知
ら
な
い
業
者
を
記
録
、
整
理
し
て
御
嶽
山
へ
招
待
し
た
。
そ
の
他
に
も
、
よ
り
広
く
一
般
の
人
に
武

州
御
嶽
山
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
国
鉄
、
西
武
バ
ス
、
西
武
鉄
道
、
京
王
帝
都
電
鉄
、
立
川
バ
ス
な
ど
に
協
力
を
要
請
し
、
観
光
ポ
ス

タ
ー
や
タ
イ
ア
ッ
プ
広
告
を
作
成
し
た
［
影
山
一
九
七
九
：
一
五
三
］。

　

以
上
の
影
山
の
活
動
が
実
を
結
び
、
昭
和
四
五
（
一
九
七
〇
）
年
に
、
こ
れ
ま
で
「
御
岳
山
」
の
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
東
京

バ
ス
協
会
・
観
光
部
会
発
行
の
貸
切
バ
ス
営
業
便
覧
に
御
岳
山
の
名
が
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
［
影
山
一
九
七
九
：
一
五
四
］。

　
　

四
、
二
、
二

　
青
梅
線
・
西
武
拝
島
線
の
大
晦
日
終
夜
運
転

　

上
記
の
活
動
に
関
連
し
て
、
青
梅
市
観
光
協
会
と
武
蔵
御
嶽
神
社
は
、
昭
和
三
三
（
一
九
五
八
）
年
一
一
月
、
東
京
都
鉄
道
管
理
局
へ

初
詣
客
誘
致
の
た
め
に
、
青
梅
線
に
臨
時
電
車
の
増
発
を
陳
情
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
同
年
の
大
晦
日
に
は
、
青
梅
止
ま
り
の
電
車
二
本

が
御
岳
駅
ま
で
延
長
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
［
影
山
一
九
七
九
：
一
五
五
］。

　

こ
の
電
車
の
利
用
客
の
増
加
を
目
指
し
、
昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
に
影
山
は
、
さ
ら
な
る
初
詣
客
の
誘
致
活
動
を
展
開
し
て
い
く
。
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以
下
、
誘
致
活
動
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
影
山
の
手
記
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
く
。

　
　

�

御
岳
神
社
の
神
主
さ
ん
は
裕
福
な
の
だ
ろ
う
か
、
初
詣
客
の
誘
致
に
は
高
尾
山
の
お
坊
さ
ん
に
比
べ
る
と
関
心
が
薄
い
よ
う
に
感
じ

ら
れ
た
が
、
と
に
か
く
、
チ
ラ
シ
を
二
万
枚
作
っ
て
池
袋
・
新
宿
・
渋
谷
・
中
野
・
吉
祥
寺
等
の
駅
頭
に
立
っ
て
通
勤
者
を
対
象
に

配
っ
た
。
一
緒
に
行
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
青
梅
市
役
所
の
渡
辺
観
光
課
長
、
御
岳
神
社
代
表
金
井
俊
雄
氏
と
須
崎
直
衛
氏
、
御

岳
観
光
協
会
副
会
長
の
宇
佐
美
仲
太
郎
氏
、
そ
し
て
会
社
か
ら
木
村
専
務
と
私
、
と
に
か
く
寒
風
吹
き
荒
れ
る
冬
の
日
の
ビ
ラ
配
り

は
本
当
に
つ
ら
か
っ
た
［
影
山
一
九
七
九
：
一
五
五
］。

　

ま
た
、
昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
当
時
、
影
山
は
、「
多
客
期
、
特
に
休
日
に
は
、
延
々
と
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
を
待
つ
人
の
列
が
で
き�

る
が
、
冬
季
は
ま
っ
た
く
閑
散
と
し
て
い
て
、
一
カ
月
の
収
入
が
多
客
期
の
一
日
分
に
み
た
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
」
こ
と
を
問
題
視
し
、

閑
散
期
に
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
の
利
用
者
を
増
や
す
こ
と
が
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
［
影
山
一
九
七
九
：
一
五
五
］。
そ
こ
で
、
影
山
は

初
詣
客
の
誘
致
を
計
画
し
た
が
、「
御
嶽
神
社
の
神
主
」、
す
な
わ
ち
御
師
た
ち
は
当
初
、
初
詣
客
の
誘
致
に
は
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
。
そ
れ
で
も
武
蔵
御
嶽
神
社
か
ら
は
、
金
井
俊
雄
氏
と
須
崎
直
衛
氏
が
ビ
ラ
配
り
に
参
加
し
た
。
こ
の
ビ
ラ
配
り
が
功
を
奏
し
、
初

詣
客
が
増
加
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
初
詣
客
を
輸
送
す
る
た
め
、
新
宿
か
ら
の
直
通
運
転
御
岳
初
詣
号
が
運
行
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
初
詣
客
の
誘
致
活
動
の
効
果
に
よ
っ
て
、
昭
和
四
五
（
一
九
七
〇
）
年
の
大
晦
日
に
青
梅
線
は
さ
ら
に
二
本
の
臨
時
電
車
と
、
新

宿
か
ら
の
直
通
運
転
御
岳
初
詣
号
を
増
発
し
た
。
こ
う
し
て
、
大
晦
日
の
終
夜
運
転
が
約
四
〇
分
間
隔
で
実
現
し
た
。
青
梅
線
の
よ
う
な

ロ
ー
カ
ル
線
で
、
初
詣
客
の
た
め
の
終
夜
運
転
は
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
影
山
は
、
そ
の
後
も
初
詣
客
の
電
車
の
利
用
率
を
高
め
る�
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た
め
に
、「
青
梅
線
の
終
夜
運
転
の
時
刻
と
御
岳
山
初
詣
の
チ
ラ
シ
を
毎
年
、
各
鉄
道
案
内
所
や
駅
へ
配
布
し
た
り
、
新
宿
駅
の
地
下
道

へ
、「
初
詣
御
岳
山
」
の
大
提
灯
を
吊
る
し
た
り
、
同
じ
く
横
断
幕
を
作
り
、
高
田
馬
場
、
新
宿
、
渋
谷
、
中
野
、
吉
祥
寺
、
立
川
、
拝

島
、
青
梅
の
各
駅
ホ
ー
ム
へ
張
り
出
し
、
立
川
駅
の
南
・
北
口
に
は
カ
ド
松
も
立
て
て
初
詣
客
の
誘
致
を
計
っ
た
」［
影
山
一
九
七
九
：

一
五
六
―
一
五
七
］。

　

ま
た
、
初
詣
客
の
誘
致
活
動
は
、
武
州
御
嶽
山
の
知
名
度
を
上
げ
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
た
。
国
鉄
が
「
明
治
神
宮
や
川
崎
大
師
と
同
列

に
扱
っ
て
く
れ
る
こ
と
か
ら
初
詣
の
旅
客
が
増
え
た
。
国
鉄
が
扱
う
ポ
ス
タ
ー
や
中
吊
広
告
に
も
御
岳
神
社
が
入
る
よ
う
に
な
り
、
お
か

げ
で
大
晦
日
か
ら
元
旦
に
か
け
て
は
多
客
期
と
同
じ
よ
う
に
駅
前
に
行
列
が
で
き
て
初
詣
に
ふ
さ
わ
し
い
風
景
が
感
じ
ら
れ
た
」
と
い
う

［
影
山
一
九
七
九
：
一
五
七
］。

　

そ
し
て
、
青
梅
線
に
加
え
て
昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年
の
大
晦
日
か
ら
拝
島
線
で
も
終
夜
運
転
が
実
現
し
、
三
〇
分
ご
と
に
運
行
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
［
影
山
一
九
七
九
：
一
五
七
］。
以
上
の
よ
う
な
宣
伝
と
輸
送
態
勢
に
よ
り
、「
土
産
店
も
繁
昌
し
、
神
主
さ
ん
の
お

宅
も
泊
り
客
や
休
憩
の
お
客
さ
ん
が
増
え
、
お
札
も
沢
山
売
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」［
影
山
一
九
七
九
：
一
五
七
］
と
自
身
の
活
動
を
評

価
し
て
い
る
。

　
　

四
、
二
、
三

　
国
鉄
の
周
遊
指
定
地

　

様
々
な
広
報
活
動
に
よ
り
武
州
御
嶽
山
の
知
名
度
が
向
上
し
て
き
た
昭
和
四
〇
年
代
、
影
山
は
御
嶽
山
を
ど
う
に
か
し
て
国
鉄
の
周
遊

指
定
地
に
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
考
え
て
い
た
。
昭
和
四
二
（
一
九
六
七
）
年
、
影
山
が
、「
日
本
交
通
公
社
の
親
し
い
友
人
」

に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
武
州
御
嶽
山
の
周
遊
指
定
地
の
件
を
国
鉄
に
提
案
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
、
同
年
の
末
に
あ
る
国
鉄
と
の
会
議
に

間
に
合
う
よ
う
に
資
料
作
成
を
依
頼
さ
れ
た
［
影
山
一
九
七
九
：
一
六
〇
］。
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影
山
は
、
武
州
御
嶽
山
を
国
鉄
の
周
遊
指
定
地
に
す
る
た
め
、「
機
に
応
じ
て
観
光
協
会
や
旅
館
連
盟
の
人
た
ち
に
根
気
よ
く
根
回
し

を
し
て
」、
昭
和
四
二
（
一
九
六
七
）
年
九
月
、
青
梅
市
長
、
奥
多
摩
町
長
、
青
梅
市
、
奥
多
摩
観
光
協
会
長
、
旅
館
連
盟
会
長
の
連
盟
で
、

「
御
岳
山
・
奥
多
摩
の
周
遊
指
定
地
に
つ
い
て
の
要
望
書
」
と
い
う
文
書
を
作
り
、
国
鉄
関
東
支
社
長
と
、
日
本
交
通
公
社
、
日
本
旅
行
会
、

近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
の
各
社
長
宛
に
提
出
し
た
［
同
：
一
六
一
］。

　

こ
の
と
き
各
社
へ
陳
情
に
行
っ
た
の
は
、
御
岳
神
社
か
ら
金
井
俊
雄
氏
、
御
岳
山
観
光
協
会
長
片
柳
健
二
郎
氏
、
旅
館
連
盟
会
長
宇
佐

美
仲
太
郎
氏
と
、
会
社
か
ら
木
村
専
務
と
影
山
で
あ
っ
た
と
い
う
［
同
：
一
六
一
］。
そ
し
て
、
同
年
一
〇
月
、
東
京
鉄
道
管
理
局
経
由
で
、

国
鉄
関
東
支
社
長
に
、「
指
定
地
接
続
線
に
関
す
る
申
請
書
」
を
提
出
し
、
翌
年
の
昭
和
四
三
（
一
九
六
八
）
年
六
月
二
五
日
付
の
旅
総

第
五
四
一
号
の
四
で
、
国
鉄
本
社
旅
客
局
長
か
ら
正
式
に
周
遊
指
定
地
に
承
認
さ
れ
た
［
同
：
一
六
一
―
一
六
二
］。

　

併
せ
て
、
日
本
交
通
社
、
日
本
旅
行
お
よ
び
近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
の
各
社
と
周
遊
船
車
契
約
締
結
の
手
続
き
を
進
め
、
周
遊
割
引
の

許
可
を
得
る
よ
う
指
示
が
出
た
。
そ
の
指
示
に
従
い
、
東
京
陸
運
局
長
宛
に
「
周
遊
旅
客
運
賃
割
引
制
定
許
可
申
請
書
」
を
提
出
し
、
同

時
に
日
本
交
通
公
社
他
二
社
と
周
遊
船
車
券
発
売
契
約
を
結
ん
だ
［
同
：
一
六
二
］。

　

そ
の
後
、
昭
和
四
七
（
一
九
七
二
）
年
八
月
に
は
、
東
武
ト
ラ
ベ
ル
、
日
本
交
通
公
社
、
名
鉄
観
光
の
大
手
旅
行
と
も
契
約
を
結
ん
だ

こ
と
で
、「
御
岳
山
・
奥
多
摩
が
全
国
的
に
観
光
地
と
し
て
認
め
ら
れ
た
」［
同
：
一
六
二
］。

　

以
上
の
よ
う
に
、
御
岳
登
山
鉄
道
職
員
の
影
山
に
よ
っ
て
、
様
々
な
方
法
を
用
い
て
武
州
御
嶽
山
は
宣
伝
さ
れ
た（

8
（

。
ま
た
、
影
山
は
、

従
来
武
蔵
御
嶽
神
社
で
は
積
極
的
に
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
初
詣
に
着
目
し
、
神
社
や
御
師
に
働
き
か
け
て
初
詣
客
の
誘
致
活
動
を
共
同

で
行
っ
た
こ
と
に
加
え
、
国
鉄
の
周
遊
地
指
定
に
関
し
て
も
御
嶽
山
観
光
協
会
や
神
社
と
共
同
で
要
望
書
を
作
成
し
陳
情
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
影
山
は
、
乗
車
客
の
増
加
に
か
か
る
活
動
の
み
な
ら
ず
、
武
州
御
嶽
山
や
武
蔵
御
嶽
神
社
の
運
営
方
針
に
対
し
て
意
見
を

し
、
そ
の
運
営
方
針
の
一
部
を
転
換
さ
せ
る
活
動
を
も
行
っ
て
い
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
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五
、
林
間
学
校
の
誘
致
と
合
宿
、
研
修
会
の
利
用

　

こ
れ
ま
で
、
昭
和
二
〇
～
四
〇
年
代
の
武
州
御
嶽
山
の
状
況
を
、
鉄
道
会
社
の
活
動
と
、
そ
こ
で
働
く
キ
ー
マ
ン
に
着
目
し
て
論
じ
て

き
た
。
以
降
は
、昭
和
三
〇
年
代
か
ら
は
じ
ま
る
林
間
学
校
の
誘
致
と
合
宿
や
研
修
会
で
の
武
州
御
嶽
山
の
宿
坊
利
用
に
つ
い
て
論
じ
る
。

特
に
本
稿
で
は
、
教
員
の
研
究
合
宿
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　

五
、
一

　
林
間
学
校
の
誘
致

　

戦
前
か
ら
武
州
御
嶽
山
で
は
、
避
暑
地
、
学
習
地
と
し
て
官
吏
、
学
生
を
受
け
入
れ
て
き
た（

9
（

。
そ
の
よ
う
な
流
れ
を
引
き
継
い
で
、
宿

坊
で
は
、
春
の
代
参
シ
ー
ズ
ン
が
終
了
し
た
夏
に
、
林
間
学
校
を
開
催
す
る
小
中
学
校
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
新
聞
記
事
に
よ
る
と
、
昭

和
三
〇
（
一
九
五
五
）
年
に
は
、「
地
元
Ｐ
Ｔ
Ａ
主
催
」
の
「
御
嶽
林
間
学
校
」
が
開
か
れ
た
と
い
う
。
以
下
、新
聞
記
事
の
内
容
を
示
す
。

　
　

朝
日
新
聞　

昭
和
三
〇
（
一
九
五
五
）
年
八
月
八
日　

朝
刊

　
　
〈
御
嶽
山
で
子
供
交
歓
会　

都
林
間
学
校
と
地
元
小
学
生
ら　

子
供
会
〉

　
　

�　

東
京
都
民
の
奥
庭
、
奥
多
摩
の
各
キ
ャ
ン
プ
場
は
小
、
中
学
生
の
夏
季
□
設
で
例
年
に
な
い
に
ぎ
わ
い
。
と
く
に
御
嶽
山
頂
の

“
都
民
の
家
”（
御
嶽
神
社
神
職
宅
）
二
九
軒
を
開
放
し
た
地
元
Ｐ
Ｔ
Ａ
主
催
の
御
嶽
林
間
学
校
は
、
初
日
の
先
月
二
一
日
か
ら
連
日

小
さ
い
お
客
さ
ん
で
満
員
続
き
だ
。
六
日
夜
は
、
文
京
区
明
化
小
学
校
、
豊
島
区
高
松
小
学
校
な
ど
一
三
校
一
二
〇
〇
人
に
達
し
、

地
元
の
小
学
生
た
ち
と
“
納
涼
こ
ど
も
交
歓
会
”
を
開
い
た
。
老
杉
が
夜
空
に
吸
い
込
ま
れ
る
神
社
広
場
に
、
ユ
カ
タ
、
パ
ジ
ャ
マ

な
ど
、
思
い
思
い
の
姿
で
集
っ
た
お
客
側
と
地
元
の
子
供
ら
は
、
山
の
冷
気
に
エ
リ
を
合
わ
せ
、
ム
シ
ロ
、
石
段
な
ど
に
陣
取
っ
て�
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各
校
の
芸
能
コ
ン
ク
ー
ル
に
声
援
し
き
り
。
地
元
の
子
供
ら
は
「
御
嶽
し
ま
う
た
」（
河
合
玉
堂
画
伯
の
作
）
を
ひ
ろ
う
し
て
拍
手

を
浴
び
て
い
た
。

　

記
事
に
よ
る
と
、
昭
和
三
〇
（
一
九
五
五
）
年
に
は
、
宿
坊
二
九
軒
を
開
放
し
、
都
内
の
学
校
一
三
校
一
二
〇
〇
人
を
受
け
入
れ
た
と

い
う
。
こ
の
御
嶽
林
間
学
校
を
主
催
し
た
「
地
元
Ｐ
Ｔ
Ａ
」
は
、
青
梅
第
六
小
学
校
分
校
御
岳
校
舎
、
つ
ま
り
武
州
御
嶽
山
の
住
人
を
指

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
御
嶽
林
間
学
校
で
は
、「
納
涼
こ
ど
も
交
歓
会
」
が
開
催
さ
れ
、
地
元
の
子
ど
も
た
ち
と
、
御
嶽
山
に
訪

れ
た
子
供
た
ち
が
一
緒
に
遊
ん
で
い
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

　

ま
た
、
昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
七
月
二
一
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
に
よ
る
と
、
宿
坊
三
四
軒
が
都
内
小
中
学
校
を
受
け
入
れ
お
り
、
八

月
末
ま
で
は
林
間
学
校
の
宿
坊
利
用
が
続
く
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
昭
和
三
〇
年
代
は
、
夏
期
に
林
間
学
校
の
た
め
に

多
く
の
小
中
学
生
が
武
州
御
嶽
山
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
林
間
学
校
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
は
、
正
確
な
時
期
は
定
か

で
は
な
い
も
の
の
、
当
時
の
御
岳
観
光
協
会
長
が
、
東
京
都
の
教
育
委
員
会
に
か
け
あ
っ
て
実
現
し
た
こ
と
だ
と
い
う（

（（
（

。

　

さ
ら
に
、
武
州
御
嶽
山
で
は
、
昭
和
三
八
（
一
九
六
三
）
年
か
ら
は
、
横
浜
に
本
社
が
あ
る
ブ
ル
ー
観
光
と
提
携
し
、
林
間
学
校
の
団

体
受
け
入
れ
を
開
始
す
る
。
こ
の
ブ
ル
ー
観
光
は
、
主
に
横
浜
方
面
の
小
・
中
学
校
の
林
間
学
校
を
斡
旋
し
て
い
た
企
業
で
あ
り
、
提
携

し
て
い
た
宿
坊
は
、
一
〇
軒
ほ
ど
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
山
上
集
落
の
宿
坊
の
三
分
の
一
ほ
ど
が
、
ブ
ル
ー
観
光
と
提
携

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ブ
ル
ー
観
光
が
斡
旋
し
た
林
間
学
校
利
用
校
数
を
ま
と
め
た
も
の
が
図
1
で
あ
る
。

　

図
（
を
確
認
す
る
と
、
昭
和
三
八
（
一
九
六
三
）
年
の
受
け
入
れ
開
始
時
は
、
林
間
学
校
の
利
用
は
一
校
で
あ
っ
た
が
、
一
五
年
後
の

昭
和
五
三
（
一
九
七
八
）
年
に
は
九
校
と
徐
々
に
増
加
し
、
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
に
は
五
〇
校
以
上
の
利
用
が
あ
っ
た
［
東
京
都
環

境
局
自
然
環
境
部
二
〇
一
一
：
五
］。
こ
の
林
間
学
校
の
利
用
校
の
減
少
は
、
平
成
初
期
に
、
横
浜
市
が
自
前
の
施
設
を
設
置
し
た
こ
と
で
、
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横
浜
方
面
か
ら
の
林
間
学
校
の
利
用
が
ほ
ぼ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て

い
る
。

　

昭
和
三
〇
年
代
に
引
き
続
き
、
昭
和
四
〇
年
代
も
、
夏
期
の
武
州
御
嶽
山

が
都
内
、
神
奈
川
、
千
葉
、
埼
玉
な
ど
か
ら
の
林
間
学
校
を
行
う
小
中
学
生

で
賑
わ
っ
て
い
る
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、昭
和
四
四
（
一
九
六
九
）

年
の
記
事（

（1
（

で
は
、「
こ
と
し
の
利
用
者
は
二
四
九
団
体
、
約
三
七
〇
〇
〇
人
で

昨
年
の
一
割
五
分
増
。
一
般
の
行
楽
客
が
七
月
、
八
月
で
一
二
万
人
と
い
ず

れ
も
開
山
以
来
の
記
録
だ
っ
た
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
林
間
学

校
で
の
利
用
が
さ
ら
に
増
加
し
、「
開
山
以
来
の
記
録
」
と
称
さ
れ
る
ほ
ど
多

く
の
小
中
学
生
が
御
嶽
山
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
し
て
、
昭
和
四
六
（
一
九
七
一
）
年
の
記
事
で
は
、「
林
間
学
校
第
一
陣

は
都
内
、
横
浜
な
ど
の
一
一
校
か
ら
一
五
〇
〇
人
。
普
段
は
三
〇
分
に
一
本

の
登
山
ケ
ー
ブ
ル
も
、
六
分
間
隔
で
ピ
ス
ト
ン
輸
送
。
…
…
中
略
…
…
林
間

学
校
申
し
込
み
は
年
々
ふ
え
、
こ
と
し
は
八
月
中
旬
ま
で
に
ざ
っ
と
百
五
〇

校
、
三
万
人
の
チ
ビ
ッ
子
客
が
予
定
さ
れ
て
い
る
」。

　

以
上
の
新
聞
記
事
か
ら
、
昭
和
四
〇
年
代
は
、
二
四
九
団
体
が
林
間
学
校
の
た
め
に
宿
坊
を
利
用
し
、
三
万
人
以
上
の
小
中
学
生
が
夏

期
の
武
州
御
嶽
山
を
訪
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

図 1　�ブルー観光林間学校利用校数

東京都観光局自然環境部編 2011『御岳ビジターセンター周辺環

境基礎調査報告書』より筆者作成
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五
、
二

　
合
宿
、
研
修
会
の
利
用

　

戦
前
か
ら
避
暑
地
、
学
習
地
と
し
て
官
吏
、
学
生
に
利
用
さ
れ
、
林
間
学
校
の
受
け
入
れ
も
行
っ
て
い
た
武
州
御
嶽
山
で
は
、
昭
和

三
一
（
一
九
五
六
）
年
八
月
か
ら
毎
年
、
東
京
都
の
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
の
教
科
研
究
員
の
研
究
合
宿
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　

研
究
合
宿
は
小
学
校
部
会
、
中
学
校
部
会
、
高
校
部
会
の
三
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
会
が
、
二
泊
三
日
ず
つ
武
州
御
嶽

山
の
宿
坊
に
宿
泊
し
た
。
例
え
ば
、
小
学
校
部
会
の
研
究
合
宿
が
終
了
す
る
と
、
入
れ
違
い
で
中
学
校
部
会
の
教
科
研
究
員
が
武
州
御
嶽

山
に
集
合
し
、
そ
こ
か
ら
今
度
は
中
学
校
部
会
の
研
究
合
宿
が
始
ま
る
。
同
様
に
、
二
泊
三
日
の
中
学
校
部
会
の
研
究
合
宿
が
終
了
す
る

と
、
今
度
は
高
校
部
会
の
研
究
合
宿
が
開
催
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
武
州
御
嶽
山
の
宿
坊
は
、
八
月
中
は
一
週
間
程
度
、
東
京
都
の
小
・
中
・

高
の
研
究
合
宿
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
研
究
合
宿
の
目
的
は
、「
い
っ
さ
い
の
雑
事
か
ら
解
放
し
て
、
研
究
に
専
念
で
き
る
場
を
提
供
し
て
、
一
段
と
深
い
研
究
を
ま
と

め
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
授
業
や
実
態
調
査
を
通
じ
て
集
め
た
現
場
的
問
題
解
決
の
資
料
を
持
ち
よ
り
、「
同
一
宿
舎
に
寝
食

を
共
に
し
て
十
分
研
究
を
深
め
」、「
研
究
員
相
互
の
よ
い
人
間
関
係
」
を
作
る
こ
と
だ
っ
た
［
江
口
一
九
六
〇
：
六
九
］。

　

そ
の
よ
う
な
目
的
で
行
わ
れ
た
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年
の
研
究
合
宿
に
は
、
小
・
中
・
高
全
部
で
約
六
〇
〇
人
が
参
加
し
た
。
こ

の
六
〇
〇
人
は
、
一
〇
軒
の
「
宿
舎
」
に
分
か
れ
て
泊
ま
っ
た
。
以
下
、
研
究
合
宿
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
教
科
研
究
員
の
武
州
御
嶽
山
や

宿
坊
に
関
す
る
感
想
を
、『
教
育
じ
ほ
う
』
か
ら
紹
介
し
た
い
。
研
究
合
宿
の
お
お
よ
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
次
の
通
り
で
あ
る（

（1
（

。

　

一
日
目
は
、
各
自
昼
頃
に
武
州
御
嶽
山
上
に
集
合
す
る
。
そ
し
て
、
青
梅
第
六
小
学
校
御
岳
分
校
の
校
庭
で
合
宿
の
開
講
式
が
行
わ
れ

た
後
、
各
担
当
教
科
別
に
研
究
会
が
始
ま
る
。
一
七
時
頃
に
な
る
と
研
究
会
は
終
了
し
、
入
浴
と
夕
食
を
済
ま
せ
る
。
風
呂
に
関
し
て
は
、

湯
は
「
毎
晩
た
て
ら
れ
、
一
日
の
疲
れ
を
い
や
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
ふ
ろ
に
大
小
が
あ
っ
て
、
宿
舎
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
の

は
い
た
し
か
た
な
い
」
と
、
合
宿
に
参
加
し
た
メ
ン
バ
ー
は
述
懐
し
て
い
る
［
江
口
一
九
六
〇
：
六
九
―
七
〇
］。
こ
の
記
述
か
ら
、
昭
和
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三
〇
年
代
時
点
で
は
、
未
だ
旧
的
な
住
居
形
態
を
残
す
宿
坊
が
多
か
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
夜
も
二
時
間
ほ
ど
研
究
会
が
開

催
さ
れ
る
。
夜
の
研
究
会
は
二
一
時
頃
に
終
了
し
、
そ
の
後
支
度
を
し
て
各
自
二
二
時
頃
に
床
に
着
く
。

　

二
日
目
は
、
六
時
に
起
床
す
る
と
、
御
岳
分
校
の
校
庭
に
て
全
員
参
加
の
体
操
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
各
宿
坊
で
朝
食
を
と
り
、
八
時

頃
か
ら
午
前
の
研
究
会
が
始
ま
る
。
昼
の
休
憩
を
挟
ん
で
、
ま
た
午
後
か
ら
研
究
会
を
行
い
、
一
八
時
頃
に
終
了
す
る
。
二
日
目
の
夜
は
、

各
教
科
で
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
た
よ
う
だ
［
江
口
一
九
六
〇
：
七
〇
］。

　

最
終
日
の
三
日
目
も
、
二
日
目
と
同
様
に
起
床
後
、
体
操
、
朝
食
を
済
ま
せ
る
と
、
午
前
の
研
究
会
が
始
ま
る
。
最
終
日
は
、
教
科
ご

と
に
報
告
会
と
反
省
会
が
行
わ
れ
て
、
研
究
会
が
閉
じ
ら
れ
る
。
研
究
会
終
了
後
、
教
科
研
究
員
の
人
数
が
多
い
小
学
校
部
会
と
中
学
校

部
会
は
、
昼
食
を
摂
り
各
自
下
山
す
る
が
、
小
学
校
部
会
と
中
学
校
部
会
と
比
べ
て
人
数
の
少
な
い
高
校
部
会
は
、
最
終
日
の
研
究
会
終

了
後
、
御
岳
神
社
に
て
太
々
神
楽
を
見
学
し
て
か
ら
帰
宅
し
て
い
る
。
こ
の
太
々
神
楽
の
演
目
は
、「
各
宿
舎
の
御
師
の
方
々
が
、
こ
の

研
究
会
の
た
め
に
と
く
に
神
楽
を
選
ん
で
、
自
ら
奉
納
し
て
く
だ
さ
っ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
［
佐
原
一
九
六
一
：
六
九
］。

　

研
究
合
宿
の
大
ま
か
な
流
れ
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
続
い
て
、
参
加
者
で
あ
る
教
科
研
究
員
の
合
宿
に
関
す
る
感
想
を
紹
介
し
、
こ

の
研
究
合
宿
が
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
合
宿
中
の
宿
坊
は
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
か
、
捉
え

て
み
た
い
。
そ
れ
で
は
、
教
科
研
究
員
が
『
教
育
じ
ほ
う
』
に
寄
稿
し
た
報
告
を
み
て
い
こ
う
。

　
　

�

こ
の
研
究
集
会
に
対
す
る
御
岳
の
人
々
の
協
力
は
、
大
変
な
も
の
で
あ
る
。
青
梅
市
教
育
委
員
会
を
は
じ
め
、
青
梅
市
立
青
梅
第
六

小
学
校
は
全
力
を
あ
げ
て
、
会
が
成
功
の
う
ち
に
終
了
す
る
よ
う
に
、
夏
休
み
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
ご
援
助
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
宿
舎
の
決
定
に
、
宿
舎
の
案
内
に
と
、
積
極
的
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
［
江
口
一
九
六
〇
：
六
八
］。
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ま
ず
、
研
究
合
宿
を
迎
え
入
れ
る
人
々
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
上
記
の
記
述
で
は
、「
御
岳
の
人
々
」
及
び
青
梅
市
教
育
委
員
会
、

そ
し
て
青
梅
市
立
青
梅
第
六
小
学
校
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
運
営
主
体
の
内
容
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。

　
　

�　

研
究
集
会
の
会
場
と
し
て
使
用
し
た
宿
舎
は
、
全
部
で
一
〇
軒
で
あ
る
。
ケ
ー
ブ
ル
の
駅
か
ら
一
番
近
い
一
帯
の
も
の
で
、
青
梅

第
六
小
学
校
の
分
校
も
す
ぐ
そ
ば
で
、
印
刷
に
つ
ご
う
の
よ
い
宿
舎
で
あ
る
。

　
　

�　

御
岳
は
、
御
岳
神
社
を
中
心
と
す
る
講
中
の
御
師
と
し
て
発
展
し
た
部
落
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
講
中
が
山
に
登
っ
て
く
る
の
は
、

一
年
中
の
う
ち
特
定
の
時
期
で
あ
る
こ
と
や
、
御
岳
に
登
山
す
る
客
が
夏
に
多
く
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
御
師
が
宿
を
提
供
す
る

こ
と
に
な
っ
た
も
の
ら
し
く
、
今
は
、
林
間
宿
舎
と
し
て
利
用
す
る
学
校
も
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
普
通
の
旅
館
と
は
異
な
り
、
四

畳
半
の
小
部
屋
な
ん
て
い
う
も
の
は
な
く
、
大
広
間
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
家
族
の
人
々
だ
け
で
食
事
の
世
話
か
ら
床
の
あ
げ
さ
げ

ま
で
す
る
の
で
、
サ
ー
ビ
ス
も
普
通
の
旅
館
な
み
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
御
岳
の
人
々
は
、
心
か
ら
研
究
員
を
歓
待
し
て
、

研
究
員
の
研
究
が
ま
す
ま
す
成
功
す
る
よ
う
心
掛
け
て
く
れ
る
の
で
生
活
は
快
適
で
あ
る
…
…
中
略
…
…
年
々
改
造
さ
れ
て
よ
く

な
っ
て
き
て
い
る
の
は
、
研
究
集
会
に
と
っ
て
は
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
［
江
口
一
九
六
〇
：
六
九
―
七
〇
］。

　
「
御
岳
の
人
々
」
は
、
御
師
と
そ
の
家
族
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
研
究
合
宿
の
宿
舎
は
、
御
師
が
営
む
宿
で
あ
り
、
普
通
の
旅
館
と
は�

異
な
っ
て
い
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
個
室
は
な
く
、
設
備
も
整
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
食
事
や
布
団
の
上
げ
下
げ
は
全
て
御
師
の
家
族
で
行
っ
て
い
る
の
で
、
サ
ー
ビ
ス
的
に
も
十
分
と
は
言
え
な
い
が
、「
御
岳
の
人
々
」

は
、
研
究
員
を
心
か
ら
歓
迎
し
て
く
れ
る
の
で
、「
生
活
は
快
適
」
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
研
究
合
宿
中
、
研
究
員
が
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、「
三
〇
畳
か
ら
四
〇
畳
敷
き
の
広
間
」
で
食
事
の
際
も
、
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研
究
会
の
際
も
「
食
卓
兼
机
を
長
方
形
に
並
べ
て
、
全
体
会
を
開
い
た
り
、
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
討
議
し
た
り
」
し
て
い
た

よ
う
だ
［
佐
原
一
九
六
一
：
六
六
］。
恐
ら
く
使
用
で
き
る
部
屋
は
大
広
間
の
み
な
の
で
、
就
寝
す
る
際
も
、
大
広
間
に
布
団
を
敷
い
て
雑

魚
寝
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
宿
坊
で
の
も
て

な
し
を
、「
宿
舎
の
か
た
が
た
が
、
誠
心
、
誠
意
先
生
が
た

を
お
迎
え
し
て
研
究
し
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
気
持
ち
で

当
た
っ
て
」
く
れ
た
た
め
、「
家
族
的
で
、
ま
こ
と
に
暖
か

い
ふ
ん
い
気
（
注
：
マ
マ
）
で
研
究
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
」

と
評
価
す
る
者
も
い
た
［
佐
原
一
九
六
一
：
六
八
］。

　

以
上
、
研
究
員
に
よ
る
報
告
か
ら
研
究
合
宿
の
様
子
に

つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
研
究
合
宿
が
開
催
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
昭
和
三
〇
年
代
の
宿
坊
に
は
、
少
人
数
で
宿
泊

で
き
る
小
部
屋
は
存
在
せ
ず
、
食
事
を
す
る
の
も
、
勉
強

を
す
る
の
も
、
寝
る
の
も
、
全
て
大
広
間
で
行
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
宿
坊
の
空
間
構
造
も
、
昭
和
四
〇

年
代
に
入
る
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

　

武
州
御
嶽
山
で
は
、
昭
和
四
〇
年
代
頃
か
ら
東
京
都
青

年
野
外
旅
行
活
動
宿
泊
所
の
指
定
を
受
け
、
宿
坊
の
増
改

築
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
昭
和
五
〇
（
一
九
七
五
）
年
四

表 2　宿坊の室数と宿泊収容人数

青梅市観光協会 1975（推定）『東京の国立公園　青梅　水と緑のふ

るさと』より筆者作成

宿坊名 室数 宿泊収容
人数 宿坊名 室数 宿泊収容

人数
秋山荘 （ （0 原島荘 8 （0
憩山荘 （（ （0 藤本荘 8 （0

うつぼや 9 （0 宝寿閣 9 （0
大道 （0 （0 町久保田 8 （0

片柳荘 （0 （0 麻知家 9 （0
駒鳥山荘 （（ （0 丸山荘 8 （0
山楽荘 （（ （0 御岳山荘 （8 （00
山香荘 （（ （（ 南山荘 9 （0
静山荘 （（ （0 山中荘 （（ （（
高名荘 （0 （0 旅荘　靱矢 8 （0
登奈荘 （ （0 嶺雲荘 （（ （（
西須崎 （ （0 原島荘 8 （0
能保利 8 （0 藤本荘 8 （0
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月
時
点
で
は
、
多
く
の
宿
坊
で
室
数
が
増
加
し
て
い
る
。
各
宿
坊
の
室
数
と
宿
泊
収
容
人
数
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
。
最
も
少

な
い
室
数
で
五
室
、
最
も
多
い
室
数
で
一
八
室
、
最
も
少
な
い
宿
泊
収
容
人
数
で
三
〇
人
、
最
も
多
い
宿
泊
収
容
人
数
で
一
〇
〇
人
と
、

宿
坊
の
規
模
に
大
小
あ
る
が
、
ど
の
宿
坊
も
複
数
の
客
室
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
表
（
参
照
）。

　

そ
し
て
、
昭
和
五
九
（
一
九
八
四
）
年
に
行
わ
れ
た
東
京
都
教
育
委
員
会
の
調
査
時
点
で
は
、
宿
坊
二
八
軒
中
、
旧
態
を
留
め
る
の
は

八
軒
の
み
で
、
二
〇
軒
の
宿
坊
が
増
改
築
を
行
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
［
東
京
都
教
育
委
員
会
一
九
八
六
：
二
一
］。
こ
の
こ
と
か
ら

昭
和
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
の
武
州
御
嶽
山
は
、
宿
坊
の
増
改
築
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
宿
坊
規
模
の
差
異
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
る
武
州
御
嶽
山
は
、
山
上
に
従
来

な
か
っ
た
新
た
な
建
物
を
建
て
た
り
、
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
る
以
前
か
ら
当
地
に
居
住
し
て
い
た
者
以
外
は
、
新
た
に
居
を
構
え
て
住

ん
だ
り
す
る
こ
と
は
原
則
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
旧
来
か
ら
の
御
師
家
の
持
つ
土
地
な
ど
の
資
本
は
、
固
定
化
さ
れ
て
お
り
、
現
在
に

至
る
ま
で
旧
来
の
有
力
御
師
と
そ
れ
以
外
の
御
師
と
は
経
済
的
な
格
差
や
階
層
差
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、宿
坊
の
増
改
築
の
費
用
も
、

そ
の
多
く
は
講
社
か
ら
の
初
穂
料
や
寄
進
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
た
め
、
従
来
か
ら
広
範
な
旦
那
場
を
持
ち
、
多
く
の
講
を
所
持
す
る
御
師

家
の
方
が
、
施
設
の
整
備
に
対
応
し
や
す
く
、
新
た
な
客
を
受
け
入
れ
や
す
い
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

六
、
伝
統
的
な
信
仰
の
山
と
し
て
の
武
州
御
嶽
山

　

こ
れ
ま
で
昭
和
二
〇
～
五
〇
年
代
の
武
州
御
嶽
山
の
状
況
を
、
鉄
道
網
の
発
達
や
林
間
学
校
、
合
宿
な
ど
の
観
点
か
ら
概
観
し
て
き
た
。

そ
れ
で
は
、
昭
和
二
〇
～
五
〇
年
代
の
御
嶽
山
は
外
部
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
山
外
の
資
料
を

用
い
て
、
当
時
の
武
州
御
嶽
山
の
評
価
や
外
部
か
ら
の
ま
な
ざ
し
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。
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そ
の
た
め
に
、
大
多
摩
観
光
連
盟
事
務
局
が
昭
和
五
六
（
一
九
八
一
）
年
に
発
行
し
た
、『
大
多
摩
地
域
の
観
光　

再
開
発
へ
の
展
望

―
一
〇
〇
年
計
画
―
』
の
内
容
を
確
認
し
て
い
く
。
こ
の
資
料
に
は
、大
多
摩
地
域
一
帯
の
観
光
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
現
状
と
評
価
、

改
善
す
べ
き
点
、そ
し
て
そ
の
対
策
が
記
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
に
秩
父
多
摩
国
立
公
園
と
し
て
指
定
さ
れ
て
か
ら
、

お
よ
そ
三
〇
年
後
に
は
、武
州
御
嶽
山
や
そ
の
一
帯
の
観
光
化
へ
の
取
り
組
み
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の
か
、こ
の
資
料
を
使
っ

て
確
認
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
昭
和
五
六
（
一
九
八
一
）
年
当
時
の
武
州
御
嶽
山
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
評
価
を
見
て
み
た
い
。

　
　

�　

昔
か
ら
の
伝
統
的
な
信
仰
の
山
と
し
て
、
御
師
の
家
が
あ
っ
た
。
い
ま
で
は
旅
館
と
な
っ
て
い
る
。
伝
統
的
な
部
分
は
昔
か
ら
の

講
で
あ
り
、
新
し
い
部
分
は
観
光
で
あ
る
。

　
　

�　

御
岳
山
は
信
仰
の
山
と
し
て
の
伝
統
に
対
す
る
見
方
と
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
考
え
方
が
共
存
し
て
い
る
。
最
近
で
は
、
旅
館
業

に
漸
次
移
り
変
わ
っ
て
き
て
い
る
が
、
経
営
感
覚
は
旧
態
的
な
面
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

　
　

�　

最
近
、
都
内
か
ら
子
供
の
団
体
が
増
え
て
き
て
い
る
。
と
同
時
に
、
山
が
険
し
い
た
め
遊
び
場
が
な
い
。
…
…
中
略
…
…
ま
た
、

ウ
ィ
ー
ク
デ
ー
対
策
と
し
て
、
中
高
年
者
・
婦
人
グ
ル
ー
プ
利
用
の
た
め
の
対
応
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
萱

ぶ
き
家
と
か
旧
家
な
ど
を
保
存
し
て
、
御
岳
の
歴
史
と
文
化
を
残
す
方
法
を
考
え
る
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
近
年
、
講
の
関
係
者

と
ハ
イ
キ
ン
グ
の
利
用
者
は
、
減
少
し
て
い
る
が
、
積
極
的
な
維
持
対
策
を
持
つ
必
要
が
あ
る
［
大
多
摩
観
光
連
盟
事
務
局
編

一
九
八
一
：
六
八
］。

　

以
上
の
記
述
で
は
、
ま
ず
武
州
御
嶽
山
を
「
伝
統
的
な
信
仰
の
山
」
と
位
置
付
け
な
が
ら
も
、
昭
和
五
六
（
一
九
八
一
）
年
の
時
点
で

観
光
地
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
と
れ
る
。
ま
た
、従
来
か
ら
武
州
御
嶽
山
に
は
「
御
師
の
家
」
が
あ
っ
た
が
、
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今
で
は
旅
館
に
な
っ
て
い
る
と
説
明
し
、
昔
か
ら
の
伝
統
的
な
部
分
と
し
て
講
を
、
新
し
い
部
分
と
し
て
は
観
光
を
挙
げ
、
現
在
の
武
州

御
嶽
山
は
講
と
観
光
を
両
立
し
な
が
ら
成
立
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、「
御
師
の
家
」
は
、
最
近
「
旅
館
業
」
に
移
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、「
経
営
感
覚
は
旧
態
的
な
面
が
多
く
残
っ
て

い
る
」
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
、
武
州
御
嶽
山
の
観
光
の
側
面
を
中
心
に
概
観
し
て
き
た
が
、
そ
れ
で
は
、
以
下
、
昭
和
戦
後
期
の
講
の
動

向
に
つ
い
て
、
聞
き
取
り
調
査
で
得
た
デ
ー
タ
を
提
示
す
る
こ
と
で
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　
　

�

私
が
（
注
：
嫁
に
）
来
た
と
き
は
ま
だ
講
が
華
や
か
だ
っ
た
か
ら
、昭
和
四
〇
年
代
後
半
か
ら
五
〇
年
代
ま
で
は
講
は
泊
り
が
多
か
っ

た
。
三
〇
人
く
ら
い
泊
ま
っ
て
い
た
。
雑
魚
寝
み
た
い
だ
け
ど
、
お
布
団
か
ら
ご
飯
か
ら
。
だ
っ
て
夜
朝
で
し
ょ
。
み
ん
な
朝
も
夜

も
飲
む
わ
け
よ
。
神
社
行
っ
て
直
会
だ
か
ら
。
…
…
中
略
…
…
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
、
そ
う
、
良
き
時
代
。
そ
の
当
時
は

ね
、
講
社
が
バ
ン
バ
ン
来
て
い
て
、
太
々
神
楽
も
何
十
も
上
が
っ
た
っ
て
頃
で
す
よ
。
太
々
神
楽
が
上
が
る
と
そ
の
お
宅
の
方
に
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
っ
て
挨
拶
す
る
の
。
一
つ
太
々
あ
げ
る
と
一
年
食
べ
て
い
け
る
く
ら
い
っ
て
い
う
話
。
だ
か
ら
人
も
い
っ
ぱ

い
雇
え
る
し
、
人
も
安
か
っ
た
せ
い
も
あ
る
け
ど
、
結
構
お
大
尽
で
い
ら
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
？　

い
ら
れ
た
ん
だ
と
思
う（

（1
（

。

　

ま
ず
、「
御
師
の
家
」
は
根
本
的
に
、
講
社
の
た
め
の
宿
泊
施
設
で
あ
り
、
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
、
講
は
泊
ま
り

が
多
く
、
一
度
に
三
〇
人
ほ
ど
宿
泊
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、「
講
社
が
バ
ン
バ
ン
来
て
い
て
、
太
々
神
楽
も
何
十
も
上
が
っ

て
い
た
」
そ
う
だ
。

　

こ
こ
で
講
員
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
資
料
を
概
観
し
、
当
時
の
状
況
を
把
握
し
た
い
。
新
小
岩
御
〆
講
の
昭
和
三
九
（
一
九
六
四
）
年

度
の
記
録
に
よ
る
と
、
講
員
以
外
の
参
加
者
希
望
者
（
講
外
登
山
者
）
を
募
り
、
代
参
者
の
同
額
の
一
時
金
二
五
〇
〇
円
を
納
め
て
参
加
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し
た
と
い
う
。
昭
和
三
九
（
一
九
六
四
）
年
度
の
講
外
登
山
者
は
二
一
名
で
、
代
参
者
七
名
を
大
き
く
上
回
っ
た
［
葛
飾
区
郷
土
と
天
文

の
博
物
館
編
一
九
九
四
：
七
―
八
］。「
こ
の
よ
う
に
、
旅
行
ブ
ー
ム
に
よ
る
講
外
登
山
者
の
増
加
と
一
時
金
で
行
け
る
よ
う
な
暮
ら
し
の

ゆ
と
り
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
昭
和
四
〇
年
か
ら
は
講
金
の
積
立
て
を
や
め
現
在
の
総
参
り
式
に
変
え
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

総
参
り
と
は
、
講
員
全
員
で
御
嶽
神
社
に
参
拝
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
参
拝
形
態
の
変
化
に
よ
っ
て
、「
昭
和
四
〇
年
の
参
加

者
は
一
挙
に
三
八
名
に
ふ
く
れ
あ
が
っ
」
た
［
同
：
八
］
と
い
う
。

　

新
小
岩
御
〆
講
の
事
例
の
よ
う
に
、
従
来
の
講
の
代
表
者
数
人
で
代
参
を
す
る
と
い
う
参
拝
形
態
か
ら
、
総
参
り
、
も
し
く
は
参
加
希

望
者
を
募
っ
て
参
拝
す
る
と
い
う
形
態
へ
の
変
化
は
、
同
時
代
的
に
他
の
講
で
も
起
こ
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
小
杉
御
嶽

敬
神
講
は
、
昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年
か
ら
、
四
年
ご
と
に
太
々
神
楽
を
奉
納
し
て
い
る
が
、
そ
の
参
拝
形
態
も
、
講
員
全
員
参
加
の

総
参
り
に
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
［
小
林
一
九
九
七
：
三
］。
こ
の
よ
う
に
戦
後
に
お
け
る
講
社
の
参
拝
形
態
の
特
徴
と
し
て
、
数
人
の
代

参
か
ら
数
十
人
で
の
総
参
り
、
希
望
者
を
募
る
こ
と
で
の
参
拝
者
の
増
加
と
形
式
の
変
化
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
戦
後
の
昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
以
降
、
石
造
物
が
盛
ん
に
建
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
［
時
枝

一
九
八
六
：
一
〇
八
］。
昭
和
三
〇
（
一
九
五
五
）
～
三
九
（
一
九
六
四
）
年
に
は
一
〇
基
、昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
～
四
九
（
一
九
七
四
）

年
に
は
二
二
基
、昭
和
五
〇
（
一
九
七
五
）
～
五
九
（
一
九
八
四
）
年
に
は
四
五
基
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
石
造
物
七
七
基
の
内
、

六
〇
基
が
参
拝
記
念
碑
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
［
時
枝
一
九
八
六
：
一
〇
九
］。
こ
の
こ
と
か
ら
、
講
碑
を
建
立
で
き
る
ほ
ど
の
経

済
的
な
余
裕
の
あ
る
講
が
増
加
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
御
岳
登
山
鉄
道
年
間
乗
車
数
を
参
照
す
る
と
、
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
に
御
岳
登
山
鉄
道
が
営
業
再
開
し
て
か
ら
、
乗

車
数
は
漸
次
上
昇
し
、
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
に
七
二
万
人
、
翌
年
の
昭
和
四
九
（
一
九
七
四
）
年
に
は
七
二
万
二
〇
〇
〇
人
を
記

録
、
乗
車
数
は
戦
後
期
に
お
け
る
第
一
次
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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以
上
確
認
し
た
よ
う
に
、
戦
後
、
講
社
の
参
拝
形
態
が
数
人
の
代
表
者
に
よ
る
代
参
か
ら
、
講
員
全
員
参
加
の
総
参
り
に
変
化
し
て
お

り
、
一
度
の
参
拝
で
「
御
師
の
家
」
に
宿
泊
す
る
人
数
が
増
加
し
て
い
た
。
ま
た
、
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
、
講
社
に

よ
る
参
拝
記
念
碑
の
建
立
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、昭
和
三
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
は
、講
社
の
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ

た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
講
社
を
受
け
入
れ
る
宿
坊
で
働
く
人
々
に
と
っ
て
も
、
そ
の
年
代
は
、
多
く
の
講
員
が
参
拝
に
訪
れ
、

太
々
神
楽
を
奏
上
し
、
御
師
た
ち
が
「
お
大
尽
」
で
い
ら
れ
た
「
良
い
時
代
」
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。

　

戦
後
の
武
州
御
嶽
山
に
お
け
る
「
御
師
の
家
」（
宿
坊
）
は
、
都
民
観
光
の
家
が
開
業
し
、「
旅
館
業
」
の
側
面
を
持
ち
な
が
ら
も
、
講

社
の
宿
泊
施
設
と
し
て
の
側
面
も
維
持
し
て
お
り
、
従
来
か
ら
の
重
要
な
経
済
基
盤
で
あ
る
講
を
重
要
視
す
る
意
識
を
持
ち
続
け
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
、
大
多
摩
観
光
連
盟
事
務
局
は
、
武
州
御
嶽
山
を
観
光
の
拠
点
と
し
て
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
宿
坊
の
経
営
感
覚

を
、
旅
館
の
経
営
感
覚
に
転
換
す
る
こ
と
が
必
要
と
述
べ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
宿
坊
を
個
室
へ
切
替
え
て
、
部
屋
に
鍵
を
取
り
付
け
、

ト
イ
レ
は
水
洗
に
す
る
べ
き
だ
と
提
言
し
て
い
る
［
大
多
摩
観
光
連
盟
事
務
局
編
一
九
八
一
：
七
五
］。
こ
の
よ
う
な
観
光
開
発
の
方
針

に
つ
い
て
、
当
時
、
武
州
御
嶽
山
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
意
見
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
の
記
述
を
紹
介
す
る
こ
と
で
考
察
し

て
み
た
い
。

　
　

�　

先
日
、
御
岳
に
関
係
す
る
あ
る
主
要
な
人
物
に
会
っ
た
際
、
そ
の
方
は
「
御
岳
山
は
変
わ
っ
た
。
昔
の
生
活
を
思
え
ば
今
は
天
国

だ
。
こ
れ
以
上
御
岳
を
開
発
し
て
（
注
：
人
を
集
め
る
こ
と
）
自
然
を
損
な
っ
て
は
何
も
な
く
な
る
し
、
人
も
来
な
く
な
る
。
も
う

人
を
集
め
る
の
は
こ
の
辺
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
た
。
昔
の
生
活
に
比
べ
て
今
の
生
活
が
良
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
た
の

は
、
い
み
じ
く
も
観
光
の
必
要
性
を
主
張
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
御
岳
一
帯
の
観
光
の
あ
り
方
を
決
め
る
の
は
地
域
の
方
々
の�



78

意
思
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
論
に
依
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
開
発
に
対
す
る
一
つ
の
考
え
方
で
あ
る
と
思
う
［
大
多
摩

観
光
連
盟
事
務
局
編
一
九
八
一
：
六
九
］。

　

武
州
御
嶽
山
の
代
表
者
は
、今
後
の
観
光
開
発
の
方
針
に
つ
い
て
、観
光
開
発
し
た
こ
と
に
よ
り
、昔
と
比
べ
て
今
の
生
活
は
良
く
な
っ

た
と
認
め
な
が
ら
も
、
こ
れ
以
上
開
発
し
、
観
光
客
を
呼
び
込
む
こ
と
に
は
意
欲
的
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
多
摩
観

光
連
盟
事
務
局
が
提
案
す
る
旅
館
業
的
な
経
営
感
覚
の
転
換
は
行
わ
ず
、
観
光
客
へ
の
対
応
を
行
い
つ
つ
も
、
こ
れ
ま
で
通
り
講
社
へ
の

対
応
を
主
軸
と
し
な
が
ら
宿
坊
の
経
営
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、
講
の
関
係
者
と
ハ
イ
キ
ン
グ
の
利
用
者
は
減
少
し
て
い
る
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
再
開

後
の
乗
客
数
と
、
そ
の
内
訳
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
提
示
し
、
講
の
関
係
者
が
ど
の
く
ら
い
武
州
御
嶽
山
に
や
っ
て
き
て
い
た
の
か
確
認
し

て
い
く
。
表
3
は
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
の
乗
車
数
の
内
訳
を
ま
と
め
た
表
で
あ
る
。
戦
後
、
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
に
営
業
を
再
開
し

た
御
岳
登
山
鉄
道
で
は
、
代
参
な
ど
で
武
州
御
嶽
山
に
訪
れ
る
講
員
に
対
し
て
特
別
乗
車
券
を
発
行
し
て
お
り
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
の
乗
客

を
、
講
員
と
そ
れ
以
外
の
一
般
客
と
で
区
別
し
て
把
握
し
て
い
た
。
表
（
を
参
照
す
る
と
、
営
業
再
開
後
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
の
乗
客
数
は

漸
次
増
加
傾
向
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
般
客
と
講
員
の
数
の
推
移
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
み
て
い
く
と
、
運
転
を
再
開
し
た
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
の
一
般
客
の
乗
車
数

は
一
七
万
人
台
だ
が
、
そ
の
翌
年
の
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
に
は
、
三
〇
万
人
を
超
え
て
い
る
。
そ
の
後
も
乗
車
数
は
増
加
し
、
昭

和
三
二
（
一
九
五
七
）
年
に
は
四
〇
万
人
、
昭
和
三
八
（
一
九
六
三
）
年
に
は
五
〇
万
人
、
さ
ら
に
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
に
は
、

七
〇
万
人
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
般
客
は
、
乗
車
数
の
増
加
率
が
高
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

一
方
で
、
講
員
の
乗
車
数
を
み
て
い
く
と
、
運
転
を
再
開
し
た
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
の
乗
車
数
は
五
〇
〇
〇
人
台
だ
っ
た
が
、
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そ
の
翌
年
の
昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年
に
は
、

一
万
四
〇
〇
〇
人
台
に
到
達
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

昭
和
三
二
（
一
九
五
七
）
年
に
は
、
一
万
七
〇
〇
〇

人
台
を
記
録
し
た
が
、
こ
こ
を
ピ
ー
ク
と
し
て
、
昭

和
三
三（
一
九
五
八
）年
に
半
減（
急
減
）し
た
あ
と
、

徐
々
に
回
復
し
、
一
万
人
台
か
ら
一
万
五
〇
〇
〇
人

台
の
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
状
況
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
講
員
の
乗
車
数
は
、
一
般
客

と
比
べ
る
と
乗
車
数
の
推
移
が
少
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
多
摩
観
光
連
盟
が
指
摘

す
る
、
講
の
関
係
者
と
ハ
イ
キ
ン
グ
の
利
用
者
の
減

少
に
つ
い
て
、
特
に
、
講
の
関
係
者
に
お
い
て
減
少

傾
向
が
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　

七
、
分
析

　

以
上
、戦
後
の
武
州
御
嶽
山
に
お
け
る
御
岳
登
山

鉄
道
の
職
員
に
よ
る
参
詣
者
誘
致
の
取
り
組
み
と
、�

表 3　ケーブルカー乗車数内訳

西海賢二�1983『武州御嶽山信仰史の研究』316 頁を基に筆者作成

年度 一般客数 講員数 講員数
比率 年度 一般客数 講員数 講員数

比率
昭和 （0 年 （（（,（（（ 昭和 （（ 年 （（（,（（（ 8,（（（ （.（（
昭和 （（ 年 （（（,8（（ 昭和 （（ 年 （88,（（9 9,（9（ （.（（
昭和 （（ 年 （（8,（（（ 昭和 （（ 年 （（（,（（（ 9,（（（ （.（（
昭和 （（ 年 （00,89（ 昭和 （（ 年 （（（,090 （0,099 （.（（
昭和 （（ 年 （（0,（（（ 昭和 （（ 年 （（（,（（（ （0,（（（ （.（（
昭和 （（ 年 （8（,（（（ 昭和 （8 年 （09,9（（ （0,（8（ （.（（
昭和 （（ 年 （08,8（0 昭和 （9 年 （0（,（（（ （0,9（（ （.（（
昭和 （（ 年 （（（,8（0 昭和 （0 年 （（0,（8（ （（,（（（ （.（9
昭和 （8 年 （9（,（0（ 昭和 （（ 年 （（（,（（0 （（,（（0 （.（（
昭和 （（ 年 （（（,（（8 （,（（（ （.（（ 昭和 （（ 年 （0（,80（ （（,0（0 （.（9
昭和 （（ 年 （08,（（（ （（,（08 （.（（ 昭和 （（ 年 （（（,（9（ （（,（8（ （.（（
昭和 （8 年 （（8,（88 （（,0（（ （.（（ 昭和 （（ 年 （（（,（（（ （（,（（（ （.（（
昭和 （9 年 （（（,（（9 （（,（（（ （.（（ 昭和 （（ 年 （（9,9（8 （（,（（（ （.（（
昭和 （0 年 （88,（（0 （（,（（（ （.（（ 昭和 （（ 年 （（0,（（（ （（,0（0 （.（（
昭和 （（ 年 （8（,（（（ （（,（（（ （.（9 昭和 （（ 年 （9（,（08 （（,08（ （.（（
昭和 （（ 年 （0（,8（（ （（,（（（ （.（0 昭和 （8 年 （（（,（8（ （（,8（（ （.9（
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御
岳
観
光
協
会
お
よ
び
ブ
ル
ー
観
光
が
斡
旋
し
た
林
間
学
校
・
教
員
研
修
の
状
況
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
は
じ
め
に

記
し
た
問
題
意
識
を
振
り
返
っ
て
、
昭
和
戦
後
期
の
武
州
御
嶽
山
に
ど
の
よ
う
な
動
機
や
目
的
を
持
つ
人
々
が
訪
れ
て
い
た
の
か
確
認
す
る
。

　

ま
ず
、
昭
和
戦
後
期
に
武
州
御
嶽
山
を
訪
れ
て
い
た
人
々
は
、
①
講
社
、
②
林
間
学
校
の
参
加
者
お
よ
び
教
員
研
修
の
参
加
者
、
③
一

見
の
客
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
戦
後
に
観
光
化
が
進
行
す
る
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
終
戦
直
後
は
、
多
く
の

講
社
が
御
嶽
山
を
訪
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
御
岳
登
山
鉄
道
の
統
計
デ
ー
タ
を
み
て
み
る
と
、
昭
和
三
二
（
一
九
五
七
）
年
ま
で
は
増
加

傾
向
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
三
（
一
九
五
八
）
年
に
半
減
（
急
減
）
し
、
そ
の
後
は
回
復

傾
向
に
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
講
社
利
用
の
減
少
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
、
武
州

御
嶽
山
で
は
、
御
岳
観
光
協
会
に
よ
る
誘
致
活
動
や
ブ
ル
ー
観
光
と
の
提
携
に
よ
り
、
林

間
学
校
や
教
員
研
修
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
形

で
宿
坊
を
利
用
す
る
人
々
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
林
間
学
校
の
参
加
者
、
教
員

研
修
の
参
加
者
は
、
両
者
と
も
、
毎
年
参
加
者
は
入
れ
替
わ
る
が
、
特
定
の
宿
坊
と
継
続

的
な
関
係
性
を
結
ん
で
い
る
学
校
関
係
の
固
定
客
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
。
ま
た
、
一
見

の
客
は
、
定
宿
が
な
く
、
基
本
的
に
は
ど
の
御
師
の
宿
坊
に
宿
泊
し
て
も
よ
い
。
す
な
わ

ち
、
講
社
と
御
師
が
結
ぶ
師
檀
関
係
の
よ
う
に
固
定
化
さ
れ
た
関
係
性
で
は
な
く
、
ゆ
る

や
か
に
御
師
や
宿
坊
、
神
社
と
つ
な
が
っ
て
い
る
参
詣
者
で
あ
る
（
図
2
参
照
）。

　

図
（
の
同
心
円
は
参
詣
者
を
表
し
、
そ
の
右
側
に
は
各
々
の
参
詣
者
と
関
係
性
を
結
ん

で
い
る
聖
地
運
営
の
担
い
手
を
記
し
た
。
ま
た
、
円
の
色
が
異
な
る
の
は
、
中
心
に
向
か
う�

御師
武蔵御嶽神社

講

御岳観光協会
ブルー観光

御岳登山鉄道

林間学校
教員研修

一見の客

図 2　聖地運営の担い手と参詣者の関係性
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ほ
ど
固
定
的
な
関
係
性
、
外
縁
に
向
か
う
ほ
ど
流
動
的
な
関
係
性
を
色
の
濃
淡
で
示
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
師
檀
関
係
と
は
異
な
る
ゆ
る
や
か
な
関
係
性
を
武
州
御
嶽
山
に
形
成
し
た
担
い
手
が
、
御
岳
登
山
鉄
道
と
ブ
ル
ー
観
光
で
あ

る
。
従
来
、
武
州
御
嶽
山
を
運
営
す
る
担
い
手
は
、
①
神
社
や
宿
坊
の
運
営
を
担
う
御
師
、
②
御
師
の
合
議
制
で
運
営
さ
れ
る
武
蔵
御
岳

神
社
、
③
山
上
の
宿
坊
や
食
事
処
・
土
産
物
屋
な
ど
の
代
表
者
か
ら
な
る
御
岳
観
光
協
会
の
三
者
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
戦
後
期
に
は
新
た

に
、
④
林
間
学
校
を
斡
旋
す
る
ブ
ル
ー
観
光
、
⑤
一
見
の
客
を
誘
致
す
る
御
岳
登
山
鉄
道
が
加
わ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ブ
ル
ー
観
光
や
御
岳

登
山
鉄
道
は
、
山
外
の
企
業
で
あ
る
が
、
林
間
学
校
を
斡
旋
す
る
こ
と
や
一
見
客
の
誘
致
を
通
し
て
宿
坊
運
営
の
方
針
に
影
響
を
与
え
た

と
い
え
よ
う
。

　

特
に
、
御
岳
登
山
鉄
道
の
職
員
で
あ
る
影
山
は
、
様
々
な
形
で
武
州
御
嶽
山
を
宣
伝
し
た
。
そ
の
よ
う
広
報
活
動
に
よ
っ
て
、
数
あ
る

候
補
の
中
か
ら
武
州
御
嶽
山
や
武
蔵
御
嶽
神
社
、
宿
坊
を
選
択
し
て
訪
れ
る
、
流
動
的
な
存
在
で
あ
る
一
見
の
客
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
。
加
え
て
、
こ
れ
ま
で
力
を
入
れ
て
こ
な
か
っ
た
初
詣
客
の
誘
致
活
動
の
た
め
に
御
師
を
説
得
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ

う
し
た
影
山
の
活
動
は
、
従
来
御
師
の
み
で
検
討
し
て
い
た
神
社
運
営
の
方
針
に
関
し
て
、
御
師
以
外
の
担
い
手
が
関
与
し
た
と
い
う
点

で
も
特
筆
さ
れ
る
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ブ
ル
ー
観
光
と
御
岳
登
山
鉄
道
は
共
に
外
部
の
企
業
で
あ
る
が
、
武
州
御
嶽
山
の
運

営
、
管
理
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
双
方
武
州
御
嶽
山
の
運
営
に
携
わ
る
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
　

八
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
昭
和
戦
後
期
の
武
州
御
嶽
山
を
取
り
巻
く
担
い
手
と
参
詣
者
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
最
後
に
、
冒
頭
で
言
及

し
た
、聖
地
や
霊
場
が
ど
の
よ
う
な
参
詣
者
を
受
け
入
れ
な
が
ら
存
続
し
て
き
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
応
答
し
て
論
を
閉
じ
た
い
。



82

　

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
武
蔵
御
嶽
神
社
や
各
宿
坊
に
お
い
て
、
重
要
な
経
済
基
盤
で
あ
る
講
の
利
用

が
減
少
し
て
い
た
。
一
方
で
同
年
代
か
ら
、
武
州
御
嶽
山
の
各
宿
坊
で
は
、
林
間
学
校
と
教
員
研
修
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
加
え
て
こ
の

時
期
は
、
御
岳
登
山
鉄
道
職
員
の
影
山
の
広
報
活
動
に
よ
っ
て
、
観
光
目
的
で
訪
れ
る
一
見
の
客
が
増
加
し
て
い
た
こ
と
も
特
徴
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
昭
和
戦
後
期
の
武
州
御
嶽
山
は
、
全
体
的
に
は
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
講
に
代
わ
っ
て
、
学
校
関
連
の
固

定
客
と
観
光
目
的
の
一
見
の
客
に
よ
っ
て
、
神
社
や
宿
坊
の
運
営
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
昭
和
戦
後
期
の

武
州
御
嶽
山
は
、
師
檀
関
係
と
い
う
固
定
的
な
関
係
性
に
加
え
て
、
観
光
会
社
や
鉄
道
会
社
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
流
動
的
な
関
係
性

の
二
つ
の
関
係
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
存
続
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
昭
和
四
〇
～
五
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
講
員
全
員
で
代
参
す
る
総
参
り
を
行
う
講
や
、
講
碑
を
建
立
す
る
講
な
ど
、
盛
大
に
活

動
す
る
講
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
活
発
に
活
動
す
る
講
の
存
在
と
、
講
の
宿
坊
利
用
の
減
少
と
い
う
、
一
見
矛
盾
す
る
傾
向
を
ど
の

よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
、
別
の
機
会
で
考
察
し
た
い
。
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族
の
役
割
―
武
州
御
嶽
山
を
事
例
と
し
て
―
」『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構�
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日
本
文
化
研
究
所
年
報
』
一
一
号
、
七
〇
―
八
七
頁
。

　

東
京
都
環
境
局
自
然
環
境
部
二
〇
一
一
『
御
岳
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
周
辺
環
境
基
礎
調
査
報
告
書
』
自
然
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
。

　

東
京
都
教
育
委
員
会
一
九
八
六
『
青
梅
市
御
岳
神
社
集
落
文
化
財
調
査
報
告
』
東
京
都
教
育
委
員
会
。

　
「
秩
父
多
摩
国
立
公
園
」
指
定
祝
賀
大
多
摩
協
賛
会
一
九
五
〇
『
観
光
の
大
多
摩
』
社
団
法
人
大
多
摩
観
光
協
会
。

　

對
馬�

路
人
二
〇
一
二
「
鉄
道
と
霊
場
―
宗
教
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
関
西
私
鉄
―
」
山
中
弘
編
『
宗
教
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
―
聖
な

る
も
の
の
変
容
と
持
続
―
』
世
界
思
想
社
、
三
二
―
五
七
。

　

時
枝�

努
一
九
八
六
「
御
岳
御
師
集
落
の
石
造
物
」『
青
梅
市
御
岳
神
社
集
落
文
化
財
調
査
報
告
』
東
京
都
教
育
委
員
会
、
一
〇
四
―

一
一
五
頁
。

　

西
海
賢
二
一
九
八
三
『
武
州
御
嶽
山
信
仰
史
の
研
究
』
名
著
出
版
。

―
―
―
―
二
〇
一
四
「
武
州
御
嶽
山
」『
日
本
の
霊
山
読
み
解
き
事
典
』
柏
書
房
、
一
五
八
―
一
六
三
頁
。

　

馬
場
慶
一
二
〇
一
八
「
序
文
」『
武
州
御
嶽
山
の
史
的
研
究
』
岩
田
書
院
、
一
―
二
頁
。

　

平
山
昇
二
〇
一
二
『
鉄
道
が
変
え
た
社
寺
参
詣
―
初
詣
は
鉄
道
と
と
も
に
生
ま
れ
育
っ
た
―
』
交
通
新
聞
社
。

―
―�

―
―
二
〇
二
〇
「
近
代
日
本
の
鉄
道
と
社
寺
参
詣
」『
現
代
宗
教
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
』
弘
文
堂
、
一
二
九
―

一
四
八
頁
。

　

宮
崎
ふ
み
子
二
〇
〇
三
「
富
士
山
に
お
け
る
女
人
禁
制
と
そ
の
終
焉
」『
環
』
一
二
号
、
二
七
一
―
二
八
三
頁
。
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註

　
（
（�
）
例
え
ば
、
富
士
山
へ
の
参
詣
・
登
山
口
と
し
て
栄
え
て
い
た
須
走
村
の
御
師
が
参
詣
者
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い

た
か
を
問
う
青
柳
周
一
の
研
究
や
、
参
詣
者
誘
致
の
た
め
、
富
士
山
の
女
人
禁
制
を
段
階
的
に
廃
止
す
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
た
、

吉
田
村
の
御
師
の
動
向
に
注
目
し
た
宮
崎
ふ
み
子
の
研
究
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
［
青
柳
二
〇
〇
二
］［
宮
崎
二
〇
〇
三
］。

　
（
（�
）「
鉄
道
網
の
発
達
に
よ
る
武
州
御
嶽
山
の
変
容
―
大
正
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
注
目
し
て
―
」
長
谷
部
八
朗
編
著
『「
講
」
研
究

の
可
能
性
Ⅴ
』
慶
友
社
、
近
日
発
行
予
定
。

　
（
（�
）
な
お
、
本
稿
は
、「
宗
教
と
社
会
」
学
会
第
三
〇
回
学
術
大
会
（
二
〇
二
二
年
六
月
）
で
発
表
し
た
「
宗
教
集
団
の
生
存
戦
略
と

し
て
の
観
光
化
―
武
州
御
嶽
山
を
事
例
に
―
」
お
よ
び
、
第
四
二
回
日
本
山
岳
修
験
学
会
飯
田
学
術
大
会
（
二
〇
二
二
年
一
〇
月
）

で
発
表
し
た
「
昭
和
戦
後
期
の
武
州
御
嶽
山
―
生
存
戦
略
と
し
て
の
観
光
化
―
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
（
（�
）
話
者
A
（
一
九
五
五
年
生
）
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
五
年
二
月
二
六
日
）
よ
り
。

　
（
（�
）
書
名
に
も
入
っ
て
い
る
「
大
多
摩
」
と
は
、
多
摩
川
及
秋
川
の
流
域
を
含
む
全
西
多
摩
郡
に
大
菩
薩
峠
、
柳
沢
峠
以
東
の

山
梨
県
小
菅
村
・
丹
沢
山
村
の
全
部
と
神
金
村
の
一
部
を
指
し
て
い
る
［「
秩
父
多
摩
国
立
公
園
」
指
定
祝
賀
大
多
摩
協
賛
会

一
九
五
〇
：
一
］。

　
（
（
）
山
楽
荘
は
現
在
も
宿
坊
と
し
て
現
存
し
て
い
る
。

　
（
（
）
註
（
参
照
。

　
（
8�
）
影
山
は
、
同
時
期
に
は
と
バ
ス
の
路
線
の
誘
致
活
動
を
行
っ
て
い
る
［
影
山
一
九
七
九
：
一
五
八
］。
影
山
は
、
は
と
バ
ス
の�

本
社
へ
足
を
運
び
、「
路
線
の
設
定
や
同
業
者
へ
の
了
解
を
求
め
た
り
、駐
車
場
の
確
保
、運
賃
問
題
な
ど
、具
体
的
な
交
渉
を
重
ね
、
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さ
ら
に
東
京
陸
運
局
へ
旅
客
運
賃
の
割
引
申
請
、
連
絡
運
輸
の
許
可
を
求
め
る
手
続
き
等
」
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
四
七

（
一
九
七
二
）
年
七
月
二
三
日
か
ら
毎
休
日
奥
多
摩
バ
レ
ー
ラ
イ
ン
コ
ー
ス
と
し
て
、
は
と
バ
ス
の
奥
多
摩
・
御
岳
山
の
運
行
が
開

始
し
た
［
同
：
一
五
九
］。
そ
し
て
、は
と
バ
ス
の
奥
多
摩
・
御
岳
山
の
コ
ー
ス
が
好
評
だ
っ
た
た
め
、翌
年
の
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）

年
三
月
に
は
、
御
岳
・
奥
多
摩
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ー
ス
と
し
て
定
期
路
線
許
可
を
受
け
た
。

　
（
9�
）
武
州
御
嶽
山
の
林
間
学
校
の
誘
致
に
つ
い
て
は
、［
髙
田
二
〇
一
八
］
で
も
論
じ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
上
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
（
（0
）
朝
日
新
聞　

昭
和
三
五
（
一
九
六
〇
）
年
七
月
二
一
日　

朝
刊
「
奥
多
摩
御
岳
山
の
林
間
学
校
へ
都
内
か
ら
第
一
陣
」。

　
（
（（
）
話
者
C
（
一
九
四
五
年
生
）
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
八
年
三
月
一
三
日
）�

よ
り
。

　
（
（（
）
毎
日
新
聞　

昭
和
四
四
年
九
月
四
日　

都
内
総
合
版　

二
〇
頁
「
御
岳
山
の
林
間
学
校
が
開
山
以
来
の
ブ
ー
ム
」。

　
（
（（�
）『
教
育
じ
ほ
う
』
一
五
五
号
、
一
五
六
号
、
一
六
六
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
御
岳
研
究
合
宿
の
記
事
を
も
と
に
し
て
、
二
泊
三
日

の
研
究
合
宿
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
ま
と
め
た
。

　
（
（（
）
話
者
D
（
一
九
五
一
年
生
）
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
（
二
〇
一
八
年
六
月
一
四
日
）
よ
り
。
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『
古
事
記
』
注
釈

「
古
事
記
学
」
研
究
会　

編　

　

凡
　
例

一
、
本
注
釈
は
、
校
訂
本
文
・
校
異
・
訓
読
文
・
現
代
語
訳
・
語
釈
・
補
注
解
説
よ
り
な
る
。

一�

、
校
訂
本
文
は
、
真
福
寺
本
を
底
本
と
し
、
諸
本
と
の
校
合
を
行
っ
た
。
諸
本
と
の
異
同
が
あ
る
場
合
で
も
、
底
本
の
ま
ま
で
理
解
出

来
る
場
合
に
は
、
底
本
を
尊
重
し
、
特
に
諸
本
の
異
同
は
記
さ
な
い
。
但
し
、
解
釈
の
相
違
等
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
※
を
付
し
て
諸

本
の
異
同
を
記
し
た
。

一�

、
訓
読
文
は
、
諸
注
釈
の
訓
読
を
参
考
と
し
つ
つ
、
校
訂
本
文
に
従
っ
て
作
成
し
た
。
訓
読
の
相
違
に
よ
っ
て
解
釈
が
大
き
く
分
か
れ

る
よ
う
な
場
合
に
は
、
注
釈
に
お
い
て
説
明
を
行
っ
た
。

一�

、
現
代
語
訳
は
、
訓
読
文
を
も
と
に
し
て
作
成
し
た
。
解
釈
が
定
ま
っ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
訳
さ
ず
に
本
文
の
言
葉
を
そ
の

ま
ま
用
い
た
場
合
と
、
本
注
釈
が
考
察
し
た
意
味
を
当
て
は
め
て
訳
し
た
場
合
と
が
あ
る
。

一�

、
語
釈
に
つ
い
て
は
、
逐
一
語
句
の
説
明
を
細
か
く
行
う
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
訓
読
や
解
釈
に
ゆ
れ
が
あ
り
、
定
説
が
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
簡
略
に
で
は
あ
る
が
出
来
る
だ
け
諸
説
を
あ
げ
る
よ
う
に
努
め
た
。
ま
た
、
語
釈
の
中
で
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
に

つ
い
て
は
基
本
的
に
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
を
用
い
、
そ
れ
以
外
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
る
場
合
は
出
来
る
限
り
そ
の
都
度

出
典
を
明
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

一�

、
補
注
解
説
で
は
、
比
較
神
話
学
・
考
古
学
・
歴
史
学
・
神
道
学
・
国
学
等
様
々
な
専
門
分
野
の
立
場
か
ら
解
説
を
加
え
る
こ
と
を
企
図�
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し
て
い
る
。
加
え
て
、�

語
釈
の
項
に
記
し
た
以
上
に
文
脈
理
解
や
研
究
史
の
把
握
等
に
お
い
て
分
量
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
、

補
注
解
説
に
加
え
た
。

一�
、
参
照
し
た
諸
本
・
テ
キ
ス
ト
・
注
釈
書
類
の
情
報
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
學
』
一
号
～
七
号
に
掲
載
の
「
古
事
記
注
釈
」
の
凡
例
を

参
照
願
い
た
い
。

※�

注
釈
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
大
学
院
の
演
習
授
業
（
指
導
教
員
、
谷
口
雅
博
）
に
お
け
る
調
査
・
発
表
・
議
論
の
内
容
を
参
照
し
て
い
る
。

令
和
五
年
度
の
授
業
参
加
者
は
以
下
の
通
り
。
稲
見
知
華
・
孟
金
岳
（
博
士
前
期
課
程
）、
菅
健
一
郎
（
博
士
後
期
課
程
）、
小
野
寺
紗
英
・

藤
嶋
健
太
（
大
学
院
特
別
研
究
生
、本
学
兼
任
講
師
）、鶉
橋
辰
成
（
客
員
研
究
員
等
）、小
野
諒
巳
（
本
学
兼
任
講
師
、客
員
研
究
員
等
）。

※�

今
回
、
校
訂
本
文
・
校
異
・
訓
読
文
の
作
成
は
小
野
諒
巳
が
、
現
代
語
訳
・
語
釈
は
谷
口
雅
博
が
担
当
し
た
。
補
注
解
説
に
つ
い
て
は
、

各
項
目
末
に
執
筆
担
当
者
名
を
記
し
た
。

※
本
注
釈
は
研
究
開
発
推
進
機
構
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の
「
國
學
院
大
學
「
古
典
文
化
学
」
の
創
出
研
究
事
業
」
の
成
果
で
あ
る
。
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『
古
事
記
』
注
釈

　
（
三
十
七
）
葦
原
中
国
平
定
（
二
）

【
校
訂
本
文
】
底
本
＝
真
福
寺
本
（
450
行
～
460
行
）

是
以
、
髙
御
産
巣
日
神
・
天
照
大
御
神
、
亦
問
二
諸
神
等
一、「
所
レ
遣
二
葦
原
中
國
一
之
天
菩
比
神
、
久
不
二
復①

奏
一。
亦
使
二
何
神
一
之
吉②

」。
尒
、

思
金
神
答
白
、「
可
レ
遣
二
天③

津
國
玉
神
之
子
、
天
若
日
子
一
」。
故
尒
、
以
二
天
之
麻
迦
古
弓�

自
麻
下
三

字
以
音

・
天
之
波
掩�

此
二
字

以　

音�

矢
一
賜
二
天
若
日
子
一
而

遣
。
於
レ
是
、
天
若
日
子
降
二
到
其
國
一、
即
娶
二
大
國
主
神
之
女
下
照
比
賣
一、
亦
慮
レ
獲
二
其
國
一、
至
二
于
八
年
一
不
二
復④

奏
一。
故
尒
、
天
照

大
御
神
・
髙
御
産
巣
日
神
、
亦
問
二
諸
神
等
一、「
天
若
日
子
久
不
二
復
奏
一。
又
遣
二
曷
神
一
以
、
問
二
天
若
日
子
之
淹
留
所
由
一
」。
於
レ
是
諸

神
及
思
金
神
、
答
白
、「
可
レ
遣
二
雉
、
名
鳴
女
一
」
時
詔
之
、「
汝
行
問
二
天
若
日
子
一
状
者
、『
汝
所
三
以
使
二
葦
原
中
國
一
者
、
言
二
趣
和
其

國
之
荒
振
神
等
一
之
者
也
。
何
至
二
于
八
年
一
不
二
復
奏
一
』」。
故
尒
、
鳴
女
自
レ
天
降
到
、
居
二
天
若
日
子
之
門
湯
津
楓
上
一
而
、
言
委
曲
如
二

天
神
之
詔
命
一。

【
校
異
】

①
底
本
「
拇
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
復
」
に
改
め
る
。

②
底
本
「
告
」。
延
佳
本
・
記
伝
以
下
の
諸
注
釈
に
従
っ
て
「
吉
」
に
改
め
る
。

③
底
本
ナ
シ
。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
天
」
を
補
う
。
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④
底
本
「
護
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
復
」
に
改
め
る
。

【
訓
読
文
】

　

是こ
こ

を
以も

ち
て
、
高た

か
み
む
す
ひ
の
か
み

御
産
巣
日
神
・
天あ

ま

照て
ら
す

大お
ほ
み
か
み

御
神
、
ま
た
諸

も
ろ
も
ろ

の
神か

み

等た
ち

を
問
ひ
し
く
、「
葦
原
中
国
に
遣
は
せ
る
天あ

め
の
ほ
ひ
の
か
み

菩
比
神
、
久
し
く

復
か
へ
り
こ
と
ま
を

奏
さ
ず
。
ま
た
何い

づ

れ
の
神
を
使
は
さ
ば
吉よ

け
む
。」
と
と
ひ
き
。
尒し

か

く
し
て
、
思お

も
ひ

金か
ね
の

神か
み

答
へ
白ま

を

し
し
く
、「
天あ

ま
つ
く
に
た
ま
の
か
み

津
国
玉
神
の
子
、

天あ
め

若わ
か

日ひ

こ子
を
遣
は
す
べ
し
」
と
ま
を
し
き
。
故
尒
く
し
て
、
天あ

め

之の

麻ま

迦か

古こ

弓ゆ
み

・
天あ

め

之の

波は

は々

矢や

を
以も

ち
て
天
若
日
子
に
賜
ひ
て
遣
は
し
き
。

是こ
こ

に
、
天
若
日
子
其
の
国
に
降く

だ

り
到
る
、
即す

な
は

ち
大お

ほ
く
に
ぬ
し
の
か
み

国
主
神
の
女む

す
め

下し
た

照で
る

比ひ

め売
を
娶め

と

り
、
ま
た
其
の
国
を
獲え

む
と
慮お

も

ひ
て
、
八や

年と
せ

に
至
る

ま
で
復
奏
さ
ず
。
故
尒
く
し
て
、
天
照
大
御
神
・
高
御
産
巣
日
神
、
ま
た
諸
の
神
等
を
問
ひ
し
く
、「
天
若
日
子
久
し
く
復
奏
さ
ず
。
ま
た
、�

曷い
づ

れ
の
神
を
遣
は
し
て
か
、
天
若
日
子
の
淹ひ

さ

し
く
留と

ど
ま

る
所ゆ

ゑ由
を
問
は
む
」
と
と
ひ
き
。
是
に
諸
の
神
と
思
金
神
と
、
答
へ
て
白
さ
く

「
雉き
ぎ
し

、
名
は
鳴な
き

女め

を
遣
は
す
べ
し
」
と
ま
を
す
時
に
詔の

ら
し
し
く
、「
汝な
れ

行ゆ

き
て
天
若
日
子
に
問
は
む
状か
た
ち

は
、『
汝い
ま
し

を
葦
原
中
国
に
使
は

し
し
所ゆ

ゑ以
は
、
其
の
国
の
荒
ぶ
る
神か

み

等ど
も

を
言こ

と

趣む
け

和や
は

せ
と
ぞ
。
何な

に

と
か
も
八
年
に
至
る
ま
で
復
奏
さ
ぬ
。』
と
問
へ
」
と
の
ら
し
き
。
故
尒

く
し
て
、
鳴
女
天あ
め

よ
り
降く
だ

り
到
り
て
、
天
若
日
子
が
門か
ど

の
湯ゆ

つ津
楓か
つ
ら

の
上う
へ

に
居ゐ

て
、
言こ
と

の
委つ
ば
ひ
ら曲

け
き
こ
と
天あ
ま
つ
か
み神

の
詔み
こ
と
の
り命

の
如ご
と

し
。

【
現
代
語
訳
】

　

そ
う
い
う
次
第
で
、
高
御
産
巣
日
神
と
天
照
大
御
神
は
、
再
び
諸
々
の
神
た
ち
に
尋
ね
た
こ
と
に
は
、「
葦
原
中
国
に
派
遣
し
た
天
菩

比
神
は
長
い
こ
と
報
告
を
し
て
来
な
い
。
今
度
は
ど
の
神
を
派
遣
す
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
か
」
と
尋
ね
た
。
そ
こ
で
、
思
金
神
が
答
え
申

し
上
げ
た
こ
と
に
は
、「
天
津
国
玉
神
の
子
で
あ
る
天
若
日
子
を
派
遣
す
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
。
そ
う
し
て
、
天
の�
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ま
か
こ
弓
と
、
天
の
は
は
矢
を
天
若
日
子
に
授
け
て
派
遣
し
た
。
さ
て
、
天
若
日
子
は
葦
原
中
国
に
降
り
着
く
や
否
や
、
す
ぐ
に
大
国
主

神
の
娘
神
で
あ
る
下
照
比
売
を
妻
と
し
、
そ
う
し
て
葦
原
中
国
を
自
分
が
獲
よ
う
と
考
え
て
、
八
年
た
っ
て
も
高
天
原
に
報
告
を
し
な
い

ま
ま
で
居
た
。
そ
れ
で
、
天
照
大
御
神
と
高
御
産
巣
日
神
は
、
ま
た
改
め
て
諸
々
の
神
た
ち
を
集
め
て
尋
ね
た
こ
と
に
は
、「
天
若
日
子

は
長
い
間
、
全
く
何
も
報
告
を
し
て
来
な
い
。
今
度
は
ま
た
ど
の
神
を
派
遣
し
て
、
天
若
日
子
が
長
い
間
地
上
に
留
ま
っ
て
い
る
理
由
を

尋
ね
さ
せ
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
か
」
と
尋
ね
た
。
こ
こ
で
、
諸
々
の
神
た
ち
と
思
金
神
と
が
答
え
て
申
し
上
げ
た
こ
と
に
は
、「
雉
、
名
は

鳴
女
を
派
遣
す
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
時
に
、（
天
照
大
御
神
と
高
御
産
巣
日
神
と
が
）
仰
っ
た
こ
と
に
は
、「
お
前
が

地
上
に
行
っ
て
、
天
若
日
子
に
尋
ね
る
内
容
は
、『
あ
な
た
を
葦
原
中
国
に
派
遣
し
た
理
由
は
、
そ
の
国
の
荒
ぶ
る
神
ど
も
を
言
向
け
て

従
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
ぞ
。
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
（
派
遣
し
て
か
ら
）
八
年
に
も
な
る
の
に
、何
の
報
告
も
し
な
い
の
か
』
と
尋
ね
よ
」

と
仰
っ
た
。
そ
れ
で
、
鳴
女
は
、
天
か
ら
降
り
着
い
て
、
天
若
日
子
の
居
る
と
こ
ろ
の
門
に
あ
る
神
聖
な
カ
ツ
ラ
の
木
の
上
に
留
ま
り
、�

（
天
若
日
子
に
）
詳
し
く
伝
え
た
言
葉
は
、
天
神
が
命
じ
ら
れ
た
詔
の
内
容
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

【
語
釈
】

○
天
津
国
玉
神

　

天
津
国
は
天
上
界
の
国
土
。
従
っ
て
高
天
原
の
神
霊（
国
土
霊
）の�

意
を
持
つ
神
。
大
国
主
神
の
亦
名
に
「
宇
都
志
国
玉
神
」
が
あ

る
。『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
に
「
天
国
玉
の
子
天
稚
彦
」
が
「
顕

国
玉
の
女
子
下
照
姫
」
を
娶
る
と
あ
る
の
で
、
天
国
玉
と
顕
国

玉
と
が
対
と
な
る
神
で
あ
る
と
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し�

厳
密
に
は
「
天
」
と
対
に
な
る
の
は
「
国
」
で
あ
っ
て
、「
顕
」
で

は
な
い
の
で
、
天
国
と
顕
国
と
で
対
応
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と

に
は
問
題
が
あ
る
。
最
初
に
派
遣
さ
れ
る
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
天
照
大

御
神
の
二
番
目
の
男
子
に
相
当
し
、
三
番
目
に
派
遣
さ
れ
る
神
は

伊
耶
那
岐
命
が
火
神
カ
グ
ツ
チ
を
斬
っ
た
際
の
剣
・
血
・
石
か
ら�
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化
生
し
た
神
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
派
遣
神
と
し
て
選
ば
れ
る
所
以

が
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
天
若
日
子
の
派
遣
神
と
し
て
の

正
当
性
を
示
す
要
素
と
し
て
天
津
国
玉
神
の
子
と
い
う
位
置
づ
け

が
求
め
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

○
天
若
日
子

　

神
名
は
、
天
上
界
の
若
者
の
意
。
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
と
も
訓
ま

れ
る
が
、「
天
之
」
と
表
記
さ
れ
る
例
が
無
い
と
い
う
新
編
全
集

頭
注
の
説
に
従
っ
て
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
と
訓
む
。
神
や
命
な
ど
の

尊
称
が
付
か
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
神
が
結
果
的
に
反
逆
者

と
な
っ
て
死
を
賜
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
み
る
説
が
あ
る
。
オ
ホ

ゲ
ツ
ヒ
メ
や
カ
グ
ツ
チ
な
ど
殺
さ
れ
る
神
は
他
に
も
見
ら
れ
る

が
、「
死
」
と
表
現
さ
れ
る
の
は
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
他
に
は
天
石

屋
神
話
の
天
服
織
女
の
み
で
あ
る
。
そ
の
天
服
織
女
も
や
は
り
神
・

命
な
ど
の
尊
称
は
付
か
な
い
。
そ
こ
に
関
連
が
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
反
逆
者
で
あ
る
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、「
死
」
ぬ
存
在
で
あ

る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
（
注

釈
（
十
七
）「
天
の
石
屋
」
語
釈
参
照
）。

〇
天
之
麻
迦
古
弓
・
天
之
波
々
矢

　

下
文
に
、「
天
之
波
士
弓
」「
天
之
加
久
矢
」
と
あ
る
。
天
孫
降

臨
条
に
は
「
天
之
波
士
弓
」「
天
之
真
鹿
児
矢
」
が
み
え
る
。『
日

本
書
紀
』
九
段
正
文
に
「
天
鹿
児
弓
・
天
羽
羽
矢
」、一
書
一
に
「
天

鹿
児
弓
・
天
真
鹿
児
矢
」。「
鹿
児
」
は
鹿
等
の
獲
物
を
捕
る
弓
・

矢
の
意
と
さ
れ
る
が
、「
迦
古
」「
加
久
」
に
つ
い
て
は
「
光
輝
く
」

意
と
す
る
も
の
（
新
編
全
集
）
も
あ
る
。「
波
々
」
は
、
宣
長
等
は�

「
羽
張
矢
」
の
意
と
す
る
が
、『
古
語
拾
遺
』
に
「
古
語
に
、
大
蛇

を
羽
々
と
謂
ふ
」
と
あ
る
の
を
参
考
に
、
大
蛇
の
意
と
と
る
も
の

も
あ
る
（
新
編
全
集
『
日
本
書
紀
』）。【
補
注
解
説
一
】
参
照
。

○
其
の
国

　

葦
原
中
国
。
後
に
建
御
雷
神
と
天
鳥
船
は
出
雲
国
の
伊
耶
佐
の

小
浜
に
降
臨
し
、
以
後
、
葦
原
中
国
平
定
神
話
は
出
雲
を
舞
台
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
天
菩
比
神
と
天
若
日
子

派
遣
の
場
面
ま
で
は
葦
原
中
国
と
あ
る
の
み
で
、
具
体
的
な
場
所

は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
天
若
日
子
派
遣
の
話
ま
で
は
、

舞
台
を
出
雲
に
限
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
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○
下
照
比
売

　

大
国
主
神
の
系
譜
条
に
は
、
大
国
主
神
と
多
紀
理
毗
売
命
と
の

間
に
生
ま
れ
た
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
の
妹
高
比
売
命
の
亦
名
と
し

て
「
下
光
比
売
命
」
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
女
神
に
該
当

す
る
（
注
釈
（
三
十
三
）
参
照
）。

○
娶

　

初
出
は
須
賀
の
宮
②
（
注
釈
（
二
十
四
）
参
照
）。
婚
姻
を
表
す

語
の
う
ち
、「
娶
」
は
主
と
し
て
系
譜
記
述
に
用
い
ら
れ
る
。
男

系
系
譜
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
天
皇
系
譜
に
お

い
て
用
い
ら
れ
る
が
、
須
佐
之
男
命
か
ら
始
ま
る
出
雲
系
の
系
譜

に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
吉
井
巌
の
指
摘
に
よ
り
、『
古
事

記
』
に
お
い
て
は
二
箇
所
の
み
物
語
叙
述
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い

る
点
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
が
そ
の
一
箇
所
に
あ
た
る
。

も
う
一
箇
所
は
中
巻
・
神
武
記
で
、
神
武
天
皇
皇
子
の
タ
ギ
シ
ミ

ミ
が
、
神
武
崩
御
後
に
、
継
母
に
あ
た
る
神
武
皇
后
イ
ス
ケ
ヨ
リ

ヒ
メ
と
結
婚
す
る
記
述
の
箇
所
で
あ
る
。
帝
紀
・
旧
辞
と
い
っ
た

原
資
料
の
問
題
と
し
て
見
る
こ
と
も
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
が
、�

作
品
内
部
の
問
題
と
し
て
見
た
場
合
、こ
の
二
つ
の
婚
姻
が
正
式
に
、

公
的
に
認
め
ら
れ
た
婚
姻
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
見
る
こ

と
も
で
き
る
。

○
雉
、
名
は
鳴
女

　
『
日
本
書
紀
』
に
「
無
名
雉
」
と
あ
り
、宣
長
は
「
無
」
は
「
鳴
」

の
借
字
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
も
「
鳴
名
雉
」
で
「
ナ
ナ
キ
」
で

あ
る
と
す
る
が
、
一
方
で
「
名
無
女
」
の
意
と
す
る
の
も
悪
く
は

な
い
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
ナ
ナ
キ
」
が
こ
の
鳥
の
呼

び
名
で
あ
る
と
し
て
、後
文
に
た
だ
「
鳴
女
」
と
あ
る
箇
所
も
「
ナ

ナ
キ
メ
」
と
訓
ん
で
い
る
。「
雉
は
使
者
と
し
て
よ
く
登
場
す
る
鳥
」

（
新
編
全
集
『
日
本
書
紀
』）
と
言
わ
れ
る
が
、「
雉
」
と
い
う
漢

字
が
「
矢
」＋「
隹
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
矢
で
射
ら
れ
る
使
者

と
し
て
選
ば
れ
た
と
す
る
説
が
あ
る
（
松
田
浩
「
雉
は
な
ぜ
射
ら

れ
た
か
―
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
神
話
の
想
像
力
と
言
語
遊
戯
と
―
」『
古

代
文
学
』
48
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）。
下
文
の
天
若
日
子
の
葬

儀
の
場
面
に
は
「
雉
を
哭
女
と
為
」
と
見
え
、「
鳴
」「
哭
」
の
相

違
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
ナ
ク
」
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
。
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○
湯
津
楓

　

湯
津
は
「
神
聖
な
」
の
意
。
火
神
被
殺
段
に
「
湯
津
石
村
」（
注

釈（
八
）参
照
）、黄
泉
国
段
に
「
湯
津
々
間
櫛
」（
注
釈（
九
）参
照
）、

の
他
、「
由
都
麻
都
婆
岐
」（
記
57
歌
・
100
歌
）
な
ど
が
見
え
る
。

楓
は
、
火
遠
理
命
の
海
神
宮
訪
問
段
に
は
「
湯
津
香
木
」
と
あ
り
、

「
訓
香
木
云
加
都
良
。
木
。」
と
あ
る
の
と
同
じ
も
の
と
み
ら
れ
る

こ
と
、『
日
本
書
紀
』
の
該
当
箇
所
（
九
段
正
文
。
九
段
一
書
一

に
は
「
湯
津
杜
樹
」
と
あ
る
）
に
「
湯
津
杜
木
」
と
み
え
、「
杜
木
、

此
に
は
可
豆
邏
と
云
ふ
。」
と
の
訓
注
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
カ

ツ
ラ
と
訓
ま
れ
て
い
る
。

○
言
の
委
曲
け
き
こ
と

　
「
委
曲
」
の
訓
に
つ
い
て
は
、「
マ
ツ
ブ
サ
ニ
」（
記
伝
）（
全
註
釈
）

（
西
郷
注
釈
）「
ツ
バ
ラ
カ
ニ
」（
修
訂
）（
新
版
）
な
ど
の
訓
が
あ

る
。『
万
葉
集
』
巻
一・一
七
「
委
曲
毛
」（
ツ
バ
ラ
ニ
モ
）、
巻
九
・

一
七
五
三
「
委
曲
尓
」（
ツ
バ
ラ
カ
ニ
）
等
の
例
が
あ
る
。
し
か
し

『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
五
縁
「
委
曲
」
の
訓
注
に
「
ツ
波
比
良
計
苦
」

と
い
う
確
例
が
見
え
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
こ
で
は
新
編
全
集
・
新

校
に
従
っ
て
「
ツ
バ
ヒ
ラ
ケ
キ
」
と
訓
ん
だ
。
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（
三
十
八
）
葦
原
中
国
平
定
（
三
）

【
校
訂
本
文
】
底
本
＝
真
福
寺
本
（
460
行
～
469
行
）

尒
天
佐
具①

賣
此
三
字

以　

音

、
聞
二
此
鳥
言
一
而
語
二
天
若
日
子
一
言
、「
此
鳥
者
、
其
鳴
音
甚
悪
。
故
、
可②
二
射
殺③
一
」
云
進
、
即
天
若
日
子
、
持
二
天

神
所
レ
賜
天
之
波
士
弓
・
天
之
加
久
矢
一、
射
二
殺
其
雉
一。
尒
其
矢
自④
二
雉
胸
一
通
而
、
逆
射
上
、
逮
下
坐
二
天
安
河
之
河
原
一
天
照
大
御
神
・

髙
木
神
之
御
所
上。
是
髙
木
神
者
、
髙
御
産
巣
日
神
之
別
名
。
故
、
髙
木
神
、
取
二
其
矢
一
見
者
、
血
、
着
二
其
矢
羽
一。
於
レ
是
髙
木
神
告
之
、

「
此
矢
者
所
レ
賜
二
天
若
日
子
一
之
矢
」、
即
示
二
諸
神
等
一
詔
者
、「
或
天
若
日
子
、
不
レ
誤
レ
命
、
為
レ
射
二
悪⑥

神
一
之
矢
之
至
者
、
不
レ
中
二
天

若⑦

日
子
一。
或
有
二
耶
心
一
者
、
天
若
日
子
、
於
二
此
矢
一
麻
賀⑧

礼
此
三
字

以　

音

」
云
而
、
取
二
其
矢
一、
自
二
其
矢
穴
一
衝
返
下
者
、
中
下
天
若
日
子
寝
二

朝
床
一
之
髙
胸
坂
上
以
死
。

此
還
矢

之
本
也�

亦
其
雉
不
レ
還⑨

。
故
、
於
レ
今
諺
曰
二
雉
之
頓
使
一
本
、
是
也
。

【
校
異
】

①
底
本
「
貝
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
具
」
に
改
め
る
。

②
底
本
「
身
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
可
」
に
改
め
る
。

③
底
本
ナ
シ
。�

道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
殺
」
を
補
う
。

④
底
本
「
白
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
自
」
に
改
め
る
。

⑤
底
本
「
女
阿
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
安
河
」
に
改
め
る
。

⑥
底
本
「
思
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
悪
」
に
改
め
る
。

⑤
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⑦�

底
本
「
君
（
右
傍
「
若
欤
」）」。
真
傍
書
及
び
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
若
」
に
改
め
る
。

⑧
底
本
「
買
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
賀
」
に
改
め
る
。

⑨
底
本
「
遂
」。
道
祥
本
以
下
に
従
っ
て
「
還
」
に
改
め
る
。

【
訓
読
文
】

　

尒し
か

く
し
て
天あ

め
の
さ
ぐ
め

佐
具
売
、
此こ

の
鳥
の
言こ

と

を
聞
き
て
天あ

め

若わ
か

日ひ

こ子
に
語か

た

り
て
言い

ひ
し
く
、「
此こ

の
鳥
は
、
其そ

の
鳴
く
音お

と

甚い
と

悪あ

し
。
故か

れ

、
射い

殺こ
ろ

す�

べ
し
」
と
云い

ひ
進す

す

む
る
に
、
即す

な
は

ち
天
若
日
子
、天あ

ま

つ
神か

み

の
賜
へ
る
天あ

め

之の

は

じ
波
士
弓ゆ

み・
天あ

め

之の

か

く
加
久
矢や

を
持も

ち
、其
の
雉き

ぎ
し

を
射い

殺こ
ろ

し
き
。
尒し

か

く
し
て
、

其
の
矢
雉
の
胸
よ
り
通
り
て
、
逆
さ
か
し
ま

に
射い

あ上
が
り
、天あ
め
の
や
す
の
か
は

安
河
の
河
原
に
坐い
ま

す
天あ
ま

照て
ら
す

大お
ほ
み
か
み

御
神
・
高た
か
き
の木

神か
み

の
御み
も
と所

に
逮い
た

り
き
。是こ

の
高
木
神
は
、

高た
か
み
む
す
ひ
の
か
み

御
産
巣
日
神
の
別こ

と

名な

ぞ
。
故
、
高
木
神
、
其
の
矢
を
取
り
て
見
れ
ば
、
血
、
其
の
矢
の
羽
に
着
け
り
。
是こ

こ

に
高
木
神
、
告の

ら
し
し
く
、

「
此
の
矢
は
天
若
日
子
に
賜
へ
る
矢
ぞ
」
と
の
ら
し
て
、
即
ち
諸
も
ろ
も
ろ

の
神か
み

等た
ち

に
示し
め

し
て
詔の

ら
し
し
く
、「
も
し
天
若
日
子
、
命み
こ
と

を
誤あ
や
ま

た
ず
、

悪あ

し
き
神
を
射
む
と
せ
し
矢
の
至い

た

り
し
に
あ
ら
ば
、天
若
日
子
に
中あ

た

ら
ず
あ
れ
。
も
し
耶き

た
な

き
心
あ
ら
ば
、天
若
日
子
、此
の
矢
に
ま
が
れ
」

と
云
ひ
て
、其
の
矢
を
取
り
て
其
の
矢
の
穴
よ
り
衝つ

き
返か
へ

し
下く
だ

し
し
か
ば
、天
若
日
子
が
朝あ
さ

床と
こ

に
寝い
ね

た
る
高た
か
む
な
さ
か

胸
坂
に
中
り
て
死
に
き
。
此こ
れ
、

還
か
へ
り

矢や
の
本も
と

な
り
。
ま
た
其
の
雉
還か
へ

ら
ず
。
故
、
今
に
諺
こ
と
わ
ざ

に
雉
の
頓ひ
た
つ
か
ひ使

と
曰い

ふ
本も
と

、
是こ

れ
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

　

そ
う
し
て
、
天
の
サ
グ
メ
が
、
こ
の
鳥
の
発
声
す
る
の
を
聞
い
て
、
天
若
日
子
に
説
明
し
て
言
っ
た
こ
と
に
は
、「
こ
の
鳥
は
、
そ
の

鳴
く
声
が
と
て
も
悪
い
。
だ
か
ら
、
射
殺
し
た
方
が
良
い
」
と
進
言
し
た
と
こ
ろ
、
天
若
日
子
は
、
天
神
か
ら
賜
っ
た
天
の
ハ
ジ
弓
と
、
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天
の
カ
ク
矢
を
持
っ
て
、
そ
の
雉
を
射
殺
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
矢
は
雉
の
胸
を
通
っ
て
、
逆
向
き
に
射
上
げ
て
、
天
の
安
の
河
の
河
原

に
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
天
照
大
御
神
と
高
木
神
の
御
も
と
に
至
り
着
い
た
。
高
木
神
と
い
う
の
は
、
高
御
産
巣
日
神
の
別
名
で
あ
る
ぞ
。
そ

こ
で
、
高
木
神
が
そ
の
矢
を
取
っ
て
御
覧
に
な
る
と
、
血
が
そ
の
矢
の
羽
に
着
い
て
い
た
。
そ
れ
を
見
て
高
木
神
が
仰
っ
た
こ
と
に
は
、

「
こ
の
矢
は
、
天
若
日
子
に
与
え
た
矢
で
あ
る
ぞ
」
と
仰
っ
て
、
周
り
の
神
々
に
そ
の
矢
を
示
し
て
仰
る
こ
と
に
は
、「
も
し
天
若
日
子
が

お
言
葉
を
誤
ら
ず
に
、
悪
い
神
を
射
た
矢
が
天
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
矢
は
天
若
日
子
に
当
た
ら
ず
に
あ
れ
よ
。
も
し
反

逆
の
心
を
も
っ
て
射
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
天
若
日
子
は
、
こ
の
矢
で
禍
を
受
け
よ
」
と
仰
っ
て
、
そ
の
矢
を
取
っ
て
、
そ
の
矢
が
通
っ

て
き
た
穴
か
ら
衝
き
返
し
射
下
ろ
し
た
と
こ
ろ
、
朝
床
で
寝
て
い
た
天
若
日
子
の
高
い
胸
坂
に
当
た
っ
て
死
ん
だ
。（
こ
れ
が
「
還
矢
」

の
も
と
で
あ
る
。）
ま
た
、
そ
の
雉
は
還
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
今
、
諺
に
「
雉
の
ヒ
タ
ツ
カ
イ
」
と
い
う
所
以
が
こ
れ
で
あ
る
ぞ
。

【
語
釈
】

○
天
佐
具
売

　
『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
に
「
天
探
女
」
と
あ
り
、「
此
に
は
阿

麻
能
左
愚
謎
と
云
ふ
」
と
の
訓
注
を
付
す
。
諸
注
で
「
サ
グ
」
は�

「
探
る
」
の
語
幹
と
さ
れ
る
。「
天
」
が
冠
さ
れ
る
の
は
、
天
若
日
子

に
従
っ
て
天
か
ら
降
り
て
き
た
か
ら
と
す
る
説
（
西
宮
集
成
）
も
あ

る
が
、『
日
本
書
紀
』
一
書
一
に
は
「
時
に
国
神
有
り
、
天
探
女
と

号
ふ
」
と
も
あ
る
。『
神
趾
名
所
小
橋
車
』（
一
七
八
九
年
）
所
引
の�

「
摂
津
国
風
土
記
逸
文
」
に
、「
難
波
高
津
者
、
天
稚
彦
天
降
臨
之
時
、�

属
天
稚
彦
而
降
臨
天
探
女
、
乗
磐
舟
而
至
于
此
」
と
見
え
る
が
、

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
で
は
天
若
日
子
降
臨
の
場
面
に
サ
グ
メ

の
記
載
が
無
い
の
で
、
天
か
ら
降
っ
て
き
た
と
判
断
す
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
し
か
し
『
万
葉
集
』
巻
三
・
二
九
二
に
「
ひ
さ
か
た

の
天
の
探
女
が
石
船
の
泊
て
し
高
津
は
あ
せ
に
け
る
か
も
」
と
歌

わ
れ
て
い
る
の
で
、
磐
船
に
乗
っ
た
サ
グ
メ
が
難
波
高
津
に
降
臨

し
た
と
い
う
伝
え
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
は
あ
る
。
こ
の�
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ア
メ
ノ
サ
グ
メ
は
後
世
の
ア
マ
ノ
ジ
ャ
ク
に
当
た
る
と
さ
れ
る
。

○
鳴
く
音
甚
悪
し

　

雉
の
名
を
「
鳴
女
」
と
す
る
こ
と
と
関
わ
る
か
。
後
文
の
天
若

日
子
の
葬
儀
の
場
面
に
は
「
雉
を
哭
女
と
し
」
と
あ
っ
て
「
哭
」

字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
葬
儀
の
際
の
役
割
と
関
係
し
て
い
る
と

見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
場
合
も
「
鳴
女
」
は
そ
の
鳴
き
声
が
問
題

と
な
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
雉
鳴
女
は
天
照
大

御
神
・
高
御
産
巣
日
神
の
「
詔
命
」
を
「
委
曲
」
に
伝
え
た
筈
な

の
だ
が
、
天
探
女
に
は
（
天
若
日
子
に
も
？
）
そ
れ
が
悪
し
き
鳴

き
声
と
し
か
聞
こ
え
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
は
聞
く
能
力
の
欠
如
に

よ
っ
て
、
死
を
招
く
と
い
う
展
開
と
し
て
読
む
こ
と
が
出
来
る
。

【
補
注
解
説
二
】
参
照
。

○
天
之
波
士
弓
・
天
之
加
久
矢

　

前
文
に「
天
之
麻
迦
古
弓
」「
天
之
波
々
矢
」と
あ
っ
た
。「
鹿
児
」

は
鹿
等
の
獲
物
を
捕
る
弓
・
矢
の
意
と
さ
れ
る
が
、「
迦
古
」「
加
久
」

に
つ
い
て
は
「
光
輝
く
」
意
と
す
る
も
の
（
新
編
全
集
）
も
あ
る
。

「
波
々
」
は
、宣
長
等
は
「
羽
張
矢
」
の
意
と
す
る
が
、『
古
語
拾
遺
』

に
「
古
語
に
、
大
蛇
を
羽
々
と
謂
ふ
」
と
あ
る
の
を
参
考
に
、
大

蛇
の
意
と
と
る
も
の
も
あ
る（
新
編
全
集『
日
本
書
紀
』）。「
は
じ
」

は
「
は
に
し
（
黄
櫨
）」
で
ハ
ン
ノ
キ
の
古
名
と
さ
れ
る
（
諸
注
）。

　

天
孫
降
臨
条
に
は
「
天
之
波
士
弓
」「
天
之
真
鹿
児
矢
」
が
み
え
、

天
忍
日
命
（
大
伴
連
等
之
祖
）・
天
津
久
米
命
（
久
米
直
等
之
祖
）

が
こ
れ
を
手
に
し
て
天
孫
の
御
前
に
仕
え
奉
る
様
が
記
さ
れ
て
い

る
。『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
に
「
天
鹿
児
弓
・
天
羽
羽
矢
」、
一

書
一
に
「
天
鹿
児
弓
・
天
真
鹿
児
矢
」。

○
高
木
神

　

神
名
の
釈
義
に
つ
い
て
、
記
伝
は
「
木
は
具
比
の
切
」
で
具

比
・
具
美
・
具
牟
と
通
う
辞
で
あ
り
、「
具
牟
は
凡
て
物
の
初
ま

り
芽
す
を
云
辞
」
で
あ
っ
て
「
芽
ぐ
む
、
涙
ぐ
む
」
の
ぐ
む
だ

と
説
く
。
こ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
万
物
の
生
成
に
関
わ
る
「
ム

ス
ヒ
」
神
と
共
通
す
る
意
を
持
つ
神
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

「
木
」
を
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
諸
注
で
は
概
ね

神
霊
の
依
り
代
と
な
る
樹
木
の
神
と
し
て
い
る
が
、
神
話
と
の
関

係
で
こ
れ
を
雷
神
と
み
る
説
（
神
田
典
城
「
高
木
神
と
タ
カ
ミ
ム
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ス
ヒ
」『
記
紀
風
土
記
論
考
』
新
典
社
、
二
〇
一
五
年
六
月
。
初

出
は
一
九
八
二
年
一
月
）
や
、
平
定
神
と
し
て
の
高
城
神
と
と
る

説
（
坂
本
勝
「
高
木
神
論
」『
古
代
文
学
』
25
号
、
一
九
八
六
年

三
月
）
も
あ
る
。
神
話
の
途
中
で
唐
突
に
神
名
が
変
わ
る
理
由
は

明
確
で
は
な
い
。
記
伝
は
、「
強
て
云
は
ば
」
と
し
て
、
元
資
料

が
こ
の
前
後
で
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
高
御
産
巣
日

神
を
太
陽
神
と
し
て
捉
え
る
西
宮
集
成
は
、
天
照
大
御
神
と
日
神

の
神
格
が
重
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
先

の
神
田
説
で
は
、
矢
を
射
返
す
の
は
落
雷
現
象
の
神
話
化
で
あ
り
、

天
か
ら
矢
を
射
る
の
は
雷
神
で
あ
る
高
木
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
。
ま
た
坂
本
説
で
は
反
逆
者
（
こ
こ
で
は
天
若
日
子
・

後
の
神
武
記
で
は
熊
野
の
荒
神
な
ど
）
に
対
応
す
る
神
で
あ
る
故

に
高
木
（
城
）
神
に
名
称
が
変
わ
る
と
説
く
。
古
事
記
で
は
こ
の

場
面
以
降
は
高
木
神
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
、
矢
を
射
る
行
為

の
み
で
変
換
に
理
由
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
坂
本
説
の

よ
う
に
神
武
記
に
も
共
通
の
理
由
が
あ
る
と
し
て
も
、
木
を
城
で

解
釈
す
る
点
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。『
古
事
記
』
に
多
く
用
い
ら

れ
る
「
亦
名
」
で
は
な
く
、
唯
一
「
別
名
」
が
用
い
ら
れ
る
所
以

も
含
め
て
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
高
御
産
巣
日

神
と
高
木
神
と
、
ど
ち
ら
が
よ
り
本
来
的
な
名
で
あ
る
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
が
高
皇
産
霊
尊
の
ま
ま
変
化
し

な
い
こ
と
と
、
カ
ム
ム
ス
ヒ
と
対
と
な
る
名
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、

タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
を
本
来
的
な
名
と
と
る
見
方
が
多
い
が
、
戸
谷
高

明
は
「
巨
木
に
対
す
る
信
仰
か
ら
生
ま
れ
た
『
高
木
神
』
が
造
化

神
と
し
て
昇
格
」
し
て
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
創
出
さ
れ
、『
日
本
書

紀
』
は
こ
の
名
で
統
一
し
た
の
に
対
し
て
、「『
高
木
神
』
と
い
う

名
称
を
と
ど
め
た
と
こ
ろ
に
柔
軟
性
を
も
っ
た
古
事
記
の
性
格
を

み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
」（「
ム
ス
ビ
二
神
に
關
す
る

考
察
」『
古
代
文
学
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
六
五
年
三
月
。
初

出
は
一
九
五
九
年
一
二
月
）
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
三
浦
佑
之
も
、

ム
ス
ヒ
神
の
元
は
神
産
巣
日
神
の
方
で
あ
り
、
神
産
巣
日
神
に
並

べ
る
べ
く
、
高
木
神
が
高
御
産
巣
日
神
へ
と
改
名
さ
れ
た
と
論
じ

て
い
る
（「
母
な
る
カ
ム
ム
ス
ヒ
」『
出
雲
神
話
論
』
二
〇
一
九
年

一
一
月
）。
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葦
原
中
国
平
定
か
ら
神
武
東
征
に
か
け
て
、
高
御
産
巣
日
神
は

天
照
大
御
神
と
並
称
さ
れ
る
中
で
唐
突
な
形
で
神
名
が
変
わ
る
わ

け
だ
が
、
や
は
り
そ
れ
は
天
照
大
御
神
と
の
関
係
性
を
抜
き
に
考

え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
、
こ
の
場
面
か
ら
高
御
産
巣
日
神

が
実
質
的
に
表
側
に
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
隠
身
」

の
神
か
ら
の
変
質
で
あ
る
と
す
る
金
井
清
一
の
見
解
も
参
考
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
（「
身
を
隠
し
た
ま
ふ
神
」『
古
事
記
編
纂
の
論
』

花
鳥
社
、
二
〇
二
二
年
一
二
月
、
初
出
は
一
九
八
五
年
九
月
）。

○
別
名

　
『
古
事
記
』
中
で
神
・
人
名
の
異
称
を
示
す
際
は
「
亦
名
」
が

用
い
ら
れ
る
の
が
通
例
。「
別
名
」
は
こ
の
箇
所
の
一
例
の
み
。

物
語
の
途
中
で
急
に
名
称
が
異
な
る
例
に
は
、
大
国
主
神
の
国
作

り
神
話
内
で
「
ア
シ
ハ
ラ
シ
コ
ヲ
」「
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
」
の
名
が
使

わ
れ
る
例
、
天
若
日
子
の
葬
儀
の
場
面
に
お
け
る
下
照
比
売
・
高

比
売
の
例
、
下
巻
允
恭
記
に
お
け
る
軽
大
郎
女
・
衣
通
郎
姫
の
例

な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
場
合
は
、
他
の
亦
名
提
示
の
場

合
と
同
様
に
、
系
譜
部
分
等
の
最
初
に
名
が
記
さ
れ
る
場
面
に
お

い
て
予
め
亦
名
は
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お

い
て
そ
の
名
を
呼
ぶ
者
の
立
場
や
呼
ば
れ
る
者
と
の
関
係
性
に

よ
っ
て
、
異
称
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
（
衣
通
郎
姫
の
場
合

は
歌
の
詠
み
手
と
な
る
場
面
で
あ
る
こ
と
が
関
係
し
て
い
そ
う
で

あ
る
）。
亦
名
は
、
異
な
る
神
格
・
人
格
、
異
な
る
神
話
・
物
語

を
持
つ
別
々
の
神
・
人
の
話
を
合
体
さ
せ
る
目
的
を
持
つ
と
説
か

れ
る
が
、「
亦
名
」
と
「
別
名
」
は
そ
う
し
た
神
話
・
説
話
の
形

成
過
程
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
疑
問
。

少
な
く
と
も
『
古
事
記
』
の
叙
述
の
上
で
の
問
題
と
し
て
、「
亦
名
」

と「
別
名
」で
何
か
相
違
が
あ
る
の
か
否
か
、検
討
の
余
地
が
あ
る
。

「
亦
名
」
と
異
な
る
面
が
あ
る
と
す
る
と
、
初
出
の
箇
所
に
於
い

て
異
称
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
突
然
の
名
称
変
更
の

場
面
に
お
い
て
、
そ
れ
が
「
別
名
」
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
景
行
記
の
小
碓
命
は
や
は
り
初
出
の
場

面
に
倭
建
命
の
名
を
「
亦
名
」
と
し
て
記
し
て
は
い
な
い
の
だ
が
、

倭
建
命
の
場
合
は
名
の
変
更
の
事
情
が
説
話
内
で
説
か
れ
て
い
る

と
い
う
点
に
お
い
て
、
高
木
神
の
場
合
と
は
異
な
る
。
い
ず
れ
に
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せ
よ
、
名
の
変
化
が
神
格
の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。

○
耶
心

　

現
行
テ
キ
ス
ト
で
は
こ
の
「
耶
心
」
を
多
く
「
邪
心
」
と
し
て

い
る
。
こ
れ
よ
り
以
前
、
須
佐
之
男
命
の
昇
天
の
場
面
に
も
「
耶

心
」
が
見
え
る
（
注
釈
（
十
五
）
参
照
）。「
耶
」
は
「
邪
」
の
俗

字
で
あ
り
、
字
義
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
の
だ
が
、
例
え
ば
西
宮

集
成
は
須
佐
之
男
命
の
昇
天
の
場
面
の
頭
注
に
、「
正
訓
字
は
「
邪
」

の
字
で
、ザ
の
仮
名
は
「
耶
」
で
別
」
と
し
、「
邪
」
に
改
め
て
い
る
。

確
か
に
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
ザ
は
「
耶
」
で
あ
る
し
、
中
巻

崇
神
記
、
下
巻
安
康
記
に
見
え
る
「
邪
心
」
は
「
邪
」
を
用
い
て

い
て
、
使
い
分
け
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
前
記
須
佐
之

男
命
昇
天
の
場
面
と
こ
の
場
面
と
で
と
も
に
「
耶
心
」
が
使
わ
れ

て
い
る
以
上
、
少
な
く
と
も
真
福
寺
本
の
上
巻
に
お
い
て
「
邪
」

と
「
耶
」
と
は
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
故
に
『
古

事
記
』
原
文
に
使
い
分
け
が
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
こ
と
は
た
め

ら
わ
れ
る
た
め
、「
耶
心
」
の
ま
ま
と
し
た
。

○
ま
が
れ
（
麻
賀
礼
）

　
「
中
ら
ず
あ
れ
」
に
対
応
す
る
言
葉
。「
禍
（
ま
が
）
あ
れ
」
で
、

災
い
あ
れ
の
意
。
伊
耶
那
岐
命
の
ミ
ソ
ギ
の
場
面
で
登
場
す
る
神

に
禍
津
日
神
が
い
た
が
、
禍
を
直
そ
う
と
し
て
出
現
し
た
の
が
直

日
神
で
あ
っ
た
。
即
ち
直
に
対
す
る
の
が
禍
で
あ
る
の
で
、
禍
は

曲
で
も
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
九
段
一
書
一
に
は
「
若
し
悪
心
を

以
ち
て
射
ば
、
天
稚
彦
必
当
ず
害
に
遭
は
む
」
と
あ
る
。

○
朝
床

　
「
朝
」
字
は
前
田
本
・
寛
永
版
本
で
は
「
胡
」
と
な
っ
て
お
り
、

延
佳
本
・
記
伝
も
「
胡
」
を
採
用
し
て
い
る
。
記
伝
以
降
、
標
注
・

評
釈
・
新
講
も
「
胡
」
と
す
る
他
、
西
郷
注
釈
も
「
胡
」
説
を

取
っ
て
「
胡
床
」
で
ア
グ
ラ
と
訓
ん
で
い
る
が
、『
古
事
記
』
中

で
は
ア
グ
ラ
は
「
呉
床
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
胡
」
説

は
取
れ
な
い
。『
古
事
記
』
中
の
ア
グ
ラ
は
応
神
記
に
「
詐
り
て

舎
人
を
以
て
王
と
為
て
、
露
に
呉
床
に
坐
せ
」「
弟
王
其
の
呉
床

に
坐
す
と
以
為
ひ
て
」
と
見
え
、
反
乱
者
で
あ
る
大
山
守
命
を
欺

す
た
め
に
、
皇
子
の
ウ
ヂ
ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
が
呉
床
に
座
っ
て�
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い
る
よ
う
に
見
せ
る
と
い
う
場
面
で
登
場
す
る
。
ま
た
、
雄
略
記

で
は
天
皇
の
吉
野
行
幸
の
場
面
に
「
大
御
呉
床
を
立
て
て
、
其
の

御
呉
床
に
坐
し
て
」
と
あ
っ
て
、
天
皇
が
座
る
場
所
と
し
て
記
さ

れ
る
。
応
神
記
の
話
は
応
神
天
皇
崩
御
後
の
こ
と
で
あ
り
、
ウ
ヂ

ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ
は
こ
の
時
点
で
は
次
期
天
皇
の
第
一
候
補
で
あ

る
。「
胡
床
」
で
ア
グ
ラ
と
訓
む
説
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
グ
ラ
の

性
質
と
関
わ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
で
天

稚
彦
が
射
ら
れ
た
際
の
場
面
描
写
が
、「
新
嘗
し
て
休
臥
せ
る
時

な
り
」
と
あ
る
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。
天
稚
彦
は
自
ら
が
地

上
世
界
の
主
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、「
新
嘗
し
て

休
臥
せ
る
」
と
い
う
表
現
は
当
に
天
稚
彦
が
新
た
に
王
と
な
ろ
う

と
す
る
た
め
の
儀
式
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
『
日
本

書
紀
』
の
描
写
に
対
応
さ
せ
る
な
ら
ば
、『
古
事
記
』
の
場
合
は

「
ア
グ
ラ
に
寝
た
る
」
と
取
る
方
が
適
切
だ
と
考
え
る
故
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
述
の
通
り
、『
古
事
記
』
の
他
の
箇
所
で
は
ア
グ
ラ

は
「
呉
床
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
と
、
写
本
の
状
況
か
ら
考
え
て
、

「
朝
床
」
の
方
を
妥
当
と
す
る
。
朝
寝
の
床
の
意
。『
万
葉
集
』
巻

十
九
・
四
一
五
〇
に
「
朝
床
に
聞
け
ば
遥
け
し
射
水
川
朝
漕
ぎ
し

つ
つ
唱
ふ
舟
人
」
と
あ
る
。

○
高
胸
坂

　
『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
に
「
胸
上
」、
一
書
一
に
「
高
胸
」
と

あ
り
、
訓
注
に
「
高
胸
、
此
に
は
多
歌
武
娜
娑
歌
と
云
ふ
」
と
記

す
。
こ
の
訓
注
に
よ
り
、
大
系
『
日
本
書
紀
』・
新
編
全
集
『
日

本
書
紀
』
は
「
胸
上
」「
高
胸
」
を
と
も
に
タ
カ
ム
ナ
サ
カ
と
訓

む
が
、記
伝
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
タ
カ
ム
ナ
サ
カ
の
訓
は
『
古

事
記
』
の
影
響
を
受
け
て
の
も
の
と
い
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
。「
高

胸
」
は
と
も
か
く
と
し
て
、「
胸
上
」
ま
で
も
タ
カ
ム
ナ
サ
カ
と

訓
む
の
は
疑
問
で
あ
る
。
高
胸
坂
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
記
伝
は

「
仰
に
臥
た
る
さ
ま
の
、
坂
如
て
高
き
を
云
名
な
り
」
と
し
、
朝

日
全
書
は
サ
カ
を
境
界
の
意
で
取
り
、「
お
そ
ら
く
腹
部
と
の
堺

で
あ
ろ
う
」
と
し
て
「
高
く
も
り
上
っ
た
胸
の
堺
の
部
分
」
を
指

す
と
す
る
。
ま
た
新
編
全
集
は
「
坂
」
は
「
先
」
の
意
の
サ
カ
を

表
す
借
字
と
し
て
「
高
い
胸
先
」
と
訳
し
て
い
る
。「
胸
」
に
「
高
」

と
冠
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、「
坂
」
は
傾
斜
を
意
味
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す
る
と
見
て
、
臥
し
て
い
る
胸
が
傾
斜
状
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

と
見
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

○
還
矢

　
『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
・
一
書
一
に
は
「
此
、世
人
の
所
謂
「
反

（
一
書
は
「
返
」）
矢
畏
る
べ
し
」
と
い
ふ
縁
な
り
」
と
あ
る
。
一

度
射
た
矢
が
再
び
自
分
の
方
へ
と
射
返
さ
れ
る
こ
と
で
、
全
注
は

「
射
た
矢
が
敵
に
中
ら
ず
、
逆
に
射
返
さ
れ
た
場
合
に
は
必
中
す

る
と
い
う
信
仰
か
ら
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
。
聖
書
や

中
東
地
域
に
見
ら
れ
る
「
ニ
ム
ロ
ッ
ド
の
矢
」
の
伝
説
と
の
類
似

が
、松
村
武
雄
『
日
本
神
話
の
研
究
』、金
関
丈
夫
『
木
馬
と
石
牛
』

を
は
じ
め
諸
注
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
天
上
の
神
に
向
か
っ
て
矢

を
射
た
ニ
ム
ロ
ッ
ド
で
あ
っ
た
が
、
神
に
よ
っ
て
矢
を
射
返
さ
れ
、

胸
板
を
射
貫
か
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。「
本
」
は
、
こ
の
神
話

が
「
還
矢
」
の
起
源
を
表
す
こ
と
で
あ
り
、
次
の
「
諺
」
と
も
関

連
す
る
。

○
諺

　
「
諺
」
に
つ
い
て
、
折
口
信
夫
は
、
神
授
の
詞
章
、
神
の
威
力

の
こ
も
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
偶
数
句
か
ら
な
る
等
と
説
き
（「
日

本
文
学
の
発
生
序
説
・
詞
章
の
伝
承
」
中
央
公
論
社
、
旧
全
集
七

巻
、初
出
は
一
九
四
七
年
）、高
崎
正
秀
は
、「
わ
ざ
言
」
の
逆
語
序
、

神
意
の
籠
っ
た
詞
、「
一
語
誤
た
ず
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
言
霊

の
発
動
が
見
ら
れ
、
尊
く
無
限
の
霊
威
を
発
揮
す
る
呪
言
」（「
枕

詞
の
発
生
―
そ
の
基
礎
論
―
」『
文
学
以
前
』
桜
楓
社
、
初
出
は

一
九
五
五
年
）
で
あ
る
と
説
く
。
ま
た
土
橋
寛
は
、
後
述
の
『
常

陸
国
風
土
記
』
の
例
等
も
踏
ま
え
た
上
で
、
神
話
・
伝
説
・
コ
ト

ワ
ザ
・
古
語
・
俗
語
の
総
称
で
あ
り
、
枕
詞
を
含
む
地
名
の
呼
び

方
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
（「
枕
詞
の
概
念
と
種
類
」『
古
代
歌
謡

論
』
三
一
書
房
、
一
九
六
〇
年
）
と
す
る
。
小
島
憲
之
は
「
口
頭

に
よ
る
表
現
の
修
辞
」「
文
学
的
律
語
的
に
凝
縮
さ
れ
た
こ
と
ば

の
技
術
」（「
古
代
に
於
け
る
修
辞
」『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
』

上
、
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
）
と
指
摘
す
る
。
折
口
・
高
崎
の
論

は
文
学
発
生
論
の
見
地
か
ら
「
諺
」
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
が
、

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
記
載
さ
れ
た
「
諺
」
を
「
神
授
の
詞

章
」と
言
え
る
か
否
か
、定
か
で
は
な
い
。
新
編
全
集『
日
本
書
紀
』
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の
頭
注
に
「
日
常
の
言
語
を
用
い
て
、
経
験
に
基
づ
く
実
際
的
な

知
識
を
短
句
の
中
に
盛
り
込
み
、
人
々
の
心
を
動
か
し
流
通
し
た

言
語
作
品
と
し
て
の
連
語
を
言
う
。
コ
ト
は
言
葉
、
ワ
ザ
は
隠
れ

た
意
味
の
こ
も
っ
て
い
る
行
為
の
意
」（
後
述
⑤
の
頭
注
）
と
す

る
の
が
穏
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。

　
『
古
事
記
』中
の「
諺
」に
は
、①
雉
之
頓
使（
神
代
記
・
当
該
例
）、

②
不
得
地
玉
作
（
垂
仁
記
・
沙
本
毘
古
と
沙
本
毘
売
）、
③
堅
石

避
醉
人
（
応
神
記
・
百
済
の
朝
貢
）、
④
海
人
乎
因
己
物
而
泣
（
応

神
記
・
宇
遅
能
和
紀
郎
子
の
死
）
の
四
例
が
あ
る
。
一
方
の
『
日

本
書
紀
』
に
は
、
⑤
天
之
神
庫
随
樹
梯
之
（
垂
仁
紀
八
十
七
年
二

月
）、
⑥
佐
麼
阿
摩
（
応
神
紀
三
年
十
一
月
）、
⑦
有
海
人
耶
因

己
物
以
泣
（
仁
徳
即
位
前
紀
）、
⑧
鳴
牡
鹿
矣
随
相
夢
（
仁
徳
紀

三
十
八
年
七
月
）
の
四
例
が
見
ら
れ
、
記
紀
で
対
応
し
て
い
る
の

は
④
と
⑦
の
み
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
他
に
「
諺
」
に
近

い
例
が
あ
り
、
神
代
紀
の
中
か
ら
取
り
上
げ
て
み
る
と
、
⑨
今
世

人
、
夜
忌
一
片
之
火
、
又
夜
忌
擲
櫛
、
此
其
縁
也
（
神
代
紀
上
五

段
一
書
六
）、
⑩
此
世
人
、
所
謂
反
（
返
）
矢
可
畏
之
縁
也
（
神

代
紀
下
九
段
正
文
・
一
書
一
）、
⑪
此
世
所
謂
雉
頓
使
之
縁
也
（
神

代
紀
下
九
段
一
書
六
）、
⑫
世
人
悪
以
生
誤
死
、
此
其
縁
也
（
神

代
紀
下
九
段
正
文
）、
⑬
世
人
悪
以
死
者
誤
己
、
此
其
縁
也
（
神

代
紀
下
九
段
一
書
一
）
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
中
の

⑪
は
『
古
事
記
』
当
該
の
①
に
該
当
す
る
が
、「
諺
」
と
さ
れ
て

い
な
い
の
は
、
小
島
憲
之
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
律
語
的
」
と
い
う

範
疇
に
含
ま
れ
な
い
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
他
の
⑨
⑩
⑫
⑬
は
確

か
に
散
文
的
で
は
あ
る
。
但
し
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
判
断
・

選
択
で
あ
っ
て
、「
諺
」
全
体
に
言
え
る
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で

あ
る
。
例
え
ば
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
は
「
風
俗
諺
」「
俗
諺
」

と
記
さ
れ
る
も
の
が
以
下
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

　
　

⑭
風
俗
諺
云
、
筑
波
岳
黒
雲
挂
、
衣
袖
漬
国
、
是
矣
（
総
記
）

　
　

⑮�

俗
諺
云
、
筑
波
峰
之
会
、
不
得
娉
財
者
、
児
女
不
為
矣
（
筑

波
郡
）

　
　

⑯
風
俗
諺
云
、葦
原
鹿
、其
味
若
爛
、喫
異
山
宍
矣
（
信
太
郡
）

　
　

⑰
風
俗
諺
云
、
白
遠
新
治
之
国
（
新
治
郡
・
分
注
）

　
　

⑱
風
俗
諺
云
、
水
泳
茨
城
之
国
（
茨
城
郡
・
分
注
）
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⑮
⑯
は
特
に
律
語
的
と
言
え
る
も
の
で
は
な
く
、
土
地
の
言
い

習
わ
し
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
内
容
が
散
文
的
に
記
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
⑭
も
土
地
の
言
い
習
わ
し
と
言
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

土
地
の
名
（
国
名
）
に
纏
わ
る
修
飾
表
現
を
伴
う
と
い
う
特
徴
を

持
つ
。
こ
の
⑭
の
存
在
を
媒
介
と
し
て
⑰
⑱
の
よ
う
な
例
も
「
諺
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
⑰
⑱
は
、「
枕

詞
＋
地
名
」
の
形
を
取
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
文
献
で
は
「
諺
」

な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
律
文
的
で
あ
り
、
⑭
も
含
め
て

諺
と
歌
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
類
似
し
た
表

現
を
持
つ
⑲
風
俗
説
云
、握
飯
筑
波
之
国
（
筑
波
郡
）、⑳
風
俗
云
、

立
雨
零
行
方
之
国
（
行
方
郡
）、
㉑
風
俗
説
云
、
霰
零
香
島
之
国

（
香
島
郡
）
㉒
風
俗
説
云
、
薦
枕
多
珂
之
国
（
多
珂
郡
）
と
併
せ

て
見
る
と
、
土
地
（
⑰
以
降
は
す
べ
て
郡
名
）
の
名
が
固
定
的
な

修
飾
句
を
伴
っ
て
在
地
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
よ
う
と

す
る
風
土
記
編
者
の
装
い
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い�

（
谷
口
雅
博
「『
常
陸
国
風
土
記
』「
風
俗
諺
」
の
記
載
意
義
」
参
照
、

『
風
土
記
説
話
の
表
現
世
界
』
笠
間
書
院
、二
〇
一
八
年
二
月
所
収
、

初
出
は
一
九
八
七
年
三
月
）。

○
雉
の
頓
使

　

諸
注
の
説
く
よ
う
に
、
行
っ
た
き
り
帰
っ
て
こ
な
い
使
い
の
こ

と
を
言
う
諺
で
あ
ろ
う
。
何
故
雉
な
の
か
に
つ
い
て
、
西
郷
注
釈

は
「
飛
び
立
つ
こ
と
あ
わ
た
だ
し
く
、
翔
舞
す
る
す
べ
を
知
ら
ぬ

こ
の
鳥
の
習
性
と
関
係
が
あ
る
」
と
説
く
。
そ
の
他
、「
雉
」
の

字
義
と
絡
め
て
論
じ
た
先
掲
（
注
釈
（
三
十
八
））
松
田
浩
論
文

の
説
が
あ
る
。「
頓
」
は
『
古
事
記
』
中
唯
一
の
使
用
例
と
な
る
。

『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
に
「
頓
丘
」
の
例
が
あ
り
、「
毘
陀
烏
」

の
訓
注
を
付
し
て
い
る
。ヒ
タ
は
ひ
た
す
ら
の
ヒ
タ
。『
日
本
書
紀
』

正
文
に
は
こ
の
諺
を
記
さ
な
い
が
、
一
書
六
に
「
乃
ち
無
名
雄
雉

を
遣
し
、
往
き
て
候
は
し
め
た
ま
ふ
。
此
の
雉
降
来
り
、
因
り
て

粟
田
・
豆
田
を
見
て
、
則
ち
留
り
て
返
ら
ず
。
此
、
世
に
所
謂
「
雉

の
頓
使
」
と
い
ふ
縁
な
り
」
と
い
う
、『
古
事
記
』
と
は
異
な
る

由
縁
を
載
せ
て
い
る
。
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（
三
十
九
）
葦
原
中
国
平
定
（
四
）

【
校
訂
本
文
】
底
本
＝
真
福
寺
本
（
469
行
～
483
行
）

故
、
天
若
日
子
之
妻
、
下
照
比
賣
之
哭
聲
、
与
レ
風
響
到
レ
天
。
於
レ
是
、
在
レ
天
々
若
日
子
之
父
天
津
國
玉
神
及
其
妻
子
聞
而
、
降
来
哭
悲
。

乃
於
二
其
處
一
作
二
喪
屋
一
而
、
河①

鳫
為
二
岐
佐
理
持
一�

自
岐
下
三

字
以
音

、
泊
為
二
掃
持
一、
翠
鳥②

為
二
御
食
人
一、
雀
為
二
碓
女
一、
雉
為
二
哭
女
一、
如
レ
此
行

定
而
、
日
八
日
夜
八
夜
以
、
遊
也
。
此
時
、
阿
遅
志
貴
髙
日
子
根
神��

自
阿
下
四

字
以
音�

到
而
、
弔③
二
天
若
日
子
之
喪
一
時
、
自
レ
天
降
到
、
天
若
日
子

之
父
、
亦
其
妻
、
皆
哭
云
、「
我
子
者
、
不
レ
死
有
祁
理
。

此
二
字
以
音

下

效

此

」「
我
君
者
、
不
レ
死
坐
祁④

理
」
云
、
取
二
懸
手
足
一
而
哭
悲
也
。
其
過
所

以
者
、
此
二
柱
神
之
容
姿
、
甚
能
相
似
。
故
、
是
以
過
也
。
於
レ
是
、
阿
遅
志
貴
髙
日
子
根
神
、
大
怒
曰
、「
我
者
有
二
愛
友
一
故
弔⑤

来
耳
。

何
吾
比
二
穢
死
人
一
」
云
而
、
抜
下
所
二
御
佩
一
之
十
掬
釼
上、
切
二
伏
其
喪
屋
一、
以
レ
足
蹶
離
遣
。
此
者
在
二
美
濃
國
藍
見
河
之
河
上
一、
喪
山
之

者
也
。
其
、
持
所
レ
切
大
刀
名
、
謂
二
大⑥

量
一、
亦
名
謂
二
神
度
釼
一。

度
字

以
音�

故
、
阿⑦

治
志
貴
髙
日
子
根
神
者
、
忿
而
飛
去
之
時
、
其
伊
呂
妹
髙

比
賣
命
、
思
レ
顕
二
其
御
名
一。
故
、
歌
曰
、
阿
米
那
流
夜　

淤
登
多
那
婆
多
能　

宇
那
賀
世
流　

多
麻
能
美
湏
麻
流　

美
湏
麻⑧

流
迩　

阿

那
陁
麻
波
夜　

美
多
迩　

布
多
和
多
良
湏　

阿
治
志
貴
多
迦
比
古
泥
能
迦
微
曽
也　

此
歌
者
、
夷
振
也
。

【
校
異
】

①
底
本
「
阿
」。
道
祥
本
以
下
の
諸
本
に
従
っ
て
「
河
」
に
改
め
る
。

②
底
本
「
馬
」。
道
祥
本
・
春
瑜
本
も
「
馬
」
だ
が
、
兼
永
本
以
下
卜
部
系
の
諸
本
に
従
っ
て
「
鳥
」
に
改
め
る
。

③�

底
本
「
即
」。
道
祥
本
・
春
瑜
本
も
「
即
」。
兼
永
本
以
下
卜
部
系
諸
本
は
「
弔
」
の
異
体
字
と
み
ら
れ
る
字
の
右
に
「
ト
フ
ラ
ヒ
玉
フ
」
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と
の
訓
を
記
す
。
こ
こ
で
は
兼
永
本
以
下
に
従
っ
て
「
弔
」
に
改
め
る
。

④
底
本
「
礼
」。
道
祥
本
・
春
瑜
本
も
「
礼
」
だ
が
、
兼
永
本
以
下
卜
部
系
諸
本
に
従
っ
て
「
祁
」
に
改
め
る
。

⑤�

底
本
「
予
」。
道
祥
本
も
「
予
」
だ
が
、
春
瑜
本
は
「
弔
」
に
近
い
字
体
に
な
っ
て
い
る
。
兼
永
本
以
下
は
③
と
同
じ
く
「
弔
」
の
異

体
字
と
み
ら
れ
る
字
の
右
に
「
ト
フ
ラ
ヒ
」
の
訓
が
記
さ
れ
て
い
る
。
兼
永
本
以
下
に
従
っ
て
「
弔
」
に
改
め
る
。

⑥
底
本
「
犬
」。
道
祥
本
以
下
の
諸
本
に
従
っ
て
「
大
」
に
改
め
る
。

⑦
底
本
「
河
」。
道
祥
本
以
下
の
諸
本
に
従
っ
て
「
阿
」
に
改
め
る
。

⑧�

底
本
ナ
シ
。
以
下
諸
本
も
ナ
シ
。
延
佳
本
・
記
伝
を
は
じ
め
と
し
て
諸
テ
キ
ス
ト
類
も
「
麻
」
を
補
う
。
直
前
の
「
美
須
麻
流
」
の
語

を
繰
り
返
し
て
い
る
箇
所
な
の
で
、「
麻
」
を
補
う
。「
ミ
ス
マ
ル
」
は
天
照
大
御
神
と
須
佐
之
男
命
の
ウ
ケ
ヒ
の
場
面
に
「
五
百
津
之

美
須
麻
流
珠
」
と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
の
当
該
箇
所
に
も
「
多
磨
廼
弥
素
磨
屢
廼
」
と
み
え
る
。

【
訓
読
文
】

　

故
、
天あ
め

若わ
か

日ひ

こ子
が
妻め

、
下し
た
で
る
ひ
め

照
比
売
が
哭な

く
声こ
ゑ

、
風か
ぜ

と
響ひ
び

き
て
天あ
め

に
到い
た

り
き
。
是こ
こ

に
、
天
に
在あ

る
天
若
日
子
が
父ち
ち

天あ
ま
つ
く
に
た
ま
の
か
み

津
国
玉
神
と

其そ

の
妻め

こ子
聞
き
て
、
降
り
来
て
哭な

き
悲か
な

し
び
き
。
乃す
な
は

ち
其そ

こ処
に
喪も

や屋
を
作
り
て
、
河か
は
か
り鳫

を
き
さ
り
持
ち
と
し
、
泊さ

ぎ

を
掃は
は
き

持
ち
と

し
、
翠そ
に

鳥ど
り

を
御み
け
び
と

食
人
と
し
、
雀さ
ざ
き

を
碓う
す
め女

と
し
、
雉き
ぎ
し

を
哭な
き
め女

と
す
。
如か

此く

行お
こ
な

ひ
定さ
だ

め
て
、
日
八
日
夜
八
夜
以も
ち

て
遊
び
き
。
此こ

の
時
に

阿あ
ぢ
し
き
た
か
ひ
こ
ね
の
か
み

遅
志
貴
高
日
子
根
神
到い
た

り
て
、
天
若
日
子
が
喪も

を
弔と
ぶ
ら

ふ
時
に
、
天
よ
り
降く
だ

り
到い
た

る
、
天
若
日
子
が
父
ま
た
其
の
妻め

、
皆み
な

哭な

き
て
云い

ひ

し
く
、「
我あ

が
子こ

は
、
死し

な
ず
て
有あ
り

け
り
」「
我あ

が
君き
み

は
、
死
な
ず
て
坐い
ま

し
け
り
」
と
云い

ひ
て
、
手
足
に
取と

り
懸か

か
り
て
哭
き
悲
し
び
き
。�

其
の
過あ
や
ま

ち
し
所ゆ

ゑ以
は
、
此
の
二
柱
の
神
の
容か
た
ち姿

、
甚い
と

能よ

く
相あ
ひ

似に

た
り
。
故か
れ

、
是こ
こ

を
以
て
過
ち
き
。
是
に
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
、
大お
ほ

き
に�



108

怒い
か

り
て
曰い

ひ
し
く
、「
我あ

は
愛う

る
は

し
き
友と

も

に
有あ

る
が
故
に
弔
ひ
来
つ
ら
く
の
み
。
何
と
か
も
吾あ

を
穢き

た
な

き
死し

に

人ひ
と

に
比な

そ

ふ
る
」
と
云
ひ
て
、

御み

は佩
か
し
せ
る
十と

つ
か
つ
る
ぎ

掬
釼
を
抜
き
て
、
其そ

の
喪も

や屋
を
切き

り
伏ふ

せ
、
足
を
以も

ち

て
蹶く

ゑ
離は

な

ち
遣や

り
き
。
此こ

は
美み

の
の濃

国く
に

の
藍あ

ゐ

見み
の

河か
は

の
河か

は
か
み上

に
在あ

る
、

喪も

山や
ま

ぞ
。
其
の
、
持
ち
て
切き

れ
る
大た

刀ち

の
名な

は
大お

ほ

量は
か
り

と
謂
ひ
、
亦ま

た

の
名
は
神か

む
ど
の
つ
る
ぎ

度
釼
と
謂
ふ
。
故
、
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
は
、
忿い

か

り
て

飛と

び
去さ

り
し
時
に
、
其
の
伊い

ろ

も
呂
妹
高た

か

比ひ

売め
の

命み
こ
と

、
其
の
御み

な名
を
顕あ

ら
は

さ
む
と
思お

も

ひ
き
。
故
、
歌う

た

ひ
て
曰い

ひ
し
く
、

　
　

�

天あ
め

な
る
や　

お
と
た
な
ば
た
の　

う
な
が
せ
る　

玉た
ま

の
御み

す
ま
る総　

御
総
に　

あ
な
玉だ

ま

は
や　

み
谷た

に　

二ふ
た

渡わ
た

ら
す　

阿あ

ぢ

し

き

治
志
貴
高た

か

日ひ

こ

ね
子
根

の
神か
み

そ

　

此
の
歌
は
夷ひ
な
ぶ
り振

そ
。

【
現
代
語
訳
】

　

そ
う
し
て
、
天
若
日
子
の
妻
で
あ
る
下
照
比
売
の
哭
く
声
は
風
に
乗
っ
て
響
き
渡
り
、
天
界
に
ま
で
届
い
た
。
天
界
に
居
た
天
若
日
子

の
父
天
津
国
玉
神
と
、
天
若
日
子
の
妻
子
と
が
そ
の
哭
き
声
を
聞
い
て
、
地
上
に
降
っ
て
き
て
哭
き
悲
し
ん
だ
。
そ
れ
で
、
喪
屋
を
作
っ

て
、
河
雁
を
き
さ
り
持
ち
と
し
、
鷺
を
箒
持
ち
と
し
、
翠
鳥
を
御
食
人
と
し
、
雀
を
碓
女
と
し
、
雉
を
哭
女
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
役
割
を
定
め
て
、
昼
は
八
日
、
夜
は
八
夜
、
遊
び
を
し
た
。
こ
の
時
に
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
が
や
っ
て
来
て
、
天
若

日
子
の
喪
を
弔
っ
た
時
に
、天
界
か
ら
降
っ
て
来
た
天
若
日
子
の
父
と
、天
若
日
子
の
妻
と
が
、い
ず
れ
も
哭
き
な
が
ら
言
っ
た
こ
と
に
は
、

「
我
が
子
は
、
死
な
ず
に
生
き
て
い
た
」「
我
が
夫
は
死
な
ず
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
」
と
言
っ
て
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
の
手
足
に
縋
り

つ
い
て
泣
き
悲
し
ん
だ
。
そ
の
よ
う
に
誤
っ
た
理
由
は
、
こ
の
二
柱
の
神
の
容
姿
が
非
常
に
良
く
似
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で

こ
の
よ
う
に
誤
っ
た
の
だ
。
そ
れ
で
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
は
た
い
そ
う
怒
っ
て
言
っ
た
こ
と
に
は
、「
私
は
（
天
若
日
子
の
）
親
し
い�
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友
で
あ
っ
た
が
故
に
弔
い
に
来
た
の
だ
。
ど
う
し
て
私
を
穢
ら
わ
し
い
死
人
に
擬
え
る
の
か
」
と
言
っ
て
、
お
佩
き
に
な
っ
て
い
た
十
掬

剣
を
抜
い
て
、
其
の
喪
屋
を
切
り
伏
せ
、
足
で
も
っ
て
蹴
っ
て
飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
、
美
濃
国
の
藍
見
河
の
河
上
に
あ
る
喪
山

で
あ
る
。
其
の
、
手
に
持
っ
て
切
っ
た
大
刀
の
名
は
、
大
量
と
云
い
、
亦
の
名
は
神
度
剣
と
云
う
。
そ
れ
で
、
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
は
、

怒
っ
て
飛
び
去
っ
た
時
に
、
そ
の
同
母
妹
の
高
比
売
命
が
、
そ
の
お
名
前
を
顕
そ
う
と
思
っ
た
。
そ
れ
で
、
歌
っ
て
言
っ
た
こ
と
に
は
、

　
　

�

天
上
の
若
い
機
織
女
が
、
首
に
掛
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
玉
を
緒
で
抜
き
通
し
た
も
の
、
そ
の
連
な
っ
た
玉
飾
り
よ
、
足
玉
よ
、
あ

あ
。
そ
の
玉
の
よ
う
に
、
二
つ
の
谷
に
渡
っ
て
い
る
、
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
よ
。

　

こ
の
歌
は
夷
振
で
あ
る
。

【
語
釈
】

○
喪
屋

　

西
郷
注
釈
に
「
モ
ヤ
は
屍
を
納
め
て
葬
儀
を
行
な
う
所
、
殯
宮

に
同
じ
」、
思
想
に
「
死
体
を
仮
り
に
安
置
し
て
葬
式
を
行
な
う

小
屋
」
と
す
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
天
稚
彦
の
天
上
の
父
・
妻
が
、

「
疾
風
を
遣
し
、
尸
を
挙
げ
て
天
に
致
さ
し
め
」（
九
段
正
文
）「
天

よ
り
降
来
て
、
柩
を
将
ち
上
去
き
て
」（
九
段
一
書
一
）
天
上
界

に
喪
屋
を
作
り
、
葬
儀
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
正
文

に
「
喪
屋
を
造
り
て
殯
す
」、一
書
一
に
「
喪
屋
を
作
り
殯
し
哭
く
」

と
み
え
る
。
い
ず
れ
に
も「
喪
を
弔
ふ
」「
喪
を
弔
ひ
」と
あ
る
の
で
、

「
殯
」
と
「
喪
」
と
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。

○�

河
鳫
を
き
さ
り
持
ち
と
し
、
泊
を
掃
持
ち
と
し
、
翠
鳥
を
御
食

人
と
し
、
雀
を
碓
女
と
し
、
雉
を
哭
女
と
す
。

　
『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�「
即
ち
川
雁
を
以
ち
て
持き
さ
り
も
ち

傾
頭
者
と
持は
は
き
も
ち

帚
者
と
し
、
一
に
云
は

く
、
鶏か
け

を
以
ち
て
持
傾
頭
者
と
し
、
川
雁
を
以
ち
て
持
帚
者
と
す
と
い
ふ
。�

又
、
雀
を
以
ち
て
舂つ
き
め女

と
す
。
一
に
云
は
く
、
乃
ち
川
雁
を
以
ち
て

持
傾
頭
者
と
し
、
亦
持
帚
者
と
し
、
鴗そ
に

を
以
ち
て
尸も
の
ま
さ者

と
し
、
雀
を
以
ち
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て
舂つ
き
め者

と
し
、
鷦さ
ざ
き鷯

を
以
ち
て
哭な
き
め者

と
し
、
鵄と
び

を
以
ち
て
造わ
た
つ
く
り

綿
者
と
し
、
烏

を
以
ち
て
宍し
し
ひ
と

人
者
と
し
、
凡
て
衆
の
鳥
を
以
ち
て
任こ
と
よ
さ事

す
と
い
ふ
。」

　
「
河
鳫
」
は
、
川
に
居
る
雁
か
と
言
わ
れ
る
が
、
不
明
。「
き
さ

り
持
ち
」
は
、『
日
本
書
紀
』
に
「
持
傾
頭
者
」
と
あ
り
、『
釈
日

本
紀
』
引
用
の
私
記
説
に
「
師
説
、
葬
送
之
時
、
戴
死
者
食
、
片

行
之
人
也
」
と
あ
る
の
を
参
考
に
、
西
郷
注
釈
は
「
死
者
の
食
を

捧
げ
持
ち
頭
を
傾
け
て
行
く
も
の
の
こ
と
ら
し
い
」
と
す
る
。
し

か
し
喪
屋
を
前
に
し
て
の
「
遊
」
と
は
直
結
し
な
い
。「
掃
持
ち
」

は
諸
注
に
喪
屋
を
掃
く
箒
を
持
つ
役
で
、
鷺
の
頭
に
長
い
冠
毛
が

あ
る
こ
と
に
よ
る
連
想
と
さ
れ
る
。
翠
鳥
は
か
わ
せ
み
で
「
御
食

人
」は
死
者
の
た
め
の
調
理
人
。「
碓
女
」は
米
を
舂
く
女
の
意
で
、

ス
ズ
メ
と
の
音
の
連
想
に
よ
る
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
補
注
解

説
に
あ
る
通
り
こ
の
注
釈
で
は
「
雀
」
は
サ
ザ
キ
と
訓
ん
で
い
る

の
で
、
ス
ズ
メ
・
ウ
ス
メ
の
連
想
説
は
採
ら
な
い
（【
補
注
解
説
三
】

参
照
）。『
日
本
書
紀
』
に
は
「
雀
」
を
「
舂
女
」
と
す
る
と
こ
ろ

か
ら
見
て
も
、
音
に
よ
る
連
想
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
西
郷
注

釈
は
、「
雀
が
尻
尾
を
立
て
た
り
地
に
つ
け
た
り
す
る
様
子
か
ら
、

か
く
い
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
す
る
。「
哭
女
」
は
葬
送
儀
礼
に
お

い
て
哭
く
役
割
を
持
つ
女
の
意
。
先
に
高
天
原
か
ら
遣
わ
さ
れ
た

雉
は
「
鳴
女
」
で
あ
っ
た
が
、雉
は
そ
の
鳴
き
声
が
特
徴
的
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
日
本
書
紀
』
の
一
云
に
は�

「
鷦
鷯
を
以
ち
て
哭
者
と
し
」
と
あ
り
、
新
編
全
集
『
日
本
書
紀
』

頭
注
で
は
「
み
そ
さ
ざ
い
が
美
声
で
さ
え
ず
る
こ
と
か
ら
」
と
し

て
い
る
。
そ
の
他『
日
本
書
紀
』に
見
え
る
役
割
に
は「
尸
者
」「
造

綿
者
」「
宍
人
者
」
が
あ
る
。「
造
綿
者
」「
宍
人
者
」
は
そ
れ
ぞ

れ
死
者
の
衣
装
や
食
事
に
関
わ
る
役
だ
と
見
ら
れ
る
が
、
具
体
的

に
は
良
く
わ
か
ら
な
い
。「
尸
者
」
に
つ
い
て
は
、
大
系
『
日
本

書
紀
』
の
頭
注
に
「
祖
先
を
祭
る
と
き
、
神
霊
の
代
り
に
立
っ
て

祭
り
を
受
け
る
者
」
と
あ
る
。

　

松
本
信
広
は
、「
天
の
鳥
船
」
が
南
洋
に
広
く
見
ら
れ
る
鳥

船
信
仰
に
関
連
し
て
い
る
と
し
（『
日
本
の
神
話
』
至
文
堂
、

一
九
五
六
年
四
月
）、
大
林
太
良
も
松
本
説
を
踏
ま
え
た
上
で
、

こ
こ
に
鳥
に
よ
る
葬
儀
が
描
か
れ
る
の
は
「
天
の
鳥
船
」
の
観
念

の
反
映
で
あ
り
、「
地
上
に
お
い
て
非
業
の
死
を
と
げ
た
若
い
太
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陽
神
、
天
若
日
子
の
魂
を
天
界
に
つ
れ
も
ど
し
、
慰
め
る
た
め
で

あ
っ
た
ろ
う
」
と
説
い
て
い
る
（『
葬
送
の
起
源
』
角
川
書
店
、

一
九
七
七
年
八
月
）。

○
遊
び

　
「
遊
ぶ
」
に
は
複
数
の
意
味
が
見
ら
れ
る
。『
時
代
別
国
語
大
辞

典
』「
遊
ぶ
」
の
項
に
は
、
語
義
と
し
て
、「
①
遊
楽
す
る
。
く
つ

ろ
ぎ
た
の
し
む
。
②
あ
る
範
囲
内
を
ゆ
っ
た
り
と
あ
ち
こ
ち
す
る
。

③
猟
を
す
る
。
遊
猟
す
る
。
④
音
楽
を
奏
す
る
。
宗
教
的
・
神
事

的
な
も
の
を
含
む
。」
と
説
明
し
、【
考
】
に
お
い
て
「
ア
ソ
ブ
の

本
義
は
、
遊
楽
や
遊
宴
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
祭
祀
・
葬
礼
な
ど

の
神
事
に
端
を
発
し
、
そ
れ
に
伴
う
芸
能
と
し
て
の
音
楽
・
舞
踏

や
、
巫
女
よ
り
起
っ
た
遊
行
女
婦
と
の
交
通
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

も
の
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
」
と
記
し

て
い
る
。
例
え
ば
『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
に
、「
杵
を
鳴
ら

し
曲
を
唱
ひ
、
七
日
七
夜
、
遊
び
楽
し
み
歌
ひ
舞
ふ
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
荒
ぶ
る
賊
を
お
び
き
寄
せ
る
た
め
に
味
方
の
将
の
葬
儀
を

装
っ
た
場
面
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、『
古
事
記
』
の
当
該
場

面
の
「
遊
び
」
と
共
通
す
る
例
と
見
ら
れ
る
。
律
令
「
葬
送
令
」

に
「
遊
部
」
の
名
が
見
え
、『
令
集
解
』
に
は
そ
の
出
自
に
関
す

る
伝
説
的
内
容
が
見
ら
れ
る
。

○
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
・
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神

　

大
国
主
神
の
系
譜
条
に
は
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
と
あ
っ
た
が
、

こ
の
場
面
で
は
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
と
な
っ
て
い
る
。
単
な
る

音
韻
変
化
な
ど
で
は
な
く
、
神
名
の
意
義
自
体
が
異
な
っ
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、【
補
注
解
説
四
】
で
触

れ
る
。
な
お
、
注
釈
（
三
十
三
）「
大
国
主
神
の
系
譜
」
の
語
釈

で
も
若
干
こ
の
点
に
触
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
名
表
記
で
言
え
ば
、

歌
の
中
で
は
「
阿
治
志
貴
多
迦
比
古
泥
」
と
記
さ
れ
、
歌
の
直
前

の
表
記
も
「
阿
治
志
貴
高
日
子
根
神
」
と
な
っ
て
い
て
「
治
」
の

表
記
が
一
致
し
て
い
る
。
居
駒
永
幸
は
歌
の
表
記
を
散
文
部
で
も

用
い
た
も
の
で
あ
り
、
歌
に
関
わ
る
場
面
と
そ
れ
以
前
の
場
面
と

で
は
話
題
が
転
換
し
て
い
る
と
説
い
て
い
る
（「
出
雲
・
日
向
神

話
の
歌
と
散
文
―
歌
の
叙
事
に
よ
る
表
現
世
界
と
そ
の
注
釈
―
」�

『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
七
八
、二
〇
一
六
年
三
月
）。
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歌
が
「
夷
振
」
と
い
う
歌
曲
名
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
と
も
併
せ
て
、

元
資
料
の
あ
り
方
を
考
え
さ
せ
る
問
題
で
あ
る
。

○
容
姿
、
甚
能
く
相
似
た
り

　

天
若
日
子
と
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
と
が
瓜
二
つ
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
神
話
を
神
の
死
と
再
生
の
神
話
と
み
る
見

方
が
あ
る
。
土
居
光
知
は
こ
の
神
話
の
母
胎
を
農
耕
祭
儀
（
年
毎

に
死
ん
で
復
活
す
る
穀
神
の
祭
り
）
に
求
め
、
あ
る
種
の
歌
謡
劇

が
元
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
想
定
す
る
（『
古
代
伝
説
と
文
学
』

岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
七
月
）。
松
前
健
は
、
農
神
・
水
神
・

雷
神
と
し
て
弥
生
時
代
後
期
か
ら
崇
拝
さ
れ
て
い
た
味
耜
神
の
信

仰
か
ら
、
祭
祀
に
お
け
る
歌
謡
劇
へ
、
そ
し
て
記
紀
の
神
話
へ
と

繋
が
る
道
筋
を
論
じ
て
い
る
（「
天
若
日
子
神
話
考
」『
日
本
神
話

と
古
代
生
活
』
有
精
堂
、一
九
七
〇
年
一
二
月
）。
ま
た
吉
井
巌
は
、

天
若
日
子
伝
承
に
つ
い
て
、「
若
日
子
な
る
初
々
し
い
存
在
が
聖

な
る
弓
矢
を
た
ず
さ
え
て
出
現
し
、
巫
女
的
女
性
に
迎
え
ら
れ
て

変
身
し
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
と
し
て
我
々
の
前
に
登
場
す
る
、

こ
の
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
出
現
の
物
語
で
あ
っ
た
」
と
捉
え
て

い
る（「
天
若
日
子
の
伝
承
に
つ
い
て
」『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』二
、

塙
書
房
、
一
九
七
六
年
六
月
）。

○
喪
山

　
『
古
事
記
』
で
は
「
此
は
美
濃
国
の
藍
見
河
の
河
上
に
在
る
喪

山
ぞ
」、『
日
本
書
紀
』
正
文
に
「
今
し
美
濃
国
の
藍
見
川
の
上
に

在
る
喪
山
、
是
な
り
」、
一
書
一
に
「
此
則
ち
美
濃
国
の
喪
山
、

是
な
り
」
と
す
る
。
葦
原
中
国
平
定
神
話
が
始
ま
っ
て
か
ら
こ
こ

ま
で
の
間
に
は
具
体
的
な
地
名
は
記
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
出
雲

を
舞
台
と
す
る
と
み
ら
れ
る
神
話
の
中
で
突
然
美
濃
国
の
地
名
が

記
載
さ
れ
る
こ
と
に
は
何
か
し
ら
の
意
図
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

そ
の
場
合
、『
古
事
記
』
で
は
地
上
の
何
処
か
ら
か
阿
遅
志
貴
高

日
子
根
神
に
よ
っ
て
蹴
り
離
た
れ
た
喪
山
が
飛
ん
で
い
っ
た
先
で

あ
る
の
に
対
し
、『
日
本
書
紀
』
で
は
天
上
界
か
ら
落
と
さ
れ
た

先
が
美
濃
国
で
あ
っ
た
と
い
う
相
違
が
あ
り
、
注
意
さ
れ
る
。【
補

注
解
説
四
】
参
照
。

○
大
量
・
神
度
剣

　

オ
ホ
ハ
カ
リ
の
ハ
カ
リ
は
「
刃
＋
刈
り
」
と
み
ら
れ
る
。『
日
本�
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書
紀
』
正
文
に
「
大
葉
刈
」
と
あ
り
、
訓
注
に
「
刈
、
此
に
は
我

里
と
云
ふ
」
と
記
す
。『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
に
「
大
は
美
称
、

ハ
は
お
そ
ら
く
刃
で
あ
ろ
う
。
カ
リ
は
ツ
ム
ガ
リ
ノ
タ
チ
の
カ
リ

と
同
じ
く
、
刈
る
と
同
源
の
語
で
あ
る
」
と
す
る
。
亦
名
の
「
神

度
剣
」
は
、「
度
字
以
音
」
と
音
注
が
あ
る
の
で
カ
ム
ド
ノ
ツ
ル

ギ
と
訓
む
。
ド
は
諸
注
に
ト
シ
（
鋭
し
）
の
語
幹
の
濁
音
化
し
た

も
の
と
す
る
。『
日
本
書
紀
』
正
文
に
「
神
戸
剣
」。
大
系
『
日
本

書
紀
』
頭
注
に
、「
出
雲
風
土
記
の
神
門
郡
か
ら
出
る
剣
の
意
か
。

或
い
は
、
神
度
剣
は
、
大
葉
刈
の
例
か
ら
推
せ
ば
、
カ
ム
ハ
カ
リ

ノ
ツ
ル
ギ
と
訓
む
べ
き
で
は
な
い
か
。
度
は
ハ
カ
ル
と
訓
む
。
そ

れ
を
書
写
し
て
伝
承
す
る
う
ち
に
、
誤
読
し
て
カ
ム
ド
ノ
ツ
ル
ギ

と
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
或
い
は
カ
ム
は
称
辞
、
ド

は
鋭
（
ト
）
の
意
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
複
数
の
可
能

性
を
述
べ
て
い
る
。

○
伊
呂
妹
高
比
売
命

　

大
国
主
神
と
多
紀
理
毗
売
命
と
の
子
。
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神

の
同
母
妹
。
高
比
売
命
の
亦
名
は
前
出
の
下
照
比
売
（
系
譜
条
で

は
「
下
光
比
売
命
」）。
天
若
日
子
の
妻
と
し
て
は
下
照
比
売
の
名

が
使
わ
れ
る
の
に
対
し
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
の
妹
と
し
て
は

高
比
売
の
名
が
使
わ
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
九
段
正
文
で
は

天
若
日
子
が
地
上
で
娶
る
女
神
の
名
と
し
て
「
顕
国
玉
の
女
子
下

照
姫
」
が
見
え
、
亦
名
と
し
て
「
高
姫
」「
稚
国
玉
」
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
後
文
で
亦
名
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
味
耜
高
彦

根
神
と
下
照
姫
と
の
関
係
も
特
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
九
段
一

書
一
で
は
、「
或
云
」
と
し
て
、
味
耜
高
彦
根
神
の
名
を
知
ら
せ

る
歌
を
詠
む
者
を
「
妹
下
照
媛
」
と
す
る
が
、
こ
の
女
神
は
天
若

日
子
の
妻
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
天
若
日
子
・
ア
ジ
ス

キ
（
シ
キ
）
タ
カ
ヒ
コ
・
下
照
ヒ
メ
（
タ
カ
ヒ
メ
）
三
者
の
関
係

は
一
定
し
て
い
な
い
。

○
天
な
る
や
　
お
と
た
な
ば
た
の

　

天
上
界
の
若
い
機
織
り
の
乙
女
。「
た
な
ば
た
」
は
七
夕
伝
説

と
関
わ
り
、『
万
葉
集
』
巻
一
〇
秋
雑
歌
の
七
夕
歌
に
も
多
く
見

ら
れ
る
。
天
の
石
屋
神
話
に
は
服
織
女
が
登
場
し
て
い
た
が
、�

こ
こ
で
天
界
の
「
た
な
ば
た
」
が
詠
ま
れ
る
理
由
は
よ
く
分
か
ら
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な
い
。
な
お
次
項
参
照
。
ま
た
、
こ
の
歌
の
受
容
と
展
開
に
つ
い

て
は
、【
補
注
解
説
五
】
を
参
照
願
い
た
い
。

○
あ
な
玉
は
や

　
「
あ
な
玉
」
は
、
赤
玉
説
（
記
伝
・
西
郷
注
釈
な
ど
）、
管
玉

説
（
古
代
歌
謡
全
註
釈
）
な
ど
が
あ
る
が
、
中
村
啓
信
説
に
従
っ

て
、「
足
玉
」
説
を
採
る
（「
あ
な
だ
ま
考
―『
記
』『
紀
』
と
『
萬

葉
集
』
の
玉
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
古
事
記
の
本
性
』
お
う
ふ
う
、

二
〇
〇
〇
年
一
月
、
初
出
は
一
九
九
一
年
七
月
）。「
は
や
」
は
詠

嘆
の
助
詞
で
「
既
に
な
い
も
の
・
ま
さ
に
な
く
な
ろ
う
と
す
る
も

の
へ
の
哀
惜
」（『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』）
を
表
す
と
さ
れ
る
が
、

こ
の
「
あ
な
玉
は
や
」
は
飛
び
行
く
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
の
姿

を
喩
え
る
も
の
で
、
賛
嘆
の
意
で
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

天
に
居
る
弟
棚
機
が
身
に
つ
け
て
い
る
玉
を
阿
遅
志
貴
高
日
子
根

神
の
姿
に
喩
え
る
意
味
は
い
ま
一
つ
不
明
瞭
で
あ
る
。
天
の
石
屋

神
話
に
は
天
の
服
織
女
の
死
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
は
天

上
の
神
々
に
よ
る
「
楽
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
地
上
に

お
け
る
喪
が
行
わ
れ
、
鳥
に
よ
る
「
遊
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
弟
棚
機
が
歌
わ
れ
、
そ
の
身
に
つ
け
て
い
た
玉
が
阿
遅
志
貴

高
日
子
根
神
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
天
上
界
の
「
楽
」
と
地

上
界
の
「
遊
」
と
を
対
応
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、「
は
や
」
と
歌
わ
れ
る
弟
棚
機
の
玉
は

哀
惜
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
を
喩
え
と
す
る
こ
と
で
飛
び
去
っ
て

い
く
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
を
も
哀
惜
の
対
象
と
し
て
い
る
の
か

も
知
れ
な
い
。

○
夷
振

　

歌
曲
名
。『
日
本
書
紀
』
九
段
一
書
一
に
「
夷
曲
」。『
古
事
記
』

の
中
で
は
他
に
、「
夷
振
之
上
歌
」「
夷
振
之
片
下
」（
允
恭
記
）
が

見
え
る
。
ま
た
、『
上
宮
聖
徳
太
子
傳
補
闕
記
』
に
「
此
歌
以
夷

振
歌
之
」、『
聖
徳
太
子
傳
暦
』
に
「
是
夷
振
歌
也
」
と
見
え
る
。�

【
補
注
解
説
六
】【
補
注
解
説
七
】
参
照
。
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補
注
解
説

【
補
注
一
】
弓
矢
の
授
受
の
意
義

　

天
若
日
子
は
高
天
原
の
使
者
と
し
て
葦
原
中
国
に
降
る
と
き
に
、
天
の
ま
か
こ
弓
（
天
の
は
じ
弓
）・
天
の
は
は
矢
（
天
の
か
く
矢
）

を
賜
る
。
神
話
で
は
、
高
木
神
（
高
御
産
巣
日
神
）
の
返
し
矢
に
よ
っ
て
天
若
日
子
が
討
た
れ
る
た
め
、
内
容
的
に
弓
矢
が
必
要
と
な
る

こ
と
か
ら
の
描
写
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
他
の
高
天
原
の
使
者
（
天
菩
比
命
・
建
御
雷
神
）
は
、
天
照
大
御
神
ら
か
ら
何
ら

か
の
物
を
賜
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
使
者
の
中
で
天
若
日
子
の
み
が
弓
矢
を
賜
る
と
い
う
点
に
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
向
き
が
あ
る
。

天
若
日
子
や
神
話
の
解
釈
に
も
関
わ
る
た
め
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
整
理
し
て
み
た
い
。

　

は
じ
め
に
、
松
村
武
雄
『
日
本
神
話
の
研
究
』
第
三
巻
（
培
風
館
、
一
九
五
五
年
十
一
月
）
は
天
若
日
子
の
み
天
の
は
は
矢
を
授
か
っ

た
疑
問
に
対
し
、「
天
稚
彦
だ
け
が
返
矢
で
殺
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
伏
線
と
し
て
、
天
稚
彦
だ
け
が
矢
を
携
行
し
た
と
説
か
れ

た
の
で
あ
る
」
と
返
矢
と
の
関
連
か
ら
授
受
が
行
わ
れ
た
と
し
た
上
で
、「
更
に
突
き
込
ん
で
言
へ
ば
、
天
稚
彦
は
、
天
神
か
ら
矢
を
授

か
ら
な
く
て
も
、
本
來
自
分
の
も
の
と
し
て
の
矢
を
持
つ
て
ゐ
た
と
す
べ
き
人
物
で
あ
つ
た
と
い
ふ
の
が
、
よ
り
正
し
い
解
答
で
あ
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
返
矢
説
話
と
の
関
連
か
ら
説
く
松
村
と
異
な
り
、吉
井
巌
「
天
若
日
子
の
伝
承
に
つ
い
て
」（『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』

二
、
塙
書
房
、
一
九
七
五
年
六
月
）
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

弓
矢
を
所
持
し
て
葦
原
中
国
に
出
現
す
る
天
若
日
子
の
伝
承
は
、
以
上
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
剣
を
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
鉄
文
化
的
伝
承

に
先
立
つ
、
弓
矢
を
代
表
的
聖
具
と
み
た
文
化
の
影
響
下
に
成
立
し
た
伝
承
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
天
若
日
子

は
聖
具
で
あ
る
弓
矢
を
所
持
し
て
出
現
す
る
、
成
人
以
前
の
初
々
し
い
若
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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吉
井
は
、
高
御
産
巣
日
神
お
よ
び
弓
矢
の
名
称
が
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、「
弓
矢
所
持
の
部
分
と
返
し
矢
の
話
の
部
分
と
が
、
異
な
っ

た
資
料
か
ら
と
ら
れ
接
合
さ
れ
た
」
と
み
た
上
で
、
剣
を
象
徴
物
と
す
る
鉄
文
化
的
伝
承
よ
り
以
前
の
、
弓
矢
を
聖
具
と
す
る
文
化
の
影

響
を
受
け
て
い
る
と
し
、
天
若
日
子
は
聖
具
を
所
持
す
る
「
成
人
以
前
の
初
々
し
い
若
者
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
剣
と
弓
矢
の

視
点
か
ら
は
、
大
林
太
良
「
武
器
と
神
々
」（『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
神
話
』
弘
文
堂
、
一
九
八
四
年
一
月
）
が
、
天
照
大
御
神
が
高
天
原
に

昇
っ
て
き
た
須
佐
之
男
命
と
対
峙
し
た
神
話
の
描
写
か
ら
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

�

剣
と
の
関
わ
り
の
深
い
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
乱
暴
者
で
あ
り
、
戦
士
的
な
性
格
の
神
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
高
天

原
の
統
治
者
で
あ
り
、
主
権
者
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
が
高
天
原
の
主
権
を
防
衛
す
る
た
め
に
し
た
武
装
は
弓
矢
が
主
体
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
日
本
神
話
に
は
、
弓
矢
と
統
治
権
と
の
結
び
つ
き
を
示
す
物
語
が
ほ
か
に
も
あ
る
。
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
支
配
し
て
い
る
葦

原
中
国
の
支
配
権
を
ゆ
ず
り
渡
す
よ
う
に
、高
天
原
か
ら
た
び
た
び
使
者
が
交
渉
に
行
っ
た
が
、そ
の
一
人
は
、ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
だ
っ

た
。
彼
は
天
真
鹿
児
弓
（
天
の
狩
人
の
弓
）
と
天
羽
羽
矢
（
天
の
蛇
の
矢
）
を
ア
マ
テ
ラ
ス
と
タ
カ
ミ
ム
ス
ビ
か
ら
た
ま
わ
っ
て
天

降
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
娘
を
妻
と
し
、
そ
の
国
を
奪
お
う
と
し
た
た
め
に
、
結
局
、
自
分
の
矢
で
死
ぬ
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、
葦
原
中
国
の
支
配
権
を
奪
う
の
に
あ
と
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
た
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
は
弓
矢
の
神
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

大
林
は
、
天
照
大
御
神
が
須
佐
之
男
命
と
対
峙
し
た
際
に
、
高
天
原
の
主
権
防
衛
の
た
め
に
弓
矢
を
装
備
し
た
こ
と
か
ら
弓
矢
と
統
治

権
が
結
び
つ
く
と
み
た
上
で
、
天
若
日
子
を
葦
原
中
国
の
支
配
権
を
奪
取
す
る
目
前
の
弓
矢
の
神
と
捉
え
る
。
支
配
権
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
は
、
山
崎
正
之
「「
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
神
話
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
記
紀
万
葉
の
新
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
九
二
年
十
二
月
）
が
、「
降
臨
に

際
し
天
稚
彦
の
受
け
た
弓
と
矢
は
ま
ず
戦
闘
具
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
ま
た
一
方
で
、
そ
れ
は
彼
が
高
天
原
の
存
在
で
あ
る
こ
と
の
し
る
し�
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と
も
な
っ
た
如
く
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
天
稚
彦
に
し
て
み
れ
ば
天
つ
瑞
を
持
っ
て
天
降
っ
た
の
だ
か
ら
、
自
ら
を
葦
原
中
国
に
君
臨
す

る
有
資
格
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
」
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、弓
矢
の
授
受
に
つ
い
て
は
、返
矢
説
話
や
天
若
日
子
の
聖
具
、統
治�（
支
配
）�

権
な
ど
と
の
関
わ
り
か
ら
説
か
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
天
若
日
子
の
立
場
に
関
わ
る
点
か
ら
、
弓
矢
と
統
治
（
支
配
）
権
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
天
若
日
子
が
統

治
（
支
配
）
権
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、『
日
本
書
紀
』
の
天
若
日
子
神
話
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　

�

是
に
、
矢
を
取
り
、
還
し
投
下
し
た
ま
ふ
。
其
の
矢
落
下
り
、
則
ち
天
稚
彦
が
胸
上
に
中
る
。
時
に
天
稚
彦
、
新
嘗
し
て
休
臥
せ
る

時
な
り
。
矢
に
中
り
立
に
死
る
。�

（
神
代
下
・
第
九
段
・
本
書
）

　
『
日
本
書
紀
』
第
九
段
・
本
書
で
は
、
天
稚
彦
が
返
矢
に
よ
っ
て
討
た
れ
る
際
に
、「
新
嘗
し
て
休
臥
せ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「
新
嘗
」
に
つ
い
て
、
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮
一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守
『
日
本
書
紀
①
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小

学
館
、
一
九
九
四
年
四
月
）
は
「
新
穀
を
神
と
共
食
す
る
儀
礼
」
で
あ
り
、「
王
者
と
し
て
の
大
嘗
の
儀
礼
を
勝
手
に
行
っ
て
い
た
こ
と

を
意
味
す
る
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。「
新
嘗
」
は
、
あ
く
ま
で
も
天
稚
彦
の
独
断
に
よ
る
行
為
で
は
あ
ろ
う
が
、
統
治
（
支
配
）
権
を

得
る
可
能
性
を
有
し
た
存
在
と
み
る
根
拠
の
一
つ
に
な
る
。
し
か
し
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、「
新
嘗
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　

�

其
の
矢
を
取
り
て
、
其
の
矢
の
穴
よ
り
衝
き
返
し
下
し
し
か
ば
、
天
若
日
子
が
朝
床
に
寝
ね
た
る
高
胸
坂
に
中
り
て
、
死
に
き
。

（
上
巻
・
天
若
日
子
の
派
遣
）

　

右
の
よ
う
に
、『
古
事
記
』
で
は
、天
若
日
子
は
「
朝
床
」
に
寝
て
い
る
と
あ
る
の
み
で
、『
日
本
書
紀
』
第
九
段
・本
書
の
よ
う
に
、「
新
嘗
」

と
関
連
す
る
と
は
述
べ
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、「
新
嘗
」
と
記
す
『
日
本
書
紀
』
本
書
の
記
述
と
は
異
な
る
趣
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
弓
矢
が
統
治
（
支
配
）
権
と
関
わ
る
根
拠
と
し
て
は
、『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
即
位
前
紀
の
記
事
も
挙
げ
ら
れ
る
。
長
髓
彦
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が
天
皇
に
使
者
を
送
り
、
天
神
の
子
で
あ
る
饒
速
日
命
が
い
る
の
に
、
天
神
の
子
と
称
し
て
国
を
奪
お
う
と
す
る
の
は
何
故
か
と
疑
う
の

に
対
し
、
神
武
天
皇
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　

�
天
皇
の
曰
は
く
、「
天
神
の
子
も
多
に
あ
り
。
汝
が
君
と
す
る
所
、
是
実
に
天
神
の
子
な
ら
ば
、
必
ず
表
物
有
ら
む
。
相
示
せ
よ
」

と
の
た
ま
ふ
。
長
髓
彦
、
即
ち
饒
速
日
命
の
天
羽
羽
矢
一
隻
と
歩
靫
と
を
取
り
て
、
以
ち
て
天
皇
に
示
せ
奉
る
。
天
皇
覧
し
て
曰
は

く
、「
事
不
虚
な
り
け
り
」
と
の
た
ま
ひ
、
還
御
か
せ
る
天
羽
羽
矢
一
隻
と
歩
靫
と
を
以
ち
て
長
髓
彦
に
示
せ
賜
ふ
。
長
髄
彦
、
其

の
天
表
を
見
て
、
益
踧
踖
る
こ
と
を
懐
く
。�

（
神
武
天
皇
・
即
位
前
紀
）

　

天
皇
は
、天
神
の
子
は
数
多
存
在
し
、必
ず
そ
の
証
た
る
表
物
を
所
持
す
る
と
い
う
。
そ
こ
で
長
髓
彦
は
饒
速
日
命
の
表
物
と
し
て
「
天

羽
羽
矢
一
隻
と
歩
靫
」
を
示
し
、天
皇
も
ま
た
天
表
と
し
て
「
天
羽
羽
矢
一
隻
と
歩
靫
」
を
示
し
あ
う
。
こ
の
天
神
の
子
の
表
物
（
天
表
）

で
あ
る
「
天
羽
羽
矢
」
は
、天
若
日
子
が
賜
っ
た
「
天
の
は
は
矢
（
天
の
か
く
矢
）」
と
同
名
で
あ
り
、同
列
の
物
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、

右
の
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
該
当
す
る
『
古
事
記
』
の
記
述
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

�

故
爾
く
し
て
、
邇
芸
速
日
命
、
参
ゐ
赴
き
て
、
天
つ
神
御
子
に
白
さ
く
、「
天
つ
神
御
子
天
降
り
坐
し
ぬ
と
聞
き
つ
る
が
故
に
、
追

ひ
て
参
ゐ
降
り
来
つ
」
と
ま
を
し
て
、
即
ち
天
津
瑞
を
献
り
て
、
仕
へ
奉
り
き
。�

（
中
巻
・
神
武
天
皇
）

　

邇
芸
速
日
命
が
天
つ
神
御
子
で
あ
る
神
武
天
皇
に
「
天
津
瑞
」
を
献
上
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
「
天
津
瑞
」
が
具
体
的
に
何
で

あ
る
の
か
は
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
を
参
照
す
れ
ば
、
天
の
は
は
矢
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
物
語
の
流
れ
も
異
な
る
た
め
、

即
座
に
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
反
映
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
天
照
大
御
神
が
須
佐
之
男
命
と

対
峙
し
た
際
に
弓
矢
を
装
備
し
た
こ
と
か
ら
、弓
矢
と
統
治
（
支
配
）
権
が
全
く
関
わ
ら
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、先
の
「
新
嘗
」
や
「
天

津
瑞
」
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、『
古
事
記
』
で
は
天
若
日
子
と
弓
矢
の
授
受
か
ら
統
治
（
支
配
）
権
と
の
関
わ
り
を
み
る
の
は
想
定
し
に
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く
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
天
照
大
御
神
の
血
筋
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
高
天
原
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
印
と
み
る

向
き
も
あ
る
。
こ
の
弓
矢
は
「
天
」
を
冠
し
て
お
り
、
高
天
原
の
象
徴
物
と
み
る
の
は
首
肯
で
き
る
が
、
一
般
的
に
、
山
口
佳
紀
・
神
野

志
隆
光
『
古
事
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
六
月
）
の
よ
う
に
、
天
若
日
子
を
「
天
上
界
の
若
者
」
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
高
天
原
の
存
在
で
あ
る
こ
と
の
証
を
殊
更
に
示
す
必
要
が
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
に
捉
え

る
と
、
天
菩
比
命
・
建
御
雷
神
は
高
天
原
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
印
を
持
た
な
い
使
者
と
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
首
肯
し
が
た
い
。

　
『
古
事
記
』
内
部
で
天
若
日
子
が
賜
っ
た
弓
矢
の
意
義
を
考
え
る
な
ら
ば
、
天
孫
降
臨
の
場
面
に
見
ら
れ
る
以
下
の
弓
矢
と
の
関
係
が

問
題
と
な
ろ
う
。

　
　

�

故
爾
く
し
て
、
天
忍
日
命
・
天
津
久
米
命
の
二
人
、
天
の
石
靫
を
取
り
負
ひ
、
頭
椎
の
大
刀
を
取
り
佩
き
、
天
の
は
じ
弓
を
取
り
持

ち
、
天
の
真
鹿
児
矢
を
手
挟
み
、
御
前
に
立
ち
て
仕
へ
ま
つ
り
き
。�

（
上
巻
・
天
孫
降
臨
）

　

天
孫
降
臨
神
話
に
お
い
て
、
天
忍
日
命
・
天
津
久
米
命
の
描
写
の
中
に
「
天
の
は
じ
弓
」
を
持
つ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
西
郷
信
綱

『
古
事
記
注
釈
』
第
三
巻
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
年
八
月
、
初
出
：
一
九
七
六
年
四
月
）
に
は
、
天
若
日
子
の
天

の
ま
か
こ
弓
（
天
の
は
じ
弓
）・
天
の
は
は
矢
（
天
の
か
く
矢
）
と
、
天
忍
日
命
・
天
津
久
米
命
の
天
の
は
じ
弓
・
天
の
真
鹿
児
矢
と
は�

「
み
な
同
類
の
も
の
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
矢
に
つ
い
て
は
名
称
が
異
な
る
た
め
同
類
の
も
の
と
み
ら
れ
る
か
は
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ

ろ
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
「
天
の
は
じ
弓
」
は
名
称
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
同
類
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
天
忍
日
命
・
天
津
久

米
命
は
「
御
前
に
立
ち
て
仕
へ
ま
つ
り
き
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
孫
を
先
導
す
る
役
目
を
担
う
神
で
あ
る
。
ま
た
、「
大
伴

連
等
の
祖
」
や
「
久
米
直
等
の
祖
」
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
軍
事
に
関
わ
る
氏
族
で
あ
る
た
め
、
天
孫
、
つ
ま
り
葦
原
中
国
の

統
治
者
に
害
を
な
す
存
在
を
射
る
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
天
忍
日
命
・
天
津
久
米
命
の
天
の
は
じ
弓
と
同
類
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
天
若
日
子
が
弓
（
矢
）
を
賜
る
の
は
、

葦
原
中
国
の
統
治
者
と
な
る
存
在
を
害
す
る
神
を
射
る
た
め
と
捉
え
ら
れ
る
。
高
木
神
が
天
若
日
子
に
授
け
た
矢
に
つ
い
て
、「
命
を
誤

た
ず
、
悪
し
き
神
を
射
む
と
為
る
矢
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
天
神
御
子
の
降
臨
に
害
を
な
す
存
在
を
射
る
た
め
に
授
け

ら
れ
た
弓
矢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。�

〔
鶉
橋
辰
成　

日
本
上
代
文
学
〕

【
補
注
二
】
「
言
」
を
「
音
」
と
し
て
受
け
と
め
る
天
佐
具
売

　

大
国
主
神
に
よ
る
国
作
り
を
経
た
葦
原
中
国
の
平
定
の
た
め
、
天
照
大
御
神
・
高
御
産
巣
日
神
に
よ
り
遣
わ
さ
れ
た
天
若
日
子
は
八
年

の
間
「
復
奏
」
せ
ず
、
高
天
原
の
神
々
は
そ
の
理
由
を
天
若
日
子
に
問
う
た
め
、
雉
で
あ
る
鳴
女
を
遣
わ
し
た
。
天
降
っ
た
鳴
女
は
「
言

の
委
曲
け
き
こ
と
、
天
つ
神
の
詔
命
の
如
し（

（
（

」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
つ
神
の
詔
命
を
そ
の
ま
ま
天
若
日
子
に
伝
達
す
る
。
し
か
し
、

天
つ
神
の
詔
命
を
伝
え
る
鳴
女
の
「
言
」
を
聞
い
た
天
佐
具
売
は
、「
此
の
鳥
は
、
其
の
鳴
く
音
甚
悪
し
。
故
、
射
殺
す
べ
し
」
と
天
若

日
子
に
告
げ
、
天
若
日
子
は
天
つ
神
か
ら
賜
っ
た
弓
矢
を
用
い
て
鳴
女
を
射
殺
し
て
し
ま
う
。
天
佐
具
売
は
、
鳴
女
の
「
言
」
を
「
音
」

と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
音
」（
音
注
を
除
く
）
と
記
さ
れ
る
も
の
に
は
、「
鵠
」
と
い
う
鳥
の
鳴
き
声
（
中
巻
・
垂
仁
天
皇
）
や
「
琴
」

の
音
（
中
巻
・
仲
哀
天
皇
、
下
巻
・
仁
徳
天
皇
）
等
が
確
認
さ
れ
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
は
天
佐
具
売
が
聞
き
取
っ
た
「
音
」

に
つ
い
て
、「
上
代
語
で
は
、
生
物
の
声
で
あ
っ
て
も
、
単
に
無
意
味
な
音
響
と
し
て
聞
く
時
に
は
オ
ト
と
い
う（

（
（

。」
と
注
を
付
し
て
お
り
、

天
つ
神
の
詔
命
の
よ
う
な
は
っ
き
り
と
し
た
意
味
を
持
つ
言
葉
（
言
）
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
「
音
」
を
捉
え
て
い
る（

（
（

。
地
上
世
界
が

天
つ
神
の
「
言
」
に
よ
っ
て
正
さ
れ
る
『
古
事
記
』
の
あ
り
方
（
高
天
原
の
「
言
」
の
秩
序
）
を
説
く
松
田
浩
氏
は
、「
言
」
を
「
音
」
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と
し
て
受
け
と
め
た
天
佐
具
売
を
介
し
て
、
葦
原
中
国
の
平
定
の
た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
天
若
日
子
が
高
天
原
側
で
は
な
く
、「
言
」
の
秩

序
が
及
ん
で
い
な
い
大
国
主
神
側
の
存
在
と
な
っ
た
と
論
じ
る（

（
（

。

　

天
若
日
子
派
遣
の
段
階
で
は
、
葦
原
中
国
は
平
定
が
果
た
さ
れ
て
お
ら
ず
、
高
天
原
の
「
言
」
の
秩
序
が
及
ん
で
い
な
い
世
界
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
葦
原
中
国
の
国
作
り
を
行
っ
た
大
国
主
神
に
は
、
天
つ
神
側
の
言
葉
が
確
か
に
届
い
て
い
る
。

　
　

�

是
を
以
て
、
此
の
二
は
し
ら
の
神
（
稿
者
注
：
建
御
雷
神
・
天
鳥
船
神
）、
出
雲
国
の
伊
耶
佐
の
小
浜
に
降
り
到
り
て
、
十
掬
の
剣
を

抜
き
、
逆
ま
に
浪
の
穂
に
刺
し
立
て
、
其
の
剣
の
前
に
趺
み
坐
て
、
其
の
大
国
主
神
を
問
ひ
て
言
ひ
し
く
、「
天
照
大
御
神
・
高
木
神

の
命
以
て
、
問
ひ
に
使
は
せ
り
。
汝
が
う
し
は
け
る
葦
原
中
国
は
、
我
が
御
子
の
知
ら
さ
む
国
と
言
依
し
賜
ひ
き
。
故
、
汝
が
心
は
、

奈
何
に
」
と
い
ひ
き
。
爾
く
し
て
、
答
へ
て
白
し
し
く
、「
僕
は
、
白
す
こ
と
得
ず
。
我
が
子
八
重
言
代
主
神
、
是
白
す
べ
し
。
…

〈
上
巻
・
建
御
雷
神
の
派
遣
〉

　

天
若
日
子
の
派
遣
が
失
敗
に
終
わ
り
、
第
三
の
使
者
と
し
て
建
御
雷
神
が
遣
わ
さ
れ
た
。
建
御
雷
神
は
「
汝
が
う
し
は
け
る
葦
原
中
国

は
、
我
が
御
子
の
知
ら
さ
む
国
」
と
、
天
照
大
御
神
の
言
葉
を
大
国
主
神
に
伝
え
、
大
国
主
神
は
こ
の
問
い
に
対
し
答
え
を
返
し
て
い
る
。

大
国
主
神
は
高
天
原
側
に
よ
る
葦
原
中
国
の
平
定
に
対
し
て
抗
う
姿
勢
は
見
せ
て
お
ら
ず
、
自
身
の
御
子
た
ち
が
天
つ
神
の
御
子
に
従
う

意
思
を
示
す
と
、「
僕
が
子
等
二
は
し
ら
の
神
が
白
す
随
に
、
僕
は
、
違
は
じ
。
此
の
葦
原
中
国
は
、
命
の
随
に
既
に
献
ら
む
」
と
国
譲

り
に
応
じ
て
い
る
。
大
国
主
神
は
高
天
原
の
「
言
」
の
秩
序
に
応
じ
る
存
在
で
あ
る
た
め
、
使
者
で
あ
る
建
御
雷
神
の
言
葉
が
正
し
く
届

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
佐
具
売
に
使
者
で
あ
る
鳴
女
の
「
言
」
が
届
か
な
か
っ
た
の
は
、
天
佐
具
売
が
高
天
原
の
「
言
」
の
秩
序
に
応
じ

な
い
存
在
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

天
佐
具
売
の
進
言
に
従
い
鳴
女
を
射
殺
し
た
天
若
日
子
の
矢
は
、
そ
の
ま
ま
高
天
原
に
至
る
。
そ
し
て
、
高
木
神
が
「
或
し
天
若
日
子
が
、�
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命
を
誤
た
ず
、
悪
し
き
神
を
射
む
と
為
る
矢
の
至
れ
ら
ば
、
天
若
日
子
に
中
ら
ず
あ
れ
。
或
し
邪
し
き
心
有
ら
ば
、
天
若
日
子
、
此
の
矢

に
ま
が
れ
」
と
い
う
発
言
と
と
も
に
矢
を
衝
き
返
し
た
と
こ
ろ
、
天
若
日
子
は
矢
に
当
た
り
死
を
迎
え
る
。
天
つ
神
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た

段
階
で
天
若
日
子
は
「
其
の
国
を
獲
む
」
と
、
葦
原
中
国
を
獲
よ
う
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
高
天
原
側
に
背
く
態
度
を

示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
高
天
原
の
「
言
」
の
秩
序
に
応
じ
な
い
天
佐
具
売
の
進
言
が
加
わ
り
、
そ
の
進
言
に
従
う
こ
と
で
、
天
若
日
子
は

高
天
原
側
に
対
す
る
反
逆
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
く
。「
言
」
を
「
音
」
と
し
て
受
け
と
め
る
天
佐
具
売
は
、
反
逆
者
と
し
て
の

天
若
日
子
の
立
場
を
決
定
づ
け
る
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
る
。

　
　

註

　
（
１
）　
『
古
事
記
』
の
引
用
は
、山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
校
注
・
訳
『
古
事
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、小
学
館
、平
成
九
年
六
月
）
に
よ
る
。

　
（
２
）�　

前
掲
註
（
（
）。

　
（
３
）�　
『
古
事
記
』
の
「
音
」
に
は
、
他
に
〈
上
巻
・
三
貴
子
の
分
治
〉
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　

�

故
、
各
依
し
賜
ひ
し
命
の
随
に
知
ら
し
看
せ
る
中
に
、
速
須
佐
之
男
命
は
、
命
せ
ら
え
し
国
を
治
め
ず
し
て
、
八
拳
須
心
前
に
至
る

ま
で
、
啼
き
い
さ
ち
き
。
其
の
泣
く
状
は
、
青
山
を
枯
山
の
如
く
泣
き
枯
し
、
河
海
は
悉
く
泣
き
乾
し
き
。
是
を
以
て
、
悪
し
き
神

の
音
、
狭
蠅
の
如
く
皆
満
ち
、
万
の
物
の
妖
、
悉
く
発
り
き
。�

〈
上
巻
・
三
貴
子
の
分
治
〉

　
　
　

�　

須
佐
之
男
命
は
統
治
を
命
じ
ら
れ
た
国
を
治
め
ず
泣
き
わ
め
き
、
そ
の
泣
く
様
は
青
山
を
泣
き
枯
ら
し
、
河
海
を
泣
き
乾
す
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
悪
し
き
神
の
音
」
が
満
ち
る
状
態
と
な
る
。
多
田
一
臣
氏
は
「
泣
く
」
行
為
を
「「
言
」
以
前
の
秩
序
化
さ
れ
な
い
言

語
行
為
」と
し
て
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
、須
佐
之
男
命
が
泣
き
続
け
る
こ
と
で「
混
沌
と
し
た
無
秩
序
を
こ
の
世
界
に
引
き
起
こ
す
」

と
説
く
。
ま
た
、
多
田
氏
は
「
狭
蠅
の
如
く
皆
満
ち
」
の
表
現
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
サ
バ
エ
の
羽
音
を
「
意
味
と
し
て
把
握
し
え
な
い
、
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畏
怖
す
べ
き
ざ
わ
め
き
」
と
し
て
捉
え
て
お
り
、「
古
代
に
お
い
て
は
、
無
秩
序
な
い
し
混
沌
の
世
界
は
、
直
接
的
な
生
々
し
さ
を
も
つ
「
音
」

の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
」
と
論
じ
る
。（
多
田
一
臣
「
古
代
の
「
言
」
と
「
音
」」『
古
事
記
年
報
』
第
五
十
三
号
、
平
成

二
十
三
年
一
月
）。

　
（
４
）�　

松
田
浩
「
天
若
日
子
と
雉
の
「
言
」
と
―『
古
事
記
』
の
語
る
「
言
」
の
秩
序
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
古
事
記
年
報
』
第
五
十
九
号
、
平
成

二
十
九
年
三
月
）。

�

〔
小
野
寺
紗
英　

日
本
上
代
文
学
〕

【
補
注
三
】
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
雀
」
字
の
訓
読
に
つ
い
て

　
『
古
事
記
伝
』
以
下
の
諸
テ
キ
ス
ト
が
『
古
事
記
』
上
巻
・
天
若
日
子
葬
送
記
事
に
お
け
る
「
雀
為
碓
女
」
の
「
雀
」
字
を
「
ス
ズ
メ
」

と
訓
む
な
か
で
、神
田
秀
夫
・
太
田
善
麿
校
注
の
朝
日
古
典
全
書
『
古
事
記
』（
以
下
、全
書
）
と
神
田
秀
夫
校
注
『
新
注
古
事
記
』
の
み
が�

「
サ
ザ
キ
」
と
訓
み
、
全
書
は
「
み
そ
さ
ざ
い
。
こ
こ
の
「
雀
」
は
一
般
に
ス
ズ
メ
と
訓
ま
れ
て
ゐ
る
が
、
古
事
記
で
は
オ
ホ
サ
ザ
キ�

（
仁
徳
天
皇
の
諱
）
に
「
大
雀
」
と
あ
て
て
を
り
、
外
に
「
雀
」
を
ス
ズ
メ
と
訓
ま
せ
た
例
を
見
な
い
。」
と
指
摘
す
る
。

　
『
古
事
記
』
中
に
「
雀
」
字
は
全
例
二
十
四
例
あ
り
（
序
を
除
く
）、
仁
徳
天
皇
を
指
す
「
大
雀
」
の
例
が
十
四
例
、
武
烈
天
皇
を
指
す

小
長
谷
若
雀
命
が
三
例
、
崇
峻
天
皇
を
指
す
長
谷
部
若
雀
命
が
三
例
、
雀
部
臣
が
二
例
、
雀
部
造
が
一
例
、
そ
し
て
当
該
条
の
「
雀
」
が

一
例
で
あ
る
。

　

大
雀
の
名
は
応
神
天
皇
の
発
話
「
佐
耶
岐
、
阿
芸
之
言
、
如
我
所
思
」
や
、
吉
野
の
国
主
ら
の
歌
「
本
牟
多
能　

比
能
美
古
。
意
富
佐

耶
岐　

意
富
佐
耶
岐
」（
応
神
記
・
記
四
七
）
の
な
か
に
一
字
一
音
の
表
記
が
確
認
で
き
、
少
な
く
と
も
大
雀
の
名
に
お
い
て
「
雀
」
字
を�

「
サ
ザ
キ
」
と
訓
ん
だ
こ
と
は
揺
る
が
な
い（

（
（

。
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武
烈
・
崇
峻
両
天
皇
の
名
に
用
い
ら
れ
る
「
若
雀
」
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
「
サ
ザ
キ
」
と
訓
む
べ
く
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。
雀
部
も
ま
た
「
サ
ザ
キ
ベ
」
と
訓
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
全
書
の
指
摘
は
も
っ
と
も
と
言
え
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ス

ズ
メ
説
の
嚆
矢
で
あ
る
本
居
宣
長
の
『
古
事
記
伝
』
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　

�

雀
、
和
名
抄
に
、
雀
和
名
須
々
米
と
あ
り
、
下
巻
朝
倉

ノ
宮

ノ
天
皇

ノ
大
御
歌
に
、
爾
波
須
受
米
と
よ
ま
せ
給
へ
り
、【
記
中
に
雀

ノ
字

は
、
大
雀
命
雀
部
な
ど
、
佐
邪
伎
に
用
ひ
た
れ
ど
も
、
書
紀
に
佐
邪
伎
に
は
、
鷦
鷯
と
書
て
、
此
は
以
レ
雀

ヲ
爲
二
舂
女

ト一
と
あ
れ
ば
、

な
ほ
須
受
米
な
り（

（
（

、】

　

確
か
に
『
日
本
書
紀
』
で
は
天
皇
名
な
ど
の
サ
ザ
キ
を
通
常
「
鷦
鷯
」
と
表
記
し
、
神
代
下
第
九
段
本
書
の
天
稚
彦
葬
送
条
で
は
、
鷦

鷯
と
雀
と
が
別
々
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

�

便
ち
喪
屋
を
造
り
て
殯
す
。
即
ち
川
雁
を
以
ち
て
持
傾
頭
者
と
持
帚
者
と
し
、
一
に
云
は
く
、
鶏
を
以
ち
て
持
傾
頭
者
と
し
、
川
雁
を
以
ち
て
持

帚
者
と
す
と
い
ふ
。
又
、
雀
を
以
ち
て
舂
女
と
す
。
一
に
云
は
く
、
乃
ち
川
雁
を
以
ち
て
持
傾
頭
者
と
し
、
亦
持
帚
者
と
し
、
鴗
を
以
ち
て
尸
者
と
し
、
雀
を

以
ち
て
舂
者
と
し
、
鷦
鷯
を
以
ち
て
哭
者
と
し
、
鵄
を
以
ち
て
造
綿
者
と
し
、
烏
を
以
ち
て
宍
人
者
と
し
、
凡
て
衆
の
鳥
を
以
ち
て
任
事
す
と
い
ふ
。
而
し
て
八
日

八
夜
、
啼
哭
き
悲
し
び
歌
ふ（

（
（

。

　

右
の
記
事
に
み
え
る
「
雀
」
と
「
鷦
鷯
」
と
は
、
別
の
鳥
と
解
さ
ざ
る
を
得
ま
い
。
そ
の
場
合
、
鷦
鷯
は
神
代
上
第
八
段
一
書
第
六
に

み
え
る
訓
注
「
鷦
鷯
、
此
に
は
娑
娑
岐
と
云
ふ
。」
を
以
て
「
サ
ザ
キ
」
と
訓
む
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
雀
は
「
ス
ズ
メ
」

と
訓
む
べ
き
で
あ
ろ
う（

（
（

。『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
訓
み
わ
け
が
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、『
古
事
記
』
に
「
鷦
鷯
」

の
語
は
な
く
、『
古
事
記
』
の
「
雀
」
字
は
問
題
と
な
る
当
該
例
を
除
き
、
い
ず
れ
も
サ
ザ
キ
の
訓
が
適
当
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
雀
を
碓
女
と
し
た
と
い
う
『
古
事
記
』
の
記
述
に
つ
い
て
、
宣
長
が
谷
川
士
清
の
説
を
引
い
て
「
雀
取
二
躍
而
不
レ
歩
如
一レ�
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舂
也
と
云
る
、
信
に
さ
も
有
べ
し
」
と
い
い
、
そ
れ
を
受
け
た
と
思
し
い
次
田
潤
『
古
事
記
新
講
』
の
「
雀
が
餌
を
啄
む
樣
が
米
を
舂
く

さ
ま
に
似
て
ゐ
る
の
で
、
こ
の
役
を
雀
に
あ
て
た
」
と
い
う
理
解
や
、「
ス
ズ
メ
を
あ
て
た
の
は
、
ウ
ス
メ
と
の
音
的
連
想
に
よ
る
か
」

と
す
る
新
編
全
集
『
古
事
記
』
な
ど
の
指
摘
に
対
し
、
サ
ザ
キ
（
ミ
ソ
サ
ザ
イ
）
は
食
性
が
動
物
食
で
稲
を
啄
む
雀
と
は
異
な
り
稲
に
縁

が
無
く
、
名
に
よ
る
音
的
連
想
も
難
し
い
な
ど
、
碓
女
に
は
適
さ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
サ
ザ
キ
の
名
と
食
膳
と
が
全
く
の
無
縁
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
サ
ザ
キ
を
名
に
負
う
雀
部
は
、
佐
伯
有
清
『
日
本
古
代

氏
族
事
典
』
に
よ
れ
ば
、
大
膳
職
・
内
膳
司
の
膳
部
を
世
襲
す
る
負
名
氏
で
あ
っ
た
と
い
う
。
雀
部
朝
臣
の
由
緒
に
つ
い
て
記
す
『
新
撰

姓
氏
録
』
左
京
皇
別
上
に
は
「
星
河
建
彦
宿
禰
。
謚
應
神
御
世
。
代
二
於
皇
太
子
大
鷦
鷯
尊
一。
繋
二
木
綿
襷
一。
掌
二
監
御
膳
一。
因
賜
レ
名
曰
二

大
雀
臣
一。」
と
あ
り（

（
（

、
雀
部
朝
臣
と
食
膳
と
の
関
わ
り
が
説
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
、
食
膳
を
掌
る
氏
族
と
同
じ
名

を
も
つ
「
サ
ザ
キ
」
が
「
舂
女
」
と
さ
れ
る
蓋
然
性
は
、
決
し
て
低
く
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
「
雀
」
字
を
「
サ
ザ
キ
」
と
訓
む
例
が
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け�

『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
「
雀
」
字
を
「
ス
ズ
メ
」
と
訓
む
確
例
が
な
く
（『
古
事
記
』
一
〇
二
番
歌
に
は
「
爾
波
須
受
米
」
の
例
が
認
め

ら
れ
る
が
、「
雀
」
字
と
対
応
す
る
保
証
は
な
い
）、「
サ
ザ
キ
」
と
訓
む
確
例
が
あ
る
こ
と
、
記
紀
に
み
え
る
「
雀
部
」
が
膳
部
を
掌
る

氏
族
で
あ
っ
た
と
思
し
い
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
当
該
条
の
「
雀
」
は
「
サ
ザ
キ
」
と
訓
む
べ
き
と
考
え
る
。

　
　

註

　
（
１
）　
『
古
事
記
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。
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（
２
）�　

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』（
大
野
晋
編
『
本
居
宣
長
全
集
』
十
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
）。

　
（
３
）�　
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
一
・
三
（
小
学
館
、
一
九
九
四
・
一
九
九
八
年
）
に
よ
る
。

　
（
４
）�　

た
だ
し
、『
日
本
書
紀
』
の
雀
字
す
べ
て
が
「
ス
ズ
メ
」
と
訓
ま
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
雀
部
臣
（
天
武
十
三
年
十
一�

月
・
持
統
五
年
八
月
）
は
サ
ザ
キ
ベ
以
外
の
訓
を
も
た
な
い
た
め
、『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
雀
字
の
和
訓
に
は
ス
ズ
メ
・
サ
ザ
キ
の
ふ
た

つ
が
存
在
し
う
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仁
徳
天
皇
の
名
に
み
え
る
サ
ザ
キ
が
「
鷦
鷯
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い

て
は
山
田
純
に
論
が
あ
る
（「「
鷦
鷯
」
と
い
う
名
の
天
皇
―
鳥
名
と
易
姓
革
命
―
」『
日
本
書
紀
典
拠
論
』
新
典
社
、
二
〇
一
八
年
。
初
出

二
〇
〇
八
年
二
月
）。
稿
者
も
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
雀
」「
鷦
鷯
」
の
用
字
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
本
補
注
解
説
を

踏
ま
え
つ
つ
別
に
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

　
（
（
）　
『
新
撰
姓
氏
録
』
の
引
用
は
、
佐
伯
有
清
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究　

本
文
篇
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）
に
よ
る
。

�

〔
小
野
諒
巳　

日
本
上
代
文
学
〕

【
補
注
四
】
喪
山

　

注
釈
書
の
類
で
は
、
こ
の
「
喪
山
」
が
具
体
的
に
ど
こ
を
指
し
て
い
る
の
か
の
説
明
に
終
始
し
て
お
り
、
何
故
こ
の
地
が
選
ば
れ
、
描

か
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
殆
ど
言
及
が
無
い
。
実
在
の
土
地
に
何
ら
か
の
伝
承
的
な
背
景
が
あ
っ
た
が
故
に
、
そ
れ
が
神
話
の
記
述

の
中
に
あ
ら
わ
れ
た
の
み
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
神
話
の
中
の
地
名
が
記
さ
れ
る
場
合
に
は
や
は
り
何
か
し
ら
の
意

図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
し
、
或
い
は
地
名
を
記
載
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
意
味
が
生
じ
る
と
い

う
こ
と
も
あ
り
得
る
。

　

西
郷
信
綱
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（『
古
事
記
注
釈
』）。

　
　

�

な
ぜ
こ
こ
に
突
如
、
美
濃
国
の
喪
山
な
る
も
の
が
出
て
く
る
か
が
分
か
ら
な
い
。
し
か
も
記
だ
け
で
な
く
、
紀
の
本
文
と
一
書
の�



127 『古事記』注釈

若
日
子
譚
に
も
そ
れ
が
出
て
く
る
の
だ
。
そ
れ
は
天
若
日
子
が
謀
反
人
で
あ
る
こ
と
と
か
か
わ
る
点
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
山
守
命
は
大
和
国
が
山
城
国
と
堺
す
る
奈
良
山
に
葬
ら
れ（
応
神
記
）、大
津
皇
子
は
大
和
と
河
内
の
堺
な
る
二
上
山
に
葬
ら
れ
た
。

堺
は
坂
で
、
そ
れ
は
同
時
に
黄
泉
比
良
坂
で
も
あ
り
う
る
が
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
そ
の
荒
ぶ
る
魂
を
大
和
の
国
内
か
ら
追
い
出
し
、

逆
に
そ
れ
を
外
に
向
け
る
と
い
う
気
持
ち
が
働
い
て
い
る
よ
う
だ
。
東
国
へ
の
要
路
を
扼
す
る
不
破
の
関
が
そ
こ
に
あ
る
の
を
考
え

る
と
、
蹴
と
ば
さ
れ
た
天
若
日
子
の
喪
屋
が
美
濃
国
の
喪
山
に
な
っ
た
と
す
る
話
も
、
い
わ
く
あ
り
げ
で
あ
る
。
奈
良
山
、
二
上
山
、

喪
山
と
、
み
な
山
で
あ
る
の
も
、
か
り
そ
め
で
は
あ
る
ま
い
。

　

基
本
的
に
こ
の
西
郷
信
綱
の
考
え
に
は
同
意
で
き
る
の
だ
が
、
よ
り
『
古
事
記
』
な
り
『
日
本
書
紀
』
な
り
の
神
話
内
容
に
即
し
て
考

え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

天
若
日
子
の
喪
屋
が
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
に
よ
っ
て
切
り
伏
せ
ら
れ
、「
足
を
以
て
蹶
ゑ
離
ち
遣
」
ら
れ
て
「
美
濃
国
の
藍
見
河
の

河
上
に
在
る
喪
山
」
と
な
る
の
は
、「
蹶
ゑ
離
ち
遣
」
っ
た
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
と
喪
山
と
を
関
連
付
け
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
て

の
こ
と
で
は
な
い
か
。
喪
屋
の
あ
っ
た
場
所
は
特
定
さ
れ
な
い
故
、
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
こ
の
喪
屋
が
移
動
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い

ま
ま
で
あ
る
が
、「
美
濃
国
」
に
位
置
付
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
大
和
か
ら
見
て
東
側
の
、
周
縁
に
位
置
す
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
先
の
西
郷
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
東
方
か
ら
の
守
り
の
役
割
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
。

　

葬
と
山
と
の
関
連
か
ら
見
た
場
合
、『
古
事
記
』
の
中
で
は
既
に
伊
耶
那
美
命
が
葬
ら
れ
た
比
婆
山
が
挙
げ
ら
れ
る
。
伊
耶
那
美
命
の

神
避
り
の
際
に
は
西
方
の
周
縁
地
と
し
て
比
婆
山
が
葬
の
地
と
な
り
、
天
若
日
子
の
場
合
は
東
方
の
周
縁
地
と
し
て
喪
山
が
葬
の
地
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
喪
屋
が
何
処
か
ら
移
動
し
た
の
か
、
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
伊
耶
那
美
が
葬
ら
れ
た
比
婆
山
の
場
合
、「
香
山
」
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を
提
示
す
る
こ
と
で
、
中
心
と
周
縁
と
い
う
位
置
関
係
を
示
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
場
合
に
も
や
は
り
中
心
を
示

す
要
素
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
ノ
カ
ミ
は
、『
古
事
記
』
系
譜
部
で
は
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
、『
日
本�

書
紀
』
で
は
正
文
・
一
書
一
と
も
に
味
耜
高
彦
根
神
、『
出
雲
国
風
土
記
』
で
は
阿
遅
須
枳
（
伎
）
高
日
子
命
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
で

は
阿
遅
須
伎
高
孫
根
乃
命
と
あ
る
よ
う
に
、
他
の
箇
所
・
文
献
で
は
悉
く
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
で
あ
り
、「
ス
キ
」
は
農
耕
具
を
表
し
、
か

つ
こ
の
神
が
雷
神
・
蛇
神
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
『
古
事
記
』
の
こ
の
箇
所
の
み
は
、
歌
も
含
め
て�

「
ア
ヂ
シ
キ
タ
カ
ヒ
コ
」
と
記
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
歌
の
言
葉
に
「
シ
キ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
神
名
も
そ
れ
に
影
響
を
受

け
て
「
シ
キ
」
と
な
っ
た
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、『
日
本
書
紀
』
の
歌
が
「
ス
キ
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見

て
も
、
そ
う
し
た
見
方
は
成
り
立
ち
に
く
い
。『
古
事
記
』
は
こ
の
箇
所
に
の
み
、「
シ
キ
」
に
こ
だ
わ
る
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
ス
キ
」
の
「
キ
」
は
甲
類
で
、「
志
貴
」
の
「
貴
」
は
乙
類
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
単
純
な
音
韻
変
化
と
は
考
え
に
く
く
、
異
な
る
意
味

を
担
う
も
の
と
す
る
見
方
が
強
い
。
西
宮
一
民
は
、「
シ
と
の
音
節
結
合
で
キ
が
乙
類
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
と
、「
シ
キ
」
は
鉏

の
意
」
で
あ
る
と
す
る
（
修
訂
版
頭
注
）
が
、
シ
と
の
音
節
結
合
で
キ
が
乙
類
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
例
が
あ
る
の
か
ど

う
か
、
現
状
で
は
確
認
が
取
れ
て
い
な
い
。
一
方
で
「
シ
キ
」
を
大
和
の
地
名
「
シ
キ
」
と
関
わ
ら
せ
る
見
解
も
多
く
見
ら
れ
る
。
ア
ヂ

ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
は
「
カ
モ
大
御
神
」
と
あ
る
よ
う
に
、
カ
モ
氏
の
祀
る
神
で
あ
り
、
カ
モ
氏
は
ミ
ワ
氏
と
と
も
に
大
物
主
神
の
子
孫
で
こ
の

神
を
祀
る
神
主
と
な
っ
た
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
の
末
裔
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
大
物
主
神
が
祀
ら
れ
る
三
輪
山
が
シ
キ
県
主
の
勢
力
範
囲
で
あ
り
、

大
物
主
神
を
祀
っ
た
崇
神
天
皇
が
シ
キ
の
水
垣
の
宮
で
天
下
を
治
め
た
と
さ
れ
る
点
な
ど
を
関
連
さ
せ
て
い
け
ば
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根

神
の
「
志
貴
」
が
大
和
の
「
シ
キ
」
地
域
と
関
連
を
持
つ
名
称
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
突
飛
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
何
故
に
『
古
事
記
』
の
こ
の
場
面
に
の
み
、
神
名
が
「
ス
キ
」
で
は
な
く
「
シ
キ
」
に
な
る
の
か
、
と
考
え
た
場
合
、�
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こ
の
「
シ
キ
」
が
大
和
の
シ
キ
地
域
を
指
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
和
と
美
濃
国
の
「
喪
山
」
と
を
対
比
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、そ
れ
は
「
香
山
」
と
「
比
婆
山
」
と
を
対
比
さ
せ
た
場
面
と
共
通
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
と
地
名
「
シ
キ
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
三
谷
栄
一
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
（「
阿
遅
鉏
高
日
子
根
神
の
性
格
」『
日
本
神
話
の
基
盤
』
塙
書
房
、
一
九
七
四
年
九
月
、
初
出
は
一
九
七
〇
年
一
〇
月
）。

　
　

�

大
和
国
磯
城
郡
（
城
上
郡
）
に
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
宗
像
神
社
三
座
が
見
え
る
よ
う
に
、
後
述
す
る
如
く
、
宗
像
氏
が
畿
内
に

進
出
し
、
宗
像
徳
善
の
女
が
天
武
天
皇
の
後
宮
に
入
り
、
高
市
皇
子
を
生
ん
で
お
り
、
高
市
皇
子
は
壬
申
の
乱
の
大
功
労
者
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
持
統
天
皇
に
も
信
任
厚
い
方
で
あ
っ
た
。
宗
像
氏
は
そ
の
祖
タ
ギ
リ
ビ
メ
が
大
穴
持
神
と
の
間
に
ア
ヂ
ス
キ
を
生
ん

で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
志
貴
」
の
音
字
を
用
い
た
歌
謡
は
、
宗
像
氏
が
自
分
の
居
住
地
（
磯
城
＝
志
貴
）
に
附
会
さ
せ
て
伝
え

た
宗
像
氏
の
伝
承
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　

仮
に
三
谷
氏
の
説
く
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
と
し
て
、
し
か
し
『
古
事
記
』
の
他
の
箇
所
に
も
『
日
本
書
紀
』
そ
の
他
の
話
に
も
使
わ
れ�

て
い
な
い
「
シ
キ
」
名
を
、『
古
事
記
』
が
こ
の
場
面
で
用
い
た
理
由
は
、
も
し
本
当
に
地
名
の
「
シ
キ
」
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

や
は
り
こ
の
神
話
の
舞
台
設
定
と
し
て
大
和
の
地
名
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
し
て
「
喪
山
」
は
そ
れ
と
の
対
応
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
「
喪
山
」
と
「
シ
キ
」
と
を
捉
え
て
み
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
地
名
は
、
神
話
世
界
で
描
か
れ
る
空
間
に
、
単
に
実
態
を
持

た
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
の
持
つ
意
味
合
い
を
提
示
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

喪
山
は
、天
若
日
子
の
喪
屋
が
移
動
し
た
も
の
で
あ
る
が
、後
に
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
が
忿
っ
て
飛
び
去
る
と
描
写
さ
れ
る
。
飛
び
去
っ

た
先
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
天
若
日
子
の
喪
屋
を
美
濃
国
の
方
向
に
「
蹶
ゑ
離
ち
遣
」
っ
た
の
は
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
で
あ
る
し
、
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天
若
日
子
と
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
と
が
「
甚
能
く
相
似
た
り
」
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
ど
も
参
考
と
す
る
と
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
自

身
が
喪
山
と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
描
こ
う
と
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
新
編
全
集
『
日
本
書
紀
』
①
頭
注
は
、
正
伝
の

父
神
の
名
等
か
ら
、
こ
の
二
神
が
本
来
同
一
神
で
あ
り
、
天
上
と
地
上
と
を
二
重
写
し
に
し
た
も
の
―
天
国
玉
・
天
稚
彦
・
高
姫
／
顕
国

玉
・
味
耜
高
彦
根
神
・
下
照
媛
―
と
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
）。

　

参
考
ま
で
に
言
え
ば
、
松
前
健
は
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
と
喪
山
と
の
関
連
を
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
話
の
伝
承
地
と
い
う
観
点
で

捉
え
て
い
る
（「
天
若
日
子
神
話
考
」『
日
本
神
話
と
古
代
生
活
』
有
精
堂
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
）。
喪
山
が
そ
も
そ
も
阿
遅
志
貴
高
日

子
根
神
と
関
連
す
る
地
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
神
話
は
、
大
国
主
神
の
子
（
系
譜
上
で
は
最
初
の
子
）
で
あ
る
阿
遅
志
貴
高
日
子

根
神
が
、
葦
原
中
国
平
定
神
話
に
お
い
て
最
初
に
登
場
し
、
そ
し
て
退
場
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
退
場
し
た
先
の
地
が

美
濃
国
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

喪
山
が
実
際
に
ど
う
い
う
場
所
に
あ
る
の
か
、
実
態
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
荻
原
浅
男

の
説
く
喪
山
古
墳
（
送
葬
山
古
墳
・
不
破
郡
垂
井
町
）
説
が
有
力
か
（「
美
濃
の
喪
山
」
旧
全
集
月
報
31
一
九
七
三
年
一
〇
月
、
及
び
「
古

事
記
神
話
の
伝
承
地
に
つ
い
て
―
岐
神
の
鎮
座
地
、
天
若
日
子
の
美
濃
の
喪
山
な
ど
の
場
合
―
」『
古
事
記
年
報
』
23
号
一
九
八
一
年
一

月
参
照
）。
以
下
に
『
古
事
記
』
の
空
間
認
識
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。『
和
名
抄
』
巻
七
の
美
濃
国
条
に
は
「
不
破
郡
」

に
「
藍
川
」
が
あ
り
（
元
和
三
年
古
活
字
本
）、こ
れ
を
「
藍
見
川
」
と
関
連
付
け
て
考
え
る
見
方
が
あ
る
。「
不
破
郡
」
関
連
で
言
え
ば
、�

『
延
喜
式
』
巻
十
「
神
名
帳
下
」
美
濃
国
三
座
に
「
伊
富
岐
神
社
」
が
見
え
る
。
倭
建
命
が
言
挙
げ
を
し
た
伊
吹
山
は
、
美
濃
国
と
近
江

国
と
の
堺
に
あ
る
と
さ
れ
、
同
じ
く
神
名
帳
近
江
国
坂
田
郡
五
座
に
も
「
伊
夫
伎
神
社
」
が
見
え
る
。

　

東
征
を
終
え
て
討
伐
す
べ
き
も
の
が
も
は
や
存
在
し
な
い
状
況
で
、
敵
対
す
る
も
の
で
は
な
い
伊
吹
山
の
神
に
対
し
て
言
挙
げ
を
す
る
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倭
建
命
の
行
為
は
、
吉
井
巌
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
王
権
に
対
す
る
真
向
か
ら
の
対
決
を
示
し
た
も
の
」
と
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
（『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
』
学
生
社
、
一
九
七
七
年
九
月
。
な
お
吉
井
巌
は
、
伊
吹
山
の
神
を
息
長
氏
の
祭
る
神
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
お
り
、

そ
れ
故
に
「
王
権
に
対
す
る
対
決
」
と
い
う
見
方
を
持
っ
て
き
て
い
る
）。
つ
ま
り
不
破
関
に
近
い
こ
の
場
所
は
、
大
和
の
外
部
か
ら
大

和
へ
と
向
か
う
境
界
の
よ
う
な
場
所
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
倭
建
命
が
生
か
ら
死
へ
と
向
か
い
始
め
る
の
が
こ
の
場
所

で
あ
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
点
と
関
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
天
若
日
子
の
喪
屋
が
こ
こ
に
飛
ば
さ
れ
て
喪
山
と
な
っ
た
と
い

う
点
、
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
と
こ
の
地
を
関
わ
ら
せ
よ
う
と
意
図
さ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
点
（
前
掲
松
前
健
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の

美
濃
国
安
八
郡
四
座
の
中
に
加
毛
神
社
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
）
な
ど
か
ら
考
え
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
大
和
の
東
方
、
周
縁

の
地
に
こ
の
喪
山
を
設
定
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、『
続
日
本
紀
』
文
武
天
皇
大
宝
二
（
七
〇
二
）
年
一
二
月
一
〇
日

の
記
事
に
、「
始
め
て
美
濃
国
に
岐
蘇
の
山
道
を
開
く
」
と
見
え
、
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
七
月
七
日
の
記
事
に
「
美
濃
・
信
濃
の
二
国

の
堺
、
径
道
険
隘
に
し
て
、
往
還
艱
難
な
り
。
仍
て
吉
蘇
路
を
通
す
」
と
あ
り
、『
古
事
記
』
撰
録
の
十
年
前
か
ら
、
撰
録
の
翌
年
に
か

け
て
、
岐
蘇
（
吉
蘇
）
路
開
通
工
事
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
景
行
天
皇
二
十
七
年
冬
十
月
、日
本
武
尊
の
熊
襲
征
伐
に
同
行
す
る
人
物
と
し
て
、「
弟
彦
公
」
と
い
う
者
が
召
さ
れ
る
が
、

そ
の
場
面
で
は
或
者
が
「
美
濃
国
に
善
く
射
る
者
有
り
。
弟
彦
公
と
曰
ふ
」
と
言
っ
て
推
薦
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
新
編
全
集
の
頭
注

を
見
る
と
、「
美
濃
は
、
建
部
・
矢
集
に
関
す
る
人
名
・
地
名
が
多
く
、
皇
室
の
軍
隊
供
給
地
で
あ
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。『
和
名
抄
』

を
見
る
と
、
美
濃
国
の
多
芸
郡
・
石
津
郡
に
「
建
部
」
が
、
可
児
郡
に
「
矢
集
」
の
地
名
が
見
え
る
。
こ
の
点
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
兄
オ
ホ

ウ
ス
が
記
紀
に
お
い
て
美
濃
国
と
関
連
を
有
す
る
こ
と
、
特
に
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
美
濃
国
に
封
じ
ら
れ
る
こ
と
と
何
ら
か
の
関
係

が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
美
濃
国
の
位
置
づ
け
、
神
話
・
説
話
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
検
討
の
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
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以
上
、
美
濃
国
の
「
喪
山
」
の
記
載
意
義
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
葦
原
中
国
平
定
の
神
話
は
、
高
天
原
側
の
視
点
に
よ
っ
て
描
か

れ
、
唯
一
見
ら
れ
る
美
濃
国
の
地
名
は
、
大
和
か
ら
見
た
東
方
の
周
縁
の
地
を
意
味
し
、
天
若
日
子
、
及
び
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
を
こ

の
地
と
関
連
付
け
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
葦
原
中
国
平
定
神
話
の
舞
台
は
当
然

な
が
ら
出
雲
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
派
遣
の
話
ま
で
を
見
る
限
り
出
雲
と
い
う
限
定
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
は
ヤ
マ
ト
（
若
し
く
は
天
）
と
美
濃
と
い
う
位
置
上
の
対
比
を
示
す
意
図
を
も
っ
て
い
た
故
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
次

第
で
あ
る
。�

〔
谷
口
雅
博　

日
本
上
代
文
学
〕

【
補
注
五
】
「
天
な
る
や
」
歌
の
受
容
と
展
開

　

記
六
お
よ
び
紀
二
の
「
天
な
る
や
弟
た
な
ば
た
の
」
歌
謡
は
、「
八
雲
立
つ
」（
記
一
・
紀
一
）
の
よ
う
な
短
歌
形
式
の
歌
で
は
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
後
代
の
和
歌
史
言
説
に
お
い
て
は
相
応
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
そ
の
理
由
は
明
瞭
で
、「
一
書
」
中
の
歌
で

あ
る
と
は
い
え
、『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
素
戔
嗚
尊
の
「
八
雲
立
つ
」
に
次
い
で
二
番
目
に
登
場
す
る
「
歌
」
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
序
跋
に
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
の
成
立
と
記
さ
れ
る
『
歌
経
標
式
』
の
序
文
に
は
「
龍
女
、
海
に
帰
り
、
天
孫
、
婦
に
恋
ふ
る

歌
を
贈
る
こ
と
あ
り
。
味
耜
、
天
に
昇
り
、
会
へ
る
者
、
威
を
称
ふ
る
詠
を
作
る
こ
と
あ
り
。
並
に
雅
妙
の
音
韻
を
尽
す
始
な
り
」
と�

あ
り
、
紀
二
・
三
番
歌
と
紀
五
・
六
番
歌
と
を
双
璧
と
し
て
和
歌
の
起
源
に
位
置
付
け
て
い
る
。「
龍
女
」「
味
耜
」「
会
者
」
の
表
記
を
見

れ
ば
、『
歌
経
標
式
』
序
文
の
記
述
が
『
古
事
記
』
で
は
な
く
『
日
本
書
紀
』
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
『
歌
経
標
式
』
は
、
序
文
の
み
な
ら
ず
本
文
中
に
お
い
て
も
当
該
歌
謡
に
言
及
し
て
い
る
。「
歌
体
」
の
一
に
「
長
歌
」
を
挙
げ
、
そ
の

例
歌
と
し
て
当
該
の
「
天
な
る
や
」
の
歌
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
詞
章
は
、
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�

天
な
る
や　

弟
た
な
ば
た
の　

う
な
が
せ
る　

玉
の
み
す
ま
ろ　

み
す
ま
ろ
の　

あ
な
玉
は
や

　
　

み
谷
ふ
た
わ
た
る　

あ
ぢ
す
き
の
神

と
な
っ
て
お
り
、
紀
二
番
歌
と
も
、
記
六
番
歌
と
も
異
同
が
あ
る
。「
み
す
ま
る
（
ろ
）」
を
二
度
繰
り
返
す
と
こ
ろ
や
、「
の
神
」
が
入

る
と
こ
ろ
は
、紀
二
歌
よ
り
も
記
六
歌
に
類
似
し
て
お
り
、『
日
本
書
紀
』
を
単
純
に
書
承
し
た
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
「
タ

カ
ヒ
コ
ネ
」
が
抜
け
て
い
る
と
こ
ろ
や
、「
み
す
ま
ろ
」
と
か
「
ふ
た
わ
た
る
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、『
古
事
記
』
と
も
詞
章
が

異
な
っ
て
い
る
の
で
、
書
承
で
は
な
い
歌
の
伝
承
ル
ー
ト
を
別
に
想
定
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、『
琴
歌
譜
』
所
載
の
大

歌
と
同
じ
く
宮
廷
に
伝
承
さ
れ
た
歌
謡
の
中
に
こ
の「
夷
振
」の
歌
も
あ
り
、『
歌
経
標
式
』は
そ
の
よ
う
な
声
の
歌
か
ら
直
接
本
文
を
採
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
い
で
、
序
に
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
の
奏
上
と
記
さ
れ
る
『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
に
は
「
こ
の
歌
、
天
地
の
ひ
ら
け
は
じ
ま
り

け
る
時
よ
り
い
で
き
に
け
り
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
世
に
伝
は
る
こ
と
は
、
ひ
さ
か
た
の
天
に
し
て
は
下
照
姫
に
は
じ
ま
り
、
あ
ら
か
ね
の

地
に
し
て
は
素
戔
嗚
尊
よ
り
ぞ
お
こ
り
け
る
」
と
あ
り
、
紀
二
・
三
番
歌
と
紀
一
番
歌
と
を
双
璧
に
し
て
、
和
歌
の
起
源
に
位
置
付
け
て
い

る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
歌
が
順
番
を
後
に
さ
れ
、
シ
タ
デ
ル
ヒ
メ
の
歌
が
「
天
」
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
の
は
不
思
議
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

は
粕
谷
興
紀
「『
人
の
世
と
な
り
て
素
戔
嗚
尊
よ
り
ぞ
み
そ
も
じ
余
り
ひ
と
も
じ
は
よ
み
け
る
』
攷
」（『
粕
谷
興
紀
日
本
書
紀
論
集
』
燃
焼

社
・
令
3
）
や
、
橋
本
正
俊
「
下
照
姫
と
『
か
ら
こ
ろ
も
』
歌
」（『
歌
詠
む
神
の
中
世
説
話
』
和
泉
書
院
・
令
3
）
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

　

古
今
集
撰
上
よ
り
ほ
ぼ
一
世
紀
後
に
附
さ
れ
、
公
任
の
筆
に
な
る
こ
と
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る
仮
名
序
の
「
古
注
」
に
は
、「
下
照

姫
と
は
、
天
稚
御
子
の
妻
な
り
。
兄
の
神
の
か
た
ち
、
岡
谷
に
映
り
て
輝
く
を
詠
め
る
え
び
す
歌
な
る
べ
し
」
と
あ
る
。
基
本
的
に
は

記
紀
に
拠
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、「
あ
め
わ
か
み
こ
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
す
で
に
口
伝
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
ま
た�
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「
ひ
な
ぶ
り
」
が
「
え
び
す
う
た
」
に
変
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、「
ひ
な
ぶ
り
」
の
語
が
す
で
に
忘
れ
ら
れ
、『
日
本
書
紀
』
の�

「
夷
曲
」
の
文
字
が
ど
こ
か
の
段
階
で
「
え
び
す
」
の
歌
だ
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

ま
た
、
古
今
集
撰
上
の
翌
年
に
開
か
れ
た
延
喜
六
年
（
九
〇
六
）
の
日
本
紀
講
書
と
そ
の
竟
宴
和
歌
に
お
い
て
は
、「
か
ら
こ
ろ
も
下

照
姫
の
背
な
恋
ひ
そ
天
に
聞
こ
ゆ
る
鶴
な
ら
ぬ
音
は
」
と
い
う
歌
が
、「
下
照
姫
を
得
て
」
と
い
う
詞
書
の
も
と
、
源
当
時
に
よ
っ
て
詠

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
後
こ
の
歌
は
し
ば
し
ば
中
世
の
歌
論
書
に
も
採
り
上
げ
ら
れ
、
ま
た
定
家
撰
の
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
に
お
い
て
は
神

祇
部
の
巻
頭
歌
に
も
撰
ば
れ
て
い
る
。
中
世
に
お
け
る
「
か
ら
こ
ろ
も
下
照
姫
」
歌
の
受
容
史
に
つ
い
て
は
、
橋
本
氏
前
掲
書
に
詳
し
く

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
仮
名
序
や
日
本
紀
竟
宴
和
歌
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
な
お
か
つ
「
下
照
る
」
の
名
か
ら
紅
葉
を
も
連
想
し
て
、
平
安
末
期

の
家
隆
や
定
家
と
い
っ
た
歌
人
が
「
下
照
姫
」
を
題
材
に
し
て
和
歌
に
詠
ん
で
い
る
の
も
興
味
深
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
兼
築
信
行�

「
藤
原
定
家
と
シ
タ
テ
ル
ヒ
メ
」（『
汲
古
』
76
号
、
令
1
・
3
）
が
論
じ
て
い
る
。

　

総
じ
て
中
世
に
お
け
る
「
下
照
姫
」
へ
の
注
目
は
、
歌
人
、
特
に
古
今
集
仮
名
序
の
注
釈
や
歌
論
書
・
歌
学
書
を
執
筆
す
る
よ
う
な
知

識
人
層
の
知
的
関
心
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、『
狭
衣
物
語
』や『
天
稚
御
子
草
子
』

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
記
紀
か
ら
離
れ
た
「
天
稚
御
子
」
説
話
が
中
古
・
中
世
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
併
せ
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
中
古
・
中
世
の
和
歌
言
説
に
お
け
る
記
紀
神
話
の
受
容
と
、
そ
れ
を
受
け
て
創
出
さ
れ
た
新
た
な
神
話
的
言
説
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
文
献
と
そ
の
多
様
な
解
釈
を
通
し
て
重
層
的
・
複
合
的
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
土
佐
秀
里　

日
本
上
代
文
学
〕
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【
補
注
六
】
『
古
事
記
』
の
歌
曲
名

　

天
若
日
子
葬
儀
の
場
面
を
締
め
括
る
高
比
賣
命
の
歌
（
記
六
）
に
は
、
歌
謡
詞
章
の
直
後
に
「
此
の
歌
は
夷
振
な
り
」
と
い
う
注
記
が

附
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
謡
に
対
す
る
左
注
型
の
注
記
は
、歌
を
直
接
指
示
し
て
い
な
い「
此
を
神
語
と
謂
ふ
」の
一
例
を
別
に
す
る
と
、

『
古
事
記
』に
は
十
八
箇
所
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら「
是
の
四
歌
は
皆
、其
の
御
葬
に
歌
ひ
き
」（
記
三
四
～
三
七
）の
一
例
を
除
け
ば
、

残
る
十
七
例
は
す
べ
て
歌
謡
の
名
称
あ
る
い
は
種
類
を
示
す
注
記
と
な
っ
て
い
る
。
賀
古
明
「
古
代
歌
曲
名
考
」（『
琴
歌
譜
新
論
』
風
間

書
房
・
昭
60
）
や
斎
藤
英
喜
「『
古
事
記
』―
歌
曲
名
か
ら
の
視
点
」（
古
事
記
研
究
大
系
9
『
古
事
記
の
歌
』
高
科
書
店
・
平
6
）
に
倣
っ

て
、
こ
れ
を
「
歌
曲
名
」
と
呼
ん
で
お
く
。

　

そ
の
歌
曲
名
の
内
訳
を
見
て
み
る
と
、当
該
の
「
夷
振
」（
記
六
）
の
他
に
も
「
夷
振
の
上
歌
」（
七
九
・
八
〇
）
と
「
夷
振
の
片
下
」（
八
六
）

が
あ
り
、�「
夷
振
」と
い
う
歌
曲
名
に
広
が
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に「
宮
人
振
」（
八
二
）と「
天
田
振
」（
八
三
～
八
五
）が
あ
っ
て
、�

「
〇
〇
振
」
と
い
う
歌
曲
名
は
五
例
見
ら
れ
る
。
う
ち
三
例
は
「
夷
振
」
と
し
て
一
括
で
き
る
の
で
、
実
質
は
三
種
類
と
な
る
。
ま
た
、�

「
思
国
歌
」（
三
〇
・
三
一
）「
片
歌
」（
三
二
）「
酒
楽
の
歌
」（
三
九
・
四
〇
）「
志
都
歌
」（
九
二
～
九
六
、一
〇
四
）「
志
都
歌
の
歌
返
」（
五
七
～

六
三
、七
四
）「
本
岐
歌
の
片
歌
」（
七
三
）「
志
良
宜
歌
」（
七
八
）「
読
歌
」（
八
九
・
九
〇
）「
天
語
歌
」（
一
〇
〇
～
一
〇
二
）「
宇
岐
歌
」

（
一
〇
三
）
の
よ
う
な
「
〇
〇
歌
」
と
い
う
歌
曲
名
も
あ
り
、
こ
ち
ら
は
十
二
箇
所
十
種
類
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
記
三
二
の
「
片
歌
」

に
つ
い
て
は
、「
本
岐
歌
の
片
歌
」
と
い
う
呼
称
例
か
ら
推
す
と
、
三
〇
・
三
一
の
「
思
国
歌
」
に
附
属
す
る
「
思
国
歌
の
片
歌
」
で�

あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
逆
に
記
七
三
が
「
本
岐
歌
の
片
歌
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
歌
曲
名
注
記
の
な
い
七
一・
七
二

が
「
本
岐
歌
」
の
本
体
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
神
野
志
隆
光
「『
片
歌
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
萬
葉
』
106
号
、
昭
56
・
3
）
は

こ
う
し
た
推
測
の
仕
方
に
は
批
判
的
だ
が
、「
片
歌
」
が
歌
群
末
尾
に
位
置
す
る
「
歌
い
お
さ
め
」
の
形
式
で
あ
る
こ
と
は
認
め
て
お
り
、�
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そ
れ
が
音
楽
的
に
形
成
さ
れ
た
様
式
で
あ
る
と
も
論
じ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
〇
〇
歌
の
片
歌
」
と
い
う
形
式
の
呼
称
が
存
在
す

る
か
ら
に
は
、「
片
歌
」
は
「
〇
〇
振
の
片
下
」
や
「
〇
〇
歌
の
歌
返
」
と
同
じ
く
歌
曲
名
の
下
位
分
類
と
か
細
目
と
言
う
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
独
立
し
た
歌
曲
名
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
「
〇
〇
歌
」
の
実
数
は
八
種
類
と
い
う
こ
と
に
な
り
、�

「
〇
〇
振
」
の
三
種
を
合
わ
せ
て
、
合
計
十
一
種
類
が
『
古
事
記
』
に
記
載
さ
れ
た
歌
曲
名
と
な
る
。

　

歌
曲
名
に
は
「
〇
〇
歌
」
と
「
〇
〇
振
」
の
二
種
類
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
二
分
類
は
『
琴
歌
譜
』
の
歌
曲
名
と
も
一
致

し
て
い
る
。「
振
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』
が
「
人
に
ま
れ
、
物
に
ま
れ
、
動
く
貌
を
云
て
、
歌
に
て
は
、

奏
ふ
音
声
の
長
短
巨
細
低
昂
な
ど
の
貌
な
り
」
と
注
し
て
お
り
、
身
体
的
動
作
や
音
楽
的
な
調
子
の
意
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

舞
楽
や
舞
踊
で
は
「
舞
の
振
り
」
と
か
「
振
り
事
」「
振
り
付
け
」「
振
り
上
げ
」
な
ど
と
い
っ
た
用
語
も
あ
り
、
ま
た
能
楽
や
浄
瑠
璃
で

は
「
声
を
振
る
」
と
い
う
唱
法
・
発
声
法
も
あ
っ
て
、「
振
り
」
は
所
作
や
声
調
に
つ
い
て
の
技
術
用
語
と
し
て
音
楽
芸
能
の
分
野
で
は

広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
語
で
も
あ
る
。

　
「
ふ
り
」
と
「
う
た
」
の
違
い
に
つ
い
て
は
、折
口
信
夫
「
万
葉
集
講
義
（
飛
鳥
藤
原
朝
）」（『
短
歌
講
座�

第
五
巻�

撰
集
講
義
篇
』
改
造
社
・

昭
7
）
が
、「
ふ
り
」
に
は
「
魂
を
体
に
く
つ
つ
け
る
う
た
」「
魂
触
り
の
歌
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、「
訴
ふ
」
を
原
義
と
す
る
「
う
た
」

に
は
「
自
分
の
魂
を
捧
げ
る
」
歌
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
原
義
は
時
代
の
推
移
と
と
も
に
忘
却
さ
れ
、
記

紀
に
載
る
「
う
た
」
と
「
ふ
り
」
に
は
も
は
や
本
質
的
な
相
違
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
言
い
、「
宮
廷
に
長
く
伝
へ
ら
れ
た
も
の
が
う
た

と
称
せ
ら
れ
、
民
間
か
ら
奉
ら
れ
る
も
の
は
、
総
て
ふ
り
と
称
せ
ら
れ
」
て
、「
う
た
は
宮
廷
詩
に
、
ふ
り
は
民
謡
」
に
分
類
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
平
安
時
代
以
後
に
な
る
と
「
う
た
」
も
「
ふ
り
」
も
「
歌
」
に
一
括
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
論
じ
て
い

る
。
こ
の
理
解
に
従
う
な
ら
記
紀
に
お
け
る
「
〇
〇
振
」
歌
謡
は
、
土
着
的
な
民
間
歌
謡
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
、「
夷
振
」
が
「
夷
曲
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
「
ひ
な
ぶ
り
」
と
訓
む
の
だ
と
す
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』

は
「
ふ
り
」
を
「
曲
」
字
で
表
記
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
曹
咏
梅
「
上
代
日
本
に
お
け
る
『
ふ
り
』
と
『
曲
』」（『
歌

垣
と
東
ア
ジ
ア
の
古
代
歌
謡
』
笠
間
書
院
・
平
23
）
は
、「
曲
」
表
記
が
「
中
国
の
楽
府
の
用
語
を
用
い
た
も
の
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
曲
」
字
の
表
す
概
念
が
倭
語
「
ふ
り
」
の
概
念
と
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
宮
廷
歌
謡
の
曲
名
と
い
う
意
識
か
ら
こ

の
よ
う
な
表
記
が
選
択
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
「
〇
〇
曲
」
と
い
う
表
記
は
、『
続
日
本
紀
』
な
ど
他
の
文
献
に
も
多
少

は
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、『
日
本
書
紀
』
に
は
「
夷
曲
」
の
た
だ
一
例
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
宮

中
の
大
歌
所
伝
来
で
あ
る
『
琴
歌
譜
』
の
歌
曲
名
は
「
〇
〇
振
」
ま
た
は
「
〇
〇
扶
理
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、「
曲
」
と
い
う
歌
曲
名

表
記
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。「
〇
〇
曲
」
が
中
国
楽
府
に
倣
っ
た
格
調
あ
る
用
字
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
史
官
が
選
好
し
た
中
国
風

の
表
記
で
あ
っ
て
、
雅
楽
寮
・
大
歌
所
に
お
い
て
管
理
さ
れ
た
歌
曲
名
の
正
式
な
表
記
に
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
歌
曲
名
表
記
の
正
統

性
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、『
日
本
書
紀
』
の
「
夷
曲
」
よ
り
も
『
古
事
記
』
や
『
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
』『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
に
見

ら
れ
る
「
夷
振
」
表
記
の
方
に
、
よ
り
正
統
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
倭
語
の
語
形
を
保
つ
表
音
表
記
を
選
ぶ
こ
と
は
、「
ふ

り
」
お
よ
び
「
大
歌
」
が
外
来
楽
に
対
置
さ
れ
る
土
着
の
楽
で
あ
り
、
古
風
な
楽
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
楽
家
の

意
識
と
史
官
の
意
識
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
『
古
事
記
』よ
り
も
や
や
多
い
数
の
歌
謡
を
掲
載
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
日
本
書
紀
』の
歌
曲
名
注
記
は
極
端
に
少
な
い
。「
夷
曲
」

（
紀
二
・
三
）「
挙
歌
」（
五
・
六
）「
来
目
歌
」（
七
～
十
四
）「
思
邦
歌
」（
二
一
～
二
三
）
の
わ
ず
か
四
例
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
う
ち
「
挙
歌
」
は
「
夷
振
の
上
歌
」
の
「
上
歌
」
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
独
立
し
た
歌
曲
名
で
は
な
い
と
見
れ
ば
、
実
数
は

三
種
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。『
古
事
記
』
の
十
七
箇
所
十
一
種
が
特
に
多
い
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、『
日
本
書
紀
』
の
四
箇
所
三
種
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と
い
う
の
は
明
ら
か
に
少
な
い
と
言
え
る
。『
日
本
書
紀
』は
、『
古
事
記
』よ
り
も
歌
曲
名
の
記
載
に
消
極
的
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
た
め
斎
藤
氏
前
掲
論
は
、『
古
事
記
』
の
歌
曲
名
記
載
に
積
極
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
記
載
に
楽
家
と
し
て
の
多

氏
の
「
実
践
的
な
行
為
」
が
表
れ
て
い
る
と
言
う
。
ま
た
神
野
志
氏
前
掲
論
は
、『
日
本
書
紀
』
の
論
理
は
歌
詞
重
視
の
論
理
で
あ
り
、「
音

楽
性
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
」
論
理
だ
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
『
古
事
記
』
は
音
楽
性
を
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
斎
藤

氏
前
掲
論
に
か
な
り
近
い
見
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
賀
古
氏
前
掲
論
は
、
編
纂
の
主
旨
か
ら
『
日
本
書
紀
』
は
歌
曲
名
を
不
要
と

判
断
し
、
そ
の
大
部
分
を
「
削
除
し
た
」
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
か
ら
は
、
歌
曲
名
記
載
の
比
重
の
違
い
が
記
紀
両
書
の

編
纂
方
針
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

し
か
し
、
歌
曲
名
の
管
理
が
雅
楽
寮
の
所
管
事
項
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、『
古
事
記
』
よ
り
も
律
令
制
的
志
向
を
持
っ
た
書
物
に
見
え

る
『
日
本
書
紀
』
が
、
律
令
官
制
機
構
に
お
け
る
認
識
の
枠
組
み
や
情
報
を
重
用
し
な
い
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
不
思
議
な
こ
と
に
も
思

え
る
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
歴
史
記
述
の
根
拠
を
記
述
の
「
外
部
」
の
事
象
や
「
現
在
」
の
事
象
に
求
め
る
こ
と
に
『
古
事
記
』
が

か
な
り
積
極
的
で
あ
る
の
に
対
し
、『
日
本
書
紀
』
は
や
や
消
極
的
で
あ
る
と
い
う
編
纂
方
針
の
違
い
の
表
れ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
方
針
の
違
い
こ
そ
が
、「
振
」
と
「
曲
」
の
表
記
意
識
の
違
い
に
も
反
映
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
漢
籍
を
志
向

し
て
「
曲
」
字
を
選
ん
だ
『
日
本
書
紀
』
は
、
文
字
の
外
部
に
あ
る
現
実
に
存
在
す
る
「
音
楽
性
」
を
、
確
か
に
「
捨
象
」
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
歌
曲
名
こ
そ
が
「
音
楽
性
」
を
顕
示
す
る
指
標
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
『
古
事
記
』
に
は
、
軽
太
子
説
話
や
女
鳥
王
説
話
に
顕
著
な
よ
う
に
、
極
端
な
ま
で
に
歌
に
比
重
を
置
い
た
記
述
を
行
う
と
い
う

面
も
あ
る
。
収
録
歌
数
だ
け
を
見
れ
ば
記
紀
の
間
に
さ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
歴
史
記
述
の
中
で
歌
謡
を
ど
う
扱
う

か
と
い
う
考
え
方
に
は
か
な
り
の
懸
隔
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
記
紀
の
歌
曲
名
記
載
に
粗
密
が
あ
る
こ
と
も
、
歌
謡
を
め
ぐ
る
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両
書
の
方
針
の
違
い
、
す
な
わ
ち
歴
史
書
編
纂
の
方
針
の
違
い
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、『
古
事
記
』
の
歌
曲
名
注
記
に
も
明
ら
か
な
偏
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
歌
曲
名
注
記
十
七
箇
所
の
う
ち
、

允
恭
記
の
軽
太
子
説
話
中
に
は
歌
曲
名
が
八
箇
所
も
注
記
さ
れ
て
お
り
、
雄
略
記
に
も
歌
曲
名
が
四
箇
所
に
見
ら
れ
、
明
ら
か
に
集
中
が

見
ら
れ
る
。
ま
た
神
代
記
は
歌
謡
そ
の
も
の
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
歌
曲
名
は
当
該
の
「
夷
振
」
一
例
だ
け
し
か
な
い
。
つ

ま
り
『
古
事
記
』
は
す
べ
て
の
歌
謡
に
対
し
て
一
律
に
歌
曲
名
注
記
を
附
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。『
古
事
記
』

の
歌
曲
名
注
記
に
は
粗
密
が
あ
り
、
特
定
の
説
話
記
事
に
歌
曲
名
注
記
が
集
中
す
る
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
歌
曲
名
の
偏
在

と
い
う
現
象
に
は
、
お
そ
ら
く
古
代
宮
廷
歌
謡
の
伝
来
形
態
や
伝
承
意
識
、
原
資
料
の
性
格
が
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
歌
う
た
め

の
楽
譜
と
し
て
あ
る
は
ず
の
『
琴
歌
譜
』
に
も
記
紀
な
ど
を
資
料
と
す
る
説
話
記
事
（「
縁
記
」）
が
わ
ざ
わ
ざ
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

考
え
て
も
、
宮
廷
歌
謡
と
歴
史
伝
承
と
の
結
び
つ
き
が
強
固
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
歴
史
記
述
の
中
に
お
い
て
も
物
語

的
な
叙
述
の
存
在
に
は
明
ら
か
な
偏
り
が
あ
り
、
ま
た
歌
謡
の
引
用
記
載
に
も
明
ら
か
な
偏
り
が
あ
る
。
こ
の
偏
り
は
原
資
料
・
原
伝
承

の
段
階
に
お
い
て
す
で
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
形
態
に
規
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
琴
歌
譜
』は
記
紀
成
書
以
後
に
成
立
し
た
書
物
で
は
あ
る
が
、古
代
宮
廷
歌
謡
の
存
在
形
態
を
窺
う
こ
と
の
で
き
る
一
等
資
料
で
あ
る
。

『
琴
歌
譜
』
に
は
二
十
一
首
の
歌
が
掲
載
さ
れ
、
十
九
種
の
歌
曲
名
が
記
さ
れ
る
。
順
に
挙
げ
れ
ば
「
し
づ
歌
」「
歌
返
」「
片
降
」「
高
橋

振
」「
短
埴
安
振
」「
伊
勢
神
歌
」「
天
人
振
」「
継
根
振
」「
庭
立
振
」「
あ
ふ
し
て
振
」「
山
口
振
」「
大
直
備
歌
」「
慶
歌
」「
盞
歌
」「
片
降
」

「
長
埴
安
振
」「
あ
ゆ
だ
振
」「
酒
坐
歌
」「
し
ら
げ
歌
」
と
な
る
が
、
こ
の
う
ち
「
歌
返
」「
片
降
」
は
独
立
し
た
歌
曲
名
で
は
な
い
の
で
、

実
質
は
十
六
種
と
な
る
。「
歌
返
」「
片
降
」
の
語
が
『
古
事
記
』
と
共
通
す
る
の
も
注
目
さ
れ
る
が
、「
し
づ
歌
」「
う
き
歌
」「
し
ら
げ
歌
」

と
い
っ
た
歌
曲
名
が
一
致
す
る
の
も
、『
古
事
記
』
の
記
述
が
音
楽
的
に
正
統
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。『
琴
歌
譜
』
の
歌
曲
名
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十
六
種
の
う
ち
、「
〇
〇
振
」
が
九
種
、「
〇
〇
歌
」
が
七
種
と
な
っ
て
い
て
、「
歌
」
の
方
が
多
い
記
紀
の
歌
曲
名
記
載
と
は
傾
向
が
異
な
り
、

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
〇
〇
振
」
の
方
が
主
流
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
「
ふ
り
」
の
古
態
性
が
大
歌
の
古
態
性
に
合
致
し
て
い
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
『
古
今
和
歌
集
』
巻
二
十
の
「
大
歌
所
御
歌
」
に
は
、「
お
ほ
な
ほ
び
の
歌
」「
近
江
ぶ
り
」「
み
づ
ぐ
き
ぶ
り
」「
し
は
つ
山
ぶ
り
」

の
四
例
が
見
ら
れ
、
こ
ち
ら
も
「
歌
」
よ
り
も
「
振
」
の
方
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
大
歌
所
に
伝
来
し
教
習
さ
れ
た
「
大
歌
」
に
は
、

「
〇
〇
振
」
と
い
う
歌
曲
名
の
も
の
が
多
く
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
は
、「
ふ
り
」
は
「
う
た
」
に
対
し
て
、
よ
り
音
楽
的
側

面
を
強
調
し
た
呼
称
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

他
文
献
と
の
比
較
か
ら
言
え
ば
、『
古
事
記
』
に
記
載
さ
れ
る
歌
謡
お
よ
び
歌
曲
名
は
、
基
本
的
に
大
歌
所
に
保
管
さ
れ
て
き
た
も
の

に
基
づ
い
て
い
る
と
見
て
大
過
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
す
で
に
斎
藤
氏
前
掲
論
が
示
唆
し
て
い
た
よ
う
に
、『
琴
歌
譜
』
が
「
大
歌
師
多
安
樹
」

が
伝
来
し
た
資
料
を
転
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、『
古
事
記
』
の
撰
者
太
安
万
侶
が
多
安
樹
の
祖
先
に
当
た
る
こ
と
と
が
、
全
く
無

縁
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。『
琴
歌
譜
』
の
「
縁
記
」
に
は
『
日
本
書
紀
』
だ
け
で
は
な
く
『
古
事
記
』
も
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
が
、
敢
え
て
『
古
事
記
』
を
提
示
す
る
こ
と
に
も
多
氏
と
し
て
の
氏
族
意
識
が
作
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
景
行
記
・
允
恭

記
・
雄
略
記
な
ど
に
集
中
的
に
見
ら
れ
る
『
古
事
記
』
の
歌
謡
重
視
の
姿
勢
と
、
そ
の
詞
章
の
入
手
経
路
を
考
え
た
と
き
に
、
多
氏
が
楽

家
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
や
は
り
重
い
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
山
上
伊
豆
母
『
古
代
祭
祀

伝
承
の
研
究
』（
雄
山
閣
・
昭
48
）『
日
本
藝
能
の
起
源
』（
大
和
書
房
・
昭
52
）
が
重
視
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。

　
『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
、
全
く
異
な
る
詞
章
に
対
し
て
「
夷
振
」
と
か
「
志
都
歌
」
と
い
っ
た
同
一
の
歌
曲
名
を
注
記
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
呼
称
が
詞
章
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
曲
節
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
そ
の�
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こ
と
は
、『
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
』
に
見
ら
れ
る
歌
謡
注
記
の
「
此
の
歌
は
夷
振
を
以
て
歌
ふ
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
も
補
強
さ
れ

よ
う
。「
夷
振
」
に
は
「
夷
振
の
上
歌
」「
夷
振
の
片
下
」
と
い
う
歌
曲
名
も
あ
り
、『
琴
歌
譜
』
に
「
し
づ
歌
の
片
降
」
や
「
盞
歌
の
片
降
」

と
い
う
類
似
の
呼
称
が
あ
る
こ
と
を
考
え
併
せ
て
み
て
も
、「
上
げ
」
や
「
下
ろ
し
」
が
音
階
に
関
わ
る
指
示
で
あ
る
こ
と
は
充
分
に
推

測
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
音
楽
面
を
重
視
し
た
呼
称
の
あ
り
か
た
か
ら
す
れ
ば
、『
古
事
記
』
に
記
載
さ
れ
る
歌
曲
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
曲
節
の
違
い
や
特
色
を
表
す
呼
称
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
楽
譜
で
あ
る
『
琴
歌
譜
』
の
歌
曲
名
と
の
一
致
や
類

似
と
い
う
点
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

　

従
っ
て
、
歌
曲
名
を
記
載
す
る
と
い
う
記
述
行
為
は
、
歌
謡
を
作
中
人
物
に
よ
る
一
回
的
な
創
作
歌
の
範
疇
に
留
め
置
く
こ
と
を
潔

し
と
せ
ず
、『
古
事
記
』
の
外
部
に
存
立
の
根
拠
や
正
統
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
文
字
の
外
部
で
あ
る
音
声
や
音
楽
に
還
元
可
能
な

も
の
で
あ
る
こ
と
ま
で
も
示
し
て
し
ま
う
と
い
う
機
能
を
担
う
こ
と
に
な
る
。「
故
、
今
に
至
る
ま
で
其
の
歌
は
天
皇
の
大
御
葬
に
歌
ふ�

な
り
」
と
い
う
注
記
が
大
御
葬
歌
の
正
統
性
に
根
拠
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
歌
謡
が
現
在
も
歌
わ
れ
、
歌
い
継
が
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
、
歴
史
記
述
の
正
統
性
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
歌
曲
名
注
記
を
省
略
し

た
と
し
て
も
本
文
の
趣
旨
に
影
響
は
な
い
。
む
し
ろ
歌
曲
名
そ
の
も
の
は
説
話
展
開
に
は
直
接
関
係
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
夾
雑
物
と�

言
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
歌
曲
名
を
敢
え
て
記
述
す
る
こ
と
は
、『
古
事
記
』
の
記
述
の
外
部
に
あ
る
「
現
実
」
に�

歴
史
記
述
の
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
意
識
的
な
方
法
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

文
字
の
外
部
に
音
声
と
し
て
の
伝
承
歌
謡
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
し
、
そ
の
音
声
に
記
述
の
正
統
性
の
根
拠
を
求
め
る
と
い
う
方
法

は
、『
古
事
記
』
に
お
け
る
仮
名
書
き
語
句
の
挿
入
と
い
う
方
法
と
も
通
底
し
て
お
り
、
音
声
＝
伝
承
の
存
在
を
重
視
す
る
序
文
の
主
張

と
も
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。�

〔
土
佐
秀
里　

日
本
上
代
文
学
〕



142

【
補
注
七
】
「
夷
振
」
の
名
義

　
『
古
事
記
』
六
番
歌
「
天
な
る
や
」
の
類
同
歌
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
見
え
る
（
紀
二
番
歌
）
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
正
伝
中
に
は

記
載
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
第
九
段
の
第
一
の
「
一
書
」
中
に
引
か
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
改
め
て
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
の
歌
謡
を

見
て
み
る
と
、
一
番
歌
は
本
文
に
は
な
く
、
細
注
に
「
或
云
」
と
し
て
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
二
・
三
番
歌
は
第
九
段
の
一
書
第
一
、

四
番
歌
は
第
九
段
の
一
書
第
六
、五
・
六
番
歌
は
第
十
段
の
一
書
第
三
に
あ
っ
て
、
す
べ
て
異
伝
中
に
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
つ
ま
り
神
代
紀
に
は
正
伝
中
に
記
載
さ
れ
た
歌
謡
が
一
首
も
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
神
代
巻
に
つ
い
て
は
、�

『
日
本
書
紀
』
は
歌
謡
を
重
視
し
な
い
方
針
が
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
全
体
と
し
て
は
『
日
本
書
紀
』
の
収
録
歌
数
は
『
古
事
記
』

と
ほ
ぼ
変
わ
ら
ず
、
ま
た
『
古
事
記
』
に
記
述
の
な
い
七
世
紀
代
の
記
事
に
「
童
謡
」
が
数
多
く
見
ら
れ
る
な
ど
独
自
の
傾
向
も
あ
り
、�

『
日
本
書
紀
』
が
歌
謡
を
軽
視
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
歌
曲
名
の
記
載
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
を
見
て
も
、「
歌
」
に

対
す
る
認
識
や
そ
の
資
料
的
な
扱
い
に
つ
い
て
、
記
紀
両
書
間
に
考
え
方
の
違
い
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

当
該
の
「
夷
振
」
歌
謡
の
記
載
に
つ
い
て
も
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。『
日
本
書
紀
』

第
九
段
一
書
第
一
に
お
け
る
当
該
歌
謡
引
用
の
記
事
は
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
葬
儀
と
い
う
場
面
と
、
そ
の
弔
問
に
訪
れ
た
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ

ヒ
コ
ネ
が
激
昂
し
て
去
る
と
い
う
展
開
は
『
古
事
記
』
と
ほ
ぼ
同
一
な
の
だ
が
、『
古
事
記
』
に
は
見
え
な
い
歌
が
も
う
一
首
附
け
加
わ
っ

て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
そ
し
て
二
首
を
あ
わ
せ
て
「
夷
曲
」
で
あ
る
と
の
注
記
が
あ
る
。
ま
た
紀
二
番
歌
は
記
六
番
歌
の
詞
章
と

は
小
異
が
あ
り
、「
み
す
ま
る
」
の
繰
り
返
し
が
な
く
、
末
尾
の
「
の
神
ぞ
」
も
な
い
。

　
　

�

か
れ
、
喪
に
会
へ
る
者
の
歌
ひ
て
曰
く
、（
或
は
云
は
く
、
味
耜
高
彦
根
神
の
妹
・
下
照
媛
の
、
衆
人
を
し
て
丘
谷
に
映
く
者
は
是

れ
味
耜
高
彦
根
神
な
り
と
知
ら
し
め
む
と
欲
ふ
が
故
に
、
歌
ひ
て
曰
く
、）
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�

天
な
る
や　

弟
た
な
ば
た
の　

う
な
が
せ
る　

玉
の
み
す
ま
る
の　

あ
な
玉
は
や　

み
谷　

二
渡
ら
す　

味
耜
高
彦
根�

（
紀
二
）

　
　

又
歌
ひ
て
曰
く
、

　
　
　

天
離
る　

ひ
な
つ
め
の　

い
渡
ら
す
瀬
戸　

石
川
片
淵　

片
淵
に　

網
張
り
渡
し　

め
ろ
よ
し
に　

よ
し
寄
り
来
ね　

石
川
片
淵

（
紀
三
）

　
　

此
の
両
首
の
歌
辞
は
、
今
、
夷
曲
と
号
く
。

　

当
該
「
一
書
」
の
記
事
は
、
歌
詠
者
お
よ
び
詠
作
事
情
に
異
説
が
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
葬
儀
の
参
会
者
が
歌
っ
た
と
す
る
説
と
、『
古

事
記
』
と
同
じ
く
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
の
名
を
知
ら
し
め
た
い
と
思
っ
て
「
妹
」
が
歌
っ
た
と
す
る
「
或
云
」
の
説
と
の
二
説
を
並
記

し
て
い
る
。
後
者
の
「
或
云
」
の
説
は
『
古
事
記
』
の
記
述
に
一
致
し
て
い
る
が
、「
妹
」
の
名
が
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
下
照
媛
」
と

な
っ
て
お
り
、『
古
事
記
』
の
「
高
比
賣
」
と
は
違
っ
て
い
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
の
作
歌
事
情
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
紀
三
「
石
川
片
淵
」

の
歌
は
文
脈
に
整
合
せ
ず
、
そ
の
存
在
理
由
が
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。
宣
長
『
古
事
記
伝
』
や
守
部
『
稜
威
言
別
』
は
、
紀
三
は
誤
っ

て
混
入
し
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
葬
儀
神
話
の
原
型
が
民
間
の
七
夕
説
話
で
あ
っ
た
と
す
る
尾
崎
知

光
「
記
紀
歌
謡
覚
え
書
」（『
国
語
と
国
文
学
』
昭
28
・
2
）
は
、
紀
二
・
三
は
ど
ち
ら
も
織
女
を
詠
ん
だ
七
夕
歌
と
い
う
共
通
性
が
あ
り
、

一
括
さ
れ
て
民
間
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
歌
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
戸
谷
高
明
「『
古
事
記
』
の
物
語
と
歌
謡
」（
高
岡
万
葉
歴
史
館
叢
書
4
『
上
代
の
物
語
』
平
6
・
3
）
は
、
二
首
一
組
が
「
夷
振
」

歌
謡
の
本
来
の
伝
承
形
態
で
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
は
「
資
料
を
尊
重
す
る
」
立
場
か
ら
本
来
の
形
態
を
そ
の
ま
ま
記
載
し
た
が
、『
古
事�

記
』
は
歌
と
物
語
の
内
容
的
一
貫
性
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
紀
三
番
歌
を
「
省
略
」
し
た
と
考
え
る
。
こ
の
説
明
は
合
理
的
で
は
あ
る
が
、

『
日
本
書
紀
』
が
歌
詞
の
内
容
を
重
視
し
『
古
事
記
』
が
音
楽
性
を
重
視
す
る
と
い
う
神
野
志
隆
光
「『
片
歌
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
萬
葉
』�
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106
号
、
昭
56
・
3
）
の
把
握
と
は
対
立
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
岸
正
尚
「『
夷
振
』
私
考
」（『
並
木
の
里
』
19
号
、
昭
55
・
6
）
は
、
逆
に�

『
日
本
書
紀
』
の
方
が
「
独
特
の
さ
か
し
ら
」
か
ら
「
潤
色
」
意
識
を
強
め
、「
ひ
な
ぶ
り
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
都
鄙
対
比
の
一
組
に

す
べ
く
紀
三
番
歌
を
挿
入
し
た
と
の
見
方
を
示
す
。
し
か
し
こ
の
二
首
に
「
都
鄙
対
比
」
の
趣
向
が
あ
る
の
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
し
、�

『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
引
用
の
全
体
傾
向
に
そ
の
よ
う
な
「
さ
か
し
ら
」
が
あ
る
の
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
。

　
「
夷
振（
夷
曲
）」の
呼
称
の
由
来
を
紀
三
の「
天
離
る
ひ
な
つ
め
の
」の
詞
章
に
求
め
る
と
い
う
通
説
の
立
場
か
ら
す
る
と
、『
日
本
書
紀
』

は
歌
曲
名
の
説
明
の
た
め
に
敢
え
て
紀
三
を
残
し
た
か
、あ
る
い
は
挿
入
し
た
と
い
う
見
方
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

だ
と
す
れ
ば
『
日
本
書
紀
』
は
必
ず
し
も
書
く
必
要
が
な
い
「
夷
曲
」
と
い
う
歌
曲
名
を
な
ぜ
か
こ
の
箇
所
に
限
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
記
し
、

し
か
も
そ
の
書
か
な
く
と
も
よ
い
歌
曲
名
の
由
来
を
説
明
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
「
天
離
る
ひ
な
つ
め
」
の
歌
を
記
載
し
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。『
日
本
書
紀
』
が
全
体
と
し
て
歌
曲
名
の
記
載
に
は
消
極
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
想
定
に
は
か
な
り
無
理

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
〇
〇
振
」
の
名
は
、
宣
長
『
古
事
記
伝
』
が
「
た
だ
其
歌
の
首
の
詞
を
取
て
、
仮
に
名
け
た
る
も
の
な
り
」
と
指
摘
す
る
通
り
、
歌

謡
詞
章
の
冒
頭
句
か
ら
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
宮
人
振
」（
記
八
二
）
は
「
宮
人
の
足
結
の
小
鈴
」
で
始
ま
り
、「
天
田
振
」（
記

八
三
～
八
五
）
は
「
あ
ま
だ
む
（
天
飛
）
軽
の
嬢
子
」
で
始
ま
っ
て
い
る
。『
琴
歌
譜
』
の
「
〇
〇
振
」
も
そ
の
多
く
が
詞
章
冒
頭
の
語

句
か
ら
命
名
さ
れ
て
お
り
、『
古
今
集
』
の
「
〇
〇
ぶ
り
」
も
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
当
該
の
「
夷
振
」
は
「
天
な
る
や
弟
た
な
ば
た

の
」
で
始
ま
り
、「
ひ
な
」
と
い
う
語
は
ど
こ
に
も
出
て
こ
な
い
。「
夷
振
の
上
歌
」
は
「
笹
葉
に
打
つ
や
霰
の
」
と
始
ま
り
、「
夷
振
の

片
下
」
は
「
大
王
を
島
に
放
ら
ば
」
と
始
ま
る
の
で
、「
夷
振
」
は
こ
の
規
則
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
宣
長
は
、

紀
三
の
「
天
離
る
ひ
な
つ
め
の
」
か
ら
「
ヒ
ナ
」
と
い
う
語
を
採
り
、「
夷
振
」
と
名
付
け
ら
れ
た
と
説
い
た
。
こ
の
宣
長
説
は
定
説
化
し
、�
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大
多
数
の
注
釈
書
等
が
追
随
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
』
は
こ
の
通
説
に
疑
問
を
呈
し
、歌
曲
名
が
「
初
句
の
『
天
放
る
』
を
捨
て
て
二
句
の
『
鄙
つ
女
』

に
よ
つ
た
と
す
る
の
は
変
」
で
あ
り
、「
仮
に
第
二
句
に
よ
つ
た
と
し
て
も
、他
の
例
に
照
せ
ば
、『
ヒ
ナ
ツ
メ
振
』
と
で
も
あ
る
べ
き
」
と�

言
っ
て
、通
説
は
「
附
会
の
説
」
だ
と
断
じ
て
い
る
。
ま
た
山
路
平
四
郎
「
ヒ
ナ
ブ
リ
の
名
義
と
記
紀
の
旋
頭
歌
」（『
記
紀
歌
謡
の
世
界
』

笠
間
書
院
・
平
6
）
も
同
様
の
疑
問
を
呈
し
て
お
り
、
歌
曲
名
が
紀
三
の
詞
章
に
基
づ
い
た
の
な
ら
「
ア
マ
サ
カ
ブ
リ
」
で
あ
っ
て
も
よ

い
は
ず
で
あ
る
し
、「『
ヒ
ナ
ツ
メ
の
』
を
『
ヒ
ナ
』
と
す
る
の
は
異
例
の
省
略
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
「
ヒ
ナ
ツ
メ
ブ
リ
と
呼

ば
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
」
が
生
じ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
は
す
べ
て
が
尤
も
で
あ
っ
て
、
通
説
は
こ
の
疑
問
に
十
全
に

答
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
も
そ
も
『
日
本
書
紀
』
の
方
が
歌
曲
名
記
載
に
は
明
ら
か
に
消
極
的
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、「
夷
曲
」
の
名
を
記
し
そ
の
由
来
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
紀
三
を
附
載
し
た
と
い
う
経
緯
は
考
え
に
く
く
、
一
方
の
『
古
事
記
』
が
「
夷
振
」
と
い
う
歌
曲
名
を

記
し
な
が
ら
そ
の
由
来
と
な
る
は
ず
の
歌
を
敢
え
て
省
略
し
た
と
い
う
の
も
、
不
自
然
で
無
理
の
あ
る
想
定
で
あ
る
。
ま
た
「
夷
振
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
歌
曲
が
複
数
存
在
し
、資
料
的
に
も
か
な
り
の
広
が
り
が
あ
る
こ
と
を
考
え
て
み
て
も
、『
日
本
書
紀
』
の
一
つ
の
「
一
書
」

の
中
に
し
か
存
在
せ
ず
、
他
文
献
に
全
く
見
ら
れ
な
い
た
だ
一
首
の
歌
謡
に
「
夷
振
」
の
由
来
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
状
況
と
し

て
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に『
琴
歌
譜
』の「
〇
〇
振
」九
種
の
う
ち
、約
半
数
の「
高
橋
振
」「
短
埴
安
振
」「
長
埴
安
振
」「
あ

ゆ
だ
振
」
の
四
種
に
つ
い
て
は
、
歌
曲
名
と
詞
章
と
の
間
に
全
く
相
関
が
認
め
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
歌
曲
名
と
詞
章
と
の
関
係
が

絶
対
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
天
離
る
ひ
な
つ
め
の
」
の
歌
詞
が
歌
曲
名
「
夷
振
」
の
由
来
で
あ

る
と
無
理
に
関
係
づ
け
る
必
要
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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し
か
し
、
だ
と
す
れ
ば
「
ひ
な
ぶ
り
」
と
い
う
名
称
は
ど
こ
に
由
来
し
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
が
改
め
て
問
題
と
な
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
諸
注
釈
の
中
で
も
尾
崎
暢
殃
『
古
事
記
全
講
』
の
説
が
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。『
全
講
』
は
通
説
に
従
い
つ
つ
も
、「
ひ
な
」

は
「
幽
顕
両
界
の
地
堺
・
異
境
、
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
霊
の
世
界
か
ら
こ
の
人
界
に
訪
れ
寄
る
者
の
義
」
で
、「
ふ
り
」
は
「
異
域
の
強

盛
な
威
霊
を
触
れ
し
め
る
意
」
で
あ
り
、「
ひ
な
ぶ
り
」
は
「
霊
魂
の
復
活
再
生
を
呪
祷
す
る
意
味
を
も
っ
た
歌
曲
」
で
あ
っ
た
と
説
い

て
い
る
。
こ
の
説
は
、
折
口
信
夫
「
ひ
め
な
す
び
と
ひ
な
あ
そ
び
と
」（『
水
甕
』
昭
8
・
10
）
や
高
崎
正
秀
「『
ひ
な
』
の
国
」（『
國
學

院
雜
誌
』
昭
30
・
6
、
昭
31
・
2
）
の
考
え
を
承
け
、
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
熊
谷
春
樹
「
葬
礼
と
挽
歌
」�

（『
國
學
院
雜
誌
』
昭
51
・
7
）
も
こ
れ
ら
の
説
を
承
け
、「
天
な
る
や
弟
た
な
ば
た
の
」
の
歌
は
「
鎮
魂
の
歌
」
で
あ
り
、「
天
離
る
ひ
な

つ
め
の
」
の
歌
は
「
招
魂
の
歌
」
で
あ
っ
て
、
と
も
に
死
者
復
活
の
儀
礼
の
場
に
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説

に
よ
れ
ば
「
ひ
な
」
と
「
ひ
な
ぶ
り
」
の
呼
称
に
は
古
代
的
か
つ
呪
術
的
な
讃
意
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
肯
定
的
な
呼
称
と
し
て
捉
え
る

べ
き
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
そ
の
一
方
で
、『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
ひ
な
」
の
語
に
つ
い
て
論
じ
た
中
西
進
「
夷
」（『
上
代
文
学
』
18
号
、
昭
41
・
1
）
は
、�

「
ひ
な
」
が
「
中
央
貴
族
の
自
意
識
」
に
生
じ
た
「
観
念
的
」
な
語
で
あ
り
、
華
夷
秩
序
と
い
う
「
外
来
文
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
」

で
あ
る
と
し
て
、
否
定
的
な
呼
称
と
し
て
捉
え
て
い
る
。「
ひ
な
」
を
外
来
的
で
観
念
的
な
新
し
い
概
念
と
捉
え
る
点
で
、
右
に
挙
げ
た�

「
ひ
な
」
に
古
代
性
や
呪
術
性
を
見
る
諸
説
と
中
西
氏
説
は
対
照
を
成
し
て
い
る
。

　

中
西
氏
説
で
は
「
ひ
な
」
は
中
央
の
視
点
か
ら
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
な
る
わ
け
だ
が
、
鈴
木
貴
大
「『
古
事
記
』
の
歌
曲

名
」（『
上
代
文
学
研
究
論
集
』
7
号
、
令
5
・
3
）
も
「
夷
」
を
「
天
」
に
対
比
さ
れ
る
無
秩
序
な
周
縁
部
と
い
う
否
定
的
な
語
と
し
て

捉
え
、
ア
ヂ
ス
キ
タ
カ
ヒ
コ
ネ
や
軽
太
子
の
行
動
に
表
れ
た
周
縁
性
や
野
蛮
さ
を
「
夷
振
」
と
い
う
歌
曲
名
が
暗
示
し
て
い
る
と
読
み
、�



147 『古事記』注釈

『
古
事
記
』
に
お
け
る
歌
曲
名
の
記
載
を
説
話
記
事
の
一
部
を
構
成
す
る
表
現
と
見
る
。
し
か
し
、
だ
と
す
れ
ば
「
夷
振
」
以
外
の
他
の

歌
曲
名
も
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話
文
脈
に
合
致
し
た
表
現
意
図
を
以
て
『
古
事
記
』
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
、
歌
曲

名
の
記
載
に
果
た
し
て
そ
こ
ま
で
の
表
現
意
図
が
あ
る
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
は
か
な
り
疑
わ
し
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、『
日
本
書
紀
』

に
も
「
夷
曲
」
と
い
う
注
記
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
同
様
の
表
現
意
図
に
基
づ
く
記
載
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

説
話
と
歌
謡
と
歌
曲
名
の
三
者
の
関
係
が
可
変
的
で
選
択
可
能
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
表
現
意
識
が
働
く
余
地
が
あ
る
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
関
係
が
固
定
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
表
現
意
識
の
介
入
し
う
る
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
歌
曲

名
そ
の
も
の
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
以
上
、そ
の
記
載
を
す
る
か
し
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
に
し
か
記
述
者
に
は
選
択
の
余
地
は
な
く
、

そ
れ
を
ひ
と
た
び
記
載
し
て
し
ま
え
ば
、
や
は
り
記
述
の
外
部
に
既
存
の
制
度
や
文
物
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
し
か
な
く
な
る
だ
ろ

う
。
歌
曲
名
は
、
物
語
的
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
も
自
立
的
に
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
複
数
の
文
献
に
ま
た
が
っ
て
存
在
す

る
も
の
で
も
あ
る
以
上
、
そ
の
記
載
の
意
味
を
個
々
の
書
物
の
文
脈
内
部
の
み
に
限
定
し
て
考
え
る
と
い
う
方
法
に
は
明
ら
か
に
無
理
が

あ
る
。
歌
曲
名
を
記
す
こ
と
は
、
そ
の
「
歌
」
が
書
物
の
外
部
に
お
い
て
も
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
す

な
わ
ち
歌
わ
れ
る
声
の
歌
と
し
て
存
在
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
な
る
。

　

こ
こ
で
一
応
の
私
見
を
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、「
ひ
な
ぶ
り
」
と
は
「
く
に
ぶ
り
」
に
類
し
た
語
で
あ
り
、
文
字
通
り
「
田
舎
風
」
と

か
「
地
方
風
」
の
曲
調
を
持
っ
た
歌
謡
と
い
う
意
味
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

平
安
時
代
の
舞
踊
お
よ
び
歌
謡
に
「
東
遊
び
」
と
呼
ば
れ
る
曲
が
あ
る
。
こ
の
「
東
遊
び
」
と
い
う
名
称
は
東
国
風
の
歌
舞
と
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
詞
章
も
都
で
作
ら
れ
た
貴
族
の
和
歌
を
元
に
し
て
い
た
り
、
装
束
や
芸
態
も
貴
族
的
に
洗
練
さ
れ
て
い
て
、
特
に

東
国
ら
し
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。「
東
遊
び
」
は
「
大
和
舞
」
と
装
束
や
芸
態
や
上
演
場
面
が
よ
く
似
て
お
り
、一
対
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。
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両
者
の
楽
器
編
成
を
比
べ
て
み
る
と
、
ほ
ぼ
似
て
は
い
る
が
、「
東
遊
び
」
に
は
倭
琴
が
加
わ
っ
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
つ
ま
り

倭
琴
と
い
う
古
風
な
楽
器
が
加
わ
る
こ
と
で
、「
東
国
風
」
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
『
琴
歌
譜
』
の
「
琴
」
も
、

外
来
の
七
絃
琴
で
は
な
く
、
八
絃
の
倭
琴
で
あ
る
。
倭
琴
と
い
う
楽
器
と
、
そ
れ
が
奏
で
る
伝
統
的
な
曲
調
が
、
唐
楽
に
比
べ
る
と
古
め

か
し
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
大
歌
と
大
歌
所
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

欧
米
の
音
楽
に
は
、「
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
」
や
「
フ
ォ
ー
ク
・
ダ
ン
ス
」
と
か
「
カ
ン
ト
リ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
と
い
っ
た
、
敢

え
て
土
着
性
・
地
方
性
を
強
調
し
た
呼
称
を
持
つ
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。「
ひ
な
ぶ
り
」
も
ま
た
そ
れ
に
類
し
た
「
田
舎
風
」
の
楽
曲

と
い
う
意
味
の
歌
曲
名
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
実
際
の
フ
ォ
ー
ク
・
ソ
ン
グ
や
カ
ン
ト
リ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
が
純

正
な
地
方
民
謡
で
は
な
く
、
都
会
人
に
よ
っ
て
新
作
さ
れ
る
歌
謡
で
あ
る
よ
う
に
、「
東
遊
び
」
や
「
東
歌
」
も
中
央
貴
族
が
空
想
的
に�

イ
メ
ー
ジ
し
た
「
田
舎
風
」
の
歌
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
都
に
お
い
て
貴
族
が
作
っ
た
歌
も
多
く
混
じ
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
中
央
貴

族
に
は
、
敢
え
て
土
着
的
な
も
の
や
非
洗
練
を
愛
好
す
る
「
ひ
な
び
」
趣
味
も
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
貴

族
た
ち
が
「
ひ
な
び
た
、
田
舎
風
の
」
楽
曲
だ
と
感
じ
る
よ
う
な
曲
調
や
旋
律
や
リ
ズ
ム
や
編
曲
に
対
し
て
、「
ひ
な
ぶ
り
」
と
い
う
名

が
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

�

〔
土
佐
秀
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日
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上
代
文
学
〕
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Notes on Usage
 

General Conventions

⃝ �From 2015 to 2021, the printed installments of the Kokugakuin Kojiki project 

appeared in the dedicated publication Kojiki gaku (volumes 1–7). Since 2022 

they have been  published in Kokugakuin Daigaku Kenkyu- Kaihatsu Suishin 

Kiko- kiyo- 國學院大學研究開発推進機構紀要 (abbreviated in citations as 

KKSKK).

⃝ �The English translations included in the project generally follow the stylistic 

conventions and citation format detailed in the Monumenta Nipponica style 

sheet (http://dept.sophia.ac.jp/monumenta/pdf/MN-Style-Sheet_201809.pdf). 

⃝ �In the interest of readability, phonetic transcriptions of names, terms, and 

phrases from the Kojiki and other Nara-period texts are rendered in a modified 

Hepburn system of romanization and according to the modern dictionary 

pronunciation. No attempt is made to indicate archaic Japanese phonetic 

distinctions such as the ko- 甲/ otsu 乙 vowels. Likewise, archaic usages that 

later evolved into extended vowel sounds, such as in the honorific prefix “Oho,” 

are indicated by a macron, “O
-

.”

⃝ �Phonetic transliterations from archaic texts follow the rendering given in the 

yomikudashi 読下し version of the edition cited. The translation generally omits the 

phonetic glosses given in the original text.

⃝ �The pinyin system is used to transliterate Chinese terms.

⃝ �In principle characters are given for Japanese and Chinese names and terms 

at the first instance where they occur in each issue of Kojiki gaku / KKSKK. 

They are only repeated in that issue when they are the subject of discussion or 

if necessary for clarity.

⃝ �Citations to the Kojiki and other archaic texts indicate the page numbers of both 
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the original text （generally speaking, the kanbun 漢文 text） as reprinted in the 

modern edition cited and the yomikudashi version adopted by that edition.

⃝ �Cross-references to other passages in the Kojiki cite the Kojiki gaku / KKSKK 

version of the text when possible. In cases of passages from sections not yet 

covered by Kojiki gaku / KKSKK, citations are to the SNKBZ version edited 

by Yamaguchi Yoshinori and Ko-noshi Takamitsu.

⃝ �Information in the notes added by the translator is indicated by the acronym 

TN.

⃝ �Bibliographic details of the different commentaries and other works cited 

are given in the list of references included in each issue. Footnotes use a 

shortened citation format. Only the surname is used for citations to modern 

(Meiji and later) authors; citations to premodern works give the author’s full 

name. 
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Chapter 19: The Heavenly Rock Cave (III)

　Finding this strange, Amaterasu o-mikami thereupon opened the door of the 

Heavenly Rock Cave a crack. From within she declared (1): “Since I am in hiding 

(2), the Heavenly Plain (Amanohara 天原; 3) should surely be dark and Ashihara 

no nakatsukuni completely dark as well. How is it that Amenouzume 天宇受

売 is doing entertaining things (4) and all the myriad deities are laughing?” 

Amenouzume then said (1), “A deity even more noble than you is [here]; that is 

why we are joyful and laughing and doing entertaining things.” As she said this, 

Amenokoya no mikoto 天児屋命 and Futodama no mikoto 布刀玉命 brought the 

mirror forward and showed it to Amaterasu. Wondering all the more, Amaterasu 

ventured a step out of the door and looked into [the mirror]. At that moment, 

Tajikarao no kami 手力男神, who had been standing hidden [at the side of the 

door], took her hand and pulled her out [from the cave]. Immediately, Futodama 

no mikoto stretched a boundary rope (5) behind Amaterasu and said, “Henceforth, 

you shall never again go back inside!” When Amaterasu came out [from the cave], 

light shone as a matter of course throughout Takamanohara and Ashihara no 

nakatsukuni.

Text Notes

1. “From within [Amaterasu] declared …” (uchi yori norashishiku 内告); 

　　“[Amenouzume] said …” (mōshishiku 白言) 

　Most commentators today read the graph 内 in 内告 as uchi yori and take it 
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to mean “from within [the Heavenly Rock Cave].” The combination of graphs is 

unusual, and various of the early manuscripts propose alternatives, with some 

incorporating in the syntactic unit the following graph 因 (here read yorite and 

taken as part of Amaterasu’s statement with the meaning “since”). The Urabe 

Kanenaga-bon 卜部兼永本 manuscript (1522) and the lineage of manuscripts 

descending from it insert the particle graph 者 between 内告 and 因 and read the 

three graphs 内告者 as hisoka ni tsugetamaeba ヒソカニツケ玉ヘハ (“[she] said 

quietly to herself”). As Motoori Norinaga 本居宣長 points out, if the compilers 

intended the phrase to be read as uchi yori, the natural graph sequence would be 

自内.（1） It is perhaps for this reason that the Urabe-lineage manuscripts adopt 

the reading that they do. Norinaga, for his part, holds that the original phrasing 

must have incorporated the graph 自 in some manner. Retaining the particle 者, 

he reads the combination 内告者 as uchi yori noritamaeru wa (“what she declared 

from within was . . .”).

　One problem with adopting the Urabe-lineage manuscripts’ reading hisoka 

ni (“quietly to herself”) is that Amaterasu’s statement becomes a soliloquy, 

which makes Amenouzume’s replying to it a little unnatural. Some hold that the 

statements of the two deities should not be taken as a dialogue on the grounds 

that Amenouzume’s utterance is introduced by a simple mo-shishiku 白言 (“[she] 

said”), whereas if it were intended as an answer to Amaterasu the more usual 

phrasing would be “said in response” (kotaete mo-shishiku 答白 or kotaete mo-shite 

iishiku 答白言). The fact that the text does not use the term “to ask” (問) in 

connection with Amaterasu’s utterance also suggests the possibility that the two 

statements do not constitute a dialogue. On the other hand, were this the case, it 

would imply that Amenouzume spoke having “felt” or “perceived” Amaterasu’s 

words. Ultimately the precise nature of the relationship between the two 

utterances remains unclear.

　Further comment: Differences in narrative description in the Kojiki 
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and Nihon shoki. So long as one does not get caught up in details, it is 

relatively easy to visualize the scenes depicted in the Kojiki. But attention to 

details of the narrative uncovers numerous places where something is puzzling 

or it is difficult to imagine exactly what is happening. This is true of what follows 

after Amaterasu opens the door of the Heavenly Rock Cave “a crack.” Take her 

declaration “How is it that Amenouzume is doing entertaining things and all the 

myriad deities are laughing?” Many points remain to be clarified regarding the 

reading and meaning of the term rendered here as “doing entertaining things” 

(asobi o shi 楽), but assuming that it is intended to encompass the totality of 

Amenouzume’s actions, the declaration suggests that Amaterasu was able to 

grasp accurately the situation outside even while within the cave.

　The Nihon shoki would seem to present relatively fewer narrative incongruities 

of this sort. In the case of the passage at hand, the main text of the seventh 

section of the Age of Deities chapter reads as follows:

Amenouzume no mikoto 天鈿女命, the ancestor of the Sarume no kimi 猨女

君 lineage, took in her hand a rush-wrapped halberd, stood before the door 

of the Heavenly Rock Cave, and adroitly put on a droll performance (takumi 

ni wazaoki o nasu 巧作俳優). She adorned her hair with sakaki leaves from 

Amenokaguyama, tied back her sleeves with sashes of clubmoss vine, lit 

torches, set a tub upside down, and went into a divine trance. Hearing this, 

Amaterasu said, “I am presently secluded within the cave, and one would think 

that eternal night surely extends throughout Toyoashihara no nakatsukuni. 

How is it that Amenouzume is laughing joyfully (eraku 柯楽) in this way?” 

She thereupon opened the boulder door a crack with her hand to see [what 

was happening]. At that moment, Tajikarao took hold of Amaterasu’s hand and 

pulled her out.（2）
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Here Amenouzume stands before the door to the cave → engages in the droll 

performance → goes into a trance. Amaterasu “hears” (kikoshimeshite 聞之) what 

is happening and asks why Amenouzume is “laughing joyfully.” Only then does 

she open the door to the cave a crack and look out. According to the editors of 

the SNKBZ version of Nihon shoki, the graph 柯 used in the passage is a variant 

of the graph 噱, meaning “to laugh loudly.” In other words, Amaterasu hears the 

laughter, thinks this strange, and opens the cave door.

　The second variant states merely that after the various offerings had been 

assembled, “At that moment, Amenokoya no mikoto, the ancestor of the 

Nakatomi, took them and offered a divine prayer. Thereupon the sun deity opened 

the boulder door and came out.”（3） The third variant, however, having described 

Amenokoya and Futodama assembling the offertory items and intoning “solemnly 

a gracious litany,” continues: 

At this time the sun deity heard this and said, “People recently have spoken 

many [liturgies], but none until now has been so beautiful as this.” She 

thereupon opened the boulder door a crack to see [what was happening]. At 

this time Tajikarao was waiting at the side of the boulder door and immediately 

pulled it open, whereupon the radiance of the sun deity filled the land.（4） 

Here, Amaterasu “hears” the liturgy intoned by Amenokoya and Futodama and is 

drawn by its beauty to open the door. “Hearing” is the decisive factor leading to 

her emergence from the cave.

　As with this passage, there are a considerable number of instances in the Kojiki 

where reliance on the written text alone does not yield an internally coherent 

picture. By contrast, one can see in the Nihon shoki an effort to secure overall 

coherence. Does this reflect a difference in the character of the two works or is 

it a result of stylistic differences arising from the effort to produce a “Japanese” 
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written text as opposed to one written in Chinese? If the latter, does not the 

divergence derive ultimately from the intellectual and cultural foundations 

underlying the two linguistic forms?

Taniguchi Masahiro 谷口雅博, Ancient Japanese Literature

2. “Since I am in hiding” (a ga komori imasu ni yorite 因吾隠坐而)

　The presence of the honorific verbal form imasu 坐 here results in what is 

known as a “self-honorific expression,” wherein entities use honorific language 

in reference to themselves. Such expressions can be found both in songs (kayo- 

歌謡) and speech in the Kojiki and Nihon shoki, in Man’yo-shu- poems, and in 

literary works from the Heian period onward. Yamaguchi Yoshinori 山口佳紀, 

who has analyzed the character of such expressions as found in Kojiki and Nihon 

shoki songs, divides them into two categories: “true self-honorific expressions” 

and “pseudo-self-honorific expressions.” The latter occur, he argues, in cases 

of a shift in grammatical person or where the presence of an intermediate 

figure who conveys the statement might be assumed. He further argues that 

the “true self-honorific expressions” found in Kojiki and Nihon shoki songs all 

involve nonrelational honorifics such as mi 御, imasu/masu 坐, misu 見す, or 

kesu 着す, which do not presuppose an interaction between different parties. By 

contrast, examples of true self-honorific expressions dating from Heian and later 

sources are relational honorifics such as tamau 給ふ or mairu 参る that do imply 

interaction.（5） 

　Outside the context of songs, some instances of self-referential use of the 

nonrelational honorific mi can be found also in passages of speech in the Kojiki 

where deities express their feelings. One example is Susanoo’s declaration 

when he reaches the region of Suga 湏賀 in Izumo that “Now that I have come 

here, my heart is at ease” (a ga mikokoro sugasugashi” 我御心湏々賀々斯).（6） 

Another is O
―

mononushi’s statement when he appears to Emperor Sujin 崇神 in 
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a dream: “This [calamity] is [by] my intent” (kore wa waga mikokoro zo 是者我

之御心).（7） There are not many such cases in the Kojiki, but the Izumo no kuni 

fudoki includes a number of soliloquy-like statements by deities incorporating 

the honorific mi. In one, found in the account of the village of Yasuki 安来 in Ou 

意宇 district, Susanoo is said to have declared: “My heart is now at peace” (a 

ga mikokoro wa yasukeku narinu 吾御心者、安平成). The account of Tada 多太 

village, Aika 秋鹿 district, describes a son of Susanoo as declaring: “My heart is 

now bright and true” (a ga mikokoro akaku tadashiku narinu 吾御心、照明正真

成).（8）

　The Izumo no kuni fudoki contains several instances of self-referential use of 

the honorific masu/imasu. One is the declaration “This is the shrine where I wish 

to dwell” (a ga shizumarimasamu to omou yashiro 吾静将坐志社), uttered by 

Amatsuko no mikoto 天津子命, the ancestral deity of the Iki 伊支 lineage, in the 

account of Yashiro 屋代 village, Ou district. Another is the statement “This is the 

entrance to the mountain over which I rule” (a ga shikiimasu yamaguchi no tokoro 

nari 吾敷坐山口処在), uttered by Susanoo’s child Tsurugihiko no mikoto 都留支

日子命 in the account of Yamaguchi 山口 village, Shimane 嶋根 district.（9） 

　Apart from the instance at hand of Amaterasu’s declaration, one can find only 

a few examples of self-referential use of the honorific masu/imasu in speech in 

the Kojiki. One is the statement uttered by Kamu yamato iwarebiko no mikoto 神

倭伊波礼毘古命 (the future Emperor Jinmu 神武) and his elder brother Itsuse 

no mikoto 五瀬命: “Where should we dwell so as to rule peacefully over the 

earthly realm? Let us go to the east” (izuku ni imasaba, tairakeku ame no shita no 

matsurigoto o kikoshimesamu, nao himukashi ni yukamu to omou 坐何地者、平聞

看天下之政。猶思東行). Another is Emperor O
―

jin’s 応神 statement to the young 

maiden Yakawaehime 矢河枝比売 in the village of Kohata 木幡: “When I return 

tomorrow, I shall stop by your house” (are, asu kaeri idemasamu toki ni, namuji 

ga ie ni irimasamu 吾、明日還幸之時、入坐汝家).（10） In the latter instance the 
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presence of a conveyor of the statement might also be presumed. If so, it would 

be what Yamaguchi would characterize as a pseudo- rather than true self-honorific 

expression. 

　Another pertinent instance of a self-honorific expression in a speech passage 

occurs in the descent of the Heavenly Grandson episode: 

　Thereupon, Amaterasu o-mikami and Takaki no kami 高木神 issued a 

command. Addressing Masakatsu akatsu kachihayahi ame no oshihomimi no 

mikoto 正勝吾勝々速日天忍穂耳命, they proclaimed: “It has been [humbly] 

reported to us (mo-su 白) that the pacification of Ashihara no nakatsukuni is 

now complete. In accordance with this, our [noble] command (kotoyosashi 

tamaishi 言依賜), thus descend [to that land] and rule over it.”（11） 

　Here we see a self-referential use of the honorifics mo-su and tamau. These are 

relational honorifics, which according to Yamaguchi’s thesis, do not occur in true 

self-honorific expressions in Kojiki and Nihon shoki songs. Their occurrence in 

this passage might be due to differences in usage in song and prose, or perhaps 

here, too, the presence of a conveyor of the proclamation may be presumed. 

　Use of the self-honorific imasu in Amaterasu’s statement “Since I am in hiding” 

may well bear on the question that has presented the early transcribers of the 

text and commentators with a persistent challenge: Is Amaterasu’s utterance 

a query to Amenouzume or a soliloquy? In our present state of knowledge, it 

remains uncertain whether use of the term imasu in it offers a key to resolving 

the question, but might the presence of a conveyor of her utterance be presumed 

(making it in Yamaguchi’s terms a pseudo- rather than true self-honorific 

expression)? If so, might this affect also the interpretation of the nature of 

Amenouzume’s divine trance?（12） 
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3. “The Heavenly Plain” (Amanohara 天原)

　This is the only occurrence in the Kojiki of the term Amanohara. In all other 

instances the term used is Takamanohara or simply “heavens” (ame 天). O
-

ta 

Yoshimaro 太田善麿 holds that the notion of Takamanohara as a heavenly realm  

above the earth was constructed by adding the element “high” (taka 高) to the 

earlier term “heavenly plain” (Amanohara 天原), which can be found in the 

Man’yo-shu-.”（13） Seen in this light, Amanohara here might be interpreted as the 

remnant of the earlier stage of the formation of this notion. Elsewhere in the 

Kojiki, however, Takamanohara occurs in passages of narrative description as 

the term for an objectively perceived entity. It thus seems more likely that here 

Amanohara was chosen to convey the perspective of Amaterasu who speaks as 

one who exists within that realm. 

4. “Entertaining things” (asobi 楽)

　Most commentators read the graph 楽 (“music,” “joyful,” “take pleasure in”) 

here as asobu, but the compilers of the Nihon shiso- taikei edition of Kojiki adopt 

the reading eraku.（14） The graph recurs in Amenouzume’s subsequent statement: 

“that is why we are joyful and laughing and doing entertaining things” (yorokobi 

warai asobu 歓喜咲楽). Motoori Norinaga and Saigo- Nobutsuna 西郷信綱 read 

the first three graphs 歓喜咲 of Amenouzume’s statement as eragi and eraki, 

respectively, which Norinaga explains as meaning “to enjoy and laugh happily.”（15） 

The compilers of the NST edition note as the basis for their reading of 楽 as eraku 

for both Amaterasu’s initial query and Amenouzume’s response that the Kengen-

bon 乾元本 manuscript (1303) of the Nihon shoki glosses the digraph 柯楽 in the 

corresponding passage as eraku (for this passage, see above, further comment to 

text note 1). They also point out, as does Norinaga, that the thirty-eighth imperial 

proclamation (senmyo- 宣命) in the Shoku Nihongi 続日本紀 includes the phonetic 

transcription eraki 恵良伎.（16） It is not clear, however, that the Shoku Nihongi 
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example is semantically equivalent to the instance in the passage at hand. It also 

is possible that the Nihon shoki gloss eraku was added to explain the meaning of 

the graph 柯. Given these considerations, we have adopted the more common 

reading asobu here.

5. “Boundary rope” (shirikumenawa 尻久米縄 )

　This is what is called today shimenawa 注連縄, a straw rope hung before 

or around a site to demarcate sacred space.（17） The main text of the seventh 

section of the Age of Deities chapter of the Nihon shoki transcribes this term 

as 端出之縄 (“rope with loose ends”) and adds a gloss indicating that it should 

be read shirikumenawa.（18） Yamaguchi Yoshinori and Ko-noshi Takamitsu 神野

志隆光 define it as a rope made of straw with the ends left unbound.（19） Many 

commentators, such as Nakajima Etsuji 中島悦次, interpret the element kume 

as deriving from the verb kumu 組む (“to weave together / to put together”).（20） 

Others, such as Tsugita Uruu 次田潤, take it to mean “basket”/“cage” (kago 籠).（21） 

Yamaguchi and Ko-noshi understand it as the continuative form (ren’yo-kei 連用形) 

of the lower bigrade (shimo nidan 下二段) verb kumu, meaning “to leave hanging 

out.”（22）

Endnotes
　（ 1 ）　 Motoori Norinaga, Kojiki den, MNZ 9, pp. 378–79.

　（ 2 ）　 Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 76–79.

　（ 3 ）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 82–83.

　（ 4 ）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 84–85.

　（ 5 ）　 Yamaguchi, “‘Kojiki,’ ‘Nihon shoki’ kayo- ni okeru ninsho- tenkan to jikei 

hyo-gen.”

　（ 6 ）　 Kojiki gaku 5 (2019), p. 6 (Japanese original).

　（ 7 ）　 Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 182–83.

　（ 8 ）　 Uegaki, Fudoki, pp. 140–41, 186–87.

　（ 9 ）　 Uegaki, Fudoki, pp. 140–41, 160–61.
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　（10） 　Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 140–41, 260–61.

　（11）　 Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 112–13.

　（12） 　 For this last point, see Kojiki gaku 4 (2018), p. 24 (Japanese original) ; KKSKK 

15 (2023), p. 219 (English translation).

　（13） 　 O― ta, Kodai Nihon bungaku shicho-ron, vol. 2, pp. 139–40.

　（14）　 Aoki Kazuo et al., Kojiki, p. 53.

　（15）　 Motoori Norinaga, Kojiki den, MNZ 9, pp. 378–79. Norinaga reads the entire 

four-graph phrase as eragi asobu. Saigo-, Kojiki chu-shaku, vol. 1, pp. 341, 343. 

Saigo- reads it as eraki asobu.

　（16） 　 Aoki Kazuo et al., Kojiki, 503. See Aoki Kazuo et al., Shoku Nihongi, vol. 4, pp. 

102–103.

　（17） 　 Kokugakuin Digital Encyclopedia of Shinto: https://d-museum.kokugakuin.

ac.jp/eos/detail/?id=9616.

　（18）　 Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 78–79.

　（19） 　Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, p. 66n5. 

　（20）　 Nakajima, Kojiki hyo-shaku, p. 100.

　（21） 　Tsugita, Kojiki shinko-, p. 119.

　（22） 　Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, p. 66n5.

Chapter 20: Origin of the Five Grains

　Thereupon the myriad deities all conferred together and levied a penalty of one 

thousand expiatory items (1) on Susanoo no mikoto; cut his beard, fingernails, 

and toenails; had [his wrongdoings] dispelled; and expelled him with a divine 

expulsion. [Susanoo] next (2) asked O
―

getsuhime no kami 大気都比売神 for things 

to eat. O
―

getsuhime took various tasty things from her nose, mouth, and buttocks, 

prepared them in a variety of ways, and presented them. Having observed what 

she was doing, Susanoo thought that O
―

getsuhime was soiling what she presented 

and killed her. Things were thereupon born from the body of the slain deity. From 

her head, silkworms were born; from her two eyes, rice seeds were born; from 

her two ears, millet was born; from her nose, azuki beans were born; from her 
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genitals, oats were born; from her buttocks, soybeans were born. Kamumusuhi no 

mioya no mikoto 神産巣日御祖命 thereupon had these seeds that had come into 

existence collected (3).

Text Notes

1. “One thousand expiatory items” (chikura no okito 千位置戸)

　Commentators differ in their approach to this expression. Motoori Norinaga 

and later commentators such as Kanda Hideo 神田秀夫 and O
―

ta Yoshimaro, 

Kurano Kenji 倉野憲司, Saigo- Nobutsuna, and Nakamura Hirotoshi 中村啓信 

define it as “[expiatory] items (okito 置戸) placed on multiple stands (chikura  

千位).”（1） Others, such as the compilers of the NST edition of Kojiki, Nishimiya 

Kazutami 西宮一民, and Yamaguchi Yoshinori and Ko-noshi Takamitsu, take the 

two elements in combination to mean a stand or “a place to put [items].”（2） In fact, 

however, the two interpretations largely coincide, for as Yamaguchi and Ko-noshi 

note, “Okito is a place to put things. To take it simply as a place, however, would 

not be consistent with speaking of levying o-se[ru] 負ほせ[る] [a penalty on 

someone]. Does it not thus make sense to understand okito as indicating the 

items put in the appropriate place?”（3） For further discussion of the term okito and 

use of the graph 戸 in it, as well as in compounds such as kotodo 事戸 (“declaration 

of eternal estrangement”) or togoito 詛戸 (“conjuration items”), see text note 1 

and the further comment appended to it in chapter 11, “The Land of Yomi (III).”（4） 

2.  “Next” (mata 又)

　Opinion divides as to whether the unspecified subject of the phrase “next asked 

O
―

getsuhime for things to eat” is Susanoo or the myriad deities. In the Kojiki 

the term mata (“next”/“again”) usually has an introductory function, as in the 

phrases “Next they sang the song” (mata utaite iwaku 又歌曰), or “Again he took 

as his spouse . . . (mata ○○ o metorite 又娶○○).（5） In almost all such instances, 
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however, there is continuity in content between the preceding passage and the 

one that follows after mata. Particularly in the first book of the Kojiki, instances of 

the use of mata are overall rare, and there are no other examples of it being used 

to introduce a completely new topic. If the mata that begins the second sentence 

here is taken to mark a new topic, this has to be regarded as an irregular usage.

　As commentators traditionally have taken Susanoo to be the one seeking food 

from O
―

getsuhime, this episode has come to be seen as an independent myth that 

was later interpolated into the Kojiki narrative. This has led, some would say, to 

losing sight of the episode’s connection with what precedes and follows, and to 

its being treated as an isolated story. In line with the usual function of mata to 

indicate continuity, it also is possible, however, to interpret the passage in a way 

that brings out a connection with the preceding episode. Nishimiya Kazutami 

holds that the subject that seeks food from O
―

getsuhime is the myriad deities 

rather than Susanoo: “Hungry after expelling Susanoo, the myriad deities request 

food” from O
―

getsuhime. Susanoo observes O
―

getsuhime’s actions in offering the 

food items and kills her.（6） Yamaguchi Yoshinori and Ko-noshi Takamitsu also take 

the myriad deities to be the subject that seeks food from O
―

getsuhime, but state 

that the reason for the myriad deities’ doing so is not clear. “Is not the most 

probable interpretation that they did so to provide Susanoo with food?”  Neither 

Nishimiya nor Yamaguchi and Ko-noshi refer explicitly to the usage of mata as 

ground for their interpretation, but the general pattern of that usage might be 

said to support readings such as theirs that emphasize continuity in the myth 

storyline. 

　On the other hand, the second and third books of the Kojiki contain at least ten 

instances where mata serves to indicate an additional story element or a shift in 

focus and thus marks the introduction of content different from that found in the 

preceding passage. One example is a passage in the chronicle of Emperor Jinmu 

where, following the presentation of a series of songs sung by Jinmu’s forces 
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in the battle against the Tsuchigumo 土雲, the narrative uses mata to mark the 

transition to a series of songs about a different battle. In the chronicle of Emperor 

Sujin, mata serves to indicate the transition from an account of the legend of 

the deity of Mt. Miwa 三輪 to a completely different story about the dispatch of 

O
―

biko no mikoto 大毗古命 to the Ko-shi road 高志道. In another example from 

the chronicle of Emperor Suinin 垂仁, mata marks the introduction of an episode 

concerning the dispatch of Tajimamori 多遅摩毛理 to the eternal realm (tokoyo no 

kuni 常世国), a story that has no connection to the episode preceding it.（8） 

　In the first book as well, the use of mata to indicate a shift in topic can be found 

in the exchange of poems relating the deeds of Yachihoko no kami 八千矛神 (one 

of the names used of O
―

anamuji/O
―

kuninushi). Following the completion of the 

sequence of poems recounting Yachihoko’s courtship of Nunakawa hime 沼河日

売, the narrative continues, “Again, this deity’s primary consort Suseribime no 

mikoto 須勢理毘売命 was extremely jealous.”（9） As this example occurs within 

the context of a series of stories about Yachihoko’s relations with women, it might 

be argued that it does not indicate a true shift in topic. Nevertheless, this example 

also suggests that the semantic scope of mata is broad enough to allow the raising 

of questions as to the degree of narrative continuity. If the myriad deities are to be 

taken as the subject in the passage at hand, it thus would make sense to consider 

as pertinent factors the use of mata along with the absence of a specified subject. 

At the same time, it should be noted that the opening sentence of the following 

episode also lacks a specified subject: “Now, driven out [of the heavens, Susanoo] 

descended to a place called Torikami 鳥髪, upstream on the Hinokawa 肥河 river 

in Izumo.”

　Further comment: The place of the myth of the slaying of O
―

getsuhime 

(the origin of the five grains) within the Kojiki narrative. The myth of 

the slaying of O
―

getsuhime and the origin of the five grains is situated between 

the Rock Cave of Heaven episode and the story of Susanoo’s slaying of the 
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eight-tailed serpent. The Rock Cave story ends with the following statement: 

“Thereupon the myriad deities all conferred together and levied a penalty of one 

thousand expiatory items on Susanoo; cut his beard, fingernails, and toenails; had 

[his wrongdoings] dispelled; and expelled him with a divine expulsion.” The story 

of Susanoo’s slaying of the eight-tailed serpent begins: “Now, driven out [of the 

heavens, Susanoo] descended to a place called Torikami 鳥髪, upstream on the 

Hinokawa 肥河 river in Izumo.” In that these two episodes fit together neatly, 

the intervening episode of the origin of the five grains has generally been held to 

be a later interpolation. On the other hand, as mentioned in the preceding note 

concerning use of the particle mata, in recent years a number of commentators 

have interpreted the subject seeking food from O
―

getsuhime as the myriad deities 

rather than Susanoo and have thus emphasized continuity with the preceding 

passage. Nishimiya Kazutami has indeed argued that so long as a different 

subject is not explicitly named, the subject of the phrase following mata should 

be understood to be the same as that of the preceding phrase and that thus the 

subject here should be seen as the myriad deities.（10） 

　Park Mi-kyong 朴美京 has supported Nishimiya’s argument. Comparing cases 

where the phrase “Next [they] sang the song” (mata utaite iwaku) is written 

with the graph 又 (又歌曰, sixteen instances) with ones where it is written with 

the graph 亦 (亦歌曰, four instances), she points out that in the latter cases the 

subject is clearly indicated, whereas in the former it is not. She thus concludes 

that in instances where mata is written with the graph 又, the subject should be 

understood to be the same as that of the preceding phrase.（11） To be sure, it is 

possible to reach a resolution of the mata issue by taking the myriad deities as 

the subject seeking food from O
―

getsuhime. But even if that facilitates not treating 

this episode as an interpolation, it cannot be said that it establishes the ground 

for denying the disjuncture in content between this episode and the preceding 

one. Regardless of whether this episode is a later interpolation or not, the basic 
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question remains as to why this myth is situated at this point in the narrative.

　One problem is the myth’s setting. Is it Takamanohara or Ashihara no 

nakatsukuni or somewhere else? Since in the immediately preceding episode 

Susanoo is expelled by the myriad deities and in the following one he descends 

to Mt. Torikami in Izumo, presumably this episode should be understood as 

occurring while he is still in Takamanohara or at some place where he stops 

prior to descending to Izumo. If the subject that seeks the food is taken to be 

the myriad deities, it would suggest that the episode occurs while he is still 

in Takamanohara. But can O
―

getsuhime be understood as a deity dwelling in 

Takamanohara?

　The name O
―

getsuhime appears multiple times in the Kojiki myths:

　　�1.　 The giving birth to the land episode: “The land of Awa 粟 is called 

O
―

getsuhime 大冝都比売.”（12） 

　　�2.　 The giving birth to deities episode: “Next [Izanaki and Izanami] bore 

O
―

getsuhime no kami 大冝都比売神.”（13） By way of reference, the 

following episode of Izanami’s departure from this world states that as 

she lay injured after giving birth to the fire deity, other deities related to 

food were born: “Next appeared Wakumusuhi no kami 和久産巣日神. 

The child of this deity is called Toyoukebime no kami 豊宇気毗売神.”（14） 

　　�3.　 The origin of the five grains: In this passage O
―

getsuhime’s name is 

transcribed successively as 大気都比売神, 大気都比売, and 大冝都比売

神.

　　�4.　 The lineage of O
―

toshi no kami 大年神: “Hayamato no kami 羽山戸神�

took O
―

getsuhime no kami 大気都比売神 as his spouse, and they bore 

the child Wakayamakui no kami 若山咋神.”（15） 
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　It is unlikely that all the entities named above are the same deity. In item 1, 

O
―

getsuhime is one the “alternative names” assigned to various of the islands that 

Izanaki and Izanami give birth to. There are eighteen such “alternative names” 

mentioned in the giving birth to the land episode, and among these no other 

appears subsequently as a deity in the narrative. This O
―

getsuhime is clearly the 

land of Awa. It is unlikely, too, that the O
―

getsuhime of item 4 is the same as that 

of item 3 (the deity killed in the present episode). Hayamato no kami, the deity 

who takes the O
―

getsuhime of item 4 as his spouse, is identified as a grandson 

of Susanoo. Even within a mythological framework, is it not improbable that 

the grandson would take as spouse the female deity slain by the grandfather? 

That leaves items 2 and 3. In terms of the myths’ narrative development, the 

O
―

getsuhime who appears in item 2 is plausibly the same as the O
―

getsuhime slain 

by Susanoo in item 3. 

　The O
―

getsuhime of item 2 is borne by Izanami, but like the other offspring 

produced by Izanaki and Izanami, she is not born in Takamanohara. She would 

seem to belong to the earthly realm, yet, as with Toyoukebime, another food 

deity figuring in the myths, it would not be strange for her to be found in 

Takamanohara. Toyoukebime is identified as the child of Wakumusuhi no kami, 

who is born immediately before Izanami departs from this world, but in the 

descent of the Heavenly Grandson episode, she is described as one of the deities 

dispatched from Takamanohara to Ashihara no nakatsukuni.（16） 

　Another example of a deity who straddles the boundary between the two 

realms is Takemikazuchi no kami 建御雷神. Takemikazuchi is one of the 

deities produced from the blood that adhered to Izanaki’s sword when he killed 

Kagutsuchi no kami 迦具土神, the fire deity, but in the episodes dealing with 

the pacification of Ashihara no nakatsukuni, Takemikazuchi appears as a deity 

residing in Takamanohara.（17） The sixth variant of the fifth section of the Age 

of Deities chapter of the Nihon shoki bridges the disjuncture in the association 
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of Takemikazuchi with the two different locales by first mentioning, prior to its 

account of Takemikazuchi’s production, that the blood dripping from Izanaki’s 

sword “became the multitudinous rocks lying in the Amanoyasu riverbed 天安河

辺 [in Takamanohara]. This became the ancestor of Futsunushi no kami 経津主

神,” who is subsequently described as acting together with Takemikazuchi in the 

pacification of Ashihara no nakatsukuni.（18） The differing approaches to situating 

Takemikazuchi in Kojiki and Nihon shoki may be said to further illustrate the 

contrast between the efforts of the compilers of the latter to construct a logically 

coherent storyline and the more cavalier attitude taken by the compilers of the 

former (see the further comment to text note 1 of chapter 19). Taken together, 

the examples of Toyoukebime and Takemikazuchi suggest that the locale for the 

origin of the five grains myth cannot arbitrarily be restricted to the earthly realm.

　The name O
―

getsuhime appears only in the Kojiki, but the eleventh variant 

of the fifth section of the Age of Deities chapter of the Nihon shoki includes an 

alternative story of the slaying of the food deity Ukemochi no kami 保食神. In this 

case, however, the slayer is not Susanoo, but Tsukuyomi no mikoto 月夜見尊, and 

the story is incorporated at the end of the different variants of the account of the 

birth of Amaterasu, Susanoo, and Tsukuyomi:

　　�Amaterasu o-mikami, who then already resided in the heavens, declared: “I 

hear that in Ashihara no nakatsukuni there is a food deity, Ukemochi no kami. 

You, Tsukuyomi no mikoto, go and see.” Having received this command, 

Tsukuyomi no mikoto descended [to Ashihara no nakatsukuni] and went 

to see Ukemochi no kami. Ukemochi no kami thereupon turned her head 

[in different directions]. When she faced the land, grains emerged from her 

mouth. When she faced the sea, fish both broad finned and narrow finned 

emerged from her mouth. When she turned toward the mountains, rough-

furred [animals] and soft-feathered [birds] emerged from her mouth. She 
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readied all those items, arranged them on a multitude of stands, and offered 

them as a feast. Tsukuyomi no mikoto flushed with anger and declared: 

“How dirty! How disgusting! How is it that you offer me as something to eat 

things that you have spit out from your mouth!” He thereupon unsheathed 

his sword, struck Ukemochi no kami with it, and killed her. After that he 

reported [to Amaterasu] the accomplishment of his mission, stating in detail 

what had happened. Hearing this, Amaterasu was extremely angry and 

declared: “You are an evil deity! I do not wish to see you!” From that point 

Amaterasu and Tsukuyomi no mikoto resided apart from each other, and day 

and night were separated.

　　�　Amaterasu o-mikami later sent Amanokumahito 天熊人 [to Ashihara no 

nakatsukuni] to see the situation. Ukemochi no kami was indeed already 

dead. But from the head of this deity, cattle and horses had appeared. 

Above her forehead, millet (awa 粟) had appeared. Above her eyebrows, 

silkworms had appeared. From within her eyes, barnyard millet (hie 稗) 

had appeared. From within her stomach, rice had appeared. From her 

genitals, oats, soybeans, and azuki beans had appeared. Amanokumahito 

gathered up all these things and took them and offered them to Amaterasu. 

Delighted, Amaterasu declared: “These things should provide sustenance 

for the verdant blades of grass, the mortals of the visible realm, to eat!” She 

thereupon designated millet, barnyard millet, oats, and beans as seeds for dry 

fields, and rice as seed for paddy fields. She also appointed village headmen 

accordingly. Thereupon rice seeds were planted for the first time in the 

heavenly narrow fields and long fields. That autumn the luxuriant heads of 

ripening grain made a splendid sight. She also was able to take the silkworm 

cocoons into her mouth and draw threads from them. From this the way of 

raising silkworms first appeared.（19） 
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　As seen here, in the Nihon shoki, the stage for the story of the slaying of the 

food deity is Ashihara no nakatsukuni. At the same time, although this story is 

related within the context of a variant, it functions as an explanation for the origin 

of the heavenly rice fields that figure in the main text and variants of the seventh 

section of the Age of Deities chapter.（20） (The story also serves as an account of 

the reason for the separation of the sun and moon.) By comparison, in the Kojiki, 

the rationale for placing the story of O
―

getsuhime at this point of the overall 

narrative remains uncertain.

　One possible explanation may lie in the fact that this story is situated at 

the turning point in the portrayal of Susanoo. Having been expelled from 

Takamanohara, Susanoo descends to Izumo, where he vanquishes the eight-tailed 

serpent. As this shows, from this point his forcefulness serves a positive purpose. 

But until this point, from his wailing and ascent to the heavens to his destructive 

behavior in Takamanohara, that forcefulness has had a negative impact. The myth 

of the slaying of O
―

getsuhime may be said to incorporate both dimensions: violence 

in the killing of the female deity and positive consequences in that the death leads 

to the origin of the five grains. This dual characteristic is perhaps a reason why 

the story has been situated at the point where the evaluation of Susanoo appears 

to shift. We should keep in mind, though, that regardless of whether Susanoo’s 

forcefulness has a positive or negative impact, his fundamental character as a 

deity does not change. Is not it rather a matter of different settings and contexts 

for the display of that character? Opinions on this point may differ, but one may 

argue that Susanoo does not himself change.

　To return to the issue of how to understand the narrative structure of 

this episode, the identity of the figure that gathers the items produced from 

O
―

getsuhime’s body may be said to raise doubts about the thesis that it is the 

myriad deities who seek food from O
―

getsuhime. Why is the figure who gathers 

the items not the myriad deities but Kamumusuhi no mioya no mikoto? As is 
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widely recognized, Kamumusuhi no mioya no mikoto appears largely in Izumo-

linked myths, such as when O
―

anamuji is killed by his eighty elder brothers or 

O
―

kuninushi seeks to find out Sukunabikona’s 少名毘古那神 true form. On those 

occasions Kamumusuhi no mioya no mikoto provides support to the Izumo 

deities in a manner befitting the name “ancestral deity” (mioya no kami). This 

circumstance suggests that the O
―

getsuhime myth, in which Kamumusuhi no 

mioya no mikoto also acts in a supportive fashion, likewise belongs to the Izumo-

linked body of myths. Above I argued that the O
―

getsuhime of this myth and that 

of item 4, mentioned in the account of the lineage of O
―

toshi no kami, are likely 

different entities. Nevertheless, the fact that a female deity of that name appears 

in the O
―

toshi no kami lineage suggests a close association with Izumo-linked 

myths. Is that not also a likely reason why this episode has been placed at this 

point in the Kojiki narrative, when it shifts from the Takamanohara cycle of myths 

to the Izumo cycle? And does not this episode further suggest that Susanoo’s 

uncontrollable wildness continues unchanged, even after his beard and fingernails 

and toenails have been cut and he has been expelled from Takamanohara? It thus 

serves to foreshadow that he possesses the strength to vanquish the eight-tailed 

serpent and the capacity to rule as the great deity of Nenokatasu kuni 根之堅州国. 

This circumstance, too, seems likely to underlie the choice to situate this myth at 

this juncture of the narrative.

Taniguchi Masahiro, Ancient Japanese Literature

3. “ Had these seeds that had come into existence collected” (kono nareru 

tane o torashimeki 令取茲成種)

　From Motoori Norinaga on, the sequence of graphs 令取茲成種 has usually 

been read as “had these items collected and used them as seeds” (ko[re] o 

torashimete tane to nashi[tamai]ki).（21） In recent years, however, Yamaguchi 

Yoshinori and Ko-noshi Takamitsu have read it as “had these seeds that had 
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come into existence collected” (kono nareru tane o torashimeki). Okimori Takuya  

沖森卓也 has similarly read it as kono nareru tane o torashimetamaiki.（22） Since 

both approaches to the sequence are possible, which one chooses depends on 

how one interprets the overall direction of the narrative. Here, doubts about the 

appropriateness of reading the graph 成 in this context as nasu have led to our 

adopting the reading “had these seeds that had come into existence collected.” 

It should be noted, however, that this reading cannot be unequivocally confirmed 

and that instances of reading 成 as nasu can be found in some cases in the 

Kojiki, as in the account of the contest of strength between Takemikazuchi and 

Takeminakata no kami 建御名方神: “[Takemikazuchi] allowed [Takeminakata] to 

take his arm, whereupon [Takemikazuchi] immediately turned his arm into a pillar 

of ice (tatsuhi ni torinashi 取成立氷), and again turned it into a sword blade (tsurugi 

no ha ni torinashi 取成剣刃).”（23） 

　Further comment: Susanoo and Tsukuyomi no mikoto: The contrasting 

perspectives of the Kojiki and Nihon shoki. As discussed in the further 

comment to text note 2 above, the eleventh variant of the fifth section of the Age 

of Deities chapter of the Nihon shoki incorporates an account of the slaying of a 

food deity that in important regards both parallels and contrasts with the Kojiki 

version of this myth.（24） Among the differences is that in the Nihon shoki variant 

the slayer is Tsukuyomi no mikoto, not Susanoo, while the deity who gathers 

the items that emerge from the food deity’s corpse is not Kamumusuhi no mioya 

no mikoto, but an entity named Amanokumahito, who acts at the command of 

Amaterasu. These differences in turn shape the broader implications of the two 

versions of the food deity myth and its place within the overall narrative line of 

the two texts.

　In the case of the Kojiki, Kamumusuhi no mioya no mikoto and Susanoo figure 

centrally in the ordering of the earthly realm and the production of the crops 

that sustain the lives of those who inhabit it. Susanoo goes on to save a maiden 
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from the eight-tailed serpent. The maiden’s name, Kushinada hime 櫛名田比

売, is generally held to incorporate the element “rice” (ine [ina] 稲).（25） Susanoo 

also appoints a headman for his hall, giving him the title Inada no miyanushi 稲田

宮主 (“headman of the rice fields hall”). Susanoo is thus presented as an entity 

who reigns over the earthly realm as the bringer of the successful production 

of rice, something that the genealogy of one of his descendants, O
―

toshi no kami 

(“bountiful harvest deity”), confirms.（26） O
―

kuninushi, another of Susanoo’s 

descendants, goes on to engage in the consolidation of the earthly realm in 

partnership with Sukunabikona no kami, a child of Kamumusuhi mioya no mikoto. 

Researchers have pointed out that Sukunabikona also has the character of a 

grain deity.（27） In this way, in the Kojiki, the story of the slaying of O
―

getsuhime 

and the production of the five grains, which occurs with the support from 

Takamanohara of Kamumusuhi no mioya no mikoto, serves as a link between the 

preceding passages and the following consolidation of the land by Susanoo and 

his descendants, for which Kamumusuhi no mioya no mikoto continues to offer 

vital support. Amaterasu and the myriad deities retreat into the background, and 

the narrative shifts its focus for the moment to developments taking place in the 

earthly realm.

　By contrast, in the Nihon shoki, Tsukuyomi’s role is limited to the slaying of 

Ukemochi no kami, and he does not figure in the subsequent consolidation of the 

earthly order. That will all take place under the direction of Amaterasu, whose 

position as the supreme deity is confirmed by her command for the separation of 

day and night, her having the items produced from Ukemochi’s corpse brought 

to Takamanohara, and her specification that these items should be used for 

nourishing the populace.

　The O
―

getsuhime story also points up an aspect of Susanoo’s distinctive 

character and place in the overall narrative. Susanoo is different from the 

other deities figuring in the myths in his restless movement, which carries 
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him successively across borders from one realm to the next, from the seas, to 

Takamanohara, to Ashihara no nakatsukuni, to Nenokatasu kuni. His presence 

in those different realms may be a source of turmoil, but it is not simply that. It 

also serves to bridge and link those realms. In this regard the O
―

getsuhime story, 

situated at the juncture between the shift in narrative focus from the events of 

Takamanohara to those of Ashihara no nakatsukuni, should be seen as related 

to the unfolding of the overall narrative, not simply as a fragmentary, “floating 

legend” that has been anchored here arbitrarily. 

Kohama Ayumu 小濱歩, Shinto Classics, Ancient Japanese Thought

Endnotes
　（ 1 ）　 Motoori Norinaga, Kojiki den, MNZ 9, pp. 383–86; Kanda and O

―
ta, Kojiki, 

vol. 1, p. 216n1; Kurano, Kojiki zenchu-shaku, vol. 3, pp. 116–17; Saigo-, Kojiki 

chu-shaku, vol. 1, pp. 348–50; Nakamura, Shinpan Kojiki, p. 44n25.

　（ 2 ）　 Aoki Kazuo et al., Kojiki, p. 54n1, pp. 338–39; Nishimiya, Kojiki, p. 52n4; 

Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, p. 67n6.

　（ 3 ）　Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, p. 67n6.

　（ 4 ）　 See Kojiki gaku 2 (2016), pp. 25, 60–66 (Japanese original); KKSKK 14 (2022), 

pp. 199–207 (English translation).

　（ 5 ）　 See, for example, Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 154–55; Kojiki gaku 5 

(2019), pp. 12–13.

　（ 6 ）　 Nishimiya, Kojiki, p. 53.

　（ 7 ）　 Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 67.

　（ 8 ）　 Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 154–55, 188–89, 210–11. 

　（ 9 ）　 Kojiki gaku 6 (2020), pp. 36–37.

　（10） 　Nishimiya, “Kojiki jo-kan bunmyaku ron,” pp. 25–42.

　（11）　 Park, “‘Gokoku kigen shinwa’ to Susanoo no mikoto zo-.”

　（12）　 Kojiki gaku 1 (2015), pp. 38–39 (Japanese original); 6 (2020), p. 284 (English 

translation).

　（13） 　 Kojiki gaku 1 (2015), pp. 46–49 (Japanese original); 6 (2020), p. 268 (English 

translation).

　（14）　 Kojiki gaku 1 (2015), pp. 58–59 (Japanese original); 7 (2021), p. 326 (English 
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translation).

　（15）　 KKSKK 15 (2023), pp. 145–47 (Japanese original).

　（16） 　Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 116–17.

　（17） 　 Kojiki gaku 2 (2016), pp. 2–3 (Japanese original); 7 (2021), p. 309 (English 

translation); Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 106–107.

　（18）　 Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 42–43, 116–17.

　（19） 　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 58–61. 

　（20）　 Regarding these fields, see KKSKK 15 (2023), pp. 244–45.

　（21） 　Motoori Norinaga, Kojiki den, MNZ 9, p. 391.

　（22）　 Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 68–69; Okimori, Shinko- Kojiki, p. 39.

　（23）　 Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 108–109.

　（24）　 The translation of this further comment abridges and paraphrases the Japanese 

original. For the latter, see Kojiki gaku 4 (2018), pp. 61–65.

　（25）　 See below, chapters 21 and 22.

　（26）　 See KKSKK 15 (2023), pp. 146–48, 178–83. See also Kohama, “‘Kojiki’ 

O
―

getsuhime densho- no tokushoku.”

　（27）　 Yoshida Atsuhiko, Ho-jo- to fushi no shinwa, pp. 90–98; Sakashita, “Kojiki” no 

katariguchi, pp. 84–88.

Chapter 21: The Eight-tailed Serpent (I)

　Now, driven out [of the heavens, Susanoo] descended to a place called Torikami 

鳥髪, upstream on the Hinokawa 肥河 river (1) in Izumo. At that moment, [a] 

chopstick came floating down the river. Susanoo no mikoto thought that people 

must be living [further] upstream, so he set out in search of (2) them. [He found] 

two people, an old man and an old woman, [sitting] with a maiden between them 

and weeping. “Who are you?” [Susanoo] asked. “I am the son of the earthly 

deity O
―

yamatsumi no kami 大山津見神 (3),” the old man replied. “My name is 

Anazuchi 足名椎, my spouse’s name is Tanazuchi 手名椎 (4), and my daughter’s 

name is Kushinada hime 櫛名田比売.” “And why are you weeping?” [Susanoo] 

then asked. “I used to have eight daughters,” [Anazuchi] replied, “but the eight-
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tailed serpent from Koshi 高志 (5) has come every year and devoured them. Now 

is the time for it to come again—that is why I weep.” “What does it look like?” 

[Susanoo] asked. “Its eyes are red like akakagachi cherries,” [Anazuchi] replied. 

“It has one trunk, eight heads, and eight tails. Club moss and cypress and cedar 

trees grow on its trunk, and it stretches across eight valleys and eight peaks. 

If you look at its belly, [you can see] blood oozing from it everywhere.” [Note: 

“Akakagachi” are what are called today “ground cherries” (ho-zuki; 6).]

Text Notes

1.  “A place called Torikami, upstream on the Hinokawa river” (Hinokawakami, 

na wa Torikami to iu tokoro 肥河上、名鳥髪地)

　The section on the district of Nita 仁多 in the Izumo no kuni fudoki mentions 

a mountain called Torikamiyama 鳥上山: “The Yokotagawa 横田川 river has its 

source in Torikamiyama mountain, which is located thirty-five sato 里 southeast of 

the [Nita] district headquarters, and it flows northward.（1） It constitutes the upper 

reaches of what is commonly called the Hinokawa 斐伊河 river.”（2） The Hinokawa 

river runs the length of the western part of the Izumo region. The section in 

the Fudoki on the district of Izumo includes a passage on what it describes as 

“the Izumo great river” (Izumo o-kawa 出雲大河). The passage explains that this 

river is in fact the lower reaches of the Hinokawa and notes that its source lies 

in Torikamiyama and that it traverses the districts of Nita, O
―

hara 大原, and Izumo 

before finally emptying into Kamudo 神門 lake.（3） In the Kojiki, the Hinokawa 

river figures in the second book in the chronicle of Emperor Suinin as the setting 

for the rites performed to worship the Great Deity of Izumo (Izumo o-kami 出雲

大神), who had put a curse on the emperor’s son and asked to be worshiped in 

return for removing it. In the chronicle of Emperor Keiko- 景行 it is the setting 

for the subjugation of Izumotakeru 出雲建 by Yamatotakeru no mikoto 倭建

命.（4） From the Yamato perspective, this river was likely seen as epitomizing the 
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land of Izumo. The Kojiki may be said to further depict the eight-tailed serpent 

as a symbol of the Hinokawa river (the Nihon shoki, on the other hand, does not 

pay particular attention to the river). The slaying of the eight-tailed serpent, 

the symbol of the Hinokawa river, may perhaps be intended as an allegorical 

representation of the pacification of the Izumo realm.

2.  “To seek for” (magu 覔)

　Some texts read the graph 覔 as motomeru, but since the main text of the ninth 

section of the Age of Deities chapter of the Nihon shoki glosses the digraph 覔国 

as kunimagi 矩弐磨儀 (“in search of a land”),（5） here we have adopted the reading 

magu. The meaning of this verb is “to search for.”

3. O
―

yamatsumi no kami 大山津見神

　The deity O
―

yamatsumi appears initially in the Kojiki as one of the offspring 

produced by Izanaki and Izanami as they give birth to the land.（6） In the present 

section, Susanoo descends from Takamanohara and takes as his spouse Kushinada 

hime, the granddaughter of O
―

yamatsumi. Their offspring, Yashimajinumi no kami 

八島士奴美神, takes as his spouse Konohana chiru hime 木花知流比売 (“falling 

flowers maiden”), who is identified as the daughter of O
―

yamatsumi, and they 

produce offspring in turn. Subsequently, Ninigi no mikoto similarly produces 

offspring with a daughter of O
―

yamatsumi after descending from Takamanohara, 

in this case a maiden named Konohana no sakuya bime 木花之佐久夜毗売 

(“blooming flowers maiden”). That deities associated with both the Izumo- and 

Takamanohara-lineage myths alike descend from the heavens, take as spouses 

the daughters or granddaughter of O
―

yamatsumi, and produce offspring with 

them, shows this deity’s importance within the Kojiki narrative. The contrast 

between the names of the two Konohana maidens seems intentional, with the 

one associated with Izumo myths given a name incorporating the element 
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“falling” (chiru) and the one associated with Takamanohara myths given a name 

incorporating the element “blooming” (saku).（7） 

4. Anazuchi 足名椎; Tanazuchi 手名椎

　These two names traditionally have been read as Ashinazuchi and Tenazuchi. 

They have been understood to carry the meaning of either “spirit (chi 霊) 

that caresses (nazu 撫ヅ) the feet (ashi 足) / the hands (te 手),” or “spirit [of 

something] without (nazu 無ヅ) feet/hands.” The latter interpretation has further 

supported the hypothesis that the two names in combination convey the idea 

of a serpent spirit. Here, however, we have adopted the readings Anazuchi and 

Tanazuchi, in line with the interpretations of Kawashima Hideyuki 川島秀之�and 

Sema Masayuki 瀬間正之, as well as the phonetic transcriptions provided by 

Nakamura Hirotoshi.（8） These researchers draw different conclusions about the 

meaning of these readings, though. Nakamura takes the names to mean “spirits 

that caress affectionately their child’s hands and feet,” an interpretation that does 

not diverge greatly from the traditional one. Sema, by contrast, takes the two 

names to mean respectively “spirit of the paddy ridges (aze 畔)” and “spirit of the 

rice paddies (ta 田).”（9） If one takes the maiden’s name Kushinada hime to mean 

“wondrous rice fields,” in line with the Nihon shoki transcription of it as 奇稲田, 

Sema’s interpretation allows for consistency in the names of the three deities, 

with parents and child alike having names related to rice cultivation. We have thus 

followed his interpretation here.

5.  “The eight-tailed serpent from Koshi” (Koshi no yamata no orochi 

高志之八俣遠呂知)

　Opinions differ as to whether the name Koshi here should be understood as 

Koshi 越 meaning the Hokuriku 北陸 region lying along the Japan Sea coast of 

northern Honshu or as the village of Koshi 古志 in the Kamudo 神門 district of 
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Izumo. In a subsequent passage the deity Yachihoko no kami (O
―

kuninushi) travels 

to “the far-off land of Koshi” (to-to-shi Koshi no kuni 遠々し高志の国) in pursuit 

of Nunakawa hime. In that instance “Koshi” is understood to mean the “land 

beyond” (Koshi/Etsu 越). Drawing from that example, some take “Koshi” here to 

indicate a region beyond the Great Land of Eight Islands (O
―

yashimakuni 大八島

国).（10）  This line of interpretation takes the eight-tailed serpent to be a deity who 

comes from beyond Ashihara no nakatsukuni. As such it is not readily compatible 

with a view of the eight-tailed serpent as epitomizing the Hinokawa river or its 

flooding.

　The interpretation of the “Koshi” figuring in this passage as referring to the 

village of Koshi in the Kamudo district of Izumo fits more smoothly with the 

equation of the eight-tailed serpent with the Hinokawa. It is not easy to explain 

the intent behind singling out this place as the locale associated with the serpent, 

but in that the Hinokawa river terminated in Kamudo lake in the district of the 

same name, the compilers perhaps sought to convey the river’s entirety by 

referring to both its lowest reaches and its source in Torikami. The Izumo no kuni 

fudoki, on the other hand, states that the village of Koshi takes its name from the 

fact that people from the land of Koshi had stayed there when they came to dam a 

river and make a pond (the same account declares that these events took place “at 

the time of Izanami”).（11） Thus, even if the name is taken to refer to the village of 

Koshi in the Kamudo district, one might argue that Koshi in the Hokuriku region 

lies behind it.（12）  

　The term orochi 遠呂知 has been held to mean “spirit of the peak” or “spirit 

of the tail,” thereby indicating a great serpent, but such interpretations remain 

speculative. Apart from this passage in the Kojiki, no other occurrence of a 

phonetic transcription of the word orochi can be found in ancient Japanese 

literature. 

　Further comment: “Koshi” in the Kojiki. The Kojiki has ten references to 
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the place name Koshi. They are as follows:

　　�1.　 “I used to have eight daughters,” [Anazuchi] replied, “but the eight-

tailed serpent from Koshi has come every year and devoured them.” 

(Book 1, “The Eight-tailed Serpent,” the passage at hand)

　　�2.　 This Yachihoko no kami set out to woo Nunakawa hime of the land of 

Koshi. (Book 1, “Yachihoko no kami”)（13）

　　�3.　 Yachihoko no kami could not find a [suitable] spouse in the Land of Eight 

Islands (Yashimakuni 八島国), and hearing that in the far-off land of 

Koshi . . . (Book 1, “Yachihoko no kami”)（14） 

　　�4.　 Next, Hikosashi katawake no mikoto 日子刺肩別命 (the ancestor of 

the Tonami no omi 利波臣 lineage of Koshi, the Kunisaki no omi 国前

臣 lineage of Toyokuni 豊国, the Iohara no kimi 五百原君 lineage, and 

the Tsunoga no ama no atai 角鹿海直 lineage) . . . (Book 2, “Chronicle of 

Emperor Ko-rei 孝霊”)（15） 

　　�5.　 Again, during this reign, [Emperor Sujin] dispatched O
―

biko no mikoto 

大毘古命 to the Koshi road (Koshi no michi 高志道) and his son 

Takenunakawawake no mikoto 建沼河別命 to the twelve eastern roads 

to put down rebellious people there. He also dispatched Hikoimasu no 

miko 日子坐王 to the land of Taniwa 丹波 and had him kill Kugamimi no 

mikasa 玖賀耳之御笠 (this is the name of a person). (Book 2, “Chronicle 

of Emperor Sujin”)（16） 

　　6.　 When O
―

biko no mikoto went to the land of Koshi, [he encountered] a 

young woman wearing a short overskirt who was standing on Herasaka 

幣羅坂 slope in Yamashiro 山代 and singing a song. (Book 2, “Chronicle 

of Emperor Sujin”) （17）

　　�7.　 O― biko no mikoto thus went as first commanded to the land of Koshi. 

Takenunakawawake no mikoto, returning from the eastern regions to 
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which he had been dispatched, met his father, O
―

biko no mikoto, at Aizu 

相津. That is why that place is called Aizu [“meeting place”]. Having 

thus accomplished the task of pacifying the lands to which they had 

been dispatched, they returned to report this [to the emperor]. (Book 2, 

“Chronicle of Emperor Sujin”)（18） 

　　�8.　 The next [son] was Ikatarashihiko no miko 五十日帯日子王 (he is the 

ancestor of the Kasuganoyama no kimi 春日山君 lineage, the Koshinoike 

no kimi 高志池君 lineage, and the Kasukabe no kimi 春日部君 lineage). 

(Book 2, “Chronicle of Emperor Suinin”)（19）

　　�9.　 [Emperor Suinin ordered O
―

taka 大鶙 to catch the swan.] Therefore this 

person pursued the swan. From the land of Ki 木 he went on to the land 

of Harima 針間, and continuing the pursuit, crossed over into the land of 

Inaba 稲羽. Then he went on to the lands of Taniha 旦波 and Tajima 多

遅麻 and continued the pursuit toward the eastern regions. He went on 

to the land of Chikatsuo-mi 近淡海, crossed over the land of Mino 三野, 

and from the land of Owari 尾張, continued to pursue [the bird] into the 

land of Shinano 科野. At length he pursued it into the land of Koshi, and 

there, at the harbor of Wanami 和那美, he stretched out a net, captured 

the bird, took it back to the court, and presented it [to the emperor]. 

(Book 2, “Chronicle of Emperor Suinin”)（20）

　　�10.　 Then, Takeuchi no sukune no mikoto 建内宿禰命, leading the prince 

[the future Emperor O
―

jin 応神], thought to have him perform ablutions. 

After passing through the lands of O
―

mi 淡海 and Wakasa 若狭, he made 

a temporary palace at Tsunoga 角鹿 at the head of the Koshi road (Koshi 

no michi no kuchi 高志前) and stayed there. (Book 2, “Chronicle of 

Emperor Chu-ai”)（21）

　If one compares these passages with the corresponding sections of the Nihon 

shoki, the most immediately noticeable difference is that the only one of the Nihon 
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shoki passages to mention the place name Koshi is the section corresponding to 

item 10. Even in that case, strictly speaking, the Nihon shoki describes Takeuchi 

no sukune as going to the “land of Koshi” (Koshi no kuni 越国), not “the head of 

the Koshi road.”（22） This circumstance suggests that in the Kojiki, “Koshi” carries 

a nuance particular to that text and not found in the Nihon shoki. In essence, for 

the Kojiki, “Koshi” would seem to signal a locale lying outside the emperor’s 

dominion.

　The passage that conveys this sense most clearly is item 3. In that passage 

Yachihoko no kami declares that because he could not find a spouse in the Land 

of Eight Islands, he set off for the land of Koshi. Regarding the formulation Land 

of Eight Islands (Yashimakuni), Komaki Satoshi 駒木敏 argues that although it 

is not a formal epithet found in court protocols specifying the format for imperial 

proclamations and the like, Yashimakuni encompasses the sense of Great Land 

of Eight Islands (O
―

yashimakuni) and thus likewise carries the implication of 

the “realm” or the name of the country as a whole. Komaki further holds that 

Yachihoko’s journey in quest of a spouse represents the pacification of Koshi, 

which although spatially part of O
―

yashimakuni, had not yet been incorporated 

substantively into the central dominion. Consequently that episode also expresses 

the idea of “ordering the dominion” as a part of the process of “land consolidation” 

(kunizukuri 国作り).（23） The character of Koshi or the Koshi road (in other words, 

the region lying along the road) as the object of pacification can also be seen in 

items 5 to 7. This distinctive treatment of Koshi in the Kojiki as being in the 

process of incorporation into the dominion contrasts with the approach seen in the 

Nihon shoki. In the passage from the chronicle of Emperor Sujin corresponding 

to item 5, the Nihon shoki lists Kunuga no michi 北陸 (in other words, the lands 

along the Koshi road) as a region not yet fully under control. Unlike the Kojiki, 

however, it also explicitly lists Koshi no shima 越洲 as one of the eight “islands” 

produced by Izanaki and Izanami that make up the Great Land of Eight Islands 
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(O
―

yashimakuni 大八洲国).（24） 

　Seen in this context, it seems likely that the “Koshi” linked to the eight-

tailed serpent has the same connotations. Although there are those who, like 

Norinaga, interpret Koshi as an Izumo place name,（25） the Izumo no kuni fudoki 

links that place name to people who came from the land of Koshi, as mentioned in 

the text note above. The Kojiki’s treatment of the eight-tailed serpent deserves 

further exploration as a mythological representation of rebellious lands. This 

characteristic of Koshi bears also on the implications of the fact that item 10 

identifies the future Emperor O
―

jin’s ablutions as being performed at “Tsunoga at 

the head of the Koshi road.”（26） 

Inoue Hayato 井上隼人, Ancient Japanese Literature

6. “Ground cherries” (hōzuki 酸醬)

　The Kojiki compilers gloss the term akakagachi (transcribed phonetically) as 

meaning the same as “today’s” ho-zuki. Ho-zuki, often called in English “Chinese 

lantern plant,” have a bright red berry (hence the alternative English name of 

“ground cherry”) encased within a papery orange globe-like structure. The graphs 

酸醬 refer to the inner berry. The commentators to the SNKBZ edition of Nihon 

shoki explain the graph 酸 (“sour”) as alluding to the acidity of the berry’s juice 

and the graph 醬 (hishio, the mash from which soy sauce is produced) as evoking 

the large number of seeds present in the juice. They note as well that the graph 

漿 (komizu, “thin rice gruel”), found in an alternative transcription of ho-zuki as 酸

漿, evokes the juice’s viscous texture.（27）

Endnotes
　（ 1 ）　 One sato as defined in ancient Japan was equivalent to 533.5 m in modern 

terms. Thirty-five sato would thus be 18.68 km. (TN)

　（ 2 ）　Uegaki, Fudoki, pp. 256–57.

　（ 3 ）　 Uegaki, Fudoki, pp. 218–19.
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　（ 4 ）　Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 208–209, 220–23.

　（ 5 ）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 120–21.

　（ 6 ）　 See Kojiki gaku 1 (2015), pp. 46–48 (Japanese original); 6 (2020), p. 269 (English 

translation).

　（ 7 ）　On this point, see also text note 7 in chapter 24 below.

　（ 8 ）　 Kawashima, “Kojiki shinmei no gengi shaken”; Sema, “Kojiki shinmei e no 

apuro-chi josetsu,” pp. 331–33; Nakamura, Shinpan Kojiki, p. 46.

　（ 9 ）　 Nakamura, Shinpan Kojiki, p. 46n3; Sema, “Kojiki shinmei e no apuro-chi 

josetsu,” pp. 331–33.

　（10）　 See Kojiki gaku 6 (2020), pp. 23–26. Great Land of Eight Islands is an epithet 

for the land under imperial rule. The account of Izanaki and Izanami giving 

birth to the land notes that the term alludes to the two deities’ first having 

given birth to the eight islands named there. The Kojiki does not include Koshi 

among the eight. See Kojiki gaku 1 (2015), pp. 38–40, 45 (Japanese original); 6 

(2020), p. 274, 283 (English translation).

　（11）　Uegaki, Fudoki, pp. 230–31.

　（12）　 For further discussion of this issue, see Taniguchi, “‘Kojiki’ yamata no orochi 

taiji shinwa no ku-kan ninshiki.”

　（13）　 Kojiki gaku 6 (2020), pp. 23–24.

　（14）　Kojiki gaku 6 (2020), pp. 23–24.

　（15）　 Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 170–72.

　（16）　Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 188–89.

　（17）　 Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 188–89.

　（18）　Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 192–93.

　（19）　 Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 196–97.

　（20）　 Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 204–205.

　（21）　Yamaguchi and Ko-noshi, Kojiki, pp. 252–53.

　（22）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 468–69.

　（23）　Komaki, “‘Kojiki’ kunizukuri kami no kayo-.”

　（24）　 Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 26–28, 30–31, 32–34, 276–78.

　（25）　Motoori Norinaga, Kojiki den, MNZ 9, p. 396.

　（26）　On this point, see Inoue, “‘Kojiki’ ni okeru ‘Tsunoga’ no seikaku.”

　（27）　Kojima et al., Nihon shoki, SNKBZ 2, pp. 91–92, 91n4.
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Chapter 22: The Eight-tailed Serpent (II)

　Hayasusanoo no mikoto thereupon made a declaration to the old man. “Will 

you present this daughter of yours to me?” he asked. “[Your request] fills me 

with awe,” the old man replied, “and yet, I am not familiar with your name (1).” 

“I am the younger brother of Amaterasu o-mikami,” Susanoo declared. “I have 

just now descended from the heavens.” “To hear that fills us with awe,” Anazuchi 

and Tanazuchi said. “We will present [our daughter] to you.” Hayasusanoo no 

mikoto thereupon transformed the maiden into a peerless long comb (2), which 

he stuck into his hair bun. “Make [strong] liquor by brewing it many times,” he 

commanded Anazuchi and Tanazuchi. “Also, encircle [this place] with a fence, 

make eight gates in the fence, set up eight shelves at each gate, put a large basin 

on each shelf, and fill each basin with the many-times-brewed liquor. Then wait.” 

　[Anazuchi and Tanazuchi] prepared the items as commanded and waited, 

whereupon the eight-tailed serpent appeared, just as [Anazuchi] had said [it 

would]. It dipped a head into each basin and drank the liquor. It drank until it was 

so drunk that it lay down and fell asleep. Then Hayasusanoo no mikoto drew the 

ten-hands-long sword he bore at his side and cut the serpent up into pieces (3). 

The Hinokawa river ran red with blood (4). Now, when [Susanoo] cut into the 

[serpent’s] innermost tail, the blade of his sword broke. Wondering at this, he 

used the sword tip to slice [the tail] open and looked inside. There lay the great 

tsumuha 都牟羽 sword (5). [He] extracted the great sword and, thinking it to be 

something strange (6), reported [its discovery] and presented it to Amaterasu (7). 

This is the great sword Kusanagi 草那芸 (8).
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Text Notes

1.  “[Your request] fills me with awe, and yet, I am not familiar with your 

name” (Kashikoshi. Mata, mina o satorazu 恐。亦、不覚御名)

　In line with the usual reading of the graph 亦 as mata (“again,” “also”), most 

text editions and commentators today construe this sequence of graphs as here. It 

is difficult, however, to parse satisfactorily the phrase’s overall meaning. Motoori 

Norinaga glosses the graph 亦 as the adversative conjunction keredo (“although,” 

“but”). He reads the phrase as a whole as kashikokeredo mina o shirazu and 

takes it to mean “although I should quickly say yes . . .”（1） Kanda Hideo and O
-

ta 

Yoshimaro read the phrase as kashikoki ni mo mata mina o satorazu 恐きにも

亦御名を覚らず, with ni functioning as a conjunctive particle meaning “and 

further” and mo as a conclusive particle conveying emotion: “Although I am filled 

with awe, I am not familiar with your name.”（2） As no other instances of such a 

usage of 亦 can be found in the Kojiki, both these readings also pose difficulties. 

　As for the second half of this phrase (“I am not familiar with your name”), 

the verb satoru here does not seem to mean simply “I do not know.” Does not 

Anazuchi say he is “filled with awe” in part because he should recognize his 

interlocutor yet fails to do so? By way of comparison, when O
-

anamuji goes to 

Nenokatasu kuni and encounters Suseribime, her father, Susanoo, declares, “This 

is the miserable man from Ashihara.” Similarly, when Hoori 火遠理 travels to 

the palace of the sea deity and catches the attention of Toyotamabime 豊玉毗

売, her father, the sea deity, states, “This is Soratsuhitaka 虚空津日高, the son 

of Amatsuhitaka 天津日高.”（3） In the passage at hand, Anazuchi is the father of a 

maiden courted in a similar manner. Nevertheless he is unable to perceive who 

the man is. Seen from this perspective, does it not make sense to take the phrase 

in question to mean “Your request fills me with awe, and it is most regrettable 

that I do not recognize who you are”?

　Ueda Baku 植田麦 takes this interpretation a step further. For reference, let us 
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quote here his reading of the implications of this passage:

　　�Anazuchi’s statement “I am not familiar with your name” does not mean 

simply that he does not know his interlocutor’s name, but rather that he 

does not understand his interlocutor’s true nature. In response, Susanoo 

does not reveal his name but instead describes himself as Amaterasu’s 

younger brother, who has descended from the heavens. This manner of 

self-identification likely reflects the associations the name Susanoo has 

acquired in the preceding passages: a violent deity who wreaked havoc in 

Takamanohara. Instead, what is emphasized here is his kinship with his 

sister, who stands at the pinnacle of the heavenly deities. Likewise, there is 

no reference to his having been banished: he has descended voluntarily from 

the heavens. With this statement, Susanoo’s role in the narrative takes a 

dramatic turn.（4） 

2.  “[Susanoo] thereupon transformed the maiden into a peerless long comb”

     (sunawachi yutsu tsumakushi ni sono otome o torinashite 乃於湯津爪櫛

     取成其童女而)

　Some scholars hold that Susanoo turns Kushinada hime into a comb (kushi 

櫛) because combs were regarded as magical objects endowed with the power to 

ward off malevolent influences. Others link the choice of this implement to the 

appearance of the same graph in the transcription of the maiden’s name (櫛名田

比売). Yamaguchi Yoshinori and Ko-noshi Takamitsu argue that “Susanoo does not 

make the maiden smaller but transforms her as is into a comb. That Susanoo then 

inserts this comb into his hair bun serves to emphasize his immense size.”（5）

3.  “Cut the serpent up into pieces” (sono hemi o kirichirashishikaba 

切散其虵者)
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　The creature previously called “the eight-tailed serpent” (yamata orochi 八俣大

蛇) is here referred to as a “snake” (hebi/hemi 虵). This shift presumably serves 

to make clear that the creature was, in fact, a giant snake deity. Since this passage 

describes Susanoo’s slaying the creature, referring to it here as a mere “snake” 

might also be intended to belittle it.

4. “ The Hinokawa river ran red with blood” (Hinokawa chi ni narite 

nagareki 肥河変血而流)

　As noted in the preceding chapter, the Kojiki links the eight-tailed serpent 

closely to the Hinokawa river. The phrase at hand is one instance of these links. 

The Nihon shoki does not establish such links.

5. “ The great tsumuha sword” (tsumuha no tachi 都牟羽之大刀)

　The meaning of the term tsumuha is unclear. The passage states that when 

Susanoo sliced open the tail of the serpent, “there lay the great tsumuha sword.” 

The phrasing suggests that tsumuha is probably not the sword’s name, but rather 

a term describing its attributes, similar to the “ten-hands-long sword” (totsuka no 

tsurugi) that Izanaki used to slaughter Kagutsuchi.（6）  

6. “ [Thinking it to be] something strange” (ayashiki mono 異物)

　Matsumoto Naoki 松本直樹 argues that the expression “something strange” 

does not convey a positive or negative appraisal of the sword. Rather the phrase 

indicates that Susanoo is unable to assess the great sword’s true value and thus 

seeks Amaterasu’s judgment of it.（7） Tosa Hidesato 土佐秀里, on the other hand, 

takes the phrase to mean that Susanoo sees the great sword as possessing a 

mysterious value.（8）

7.  “Reported [the discovery of the sword] to [Amaterasu]” (mōshiagetamaiki
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    白上)

　Most commentators interpret this phrase as conveying two separate actions, 

mo-shi 白し (“to humbly report”) and agu 上ぐ (“to present [sth to sb],” “to offer 

respectfully”). Matsumoto Naoki, however, points out that no example can be 

found in the Kojiki of the verb agu 上ぐ used alone with the meaning of “to offer.” 

He thus concludes that the term mo-shiagu here should be understood as meaning 

just “to humbly report.” He argues further that the text makes no explicit 

reference to the transporting of the sword to the heavens.（9） 

　One other instance of the digraph 白上 can be found in the Kojiki, in the episode 

where O
―

kuninushi encounters Sukunabikona. In that episode, having been told 

that the strange deity who came from beyond the sea is Sukunabikona and is the 

child of Kamumusuhi no mioya no mikoto, O
―

kuninushi seeks to confirm this with 

the deities of the heavenly realm. He thus “reported [the matter] to Kamumusuhi 

no mioya no mikoto” (Kamumusuhi no mioya no mikoto ni mo-shiagetamaishikaba 

白上於神産巣日御祖命).（10） This instance contains no reference to the offering of 

a specific object, but rather, describes an entity from the earthly realm making an 

inquiry to a deity from the heavenly realm and receiving the latter’s instructions. 

If this example is adopted as a point of reference, one might perhaps also interpret 

mo-shiage in the passage at hand as describing a request for guidance, in this case 

a request from Susanoo, who was unable to decide how to handle the sword, to 

Amaterasu. Would Susanoo’s refraining from deciding things on his own then also 

imply that he saw the sword as possessing a certain value?

8.  “The great sword Kusanagi” (Kusanagi no tachi 草那芸之大刀)

　Kusa means “stink,” a word that incorporates a sense of disgust and aversion. 

Nagi is an ancient term for “snake.” Satake Akihiro 佐竹昭広 suggests that the 

name Kusanagi expresses the feelings of fright and danger that snakes, with their 

ferocity, aroused in people. Okada Seishi 岡田精司�takes Kusanagi to be a general 
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term and suggests that a number of swords with this name may have existed.（11） 

　Views diverge as to this name’s place in the myth narrative. In its account 

of Yamatotakeru’s 日本武尊 expedition to the east, the Nihon shoki includes a 

variant explaining that the sword, which Yamatotakeru used to escape from being 

trapped by rebels, acquired the name Kusanagi as a result (see the following 

further comment). The main text of the eighth section of the Age of Deities 

chapter notes the existence of this variant.（12） The Kojiki, however, does not 

include any comparable explanation of the name’s derivation. If the term “great 

tsumuha sword” is assumed to be a descriptive rather than proper name, it is 

possible that the myths referred to the sword as Kusanagi (“terrible snake”) from 

the beginning.

　Further comment: The Kusanagi sword. The Kusanagi sword emerges 

from one of the tails of the eight-tailed serpent slain by Susanoo. The main text 

of the eighth section of the Age of Deities chapter of the Nihon shoki transcribes 

the name as Kusanagi no tsurugi 草薙剣 and the Kojiki transcribes it as Kusanagi 

no tachi 草那芸之大刀.（13） According to the main text of the Nihon shoki, Susanoo 

subsequently presented the Kusanagi sword to “the heavenly deity” (Amaterasu), 

and the Kojiki and the first variant of the ninth section of the Age of Deities 

chapter of the Nihon shoki relate that it was bestowed on Ninigi together with a 

large curved jewel and mirror at the time of his descent from heaven.（14） According 

to Kogo shu-i, during the reign of Emperor Sujin, the sword was entrusted to 

Toyosukiirihime 豊鍬入姫 and worshiped at Kasanui 笠縫 in Yamato.（15） The 

Kojiki and Nihon shoki relate that when Yamatotakeru set off on his expedition 

to the east during the reign of Emperor Keiko-, he stopped to worship at the Ise 

Shrines and there received the Kusanagi sword from Yamatohime 倭比売, his 

aunt. At Suruga 駿河 he encountered rebels who tried to trap him by setting 

fire to the grassy plain, but he escaped by mowing the grass with the sword. 

On his way back to the court, he stopped at Owari. Having left the sword there 
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with Miyazuhime 美夜受比売, he faced the mountain deity at Ibukiyama 伊吹山 

without the sword’s protection and, as a consequence, eventually succumbed to 

the noxious vapors loosed by the deity.（16）

　The chronicle of Emperor Keiko- in the Nihon shoki goes on to record that the 

Kusanagi sword that Yamatotakeru had carried is now kept at Atsuta Shrine 熱田

社 in Ayuchi 年魚市 district, in the land of Owari.（17） A much later section of the 

text states, however, that in the seventh year of the reign of Emperor Tenchi (668), 

the monk Do-gyo- 道行 stole the Kusanagi sword and tried to flee to Silla, only to 

encounter a storm and turn back.（18） The precise circumstances of what occurred 

are unclear, but a subsequent entry for 686 records that a divination traced the 

illness of Emperor Tenmu to the anger (tatari) of the Kusanagi sword and that as 

a result it was sent forthwith to the Atsuta Shrine.（19） It has thus been pointed out 

that the Kusanagi sword possibly was kept for a time at the court until the reign 

of Tenmu.

　According to a variant explanation incorporated in the chronicle of Emperor 

Keiko- in the Nihon shoki, the name Kusanagi derives from the fact that it “mowed” 

(nagi 薙) the “grass” (kusa 草) when rebellious forces tried to trap Yamatotakeru 

by setting fire to the grass. The story of cutting the grass with the sword, 

however, appears only in this variant explanation and in the Kojiki narrative, 

which is considered to represent a late stage in the formation of the legend. The 

Nihon shoki main text simply relates that Yamatotakeru forestalled the rebels’ plot 

by using a flint to set a backfire.（20） It also has been argued that other instances of 

the term nagu used to mean to “mow” cannot be found in ancient texts. Although 

the Nihon shoki variant explanation states that the sword “mowed down the 

grass” (kusa o nagiharau 薙攘…草), the Kojiki relates that Yamatotakeru used 

it to “cut down the grass” (kusa o kariharai 刈撥草). Wamyo- ruijusho- 和名類聚

抄 gives the reading kusakiri for the digraph 剉薙 and Ruiju myo-gisho- 類聚名義

抄�gives the reading karu for the graph 薙. The Nihon shoki variant explanation of 
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the derivation of the name Kusanagi is thus held to be forced.（21） As mentioned in 

the text note, the explanation of the name held at present to be most persuasive 

is that kusa derives from the word “stink,” which incorporates a sense of disgust 

or aversion, and that nagi is a local dialect for snake.（22）

　The Kusanagi sword is held to be one of the three imperial regalia and is 

offered to the emperor during the ceremonies of accession. Ancient sources, 

however, do not describe a fixed set of the three items of jewel, mirror, and sword 

as the imperial regalia, and this has long been a point of debate.

　Figure 1 reproduces the descriptions in the Nihon shoki, ritsuryo- codes, and 

ritual protocols of the items presented by the attendant vassals to the new 

emperor as regalia at the time of accession. These items are summed up as 

“insignia,” a designation expressed by different combinations of graphs meaning 

“imperial seal” (jifu 璽符, ji 璽, jiin 璽印, jiju 璽綬). With the institution of 

the ritsuryo- administrative system, this process was specified in article 13 on 

accession to the throne (senso 践祚) in the Code Concerning Deity Matters 

(Jingiryo- 神祇令). Subsequently the ceremony was shifted together with the 

recitation by the Nakatomi of the Amatsukami no yogoto 天神寿詞 (Celebratory 

Liturgy of the Heavenly Deities) from the accession ceremony (sokuishiki 即位

式) to the second day of the Daijo-sai, where it was conducted as “the preliminary 

rites of the day of the dragon” (tatsunohi zendan gyo-ji 辰日前段行事).（23）

Figure 1

　　�1.　 Nihon shoki, “Chronicle of Emperor Ingyo- 允恭天皇,” first year, twelfth 

month

�　　　　�The assembled vassals rejoiced. The same day they presented the 

imperial insignia (jifu) and paid obeisance to him.（24） 

　　�2.　 Nihon shoki, “Chronicle of the Period Prior to the Accession of Emperor 
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Seinei 清寧天皇”

�　　　　�Leading the assembled vassals, O
―

tomo no Muroya no o-muraji 大伴室

屋大連 presented the imperial insignia (ji) to the crown prince.（25）

　　�3.　 Nihon shoki, “Chronicle of the Period Prior to the Accession of Emperor 

Kenzo- 顕宗天皇”

�　　　　�The myriad officials gathered in great numbers. Crown Prince Oke 億計�

took the imperial insignia (ji), and put them on the emperor’s seat.（26）

　　�4.　 Nihon shoki, “Chronicle of Emperor Keitai 継体天皇,” first year, second 

month, kinoeuma day

�　　　　�O― tomo no Kanamura no o-muraji 大伴金村大連 knelt and presented the 

imperial insignia (jifu) of the mirror and sword to the emperor and 

paid obeisance to him.（27）

�　　�5.　 Nihon shoki, “Chronicle of the Period Prior to the Accession of Emperor 

Senka 宣化天皇”

�　　　　�The assembled vassals offered the sword and mirror to His Highness 

Takeo hirokuni oshitate 武小広国押盾尊 [Emperor Senka] so that he 

acceded to the imperial throne.（28）

　　�6.　 Nihon shoki, “Chronicle of the Period Prior to the Accession of Empress 

Suiko 推古天皇”

�　　　　�The myriad officials presented a petition urging [Suiko to accede to 

the throne]. The third time they presented it, she at length accepted. 

Thereupon they offered the imperial insignia (jifu) to her.（29）

　　�7.　 Nihon shoki, “Chronicle of Emperor Jomei 舒明天皇,” first year, first 

month, hinoeuma day

�　　　　�The great ministers and assembled high officials together presented 

the imperial insignia (jiin) to Prince Tamura 田村皇子 [Emperor 

Jomei].（30）

　　8.　 Nihon shoki, “Chronicle of the Period Prior to the Accession of Emperor 
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Ko-toku 孝徳天皇”

�　　　　�Empress Ametoyotakara ikashihi tarashihime 天豊財重日足姫天皇 

[Empress Ko-gyoku] took the imperial insignia (jiju) and bestowed 

them [on Emperor Ko-toku], yielding the throne to him.（31）

　　�9.　 Nihon shoki, “Chronicle of Empress Jito- 持統天皇,” fourth year, first 

month, tsuchinoetora day

�　　　　�The head of the Office of Deities Nakatomi no O
―

shima no asomi 中臣

大島朝臣 read the Amatsukami no yogoto. When he finished, Imibe no 

sukune Shikobuchi 忌部宿禰色夫知 presented the sacred insignia 

(shinji 神璽) of the sword and mirror to the empress.（32）

　　�10.　 Jingiryo-, article 13, accession to the throne

�　　　　�On the day of the accession the Nakatomi should read the Amatsukami 

no yogoto. The Imibe should present the sacred insignia (shinji) of the 

sword and mirror.（33）

　　�11.　 Gishiki, Protocol for accession and Daijo-sai, 2

�　　　　�The Office of Deities [head] Nakatomi enters from the eastern door 

of the Giranmon 儀鸞門 gate, carrying [a branch of] sakaki. When 

he reaches the place marker [hen 版], he kneels and offers up the 

Amatsukami no yogoto. (The assembled officials all kneel together.) The 

Imibe present the sacred insignia (shinji) of the sword and mirror, 

and all withdraw together.（34）

　As to what specifically the terms jifu and ji refer, the sources quoted in figure 

1 indicate that it included only the two items of mirror and sword. Some scholars 

take the term “sacred insignia” (shinji 神璽) figuring in article 13 of the Jingiryo- 

on accession to the throne as meaning “jewel,” and consequently hold that this 

article speaks of the “three imperial regalia” of jewel, mirror, and sword.（35） As 

the explanation of this article in the commentary Ryo- no gige 令義解 states, 
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however, “‘insignia’ (ji) is a term used of the mirror and sword.” “Insignia” (ji, 

shinji) thus appears to be a descriptive term characterizing the mirror and sword. 

The now-lost commentary Ryo-shaku 令釈, quoted within Ryo- no shu-ge 令集

解, adds, “According to the Tang codes, ji is a seal made of white jade.”（36） This 

usage, too, shows that ji cannot be understood as meaning “jewel” as such.（37） To 

be sure, the pertinent entry in the chronicle of Empress Jito- in the Nihon shoki 

lists the four graphs 神璽剣鏡 without any intervening possessive. It thus would 

not be impossible to interpret the sequence of graphs as referring to the three 

items of “jewel, sword, and mirror.” Nevertheless, the entries in the Jingiryo- 

and Gishiki do include the possessive (神璽之剣鏡). In these cases, jingi clearly 

serves to characterize “mirror and sword” and the phrase does not make sense if 

it is interpreted as “jewel.”

　According to Saso- Mamoru 笹生衛, offerings to the deities (including miniature 

replicas) found at ancient ritual sites almost always include jewels, mirror, 

and sword as a set of three items.（38） The idea of offering deities “three sacred 

articles” was thus unquestionably well established throughout the archipelago 

from ancient times. It does not necessarily follow, however, that this same set was 

offered to the new emperor as part of the ceremony of accession to the throne. 

The account of the people of Wa in the History of the Wei records that when 

Himiko 卑弥呼, the Wa queen, sent an envoy to the Wei court, the Wei Emperor 

Mingdi 明帝 bestowed on her various items. In addition to a gold seal with purple 

cords, these were “things that she liked” (ko-butsu 好物), including two swords 

five-shaku 尺 long and one hundred bronze mirrors. She was to show these to the 

people of her land so they would know the emperor’s regard for her.（39）  Why were 

swords and bronze mirrors “things that she liked” and why was it that she should 

show them to the people of her land?

　As is well known, from the Kofun period, the central rulers distributed bronze 

mirrors to regional leaders as signs of authority.（40） It is thought that superiors 
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likewise presented subordinates with swords with inlaid inscriptions on the blade 

or blade back as a strategy for establishing a political hierarchy.（41） In an age 

when the inhabitants of the archipelago had not yet developed the skills to make 

mirrors and swords, these items all had to be imported from abroad. Those able 

to possess these items were thus either the highest ruler—the great king (daio- 

大王)—who was able to obtain them from abroad through diplomatic relations, 

or the powerful central and regional figures who received them from the king. 

Wa rulers such as Himiko and the regional leaders consequently alike sought the 

mirrors and swords that symbolized their political status and showed that their 

position was recognized by the Chinese court or the central Wa ruler.（42）

　If we can assume that the Nihon shoki accounts of presentation to the new 

ruler of a mirror and sword reflect the historical actuality of the value placed on 

these symbols of political authority, that situation presumably continued even 

after the technological skills for producing those items were transmitted to 

the archipelago. The ongoing value of these items can be seen in the reign of 

Jito-, when the new elements of the reading of the Amatsukami no yogoto by the 

Nakatomi and the presentation of the sacred insignia of the mirror and sword by 

the Imibe were added to the accession ceremony.（43） The codification of these 

elements in the Jingiryo- further solidified their position within the political order. 

The regalia of the mirror and sword presented as part of the rites of accession 

and the “three sacred items” used in deity rites may partially overlap, but as the 

above discussion shows, it is likely that they differed in nature.

　It also cannot be said for sure that the Kusanagi sword was used from the time 

that it became customary to present a mirror and sword as part of the ceremony 

of accession. As mentioned in the text note, a number of swords known as 

“Kusanagi” likely existed in the ancient period. Given this circumstance, quite 

probably one “Kusanagi” that was thought to be endowed with special spiritual 

powers came to be singled out in conjunction with the consolidation of the custom 
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of presenting a sword in the accession ceremony. It was this “Kusanagi” that then 

became the Kusanagi symbolizing imperial authority.

Sato- Nagato 佐藤長門, Ancient Japanese History
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考古学標本室のはじまりと樋口清之先生

　下津谷でございます。國學院大學博物館は、今年で考古学標本室の創立か

ら数えて 95 周年ということですが、私も昭和 3（1928）年の生まれでござ

います。早生まれの 3 月 22 日に生まれましたので、当時学部の学生であっ

た樋口清之先生が考古学標本室をお作りになる少し前かもしれませんが、ほ

とんど國學院大學博物館と同じくらいの年齢を重ねておるということです。

　私が考古学の助手として、あるいは講師として、國學院大學におりました

頃には、考古学標本室の後身である考古学資料室が、昭和 3 年に開設された

という事実に対する意識はあまりなかったですね。ですから、創立の事情は

よく分かりませんが、いずれにしましても私の恩師でもある樋口先生が、郷

里の奈良県などで集められた約 3,000 点の資料を渋谷にお持ちになって、大

学に寄附をして標本室をお作りになった。学生でありながら大学当局を説得

して標本室を作るのには、並々ならぬ努力があったと思いますし、また、そ

れだけの才能をお持ちだったということでしょう。

戦中・戦後の考古学資料室

　考古学標本室は、昭和 7（1932）年に国史研究室附属の考古学資料室とな

り、昭和 18（1943）年に本館 2 階から 1 階に下されることになりました。

これは、1 階の学長室に天皇陛下と皇后陛下の御真影が飾ってあり、その上

の 2 階に考古学資料室がある。しかも、そこに得体の知れない人骨（千葉県 



000  （ 2 ）225

曽谷貝塚出土人骨）があるのは、不敬の至りだと。学生大会で、そのような

意見が出されて、資料室を 1 階に下ろしたという記録があります。私の前任

者である小出義治先生は、学生大会ではなく、配属将校の指摘と仰っていま

したね。もしかすると、学生大会の動議の裏側に、配属将校の示唆があった

のかもしれません。

　配属将校といっても、今の方はあまり御存じないと思いますが、私どもが

おりました旧制の学校では、軍国主義的な軍隊の教練が正課に組み入れられ

ていました。中学 2 年までは体操的な徒手訓練。3 年になりますと鉄砲を使っ

た訓練、いわゆる戦争訓練があります。卒業するまで扱えということで、1

人 1 丁ずつ非常に重い三八式歩兵銃を渡されるのですよ。サビでも見つかっ

たら大変なことになるので、お昼休みや放課後など、年中小銃の手入れをし

ていました。旧制中学ですと尉官、大学ですと佐官級の配属将校が来ていた

と思います。大学でも配属将校の権威や発言力は非常に強かったでしょうか

ら、資料室も 2 階から 1 階に下ろされることになったのでしょう。その後、

昭和 22（1947）年に資料室が 3 階に移った経過までは聞いていません。

　昭和 20（1945）年に戦争が終わって進駐軍が入ってきますと、神道の学校

である國學院大學は潰されるのではなかろうかという話もあったそうです。

樋口先生は、そのとき國學院を救ったのが考古学だったと度々仰っていまし

た。進駐軍からマークされておったのでしょうけれども、学校の事情を色々

と調べる中で考古学資料室が注目され、こういう学問、アーケオロジーも 

やっとるじゃないかということで、まあ、よかろうとなったと。考古学は、

國學院を救ったのだというお話をされたことあります。

國學院大學予科入学の頃

　私自身は、昭和 22（1947）年に國學院大學の予科から入りましたが、予

科の主任教授が樋口清之先生でした。まだ若くして主任教授になられており

まして、入学式の後、教室に集まって訓示をされたのですが、最後の一言

はいまだに忘れておりません。「私は一度会った人の名前、顔。これは絶対 
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忘れない」と。本当かな、と思いましたけれども、その後も樋口先生の記憶

力の抜群さを度々目にすることになりました。もっとも、私が助手をやって 

おった頃になると、時々は「あれ誰だ ?」という話は少しありましたから、年

を取られていきますと記憶力も多少減退することもあったかもしれません。

　そして、私が初めて資料室に入ったのは、昭和 22（1947）年の予科入学か

ら半年後、恐らく昭和 23（1948）年の正月明けの頃でした。本館を階段で 3

階まで昇ると、廊下の右手が研究室、真ん中が整理室、左手が標本室。私が

いたころは、整理室の入り口が棚で塞がっていた記憶があります。研究室の

手前の、書棚で画されているテーブルのある場所が、学生たちがたむろした

ところ。朝早く部屋が開きますと、そこにカバンなどを置いてから教室に出か

け、昼食をここで食べたりもしました。研究会なども、この場所でよくやった 

わけであります。研究室の書棚には、『史前学雑誌』や『考古学雑誌』のほか、

考古学資料室（本館 3階）
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考古学資料室

発掘調査報告書も一部あり、ここから貸出をしてもらいました。

　この写真は、少し後の、私が助手時代の研究室です。右奥が樋口先生。左

側は、どなたか分からない。右手前の私は、白衣を着ておりますけれども、

恐らく資料室で白衣を着出したのは私が最初です。土器などをいじると洋服

が汚れるものですから。その後、白衣を着る人が多くなったようですね。

　いずれにしましても、私が予科に入学して半年ほど経った頃、はじめて資

料室を訪ねた際には、樋口先生が研究室の奥の方のテーブルにおられまして、

傍に 2、3 人の学生さんがおりました。私は、郷里である千葉県野田市の発

掘調査について相談に伺ったのですけれども、そもそも先生を訪ねることに

なった経緯についてもお話しておきましょう。

樋口先生を訪ねることになった経緯

　戦争が終わると、いわゆる「歴史」というものが見直される。殊に古代史
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につきましては、神話の歴史から実証的な歴史へと。

　その一環として、野田高等女学校（後の県立野田高等学校、野田中央高等

学校）の教員たちも、文化国家、文化興隆は、まず学校からだということで

研究会を組織します。そして、若手で非常に活躍されていた樋口先生を女学

校に招き、先生お得意の分野である「お化粧の歴史」について講演を開くこ

とになった。そのあたりが発端なのです。

　この講演をお聞きになった先生方の一人に、田中則雄という先生がいらっ

しゃいました。東京のご出身で、台湾の台北帝国大学（現在の台湾大学）に

進学され、東南アジアの歴史、殊にインドネシアなどの研究をやられていた

方ですが、御両親が疎開されていた野田へお帰りになって、野田で就職され

ました。台北帝大では、インドネシアなどを研究するためにオランダ語の古

文書を渡され、七、八人の学生に対して、十数人いらっしゃる先生方から入

れ替わり立ち替わり宿題を出される。「もうとにかく勉強勉強で、学部生の

ときには台湾で旅行に行ったことはなかった。あんなに勉強したのは恐らく

初めてで、その後もできないだろう」と言っておりましたけれども、とにか

く大変な勉強をされた先生です。

　その田中則雄先生が、野田高等女学校へ奉職されて、生徒たちに「君たち

の家の周辺に遺跡があるはずだ。そこにある土器とか石器とか、そういうも

のを拾って持って来てくれ」というような宿題を出される。それらの資料を、

講演にお出でになった樋口先生に見せたところ、円筒埴輪の破片がありまし

た。ご覧になった樋口先生は、その破片が大きく、割れ口が新しいことから、

「恐らくここを発掘をすれば、もっと出ますよ」と言われたらしい。ちょうど、

昭和 23（1948）年に結成された野田地方文化団体協議会（現在の野田市文

化団体協議会）の中に、野田高等女学校の分科会も入っており、田中先生が

樋口先生の発言を紹介して発掘をしたいと申しましたら、文化団体協議会と

してもやってみようとなったのがそもそもの始まりです。

　そして、この発掘を実施するに当たって、指導者を樋口先生にお願いでき

ないかということで、「下津谷君、一つ行って打診してくれ」となりました。
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私は、そのときに初めて考古学資料室を訪ね、樋口先生にご意向をお伺いす

ることになったわけです。その時、田中先生からは、「学生さんたちがお出

でになっても、交通費は出せません。お金はそれほどありません。しかし、

食べ物はあります。もちろん寝るところもきちんとあります。ということだ

けは忘れないで言ってくださいよ」と念を押されました。それで私は、調査

費はないけれど、食べ物はあると樋口先生にお話しした。田中先生とは、多

少お知り合いになっていた樋口先生は、苦笑されて「まあ、仕方がない」「こ

れもしょうがないかな」というようなことを言われました。その結果、正式

に田中先生が昭和 23（1948）年の 3 月に國學院大學へお願いに来て、そこ

で発掘調査の日取りなどを決めることになったのです。

初石古墳群・東深井古墳群における発掘調査

　昭和 23（1948）年 3 月の後半に、今は流山市に入っております東葛飾郡

八木村の初石古墳群を掘りました。野田地方文化団体協議会が経済的な面は

後押ししたのでしょうけれども、田中先生も予算のことは分からないと仰っ

ていましたから、別のところで会計処理をしていたのだろうと思います。あ

まり大きな成果はなかったのですが、円筒埴輪などが出て参りました。

　実は、この初石古墳群を掘りましたときに、これも後に流山市になる隣の

新川村で中学の教頭をしておりました山田先生という方が発掘現場へお見え

になり、「このくらいの山ならば、うちの方にはごろごろあるよ」という話

になったんです。私もびっくりしまして、一体どこにあるかと聞いたら、新

川の東深井というところだと。戦争中、油がなくなったものですから、松根

油を取ろうということで、「松を抜いては根っこを取って、あちこち穴だら

けになっているけれど、とにかくあるよ」と言うのですね。ですから、初石

古墳群の調査が終わってから、私もそこへご案内いただきました。17 基、18

基……それ以上あったかと思います。

　そこで早速、県立野田高等女学校改め野田高等学校とともに、文協の中

心になっている野田の図書館……これは興風会図書館（後の野田市立興風 
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図書館）といいまして、野田醤油株式会社（後のキッコーマン）の外郭団体

である千秋社の支援を受けた図書館ですが、そこに勤務しております佐藤さ

んという方にお話をしました。そうすると、そこも掘ろうじゃないかという

話になりまして、翌昭和 24（1949）年に、東深井古墳群の調査になったのです。

そこでは、魚形埴輪や、鉄刀、鉄鏃、ガラス小玉などが出土しました。

野田市郷土博物館の設立へ

　このような考古学的発掘の発表会に多くの方が集まったり、新聞などに書

き立てられたりしますと、町の中でも文協を中心として、野田には県立図書

館より古い図書館はあるけれど、博物館がないから作ろうじゃないかといっ

た意見が出て参りました。発掘した出土資料も、博物館でも作って保存しな

きゃいかん。それまでは昭和の初期に大山柏さんの大山史前学研究所が清水

野田貝塚などの発掘を行いましたが、掘ったものはみんな東京へ持って帰っ

てしまい、野田には何も残っていない。ということで、文協が中心になりま

して、市役所にも博物館の創設を働きかけることになるわけです。

　市役所の方も乗り気になったのですが、そこには樋口先生が非常に大きな

力を貸して下さいました。というのは、博物館を作ろうと正式に決まる前に、

國學院の考古学資料室や、樋口先生のお宅にある資料を貸して頂いて、「住

居展」あるいは「食生活展」といった展覧会をやったのです。展覧会をご覧

になった野田の町の人たちは、やっぱり博物館は作らなきゃいかんだろうと

いう話になりまして、市も正式にそれを決めていく流れになります。

　昭和 29（1954）年に、野田市郷土博物館設立準備会ができますと、樋口

先生も委員の一人におなりになっている。野田へ会議のたびにお通いになっ

て、それで、いろいろな御意見を出していただくことになり、昭和 34（1959）

年 4 月 10 日に野田市の博物館が出来上がって開館することになりました。

博物館法に基づく登録博物館としては、県内第 1 号となっております。ちな

みに先ほどの野田貝塚も、所有者である千秋社ができるだけ保存したいとい

うことで、昭和 11（1936）年に千葉県指定史跡の第 1 号となったものです。
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國學院大學考古学会の日々

　ところで、昭和 23（1948）年の発掘調査の話にさかのぼります。その時

は、女学校を宿舎にして、学生さんたちや樋口先生もお泊りでした。女学校

は、私の家から歩いて 12、13 分ほどですから、成り行きで宿舎に顔を出し、

昼間も発掘を手伝うような形になりまして、何となしに考古学の中へ入って

いっちゃったわけです。

　予科時代は、専門を決める必要がないですから、語学と、それから哲学的

なことをやっておればよろしい。ですから、この発掘がなければ、あるいは

違う分野に進んだかもしれません。中学時代は、教科書の軍記物を読んでお

りましたので、『平家物語』などを研究することになったかもしれませんね。

しかし、私の一生を決めたのは、その発掘調査。言葉を変えれば、田中則雄

先生が私のうちへ来て、樋口先生への仲介の労を取れと言われたことが、そ

もそもの発端であります。

　こういった発掘調査に加わりながら、考古学資料室を拠点として、國學院

大學考古学会の活動も盛んにやりました。学会の中に、縄文部会、弥生部会、

古墳部会、それから歴史部会という 4 つの部会を設け、部会長が責任を持っ

てやる形にしたわけです。その頃、旧石器の存在は全く考えに及ばなかった

けれど、北海道白滝の黒曜石の石器も資料室にありましたね。資料室では、

大場先生、樋口先生、そして樋口先生より 1 年後輩だと思いますが人文地理

系の中川徳治先生にお願いして、毎月 1 回くらいの研究会を続けました。新

入生が入りますと、新入生歓迎会。歓迎会の後は史跡探訪で、市川辺りを中

心にして、堀之内貝塚とか、国分寺・国分尼寺などを歩く催しがありました。

　また、先ほど申し上げましたように、先生方の月一遍の講座もあります。

それから、時々卒業生がお出でになりますと、その地域の考古学の状況など

の話を頂いたわけです。本学の教授になられた乙益重隆先生も、熊本女子大

におられた頃、度々こちらにお出でになられまして、九州考古学の事情とか、

あるいは装飾古墳であるとか、そんなお話しがありました。もちろん突然の
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話ですから、十分な用意などはありませんが、関西であるとか、東北である

とか、あるいは九州であるとか、そういうところの情報を知る非常によい機

会であったと思うわけであります。

学会誌『上代文化』の編集

　『上代文化』という考古学会の機関誌は、学会が上代文化研究会という名

前であった頃の昭和 3（1928）年に創刊されましたが、戦争が厳しくなり、

第 17 輯で休刊になりました。第 18 輯は、戦争が終わって、私の入った昭和

22（1947）年に出されます。この第 18 輯を編集されたのが、金子量重さん

という非常に能力がある方で、学生時代から活躍されておりました。横浜の

鶴見にございます鶴見神社の家だったと思いますが、アメリカ人相手の劇場

などでアルバイトをされており、卒業後は神社を弟さんに譲ってアメリカ大

使館に入り、日本の情勢などを分析する分析官みたいな仕事をされたようで

す。どういう仕事か伺ったことがあるのですが、大使が日本国中を歩かれる

時、行かれる場所を調べて、先々にいらっしゃる地元の人、有名人、その他

の履歴を調べる役割をしていたと。アメリカ大使になると、用意周到なこと

をするものだと感心したこともありますが。

　この第 18 輯を編集する時に、私もちょっと手伝っています。第 19 輯は、

私が編集したのですが、だんだんとお金がなくなってまいりました。学友会

から配当される資金はあったのですけれども、雑誌を出す会が増えて参りま

すと雑誌の費用までは回せないことに。そこで、第 19 輯でも広告は取りま

したが、第 20 輯はもっと大々的に広告を取り、卒業した先輩にお願いして

寄附をいただこうじゃないかと。学術雑誌にふさわしくない広告もあるとい

うことで、後で先輩から怒られたこともあるのですけれど、お金がなきゃど

うしようもないということで、とにかく金集めに奔走しました。

　それで、記念すべき第 20 輯は、特集をやろうじゃないかということで座談

会を計画します。「日本に於ける原始信仰の諸問題」というテーマで、大場、

樋口の両先生に、中川先生も入りますし、明治大学で教えておられた後藤守一
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先生にもお願いしました。後藤先生も、國學院で教鞭を執られておりましたの

で、まんざら知らない仲でもないと。また、國學院にいらした宗教民俗の堀一

郎先生とか、国文関係で民俗学の西角井正慶先生とか、慶應考古学の西岡秀雄

先生といった方々に、大場先生からお願いして頂いて座談会を開催したのです。

雑誌刊行費用の捻出顛末

　その速記に関しては、小宮君、昔は山本と言いましたけれども、小宮隆信

君に頼もうと。小宮君は、父親が柏町の助役やっておりましたから、父親

から頼んでもらって議会の速記者などに安くやってもらおうと段取りをつけ

ました。印刷も、東京は高いので、信州松本出身の人に印刷屋を当たって 

もらって長野県でやりました。明治神宮をはじめ寄附金も集まり、広告収入

も集まりましたが、どうしてもある程度足りない。そこで、お宮さんを見回

すと、裕福なところはお伊勢さんだと。それで、これも大場、樋口両先生に

お話ししまして、お伊勢さんの寄付をお願いしようと。旅費は、我々自分た

ちが自弁する。宿舎は、会員の中に猿田彦神社の宇治土公貞俊君がいたので、

実家へ電話してもらったらオーケーだと。こちらからは、私と小宮君と、3

人ほどで行くということで、大場先生から寄附金のお願いを兼ねた紹介状を

頂きました。神道考古学の創始者でもある大場先生は、ご存知のように内務

省神社局の考証課におられた頃に、全国の神社の来歴などを調査して歩いた

先生ですから、神社界には非常に顔が広いのです。

　そこで、いつ頃行こうかと相談しておりましたところ、樋口先生から突然、

「ちょっと下津谷君、来い」と。それで、樋口先生と一緒に大学の小林理事

長のところに行きまして、理事長に経緯の話をしました。そうしたところ、

理事長は「実は、お伊勢さんには大学として非常に大きな経費をお願いして

いる。そういうところに、寄附のお願をやられたらちょっと困るのだ」と言

うのですね。困ると言われても、こちらも困るということで、擦った揉んだ

があったのですが、小林さんから「一体幾ら要るんだ」と。「これくらいは

お願いしたい」と言ったら、「『上代文化』20 輯を、大学のお客さんのために
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配るものとして買い上げるから、本ができたら、10 冊、20 冊でもいいから 

持ってこい」という話になったのです。これはしめた、と。我々の方は、お

金さえ入ればいいのですから、伊勢に行く必要はなくなりました。

　ただし、小林理事長から念を押されましたのは「この話はよその学会に話

をしちゃいかんぞ」と。国文学会とか、史学会とか、いろいろ雑誌があると

ころに話をすると、「じゃあ、大学が買上げをやってくれということになっ

てくると困るから、これは絶対よそに言っては駄目だ。考古学のお前さんだ

けの懐におさめてくれ」と言われましたものですから、「分かりました」と。

　というわけで、無事に発行したのですが、どういうわけか印刷の日と発行

の日が大分ずれております。その辺が、どうなっておったのかよく分かりま

せんけれども。面白い話といえば面白い話ですが、あまり外には出しては困

るというようなお話でございました。

國學院大學の発掘調査

　この頃の思い出に残るのは、自分たちがやった発掘。大きなものですと、

大場磐雄先生が主宰されました長野県塩尻の平出遺跡。これは何回もやりま

したけれども、我々学生は昭和電工の寮に泊まりまして、そこから調査地に

通いました。ある時、オリエント考古学をやっておられた三笠宮さんが、大

場先生とも親しかったので平出遺跡にお出でになりましてね。調査に当たっ

ては、原嘉藤さんという方がいろいろ面倒を見てくれたのですが、地主さん

たちの了解を取りつけるのが大変だったらしいのです。その話をお聞きに

なった三笠宮さんが、「私も御挨拶に行きましょう」ということで、親しく

地主さんの家を「よろしく頼みます」と言って回られたのです。当時のこと

ですから、皆さん畏まって、どうぞどうぞということになり、発掘が非常に

スムーズにいくといったこともありました。それから、発掘を嫌がった人た

ちも、掘りますと天地返しになって明くる年の麦などの生育が非常によろし

いということで、掘る予定地じゃない場所も掘ってくれ掘ってくれというよ

うな笑い話的なこともありましたけれども。
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　それから、今の群馬県伊勢崎市にあたる采女村の古墳。これも大場先生の

調査ですけれども、我々の 1 年上の金子量重さんが発掘の段取りをしてくれ

ました。横穴式石室でしたが、天井石はもうありません。昭和 23（1948）年

6 月 28 日のこと。いきなり地面が揺れまして、両側の壁が崩れるくらい。びっ

くりして、慌てて石室の外に飛び出しましたけれど、これが福井地震でした。

報告は、『上代文化』第 18 輯に出ておりますが。そういう発掘をやっては、

報告会も資料室の学生が集まる部屋を中心にしてやりました。

　それから、千葉県の柏でも、色々と発掘を致しましたね。この調査も、我々

は自分たちで金策です。役所に行って経緯を話し、こういう場所をちょっと

調査したいので予算を出してくれと言いますと、なかなか普通は出ないはず

で、もちろん少ないのですけれども、何とか捻出してくれました。発掘は、

ほとんど自炊。御飯炊きがあまり上手くない私は、一度焦がしたことがあり、

それからは自炊免除になりまして、その代わり買い出しなどの役割が中心に。

今ですと、うるさい問題になるかもしれませんが、雨になって、今日の調査

は 1 日休みとなると、食事は 1 食くらいに制限して調査をやったのです。

昭和 20 年代前半の食糧事情

　私が大学に入った昭和 22（1947）年の夏休みは、始まるのが非常に早かった 

ですね。普通、大学の夏休みは、7 月 10 日、15 日前後あたりからなのですが、

そこまではとても持たないと言い出したのが寮生です。当時は、大学の武道

館の一角を区切って寮にしておりました。どう寮生に食事を出していたかは

知りませんが、彼らが「食糧事情がこんなに悪くては、俺たちは死んじゃう。

休みを早くしてくれ」と大学に掛け合い、多分 6 月の終わりか、あるいは 7

月初めくらいからに休みになったのですよね。国に帰って、ゆっくり栄養を

つけようと。学生大会とまでは行かないけれど、寮生たちの意見によって夏

休みが早くなった。そういう点でも、当時の食糧事情が非常に悪かったこと

がお分かりになろうと思います。

　予科に入りまして 2 年目あたり。考古学資料室に出入りする頃ですが、 
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学校の帰りに寄る喫茶店がありました。喫茶店といっても、お好み焼き屋の

ような程度です。そこで無駄話をしておりますと、店のおばさんが「うどん

粉がないから焼けない」と。そこで、自宅から通っていた学生は、うちから

粉を持ってまいりまして店に預けると、お好み焼きとか今川焼などを焼いて

くれる。そういうようなことで、「今日は俺のでやってくれや」などと言い

ながら、友達と一緒に食べたことも記憶にありますね。

登呂遺跡の調査体制

　そのような中で、昭和 22（1947）年から登呂遺跡における戦後の調査が始ま

るわけです。登呂遺跡では、昭和 18（1943）年にも調査をやっておりました。

三菱重工が戦闘機のプロペラをつくる工場を建てるので、急いで埋め立てて

工場用地にすることになったのです。大場先生も行かれたようですが、軍需

工場の用地ですから憲兵などが出張っており、その監視の中で調査をして、

いつまでに調査を終わらせなきゃ駄目だとか厄介なことがある。あるいは 

フィルムを没収されるなんていうことがあったらしいけれど、とにかく苦難

を乗り越えて住居址 1 軒と溝、畦などを見つけております。その記録類は、

静岡市が保管しておったのですけれども、空襲で焼けてしまいました。

　明治大学を卒業した杉原荘介先生は、戦争で中国大陸に行っており、「生

きて帰ったら登呂を掘る」と言われていたらしいのですけれど、復員して文

部省に入る。そして、後藤守一先生と一緒に申請したのが、登呂遺跡の調査

の科学研究費です。「駿河・富士見ヶ原における古代農耕村落の研究」という 

テーマで出しましたところ、5 万円の補助金が下りた。そこへ県が 20 万円、

静岡市が 15 万円、合わせて 40 万円かな。そのとき、後藤先生と杉原先生が

考えたのは、考古学だけではなく、人類学、日本古代史学、地質学、動物学、

植物学、建築史学、河川工学、農業経済学など、色々な分野の学際研究でやっ

ていこうと。当時としては、卓見でありますね。しかし 40 万円というお金は、

当時としてもそんなに大きなものではありません。

　それで、考古学をやっておる大学、明治とか、國學院とか、東大、早大、
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慶大とか、その他の学生の応援を頼もうということで、日程を 3 期に分けま

して、1 期に各学校から 5 名ずつ、國學院も 5 名、合計 15 名の学生を出し

てくれと。そういう話になります。学生の選考は、國學院の場合には、大場・

樋口両先生の了解を得た上で考古学会が選考致します。上級生が選ぶという

ことですね。

　私は、2 期から加わりましたので、初年度のことはよく分かりませんが、

食糧事情が非常に悪かったらしい。米とか、それに代わる食糧持参。中には、

外食券を持って来た人もおるそうです。この間、お亡くなりになった明治大

学の大塚初重さんから話を聞きますと、学生だった彼が事務局をやっており

まして、ジャガイモの皮をもらってきたり、捨ててあるようなものも貰って

きたりしたようです。雑炊、おかゆ、すいとん、そんな食事だったらしい。 

「登呂のすいとん、とんがない」という歌ができたくらいだったそうです。

　森戸辰男さんが文部大臣をやっておりましたが、国会の文教委員会で登呂

遺跡の見学をしたところ、学生が口を開けば「腹減った、腹減った」と言って、

雑炊をすすっていたと。これはあんまりだということで、米 2 俵が特別配給

になった。米よこせ運動なんていうのがあった時期ですから、非常に大変な

時代ではあったのです。

　私が参加した 2 年目は、食糧持参ではなかったと思います。女学校の寄宿

舎でしたが、雑炊はあまり記憶になく、御飯を食べましたね。量は少ないか

ら、お腹は年中すいていましたけれども、とにかく御飯は食べた。おかずが 

何だったかは、忘れてしまいましたが。発掘調査では、登呂遺跡の時に、初

めて交通費と日当をもらいました。これにはびっくりしたのですけれども、

帰りの電車賃を考える必要がないわけですから小遣いは使うことができま

す。ふたを開けてみましたらば、1 日の日当が 7 円。もらえないものをもら

えて喜んだわけですけれども、真夏の中で一番よく売れたのは、1 本 3 円の

アイスキャンディー。ほとんど売切れ状態になります。その日当 7 円を出す

のも、事務局は大変だったろうと思いますが。
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泥沼の発掘現場

　登呂遺跡の調査には、皇太子殿下もお出でになっています。杉原荘介先生

は、皇太子殿下が掘る場所を決めておりましてね。その場所は、ちょこっと

土器が顔を出していたのです。そこで、少し埋めて「殿下、ここをどうです

か」ということで殿下が掘ってみると、ぽっと土器が出てくる。まやかしじゃ

ないかな、ということも我々は言ったこともあるのですが、いずれにしても

登呂遺跡の仕事は、非常に思い出深いですね。

　台北帝大の助手をやっておった中川成夫先生は、帰られて東京大学の助手

をやっておりました。なかなか辛口の先生で、いろいろな評が非常に辛く、

学生から大分嫌われておったのですけれど。なぜか私の場合は、「下津谷君、

こっちに来い」とよく言われて、中川先生と一緒に調査をしました。

　私は、登呂遺跡の調査を 2 年と 3 年でやりましたけれど、何かあったのか

4 年目は行っていません。参加した調査も、遺跡の中に入って発掘した経験

は 4、5 日しかない。何をやっていたかというと、トロッコともっこ担ぎです。

登呂は、軍需工場を作るため、3 メートルほど土を盛り上げてある。調査に

入る前に、静岡市が盛土を除去しておいてくれる約束だったそうですが、現

地に行きますと全然やられていない。そこで、調査員で入ってきた学生の大

部分を、トロッコ部隊、もっこ部隊に振り分けた。結果、登呂遺跡の発掘現

場に入れたのは、割合と少人数だったのです。

　もう一つは、見学者が非常に多く、各学校で見学にやって参ります。見学

にやってくると、調査員じゃないのだけれども、見学者を現場の中に入れて

調査をやる。一方の我々は、調査員として動員されたけれどトロッコをやっ

ておる、というようなことで大分不満もありましたけれどね。しかし、トロッ

コのレールの敷き方、もっこの担ぎ方、それらを本当の土方さんから教わり

ましてね。それで登呂遺跡の調査をやったのですよ。

　何日かは遺跡に入りましたけれども、これも湿地帯ですから非常に大変で、

腰を下ろすことができません。ほとんど中腰の作業で、周りが十分掘られて



000  （ 16 ）211

いないものですから、大きなタコツボの中に入ってやるような調査。炎天下

で、下からムンムンと蒸気が上がってくる。地上のトロッコ部隊は、海岸か

ら風が吹いてきまして、割合と風通しがいい。もっこも地上ですから、まだ

いい。そんなことで、一度遺跡の調査へ入りましたけれども、またもっこ部

隊、トロッコ部隊に戻るというようなことでしたね。

　私は、10 日の約束だったのですけれど、なぜか残れと言われて 20 日間や

りました。しかし、ああいう作業は、大体 15 日ぐらいが限界だと思いまし

たね。あとの 5 日間くらいは、何となくふらふらやっている感じ。登呂遺跡

では、もっこ担ぎ、レール敷きや、トロッコから土砂を流す時のやり方とか、

そんなことを大分勉強した記憶のほうが強いような気がします。

日本考古学協会の結成へ

　登呂遺跡の調査には、最初科学研究費が 5 万円出たわけです。それで文部

省も遺跡の重要性は十分に理解しましたけれども、個人研究に出すお金には

限界がある。個人研究から団体研究にしなきゃいかんということになりまし

て、文部省の課長であった犬丸秀雄さんが杉原先生を通して後藤先生などに

働きかけ、受け皿をつくってくれと。そこで杉原先生の大活躍が始まる。こ

れはもう東京だけの学会というわけにはいきませんから、大阪、奈良、その

辺りの主要な先生方、梅原末治先生はもちろんですけど、末永雅雄先生とか、

そういう方々にもお話をした。日本考古学協会の始まる歴史ですね。

　それで第 1 回、第 2 回の会議は、上野の国立博物館、昔の講堂脇の会議室

でやったわけですけれども、個人を会員とするか、京都大学をはじめとして

各地にできた色々な研究会を会員とする学会とするか、大きく 2 つの考え方

に集約されてきたわけです。それで、いろいろ検討した結果、あくまで個人

を対象にした学会のほうがよろしかろうとなりまして、昭和 23（1948）年

の 4 月に日本考古学協会ができ上がる。そこで考古学協会に「登呂遺跡調査

特別委員会」という受け皿ができたものですから、国・県・市から頂いた 2

年目の予算が総額 105 万円。3 年目が 220 万円、4 年目の昭和 25（1950）年
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が合計 100 万円だったかな。

大学間の研究交流

　ですから、私が行った 2 回目は、多少裕福になったときなので、お米の御

飯は出ました。足りない分は、自分たちの小遣いで何とか賄ったというのも

変ですけれども。当時、静岡駅前に昼夜食堂といいまして、昼も夜も開いて

いる食堂があったのです。そこへ夕食が終わった後で出かけまして、お腹を

いっぱいにして、あるいは焼酎を飲んだりして帰って来る。登呂遺跡から静

岡駅までは、約 4 キロも砂利道があったのですよね。ペラペラの草履みたい

なものを引っかけて行って、そこで食べて、また帰ってくる。よくやったも

のです。それから、見学に見えた方々の差し入れにもありつきました。

　そんなことで登呂遺跡の調査は終わるわけでありますが、各大学の学生交

流ができました。調査の方法も大学によって違っていましたけれども、それ

をお互い話し合い、各大学の流儀以外のものを参考にしたり、改善したりと

いうようなこともあり、非常に勉強になったということですね。

　学生同士の交流ができたものですから、第 1 回目の調査が終わって帰って

きてから、東京学生考古学会ができるのです。東京学生考古学会は、昭和

22（1947）年 11 月だったかな。11 月 3 日あたりに記念して開いたかもしれ

ませんが。それを言い出して主導したのが、先ほど申し上げました國學院の

金子量重さん、小出義治さん、それから亀井正道さん、永峯光一さんといっ

た方々です。その関係から、当番校といいますか、國學院が主導して東京学

生考古学会が出来上がりました。

　私も、金子さんの遣い走りで、明治の研究室なども年中出入りをしており

ました。もちろん登呂での顔見知りもできましたし、その関係で授業料は

払わなかったのですけれども、明治大学の講座も聞いたことがある。藤田亮

作先生が朝鮮考古学を明治で講義しておられたので、先生にお願したら「い

いよいいよ」と。受講者が少なかったので明治の研究室へ行って、一緒に講

座を聞かせてもらったのですけれど。いわゆる学問的なもの以外の話も出て 
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まいりますし、受講生はほとんどが顔見知りという中での講義ですから、割

合と面白く楽しくやれたことも記憶にあります。

　そういうようなことで、登呂遺跡の調査に関係して、色々な人たちと知り

合いになれたことも、後々非常に大きく役に立ったことになります。学会活

動をするにしましても電話一本で話が通ずるようにもなってまいりましたの

で、個人としても役に立ったことになりますし、あるいは考古学資料室とし

ても非常に有意義だったのかなと思います。

　大場先生の関係になると思いますが、登呂で出土した木器を國學院の考古

学資料室が保存することになりまして、資料室の展示室に木の箱を作って一

部保管していました。そこへホルマリンを数滴垂らして保管するわけです。

何日かおきに水を換えなきゃいけませんから、みんなと一緒に水換えをやる

など、木器を直に見る機会もありました。その後、考古学資料室にお出でに

なった末永先生は、唐古遺跡の木器のことをよく話されました。唐古遺跡は、

掘ると本当に現代のものと同じようなものが出てきて、びっくりしたと言う

のですけれども、そのまま置いておきますと曲がってしまうものですから、

乾かないうちに宿で夜中にかけて実測を取り、実測が終わったものは菰に包

んで宿の池へ浸しておいて、翌日すぐに京都へ運んだと言われておりました。

樋口先生の思い出

　さて、時間もそろそろですので、ちょっと樋口先生の話も幾つかしておき

たいと思います。

　お若い頃の樋口先生は、髪が非常にフサフサしておられた。我々は、きれ

いになでつけられた先生の頭髪が、ピカピカ光っておられたのをよく覚えて

おります。普通の櫛ではできないな、と思っておったのですが、先生が野田

へ調査でお泊りになった朝、たまたま洗面所で頭を梳かしている姿を見て、

なるほどと思ったのですね。先生が使っておられた櫛は、日本髪で使う目の

細かい梳き櫛だったのです。これは、皆さんにあまり言わなかったのですけ

れど、樋口先生の秘密を見つけたな、と思って喜んだ記憶があります。
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　また、樋口先生は近畿日本鉄道の株をお持ちになっていたようで、株主優

待乗車券をいつも手帳に入れていたらしいのです。細かいことは覚えていな

いけれど、学部の夏休みに入る前に、樋口先生に「奈良へ行きます」と話し

たら、ポケットから手帳に挟んであった優待券のつづりを出して、「これを

持って行きなさい。これを使えば近鉄は全線無料だから」と。それからの 

私は、奈良あたりに行くときには、名古屋までしか国鉄は使わないで済みま

した。私以外にも、小出義治さんや、何人か頂いた人はいるかと思いますが、

非常にありがたいことでした。

　それでは、今まで誰にも話していなかったことも。樋口先生の講師謝礼の

件です。先生を訪ねてきた卒業生たちは、四方山の話をした後、「ときに先生

……実は……我々の会で、あるいは我々の学校で、先生にお話しを頂きたい

のです」となる。そこで樋口先生は、予定が空いてればすぐに快諾されますが、

大概の卒業生の言いにくそうな「御礼の件なのですが……」という問いかけ 

講義中の樋口清之先生
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には全部を言わせず、「いいよ、分かっている、分かっている」と言って席

を立たれるのです。樋口先生が去られた後、私が先生への御礼は幾らか聞い

てみると、今の相場で 1 万円、ひどいときは 5 千円くらいの場合もありまし

た。だいたい、1 万円から 2 万円に相当する程度が多かったですね。

　ですから、割合とお金には恬淡とされた方なのですが、実は一つ面白い話

がある。私は、助手を辞めて講師になり、野田市の博物館に移りました。あ

るとき、キッコーマンから総務課長がやって参りまして、樋口先生に「お話

を頂きたいのですが、いかほど差し上げたらよろしいでしょうか」と直接 

伺ったと言うのです。樋口先生も、びっくりされたのでしょうね。「野田地

方の、そういうお話については下津谷君に一任しております」とお答えに 

なったとのこと。しかし、私に言われても困るのです。役所関係ですと、一

応ある程度の決まり的なものはありますが、ここで数字を出すとちょっと

具合悪いな、ということで「懐具合はどのぐらいですか」と探りを入れまし

た。大概の返事は、向こうのお考えの低い方の金額を言ってくるのです。そ

れも大体見当つきますから、「それじゃ……」と首をかしげますと、ちょい

と上がるわけです。そんなことで、ある金額で落ち着いた。キッコーマンが

そうでしたし、茨城県の今で言う坂東市の教育委員会も聞いてきましたね。 

樋口先生は、「そういうことは下津谷君が、この辺のことは取り仕切ってい

るから」なんて言って逃げちゃうものですから。

　この事は、私も樋口先生には黙っているし、樋口先生も何もおっしゃらな

い。お互いに暗黙の了解といいましょうか。そんな樋口先生は、私にとって

の恩師である上に、野田の文化行政を方向づけしてくれた先生でもあり、地

域にとっても非常に意義深い恩義のある先生だということですね。

おわりに―学生を育てる博物館―

　ともあれ、我々を育ててくれた考古学資料室が、いまや創立 95 年。この

ように非常に長い歴史を持つわけですが、これから先も、ずっと 50 年、100

年先までも國學院大學博物館がある。大学に博物館を設けた例は、やはり 
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國學院大學が古い方ですからね。

　私は、日本の大学で博物館学の講座をつくるときには、博物館を必ず待た

なきゃいかん、入れるべきだと文部省にも提言したのですけれども、それは

とうとう通りませんでした。大学設置基準の中には、図書館は規定されてい

るけれども、博物館はないのです。そのため多くの大学では、博物館を持た

ずに博物館学講座を開くというようなことになるわけです。しかし、そうい

う意味では、國學院大學は先駆的な役割を果たしてきた。考古学資料室は、

我々が巣立ったところは、非常に先駆的な役割を果たしたものであることに

感謝しながら、ありがたく思いながら、私の話を終わりたいと思います。

　時間も大分過ぎたようでございますが、長い間、御清聴ありがとうござい

ました。

―　了　―
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